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○逐条解説

【国家公務員退職手当法等の－部改正】

「(今回の改正前の内容)｣は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律(平成24年法律第63号｡以下｢一元化法｣という｡）第2条による改正

後の国家公務員共済組合法(昭和S3年法律第128号｡以下｢国共済法｣という｡)の規定の

内容を記載している。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平

成24年法律第eS号)第2条による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128

号)を｢二型堕廻差澄塗｣と､同条による改正後(新旧対照表の下欄)の同法を｢デｰ元化後
国共済法｣と表記する。

に亘刃
(今回の改正前の内容）

：第4章『給付｣において、「第1節通則｣｢第2節短期給付｣｢第3節長期給付｣を規定

している。

第1節は短期給付及び長期給付の共通事項を､第2節は短期給付独自の事項を､第3節

では長期給付独自の事項を規定しているが､一元化法により長期給付に関する規定を基本

的に削除したため､第3節は｢国共済法における長期給付は､厚生年金保険法(以下｢厚年

法｣という｡)による保険給付とする｣旨を表明する規定の1条建ての構成になっている｡このた
め､第3節には｢款｣は設けられていない。

(改正の内容）

(1)第4章給付第3節長期給付に款を新設

一元化法施行時に､この法律における長期給付は厚年法による保険給付として､この節に

規定すべき内容が1条建てとなったため､長期給付の節について｢款｣は設けられていなかっ

たが､今回､この法律による長期給付として退職等年金給付を創設することになったことから、

長期給付の節に次のように｢款｣を設けることとする｡また､｢第3款退職等年金給付｣につい

ては､その種類が退職年金､公務障害年金､公務遺族年金の3種類であること､これらの給

付に共通する事項として通則を定める必要があることから､「款｣の下に｢目｣を建てて､これら

を規定することとする。（想定問ら（19頁)、問6（21頁)）

①第1款通則

長期給付に共通する事項を規定する｡国共済法における長期給付は､厚生年金保険給付

及び退職等年金給付とし､また､長期給付の対象となる組合員の範囲について規定する。

②第2款厚生年金保険給付

厚生年金保険法による保険給付に関する事項を規定するため､款の名称を｢厚生年金保

険給付｣とし､当該給付の種類について規定する。
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③第3款退職等年金給付

退職等年金給付に関する事項を規定する｡退職等年金給付である退職年金､公務障害

年金､公務遺族年金及びこれらの給付に共通する事項を規定するために、目を設ける。

第1目通則

退職等年金給付の給付額の算定の基礎となる給付算定基礎額など各給付に共通する

事項を規定する。

第2目退職年金

退職等年金給付のうち基本となる給付である退職年金(終身退職年金及び有期退職年

金)について､必要な事項を規定する。

第3目公務障害年金

公務上の傷病により障害の状態となった場合に支給する公務障害年金について､必要な

事項を規定する。

第4目公務遺族年金

公務上の死亡により遺族に支給する公務遺族年金について、必要な事項を規定する。
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陣臺雇】1
○ポイント

退職等年金給付に関する遺族の範囲については､厚年法の遺族の範囲と同様になるように

改正する

(今回の改正前の内容）

国共済法は第2条(定義)第1項第3号及び第3項に｢遺族｣を定義している｡その範囲は、

組合員又は組合員であった者の死亡の当時､その者によって生計を維持していた①配偶者

及び子､②父母､③孫及び④祖父母とされ､子又は孫については、 ("f)18歳になった年度の

末日までの間にあって配偶者がないもの、 （口)組合員又は組合員であった者の死亡の当時か

ら引き続き障害等級の1級又は2級に該当するものと規定されている｡長期給付については、

厚生年金保険法が適用になるので､遺族の規定は弔慰金(短期給付)のみで適用される。

(改正の内容）

【第3項】

厚年法の遺族の範囲は､国共済法と次の点において異なっている。

①組合員又は組合員であった者の死亡の当時､夫､父母及び祖父母については､55歳以

上であること

②障害等級1 ．2級の子及び孫については､20歳で遺族でなくなること

③転給がないこと

一元化後は､2階部分(厚生年金)の遺族の範囲は厚年法のルールが適用されることにな

るので､これまでに比べてその範囲が限定されることになる。

退職等年金給付に適用される遺族の範囲は、必ずしも厚年法の遺族の範囲と一致しなけ

ればならないというものではないが､2階部分と退職等年金給付の｢遺族｣の範囲が一致してい

た方が受給者にとっても分かりやすいこと､実務上も煩瓊にならずに済むこと､従来の範囲を維

持しようとすれば｢官優遇｣との批判を受ける可能性もあることから､これを次のように一致させ

ることとする。

①夫､父母及び祖父母は55歳以上であることへ

②障害等級1 ．2級の子及び孫は2○歳までとする、

この改正により短期給付の遺族の範囲もこれまでよりも狭くなるが､短期給付で遺族の規定

が適用されるのは健康保険法にはない弔慰金のみであり、 1の法律の中で遺族の定義の範囲

を異ならせるのは適当でないと考えられることから､この際､短期給付の適用を含めて遺族の

範囲を改正することとする。

また､弔慰金は国民健康保険法や健康保険法にはない、共済独自の給付であり、国民健

康保険法等には遺族の定義もされていない。従って、今回、遺族の範囲を狭くすることによっ

て､弔慰金の対象となる遺族の範囲も狭くなるが､国民健康保険法等との整合性の問題は生

じない。
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障害等級について､一元化前では､第81条第1項において、 「障害等級は、 ･ ･ ･1級､2級

及び3級とし､各級の障害の状態は､政令で定める｡」とし､国共済令第11条のうの6で｢障害

共済年金を支給すべき1級､2級及び3級の障害の等級･ ･ ･の障害の状態は､別表第1に定
めるところによる｡」としており､別表第一は､厚生年金保険法で障害の状態を定義している厚

生年金保険法施行令第3条のSで引用している国民年金法施行令別表及び別表第一と同じ
であった。第2条第3項では､この第81条第1項の規定を引用し､障害等級を規定していた。

一元化法の改正において､2階部分については厚生年金保険法に基づき支給されることに

なり､国共済法において障害等級を定めていた第81条第1項が削除されたこと及びこれまで

も国共済法の障害等級と厚年法の障害等級の内容は同じであったことから､第2条第3項で

厚生年金保険法第4ﾌ条の規定を引用することとした。

今回の改正では､第S3条第4項など公務障害年金の部分で障害等級を規定しているので、

この項において障害等級について厚年法第4ﾌ条に規定する障害等級と規定し、 「以下単に

｢障害等級｣という｡）｣旨を定めることとする。

【第4項】

配偶者(夫、妻を含む。）に事実婚の者を含める取扱いついては､従来の国共済法も厚年

法も同じであるが､厚生法第3条第2項は｢配偶者｣、「夫｣及び｢妻｣を書き分けて定義している

が､国共済法第2条第1項第2号ｲの｢配偶者｣しか条文上は､事実婚を含めるといった定義を

していなかった｡今回、 「夫｣及び｢妻｣にも事実婚を含むことを条文上明確にするため厚年法と

同様の規定を第4項に新設する。

（参考）

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（用語の定義）

第三条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

一～四（略）

2 この法律において、 I配偶者」 、 「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

（障害厚生年金の受給権者）

第四十七条 （略）

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、 三級及び三級とし、 各級の障害の状

態は、政令で定める。

（遺族）

第五十九条遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配
偶者、子、父母、孫又は祖父母（以下単に「配偶者」 、 「子j 、 「父母」 、 「孫」又は「祖父

母jという。 ）であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時（失跨の宣告を受け
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た被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同じ。 ）その

者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該

当した場合に限るものとする。

一夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三トー日までの間にあるか、又

は二十歳未満で障害等級の－－級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻

をしていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母

は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年

金を受けることができる遺族としない。

3 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、第一項の

規定の適用については、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の

当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

4 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたこと

の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

○厚生年金保険法施行令（昭和29年政令第110号）

（障害等級）

第三条の八 の各級の障害の状態は、一級及び二級につ

及び二級の障害の状態とし、三級について

rロ ..、 Ilp ‐､． ..‐ 員に：昌工 る障筈

いてはそれぞれ 国民年金法施行令別表 に定める一級及び二級の障害の状態とし、

は別表第一に定めるとおりとする。

○国民年金保険法施行令（昭和34年政令第184号）

別表（第四条の六関係）
一宇一一 一

》
”
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側
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第3条(設立及び業務）

(今回の改正前の内容）

組合は､短期給付､長期給付及び福祉事業を行うこと(第3項)、組合は､組合員の福祉の

増進を図るため､附加給付及び健康相談､健康診査などの福祉事業を行うことができること

（第5項)を規定している。

(改正の内容）

【第3項･第5項】

「短期給付の種類等｣(第51条→第5○条)、 ｢附加給付｣(第52条→第51条)の規定の条

ズレに伴う規定の修正を行う。
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｢三頭罰－1
(今回の改正前の内容）

組合が､定款で定めなければならない事項(目的、名称､所在地給付及び掛金に関する

事項)などを規定している。

(改正の内容）

【第1項】

一元化前国共済法の第1項第6号は､長期給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手

当等の額と掛金との割合に関する事項(掛金率)は連合会が定款をもって定める事項としてい

たことから､組合の定款事項からは除いていた。

一元化法により保険料率は厚年法(第81条)に法定されることとなったことから長期給付に

係る掛金率は連合会が定款で定める事項ではなくなったが､今回、退職等年金制度制度が

設けられ､これに係る掛金率は第10○条第3項において連合会が定款をもって定める事項と

規定することとしたことから､組合の定款事項から除くこととする。

（参考）

○今回改正後の国共済法

（定款）

第二十四条

八退職等年金給付に係る第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、同条第二項に規定す

る付与率、同項に規定する基準利率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退

職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準報酬期末手当等の額と掛金との割合に関する事
項

○一元化後の厚生年金保険法

（保険料）

第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出金を含む。 ）に充てるた
め、保険料を徴収する。
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第21条(設立及び業務）

(今回の改正前の内容）

国家公務員共済組合連合会が行う業務として、

○長期給付の裁定及び支払

○長期給付に要する費用の計算

○積立金の積立て

などを規定している

(改正の内容）

【第2項】

改正前は、長期給付は公的年金である厚生年金保険法に規定する保険給付(第73条第
1項に規定)のみであったが､退職等年金給付制度を連合会の業務に追加することとしたこと
から､業務内容を明確にするために厚生年金保険法に規定する保険給付に関する業務と退
職等年金給付制度に関する業務に号を分けて規定することとする。

第1号は改正前の長期給付に係る業務は厚生年金保険給付に係るものであるため、 「長期
給付｣を｢厚生年金保険給付｣に改める。また､第1号柱書には、国と地方の財政調整による
｢財政調整拠出金の拠出｣を規定しているが､今回の改正で厚生年金保険給付に係る財政調
整と､退職等年金給付に係る財政調整の2つの給付について財政調整が行われることとなる
ため､これを区別して規定する必要がある｡このため､厚生年金保険給付に係る財政調整とし
て｢(第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る｡）｣との
規定を追加する(地方の財政調整拠出金の受入についても同様の規定を追加)。
また､第1号ハの積立金についても､今回の改正で厚生年金保険給付及びこれに相当する

給付として政令で定めるものに充てるべき積立金と､退職等年金給付に充てるべき積立金の2
つの積立金が連合会に管理されることとなることから､これを区別して規定する必要がある。

口について、改正前は｢長期給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の

納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他の政令で定
める費用をいう｡）の計算｣と規定していたが､改正後は｢長期給付に要する費用｣を削除し､厚
生年金拠出金の納付､基礎年金拠出金の納付､地共済への財政調整拠出金の拠出、その
他政令で定める費用(事務費など)としている。

ハに規定している積立金の使途には、厚生年金拠出金の納付､基礎年金拠出金の納付、
地共済への財政調整拠出金の拠出に充てることとしているb事務費については、従来から積

立金の使途に含めておらず､今回も含めないこととする｡（3ページ後を参照）

(政令のイメージ）

口の｢政令で定める費用｣とは､厚生年金保険給付に係る事務費など

(省令のイメージ）

チの｢その他財務省令で定める業務｣とは､厚生保険給付に関する調査及び統計に関する
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業務などを定めることを予定している。

(現行国家公務員共済組合法施行規則第85条の2の6を参照）

第2号は､退職等年金給付に係る業務を規定する｡給付の決定及び支払､給付に要する

費用の計算､積立金の管理及び運用など､業務の内容は､基礎年金拠出金の納付等の公的

年金に特有の事項を除いて厚生年金保険給付に係る業務と同様であるため､第1号と同様の

事項を規定する。

なお､国と地方の財政調整については､第1号と同様に第2号柱書に｢(第百二条の三第一

項第四号に掲げる場合に行われるものに限る｡）｣と規定し､第2号ハの積立金についても､第

1号ハと同様に､退職等年金給付に要する費用及びこれに含めるぺき費用(地方への財政地

要請拠出金)に充てるべき積立金として｢退職等年金給付積立金｣と規定することとする。

(政令のイメージ）

口の｢政令で定める費用｣とは､退職等年金給付に係る事務費などを定めることを予定してい

る。

(省令のイメージ）

への｢その他財務省令で定める業務｣とは､退職等年金給付に関する調査及び統計に関す

る業務などを定めることを予定している。

(現行国家公務員共済組合法施行規則第85条の2のeを参照）

また､厚生年金保険給付には｢裁定｣、「退職等年金給付｣には｢決定｣の用語を用いること

としているが、

【法令用語辞典】

決定広<､決めることの意味に用いられるが､特に国や地方公共団体の機関が､疑

義のある事項､裁量に関する事項等について､これを一定の内容のものに決める処分をす

ること又はその処分の形式若しくは名称の意味に用いられることが多い。

裁定相対立する当事者間に意見の不一致がある場合に第三者が裁断を下すことを

いうが､次にような各種の場合がある。…3)なお､特別な用例として､国民年金法で｢給付

を受ける権利は､その権利を有する者、…の請求に基いて､厚生労働大臣が裁定する｣･ ･

･といっているのは､相対立する当事者間の意見の不一致に対する裁断ではなく､年金受給
権､恩給権を確認する行為をいうものである。

一元化前国共済法では、短期給付及び長期給付において、 「決定｣の用語を用いていたこ

とを踏まえ､退職等年金給付にも｢決定｣の用語を用いることとする｡一方､一元化後の2階部

分は､厚年法の規定に基づき実施機関として連合会が行うものであり､その根拠規定は厚年
法にあることから､改正前の｢裁定｣の用語を用いることとする。

【第3項】

退職等年金給付に係る業務を第2号として追加し､福祉事業に閏する業務を第3号に移動
したことに伴う号ズレの修正を行う。
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(参考）

○一元化前国共済法

（給付の決定）

第四十一条趙位を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。 ）の請求に
基づいて、組合（長期給付にあっては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九

十五条､第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じd )が迭室する。

○一元化後厚年法

（裁定）

第三十三条保険鐘位を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。 ）の請

求に基づいて、実施機関が垂室する。

○国家公務員共済組合法施行規則

（連合会の業務）

第八十五条の二の六法第二十一条第二項第一長

給付に関する調査及び統計に関する業務とする。

法第二十一条第二項第一号トに規定する財務省令で定める業務は、 長期

1
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需雪鯆醐笙関する規定'第“
1条第2項第1号、第99条第 １

１

○現行の長期給付（退職共済年金など）の資金の流れは、次頁の図のとおり、保

険料（掛金十国の負担金） と積立金の運用収入を財源とし、給付費（共済年金）

の支払いと、年金特会基礎年金勘定に基礎年金拠出金の拠出を行っている。基礎

年金拠出金の1／2は公経済負担金として国から受け取っている。単年度で黒字

であれば積立金に積み立て、赤字であれば積立金を取り崩す。

○改正後の厚生年金保険給付に関する資金の流れは、 2頁後の図のとおり、 2段

階に分かれる。

（第1段階）

・ 保険料（掛金十国の負担金） と積立金の運用収入を財源とし、年金特会

の厚生年金勘定に厚生年金拠出金の拠出と同特会の基礎年金勘定に基礎年

金拠出金の拠出を行う。基礎年金拠出金の1／2は公経済負担金として国

から受け取る。単年度で黒字であれば積立金に積み立て、赤字であれば積
立金を取り崩す。

（第2段階）

・ 年金特会の厚生年金勘定から厚生年金交付金を受取り、給付費（厚生年

金保険給付（改正前の共済年金を含む｡)）の支払いを行う。

一元化法改正後の厚生年金保険法において、厚生年金拠出金は第84条の5及

び第84条の6において規定されているが、その中で拠出金算定対象額の中に厚

生年金保険給付費等の総額が含まれている（第84条の6第2項)。この厚生年金

保険給付費等は、第84条の3において、 「実施機関に係るこの法律の規定による

保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として

政令で定めるものに要する費用」 とされており、 このうち「保険給付に要する費

用として政令で定めるもの」は加給年金等を含む旨を規定する予定で、また、 「こ

れに相当する給付として政令で定めるもの」は既裁定の共済年金（職域部分、追

加費用、公務上の給付、みなし基礎年金等を除く）や厚生年金基金代行分給付等
を予定している。

したがって、連合会が毎年度支給を行う厚生年金保険給付（改正前の共済年金

を含む｡）に要する金額は、年金特会の厚生年金勘定から厚生年金交付金として受
け取ることになる。

また、厚生年金勘定では、毎年度における給付費全体を、政府及び共済組合等

で負担することとし、各主体の標準報酬総額及び積立金残高で按分する。按分さ

れた結果、連合会は国共済分の負担を厚生年金拠出金として、厚生年金勘定に拠

出することになる。 （3頁後の図を参照｡）
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国家公務員共済における年金資金の流れ
、

※上段は平成24年度計画額､下段（ ）は23年度決算額

地方公務員共済組合

財政調整拠出金収入
一

（97億円）

財政調整拠出金

513億円
（ － ）

掛金

標準報酬×8.108％
(標準報酬×7.931%）

’組合員
一一一一マーーロー一一一一一一一 I 沼和“年度以前載定毛

保険料
１
１
１

国共済連合会

積立金7.6兆円

(積立金7.9兆円）

給付費 3,363徳円
(3,670億円）1兆972億円

(1兆535億円）

悪路引き召

F~黍棄王－－|負担金
1℃（函頚j蕪華緬辰雨扉

（標準報酬×7.971%）
8

’ グワ■●旬ワ●ー●ー●●●~●●●“●~●●●

Ｉ
酎
一
Ｉ

Ｐ
Ｄ
Ｄ
二
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ

、
△
●
●
●
●
●

、
■
Ｘ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
ｚ
■

Ｏ
０
ｐ
０
●
Ｄ
ｑ
Ｄ

０
６
０
●
●
９
０
●
０ｐ●●●●●●●●●●○●●●●■●●Ｑ、

一

3和61年暦以腱

『
一一－

(2,903億円）

基礎年金拠出金

5,700億円
（5’644億円）

基礎年金交イ

899億円

(1,031億円）

I ’
厚生労働省

(年金特別会計基礎年金勘定）

L－ 」

(洲))』｝金･負)旦企率は､平成24年9月～25年8月(下段()は平成23年9月～24年8月)の串であり､負担金率には公務等による障害共済年金及び遺族共済年金に係る串(0.04％)が上蛾せされている。
(注2)公経済負担企の平成24年度計圃諏は､基碓年金拠出金の36.5％(独法負担を除く)となっており､上配の他､国家公務員共済組合速合会交付国便受入収益072憾円を計上している。

共済年金



厚生年金保険給付･退職等年金給付に関する資金の流れ
（平成27年10月～）

[基礎年金･厚生年金･旧職域部分］
一－一一‐－一－－

－－

今
云
今
回連済共地

’
組合風保険1 国共済連合会

組合員

刻叫麓言鬘蹴駕
給付費(経過的長期給付） S60年度以前裁定者

旧職域部分
一一一一一一一一一一ロー‐‐ーー一一‐ー

1日哩取部分

釜過的昼期総付糖立金

照厚生年金，
厚生年金相当分

一一一一一一一一つ一一ー‐ーｰ－ー一‐‐

基磯年金相当分

－－－一一一L一一

歌莱主
（剛等）

…ｰのー◆●…－◆●●●●●●＋◆●・●●●一一・●→●・◆今●◆e●。

Ｉ
ｍ
－
Ｉ

一一一一一一一一一一

公経済主体
（国飾）

S61年度～
H27年9月裁定者

旧職域部分
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一堂

_LLa里一一

厘生年余棚出金

1

I
&午五：

Ⅱ

金保隙
へ牡、：

厚生年金相当分

一一一一Q■ロー‐P一｡q■一‐。■ー‐‐わ。■

基礎年金

給付謎
(基礎年金）

'－． －－－－" -. .-.. - ---－｜一

年金特別会計
I － ＝

－
ー

退職等年金給付］
－－－F－

給付費(退職等年金給付） H27年10月以降職定者

副三彊壬冒賑募三い
し 厚生年金 ｜

･-------…-------…｜
｜

基礎年金 ｜
I

園共済理名
目職零年令給仁

b

な財政認



(参考）厚生年金拠出金・厚生年金交付金の流れ

（厚生年金保険法第S4条のS、第S4条の5)

(イメージ）
(厚生年金勘定2F)

給

＝－厚率一つ

享年被保険者
伽含目）

嵜一
" l lil,*

第四号
亙年袖保陰署

壷の算定万法＞

付骨全体を､鵬及び共湖

'た厚生年金雁陶1及ひ管理洲

･主#の臆f篭催菰及び{1立金

,て､当分の閏、史HI葡陵分も眼

'は､侭出金として澗別会計の厚

|･公謝旛分は共済劃台弩に交

'し．響々年應仁湿&傭Tm更（

幾顕年金拠出令

＆儘年学勘冗
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（参考）

○一元化法改正後の厚生年金保険法

（交付金）

第八十四条の三政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関（厚生労働大臣を除く。以

下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。

）ごとに 這施機関に係るこの法律の規定による と_しXこ政金で定めるものその

他二血距相当する給付として政令で定めるものに要まる費用（以ド

う・ ） として算定した金額を、当該実施機關に対して存付令しLてと

｜ とい‐金 ‘湛

_l=z工篁室｣二進金遡皇_当該実迩機勵こ対して交付金として交付する．

(拠出金及び政府の負担）

第八'一四条の五 を納付すこ量。処出も

2 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠州金の合計

額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分（基礎年金拠出金から第八十条

第一項、国家公務員共済組合法第九｜･九条第四項第三号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四

項第二g･又は私立学校教職員共済法第三十五条第－－項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の--に

相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第三十三条第二項第一号におい

て同じ。 ）の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。

3財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納

付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するも

のとする。

（拠出合の額）

第八十四条の六前条第一項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、 当該年度における拠脱

金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基

礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。

一標準報酬按(あん)分率

二積立金按(あん)分率

2 前項の処出金莫定対塞蜘逃_当遼生閲篁室け畳'厚生f毛金1塁隆趙i丈遺筆辺遥遡1皇1.当該年度におし」

工璽囮笠逆負担蜂_X睦剥j宜迩基礎 十
一
急
廻

〈
ロ
一雫金., ロ。 ､『 蹉科相当麦 題と皿えた額とする。

3 第一項第--号の標準報酬按(あん)分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率

とする。

一実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員（国家公務員共済組合連合会及び地

方公務員共済組合連合会にあっては、 当該連合会を組織する共済組合の組合員）たる被保険者又

は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるとこ

ろにより算定した額（第八十四条の八第一項において「実施機関における標準報酬の総額」 とい
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う。 ）を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定める

ところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実

施機関ごとに算定した率

二当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算

定対象額の合計額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの

合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した

率（次項第二号において「保険料財源比率」 という。 ）

4第一項第二号の積立金按(あん)分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率と

する。

一実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとし

て政令で定めるものの額の合計額（以下この号において「実施機関の積立金額」 という。 ）を、

当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものと

． して政令で定めるものの額の合計額（以下「厚生年金勘定の積立金額」 という。 ） と実施機関の

積立金額との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機

関ごとに算定した率

二一から保険料財源比率を控除した率

5厚生労働大臣は、第三項各号及び前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関

を所管する大臣に協議しなければならない。
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○上記のとおりの資金の流れに加えて、国共済と地共済は財政調整を行っている

、ことから、財政調整に関する資金の流れもある。

O厚生年金保険給付に要する費用に関する規定は、いずれも連合会が実際に給付

費（厚生年金保険給付）を支払う第2段階の局面ではなく、厚生年金拠出金の拠

出などを行う第1段階の局面である。

○関連する規定は、以下のとおり。

①第21条第2項第1号ロ （厚生年金拠出金の納付等に要する費用の計算）

ロ星些全塾幽念及び基礎馳辿全の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整

拠出金の拠出に要する費用その他政令で定め の計算

上記のロでは、 「厚生年金拠出金の納付等に要する費用」として、以下のものを

計算の対象としている。

・ 厚生年金拠出金の納付

・ 基礎年金拠出金の納付

・ 地共済への財政調整拠出金の拠出 ，

。 その他政令で定める費用（→事務費など）

なお、現行の規定及び一元化法改正後の規定は、以下のとおり。一元化法の改

正において､厚生年金拠出金とその他政令で定める費用(事務費)が追加された。
(現行）

口厘…王亘函(基礎…全の納付及び第百二条の二に規定する財政調
整拠出金の拠出に要する費用を含む｡）の計算

↓

(一元化法改正後）

長期給付に要する費用 (厘生王全塾幽全及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条ロ

’ の二に規定する幽攻調整拠出金の拠出に要する費用

う｡）の計算

の他の政令で定め をい
！

②第21条第2項第1号ハ（厚生年金保険給付積立金の使途）

ハ星生笙幽全及び趣笙鯉幽全の納付並びに第百二条の二に規定する重政調整
理幽全の拠出に充てるべき積立金（以下「厚生年金保険給付積立金」 という｡）の積立

て

上記のハにおいて、厚生年金保険給付積立金を充てるのは以下のものとしてい

る。

・ 厚生年金拠出金の納付

・ 基礎年金拠出金の納付
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。 地共済への財政調整拠出金の拠出

なお、現行の規定及び一元化法改正後の規定は、以下のとおり。これまでは、

「長期給付」に充てると規定していたが、今回は第1段階の局面であることから、

「長期給付」あるいは「厚生年金保険給付」 といった書き振りは行わない。事務

費については、従来から積立金の使途に含めておらず、今回も同様とする。

（現行）

（長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用）

第三十五条の三連合会は､政令で定めるところにより､厩濡研(基礎笙全塾堂堂及び第
百二条の二に規定する逝政調整拠出金を含む｡）に充てるべき積立金を積み立てなければな

らない。

↓

（一元化法改正後）

（長期給付に充てるべき積立金の積立て）

第三十五条の二連合会は､政令で定めるところにより､辰溺耐(星生笙全塾雌及び基
礎年金拠出念の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む｡）に充て

るべき積立金を積み立てなければならない。

③第99条第3項（厚生年金保険給付に要する費用の負担）

（費用負担の原則）

第九十九条 （略）

3障至革蚕葆霞語雨三軒弓嘉周(厘生笙全塾幽全及び基壁笙全塾雌の納付並びに第百
二条の二に規定する國政調整拠出金の拠出に要する費用（次項第二号に掲げる費用のうち

同項の規定による国等の負担に係るものを除く。）をいい、 享生年金保険給付及びこれに相

唐子弓~君あを~亡そ藪苓冒舂壼話…副(厘圭笙全塾出金及び基礎笙全塾里堂の納
付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む｡）に係る事務に要する費用

（第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替え

て適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。）を含む｡）につい

ては、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもって充てる。

上記の第99条第3項（費用負担）では、 「厚生年金保険給付に要する費用jと

して、以下のものを含むとしている。

． 厚生年金拠出金の納付

・ 基礎年金拠出金の納付（国の負担を除く）

。 地共済への財政調整拠出金の拠出

。 事務に要する費用（国の負担を除く）

なお、現行の規定及び一元化法改正後の規定は、以下のとおり。一元化法改正

後の規定は、現行の規定と同じようなものとなっている。

今回の改正において、厚生年金拠出金及び地共済への財政調整拠出金を追加す

る。これにより、本条の規定が、第21条第2項第1号ロ（厚生年金拠出金の納
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付等に要する費用の計算）に規定されているものと同じになる。

また、事務に要する費用についても、 「厚生年金保険給付及びこれに相当するも
のとして政令で定める年金である給付」の後の括弧書きの中で、厚生年金拠出金
と地共済への財政調整拠出金を追加し、これらの事務に要する費用も含むことと

している。その際、括弧書きの中の規定振りは、第21条第2項第1号ハと同様

に、 「基礎年金拠出金」を「基礎年金拠出金の納付」に改正している。また、 「政
令で定める年金である給付」は、改正前の共済年金である。
（現行）

（費用負担の原則）

第九十九条 （略）

長期給付に要する費用
一
一
一 (基雌全塾幽念の納付に要する費用(第三項(第--号を除く｡）

の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く｡)及び匿霊歪団(基礎年金拠
幽全を含む｡）に係る臺迩三塁室曇遡(第四項の規定による国の負担に係るもの並びに

第六項及び第七項において読み替えて適用する第四項の規定による特定独立行政法人の

負担に係るものを除くb)を含み、次項第三号に掲げるものを除く。同項第二号において

同じ｡）については、その費用の予想額及び地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十

三条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第二号の

掛金及び負担金の額、第三十五条の二第一項の長期給付に充てるべき積立金（以下この

号において『国の積立金」という｡）の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並び

に同法第百十三条第二項第二号の掛金及び負担金の額、同法第二十四条 （同法第三十

八条第一項において準用する場合を含む｡）の長期給付に充てるべき積立金及び同法第

三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金（以下この号において「地方の積立金」

と総称する｡）の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行

う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付

の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金（国の積立金及び地方の積
立金をいう｡）を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つことができるように
すること。

↓

（一元化法改正後）

（費用負担の原則）

第九十九条 （略）

3組合の匿垂湿玉壷壷調(基選笙全塾幽全の納付に要する費用(次項第二号に掲げ
る費用のうち同項の規定による国等の負担に係るものを除く｡)及び園壷団(基礎年金拠
幽全を含む｡）に係る臺塗些豊茎重量里(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第

七項及び第八項の規定により読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担

に係るものを除く。）を含む｡）については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する
保険料をもって充てる。

-19-



④第102条の2 (地共済への財政調整拠出金の拠出）
’
１
‐
Ｉ

(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出）

第百三条の二連合会は、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の線 に要する費用量の他政

）の負担の水｜ 金二重産堕_量_豊田(迭全蔓二項篭二畳1呈迫i'､~ 手、 豚･給付賛 ○

準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費

の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第七’一四条に規定する長期

給付の円滑な実施を図るため、次条第-項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業

年度において、地方公務員共済組合連合会（同法第三十一八条の二第一項に規定する地方公

務員共済組合連合会をいう。以下同じ｡）への拠出令（以「 「財政調整拠出金」 という。）

の拠出を行うものとする。の拠出を行うものとする。

I

’

Ｏ
ｆ
ｌ
卜
■
１
６

■
９
匹
ｆ
Ｊ
９
０
ｐ
凸
巳
■
■
１
０
日
ｈ
Ｕ

第白二条の三財政調整拠出金の額は‘次の各号に掲げる場合の区分に応じ､ 当該各号に定｜
める額（第一号から第三号までに掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各｜

号に定める額の合計額） とする。

‐‐ 当該事業年度における1章王年蚕葆辰語符詞のうち政令で定めるものの額(以下この号i

において｢国の調整対象費用の額｣という｡)を当該事業年度における全ての組合員掴｜
遷坐に関する規定の適用を受ける組合員に限る｡以下この号において同じ．） ｜
の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の,司｜
法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額の合計額の合算額（以下この号において｜

’標準報酬等総額! という｡)で除して得た率が､当該事業年度における地方公務員等共1
済組合法第百十六条の三第一一項第－－号に規定する調整対象費用の額（以下この号におい’

て『地方の調整対象費用の額｣ という｡)を当該事業年度における同項第一号に規定するi
標準報酬等総額（以下この号において「地方の標準報酬等総額」 という｡）で除して得たi

率を咽る場合当該事業年度における国の調整対象費用の額に篝定額を加算して得た

額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方｜
の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標｜

準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額

（以下略）

Ｉ
ｉ
１
ｉ
Ｉ
ｌ
０
■
Ｈ
凸
Ｅ
■
９
“
ｆ
Ｌ
Ｏ
Ｊ
Ⅱ
Ｏ
ｐ
Ｐ
Ｂ
巳
Ⅱ
９
９
口
■
日
日
‐
Ｇ
Ｕ
０
・

ｌ
ｒ
０
‐
ｌ
Ｐ
ａ
ｇ
Ｉ
■
■
■
Ｕ
ｒ
ｐ
６
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｑ

国

９

９

０

Ｉ

Ｌ

Ｊ

１
８
日
Ｐ
Ｏ
Ｇ
▼
ｊ
８
■
Ｉ
ｌ
０
０
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
８
９
ｌ
６
巳
ｆ
９
１
ｌ
Ｉ
ｂ
Ｐ
０
Ｂ
７
Ｉ

I

上記の第102条の2では､以下のものを｢厚生年金保険給付費」としている。

地共済との財政調整においては、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金をベースに

費用の範囲を決めることで足りるので、財政調整拠出金を含める必要はない。ま

た、事務費についても基本的には財政調整の対象とはしない。ただ、将来、何ら

かの費用を財政調整の対象に含める必要がある時のために､｢その他の政令で定め

る費用」は規定を残しておく。

・ 厚生年金拠出金の納付

・ 基礎年金拠出金の納付

・ その他の政令で定める費用（→その他）

なお、現行の規定及び一元化法改正後の規定は、以下のとおり。一元化法の改
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正において、厚生年金拠出金とその他の政令で定める費用を追加している。今回

の改正において、基礎年金拠出金を追加している。
－■ 今 一 一 - 一 一 一一ヨ ■一一画一一一一◆－－－｡■－

１
１

一一一

（現行）

（地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出）

第百二条の二連合会は､組合の医亜詞藝子惠養珂の負担の水準と地方の組合の地方公
務員等共済組合法第七十四条に規定する長期給付（以下この条において「地方の組合の長

期給付」 という。）に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の

長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その

事業年度において、地方公務員共済組合連合会（同法第三十八条の二第一項に規定する地

方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ｡）への拠出金（以下「財政調整拠出金jという。）
の拠出を行うものとする。

↓

（一元化法改正後）

（地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出）

第百二条の二連合会は､組合の画歴歴薑彌蚕珂(厚生年金拠出金の納付に要する費
用量_ぬ辿り堂金で定塗_壷豊里をいう。次条第一項第一号において同じ｡）の負扣の水進ル帥c)の負担の水準と地

I

’

Ｂ
且
■
■
８
０
り
０
０
日

Ｌ
■
１
日

１
１

’

■Ｊ１甲

Ｐ
ｌ
０
ｄ
■
■
ｒ
９
日
Ⅱ
Ⅱ
１
Ｆ

（

方の組合の地方公務員等共済組合法第七'一四条に規定する長期給付（以下この条において

「地方の組合の長期給付」 という｡）に要する費用（厚生年金拠出金の納付に要する費用そ

の他の政令で定める費用をいう。）の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合

の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、そ

の事業年度において、地方公務員共済組合連合会（同法第三十八条の二第一項に規定する

地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ｡）への拠出金（以下「財政調整拠出金」 とい? ’

’う。）の拠出を行うものとする。
一一一一 凸一一一

＝■一一一T可一己ニニ ーー

一＝一一ー
一一一 ぬ 一一
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厚生年金保険給付に要する費用についての規定

’
四
函
Ｉ

（ ○・ ・ ・法律に規定△・ ・ ・政令に規定 ）

（ ※厚生年金拠出金は年金特会厚生年金勘定に拠出され、同勘定では厚生年金拠出金を財源として厚生年金交付金を連合会などに

交付する。連合会では厚生年金交付金を給付費（厚生年金保険給付十改正前の共済年金）の支払いに充てる。したがって、厚生

年金拠出金は厚生年金保険給付及び改正前の共済年金の財源となっている｡）

厚生年金

拠出金

(※）

基礎年金

拠出金

地共済へ

財政調整

拠出金

事務費 その他

第21条第2項

第1号ロ

費用の計算

厚生年金拠出金及び塁壁生念鯉幽垂の納付並びに第百二条の二

に規定する

める費用

逝璽龍 処出金の拠出に要する費用量｡他蓮金二重室翌
1

ｲ

二
ｐ
ｒ
』
■
ｌ
■

○ ○ ○

△

その他

の費用

一

第21条第2項

第1号ハ

積立金の使途

厚生年金拠出金及び基選リ
呂

》”

三金拠出金の納付並びに第百二条の二

に規定する財政鯛整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下｢厚
生年金保険給付積立金」という｡）

牛

○ ○ ○ 一 ー

第99条第3項

費用負担

厚生年金保険給付に要する費 ヨ （厚生年金拠出金及び基瞳笙全

拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の
拠出に要する費用（次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定

による国等の負担に係るものを除く｡）をいい、厘生年金保険給

付及びこれに相当す壷_f_Qと_L工遮金工定め盤垂二ご塑塾趙位

（厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の

一一一一

る費用（(略)）を含む｡）

僧

○ ○

国負担

を除く

○ ○

国負担

を除く

一

第102条の2

地共済への

財政調整

厚生年金拠出金

政令で定

及び基礎年金拠出金の納付に要する費用量Q他

める費用(次条第一項第一号において「厚生年金保険給

付費」という｡）

○ ○ － 一

△

その他

の費用



｢章三三毫扇河
(今回の改正前の内容）

連合会が定款で定めるべき事項(目的､名称､事務所の所在地､長期給付の裁定及び支

払いに関する事項など)を規定するとともに(第1項)、財務大臣が定款を認可する際の総務大

臣への協議事項を規定している(第3項)。

(改正の内容）

【第1項】

第6号については､第21条に規定する連合会の業務のうち｢長期給付の裁定及び支払｣の

業務が､今回の改正により｢厚生年金保険給付の裁定及び支払｣(同条第2項第1号イ)と｢退

職等年金給付の決定及び支払｣(同条同項第2号イ)に区分して規定することとしたことを踏ま

え､定款事項である｢長期給付の裁定及び支払に関する事項｣についても、 「厚生年金保険給

付の裁定及び支払に関する事項｣と｢退職等年金給付の決定及び支払に関する事項｣に区分

して規定することとする。

また､一元化前国共済法第24条第1項第ﾌ号は｢長期給付(基礎年金拠出金を含む｡）に

係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項｣を定めていた

が､一元化法により長期給付に係る保険料率は厚生年金保険法に法定されることとなったこと

から､これを削除していた。

今回の改正において､退職等年金給付が新設され、 「第七十五条第一項に規定する付与

率及び同条第三項に規定する基準利率､第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、

第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月

額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項｣については､連合会が定款で定め

ることとし(第ﾌ8条以降の規定を参照)、定款事項に追加する。

なお､配列については､一元化前国共済法では第7号に｢長期給付に係る標準報酬の月額

及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項｣を定めていたところ､条文の順序を

みると､①退職等年金給付の決定及び支払の規定は第39条､②年金現価率､付与率､基

準利率の規定は第ﾌ5条､第ﾌS条及び第ﾌ9条､③地共済との財政調整の規定は第102条

の2であることから､この順序で第ﾌ号から第9号までに規定することとする。

【第3項】

国と地方は財政単位を一元化することとしている(想定問31（フ○頁)参照)から､新たに追

加する第B号については､国共済と地共済が設定する付与率､基準利率､年金現価率､掛金

率を同一のものとする必要がある｡このため、現在の第S号(移動後の第9号)の｢第百条の二

に規定する財政調整拠出金に関する事項jとともに､これを担保するために総務大臣との協議
の対象とする。

(参考）

○一元化法前国共済法

（定款）

第三十胴条 連合会は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
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一～六 （略）

七長期給付（基礎年金拠出金を含む。 ）に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と
掛金との割合に関する

八～十二 （略）

(略）2． 3
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第35条の2(積立金の積立て）

(今回の改正前の内容）

連合会は､将来の予想される長期給付の給付費用に充てるべき積立金を積み立てなけれ

ばならないことを規定している6

(改正の内容）

連合会が長期給付の給付費用に充てるため積み立てるべき積立金について､従前からの

長期給付(厚生年金保険法による給付)に充てるべき積立金(改正後では､厚生年金保険給

付積立金)に加え､退職等年金給付積立金を追加する。

なお､第21条第2項第1号ハにおいて厚生年金保険給付積立金を､第21条第2項第2号

八において退職等年金給付積立金を､定義している。

また、「厚生年金保険法第ﾌ9条の2に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付

積立金を積み立てる｣と規定して､厚生年金保険給付積立金と厚年法の実施機関積立金の

関係(同一のものであること)を明示する｡これにより､国共済法において連合会が積み立てる

ものとする厚生年金保険給付積立金について､その管理運用については厚年法の実施機関

積立金に関する規定によることを明らかにする。

(政令のイメージ）

政令には、

(1)各積立金の積立て及び取崩しに関し､「連合会は､毎事業年度の経理において損益計算

上利益が生じたときは､その額を積立金として整理しなければならない｡」こと､及び｢連合会

は､毎事業年度の経理において損益計算上損失が生じたときは､積立金を減額して整理す

るものとする｡」こと

(2)連合会は､各積立金を区分して経理しなければならないこと

を定めることを予定している。

（参考）

○一元化後の厚年法

（運用の目的）

第七十九条の二積立金（年金特別会計の厚生年金勘定の積立金（以下この章において「特別会

計積立金」という。 ）及び実施機関（厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。 ）の積
立金のうち厚生年金保険事諜 (基礎年金拠出金の納付を含む。 ） に氏る"I に！: る部灸 と

して政令で定める部分（以下「実施機関積立金」という。 ）をいう。以下この章において同じ
。 ）の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、

将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険

者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、

厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

『
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（用例）

【○○金として○○金を積み立てる】

○租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

附則（昭和五三年法律第一一一号）

（個人の準備金に関する経過措置）

第六条

2 青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭

和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年（事業を廃
止した日の属する年を除く。）において、

場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十金として公害防止準備金を積み立てる

三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日ま

で」 と、 「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、 「千分の三」とあるのは『千分の二」
と、 「相当する金額』とあるのは「相当する金額（昭和五十三年にあっては、同年一月一日か

ら同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の-一・五（当該政令で
定める業種に属する事業については、千分の三）に相当する金額と同年四月一日から同年十二
月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一（当該政令で定める業種に
属する事業については、千分の二）に相当する金額との合計額) jとして、同条の規定の例に
よる。

【○○とともに、○○なければならない】

○新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）

（事業者及び国民の責務）

第四条事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、 新型インフルエン

ザ等対策に協力するよう努めなければならない。
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一』一一一一÷一一三－

’第35条の3(退職等年金給付積立金の管理運用の方針） 【新設】
－－－－－－

○ポイント

本条は退職等年金積立金の管理及び運用を長期的な観点から､安全かつ効率的に行うた

めに､連合会は退職等年金給付積立金の管理運用の方針(以下｢管理運用方針｣という｡）を

作成し､財務大臣の承認を得て､公表するという一定のルールのもと管理及び運用を行うこと

とする。

【第1項】

連合会は､掛金を徴収し長期に渡って年金を支給していくために､退職等年金給付積立金

の管理及び運用を長期的な観点から安全かつ効率的に行うこととし､退職等年金給付積立金

の管理運用の方針策定しなければいけないこととする。

なお、 「長期的な観点から安全かつ効率的に行われるよう｣の文言は、一元化後の厚生年

金保険法第ﾌ9条の2(運用の目的)において実施機関積立金の運用に当たって｢長期的な観

点から安全かつ効率的に行う｣こととされているのと同様に､退職等給付積立金についても､将

来の年金の支給の財源となるものであるから､長期的な観点から安全かつ効率的に行う必要

があることを明らかにしている。

【年金積立金管理運用独立行政法人法の逐条解説】

年金の積立金の｢運用｣とは､具体的には金銭を利殖の目的で､信託銀行や生命保険会社

と信託や生命保険の契約を締結したり、自ら債券の売買等を行うことにより､金銭以外の財産

形態(信託受益権､保険金請求権､債券等)に変化させることである。

年金積立金の｢管理｣とは､信託受益権や債券といったそれぞれの財産形態を変えることな

く、当該資産の改良を目的として行う行為であり､例えば､信託受益権の現在額を帳簿に記入

し､今どのような資産で運用されているのか､あるいはその時価での価額はどうなっているのか

を把握し､その状況が年金積立金として適当か検討し､不適当であると判断した場合はこれを

組み替えるといった行為である。

【法令用語辞典】

管理 1） 産、物又は権利について管理｣とし込法において ､うときは、
一 二･ ･移転又は

消滅を生ずることなく､単にその財産、 物又は権利の性質を変更しない範囲内において､その

利用又は改良を目的とする行為を意味する。 もつとも､財産全体の管理と個々の物又は権利

の管理とでは､その管理も､おのずから異なるのであって､財産の管理においては､その財産の

一部を成している個々の物又は権利の処分も､その財産全体の保存､利用又は改良となって、

管理の範囲に包含されることもある(例一民法251･271･75Sn･824,828等）

2） 民法債権編事務管理の章において｢管理｣というのは、他人の事務について、その内

容を現実化する手続をいうのであって､他人の利益を保持し､又は増進するのに役立つと認め

られる計画的な行為をすることを意味する.したがって､その過程において目的達成の手段とし

てされる行為は､保存､利用又は改良行為に限らず､処分行為でも差し支えない。（同法69フ

ープ○2）

3） 一般に､事務について｢管理｣というときは、その事務の目的に従って､これを処理し、
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又は執行することを意味する｡例えば､民法上の公益法人について管理といい(同法1編2章
2節)､選挙に関する事務の管理というのは(公職選挙法らI)、この意味である｡その他､内閣
法3条第1項､国家行政組織法5条1項その他各省設置法等に､多くの用例がある。

4)行政法上、「管理｣は、一般に事業を経営し､又は物的設備の維持管理を行うなどの国

又は地方公共団体の作用を意味することがある(例一国有財産法5．5の2･6･8Ⅱ、地方自

治法149､河川法フ･91 ・10等）

ら)物品管理法では､物品の取得､保管､供用、及び処分を指して｢物品の管理｣とし(同法

I)、国の債権の管理等に関する法律では、 「債権の管理｣に関する事務とは､国の債権につ

いて債権者として行うべき保全､取立､内容の変更及び消滅に関する業務のうち特定のものを

除いたものをいうものとしている(同法2Ⅱ)。

6)｢管理｣は、また内閣総理大臣及び各省大臣とその下にある機関との関係を表す用語と

して､従来主として､外局、地方支分部局等について用いられた。 「管理｣は、「監督｣又は｢所

轄｣と対比されるものであり、当該機関に対する主任の大臣の指揮監督権が､内部部局に対

する場合と大差ないくらいに立ち入って行われ得ることを示したものといえよう。現行法では、

海上保安庁法において、 「海上において､人命及び財産を保護し､並びに法律の違反を予防

し､捜査し､及び鎮圧するため、 ・ ・ ・国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く」

(同法1 1)という例等がある｡国家行政組織法の制定施行後は､これらの意味で｢管理｣の用

語を用いた例は比較的少ないが､これは､同条1○条の規定によって各省大臣等がその機関

の事務を統括する旨が定められたことによる｡ただし､警察法5条2項は、国家公安委員会と

警察庁との関係を表すのにこの用語を用いているが､これは､この2つの行政機関の関係が、

国家行政組織法からは､必ずしも明らかではないからである。

1）｢管理｣は､また、 「統制｣と同じように用いられ､公権力が､人の生活関係に介入して､そ

の意思にかかわりはなく､又はその意思を排除して､外部的にこれを規律する措置を意味する

ことがある｡外国為替及び外国貿易法第1条に｢管理｣といい、また、旧食糧管理法、旧石炭

鉱業管理法等の題名に｢管理｣の用語を用いてるのは､この例である。「統制｣よりも､更に強度

の規律を行う場合を意味するものということができよう｡【類語】管掌監督監理所轄統

制(国）

運用 1）字義どおり働かせ用いることの意味に用いられる。「法律の解釈及び運用｣(生

活保護法ら)、 「(無線局の)運用許容時間｣、 「無線局の運用開始｣、 「無線設備を運用(電波

法14n･16･18)、 「この法律は、 。 ・ ・ ・適切に運用｣(政治資金規正法21)などという場合の

｢運用｣は､この意味である。「法律の運用｣は､「法律の実施｣というのとほぼ同義語であり、 「無

線局の運用｣などという場合の｢運用｣は｢運営｣というのに近い意味である。

2） 金融法規や財政法規において､この意味を更に敷えんして用いている｡すなわち､イ）

｢固有財産の運用｣(国有管理法1)という場合は､国有財産を本来の目途に用い、又は有償

若しくは貸し付けることを意味し､口)｢資若しくは無償で使用され、 金の連用｣などという場合IE

他の目的のために他の財産形態に変えなわち､金銭を利殖その
一一一

資金を働かせ用いること。す

ることの意味に用いられる。 「余裕金の運用｣(国民生活金融公庫法23､住宅金融公庫法2
－－－ －一一一

S)、 「財政融資金の運用｣(財政融資資金法7)、 「運用利殖金｣、「運用手数料｣、 「運用損失

金｣、「運用の財源｣(財政融資金特別会計法3．11)｣、「(経済援助)資金は､工業を助成し、

その他本邦の経済力の増強に資するため、 ・ ・運用又は使用するものとする｡」(旧経済援助資

金特別会計法41)などという場合の｢運用｣は､この意味である｡この最後の例では、 「運用」
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と｢使用｣とを使い分けているが､ここで｢使用｣というのは､当該使途に資金を使い切ってしまう

意味であって､資金は使用した金額だけ減少するのに対し､「運用｣は､例えば資金の貸付け

のための資金を払い出すが､これによって取得した貸付金債権は資金の資産となり､資金とし

ては､財産の形態が変更するだけで､将来回収が予想され､資金の金額には直接変更がない
という意味である｡【類語】運営使用

連合会は､信託銀行などに委託をしたり､資産運用の時価での価額ばどうなっているのかを

把握し､その状況が年金積立金として適当か検討を行うなど積立金の管理及び運用を一体的
に行っており､「管理運用方針｣とする。

【第2項】

管理運用方針に記載すべき事項を規定する。

第4号の｢その他退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項｣には､一元化後の厚生
年金保険法における同旨の規定である第79条のS第2項第4号において省令に規定すること
を想定している事項と同様の規定をすることが考えられる｡具体的には､第1号から第3号まで
に掲げる事項以外の事項､例えば､移行ポートフオリオの策定､独自運用の評価方法などが考
えられる。

(注）移行ポートフオリオとは､基本ポートフオリオを実現するまでの経過的な資産構成割合。

【第3項】

連合会が､管理運用方針を定め､又は変更しようとするときは､財務大臣の承認を必要とす
る｡承認を得なかった場合には、当該違反行為をした連合会の役職員に過料が科されることと
なる(第129条第1号【既存】)。

なお、「法令用語辞典｣によれば､「承認｣とは､「｡ ?公法上では､国の機関相互の間における
事前又は事後の同意などに相当する場合に多く用いられるが､場合によっては国の機関とそう
でない者との間について用いられることもある｡」、「許可｣とは､「法令による特定の行為の一般
的禁止を公の機関が特定の場合に解除し､適法にこれをすることができようにする行為をいう」
とされている｡厚生年金保険法に倣い､「承認｣を使うこととする。

【第4項】

管理運用方針に従った積立金の運用実績は､国共済と地共済の間の財政調整(第102条
の2)に影響するものであるため､財務大臣が退職等年金給付積立金管理運用方針の承認を
しようとするときの総務大臣との協議を規定する。

【第5項】

管理運用方針は､退職等年金給付を持続的に実施するため必要な積立金の管理及び運
用の方針を規定するものであるから､透明性を確保するため､連合会は、管理運用方針を定
め､又は変更したときは､遅滞なく公表しなければならない｡公表を怠り､又は虚偽の公表をし
た場合には、当該違反行為をした連合会の役職員に過料が科されることとする(第129条第3
号【新設】)。

【第6項】
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連合会は､管理運用方針に従って退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなけれ

ばならない。

（ 週亭
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厚生年金法(一元化後） 国共済法 備 考

第79条の2

運用の目的

一 第35条の3(管理運用方針の作成)の中に､厚

年法と同趣旨の｢長期的な観点から､安全かつ

効率的に行う｣を規定。

第79条の3

積立金の運用

－ 厚年法第79条の3第1項は、積立金の運用を

年金積立金管理運用法人に寄託するという規

定。同条第3項は、連合会等が国共済法の目

的に沿った独自内容(組合への貸付け等)がで

きるという規定。

第79条の4

積立金基本指針

－ 厚年法第79条の4は､実施機関が複数あるか

ら必要。国共済は連合会単独であり､内容は第

35条の3の管理運用方針に含まれるため不

要 0

第79条の5

積立金の資産の構成

一 厚年法第79条の5は、実施機関が複数ある

から必要｡国共済は連合会単独であり、内容は

第35条の3の管理運用方針に含まれるため不

要

第79条の6

管理運用の方針

第35条の3

管理運用の方針

第35条の3において、管理運用方針に関して

規定 。

第79条の7

管理運用主体に対する措

置命令

－ 第116条第4項で、監督上必要な命令ができ

る 0

第79条の8

積立金の管理･運用の状況

に関する公表･評価

第35条の4積立金

の管理・運用の状況に

関する業務概況書

第35条の4において､積立金の管理･運用の状

況に関するる業務概況書の作成、財務大臣へ

の提出及び公表について規定。

第79条の9

積立金の管理･運営状況に

関する公表･評価

一 厚年法第79条の9は、実施機関が複数あるか

ら必要。国共済は連合会の単独であり不要。

第79条の10

運用職員の責務

第79条の11

秘密保持義務

第79条の12

懲戒処分

－

－

－

国家公務員法で職務専念義務及び守秘義務

を規定。守秘蕊務違反は懲戒処分の対象｡広

く被用者全体が退職となる厚生年金の積立金

の運用とは異なり、国家公務員のみを対象とす

る新たな年金の積立金の運用については国公

法上の規定に上乗せする規定は不要。

第79条の13

年金積立金管理運用独立

行政法人等との関係

－ 厚年法第79条の13は、他法との関係について

規定。国共済法は他法との関係についての規

定は不要。

第79条の14

政令への委任

第35条の5政令への

委任

第35条の5において､政令への委任を規定。



（参考）

○一元化後厚生年金保険法

（運用の目的）

第七十九条の二積立金（年金特別会計の厚生年金勘定の積立金（以下この章において『特別会

計積立金」という。 ）及び実施機関（厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。 ）の積

立金のうち厚生年金保険事業（基礎年金拠出金の納付を含む。 ）に係る部分に相当する部分と

して政令で定める部分（以下「実施機関積立金」という。 ）をいう。以下この章において同じ。

）の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の--部であり、かつ、将

来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者

の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚
生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

（積立金の運用）

第七十九条の三特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿った運用に基づく

納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託
することにより行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政
融資資金に特別会計積立金を預託することができる。

3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿って、実施機関が行うものとする。ただし、実施

機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法（昭和三十

三年法律第百二十八号） 、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）又は私

立学校教職員共済法（以下「共済各法」という。 ）の目的に沿って運用することができる*)の

とし、 この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるの

は、 「厚生年金保険」とする

（積立金基本指針）

第七十九条の四主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行わ

れるようにするための基本的な指針（以下｛.積立金基本指針」という。 ）を定めるものとする。

2積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

－‐ 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針

二積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項

三積立金の管理及び運用に関し管理運用主体（年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務

員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。

以下同じ。 ）が遵守すべき基本的な事項

四その他積立金の管理及び運用に関する重要事項

3 主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、積
立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、 これを変更するものとする。

4 積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立

金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議する
ものとする。

5 財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、厚堆労働大原に対し、

積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。

6 主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やかに、 これを公表するもの
とする。

（積立金の資産の構成の目標）

第七十九条の五管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規

定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の描成を定めるに当たって参酌すべき
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積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。

2 管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、

共同して、前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、 これを変更

しなければならない。

3 管理運用主体は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、共同して、 これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。
4 主務大臣は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと

認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。

5 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指

針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に

協議するものとする。

（管理運用の方針）

第七十九条の六管理運用主体は、その管理する積立金（地方公務員共済組合連合会にあっては、

地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この

章において「管理積立金」という。 ）の管理及び運用（地方公務員共済組合連合会にあっては、

管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。 ）を適切に行うため、積立金

基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、

管理及び運用の方針（以下この章において「管理運用の方針」という。 ）を定めなければなら
ない。

2 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一管理積立金の管理及び運用の基本的な方針

二管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

三管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

Wqその他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

3 管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、管理

運用の方針に検討を加え、必要に応じ、 これを変更しなけ才lばならない。

4管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 当該
管理運用主体を所管する大臣（以下この章並びに第百条の三の三第二項第一一号及び第三項にお

いて『所管大臣」という。 ）の承認を得なければならない。

5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、 これを公表しな

け才1ばならない。

6 管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従って管理積立金の管理及び運用を

行わなければならない。

7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくな

ったと認めるときは、当該管理通用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることがで

きる。

（管理運用主体に対する措置命令）

第七'一九条の七所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る

業務に関しこの法律の規定若しくはこ才1に基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体

の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用

の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するた

めに必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理

運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

（管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価）

第七十九条の八管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、 当該事業年度における
管理積立金の資産の額、その構成割合、通用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載し
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た業務概況書を作成し、 これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。

2 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、 当

該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況（第七十九条の三第三項ただし書

の規定による運用の状況を含む。 ）その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定

める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価

の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。

4年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中

「決算完結後」 とあるのは、 「独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十八条第

一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。

（積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価）

第七十九条の九主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、そ

の構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に･関す

る事項を記載した報告書を作成し、 これを公表するものとする。

2 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、

財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

3 主務大臣は、第一項の報告書における評価の結果に基づき、管理運用主体の管理積立金の管

理及び運用の状況が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大

臣に対し、 当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させ
るために必要な措置をとるよう求めることができる。

4 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、稲立金基本

指針に適合させるために必要な措置の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協
議するものとする。

（運用職員の責務）

第七十九条の十積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部

科学省の職員（政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。 ）は、積立金の運用の目的
に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

（秘密保持義務）

第七十九条の十一運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなら
ない。

（懲戒処分）

第七十九条の十二運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、

その職員に対し国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）に基づく懲戒処分をしなければ
ならない。

（年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係）

第七十九条の十三積立金の運用については、 この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運

用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号） 、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組

合法又は日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）の定めるところによる。

（政令への委任）

第七十九条の十四この章に定めるもののほか、積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定め
る。
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○改正後の国共済法

（定款）

第二十四条連合会は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。

一～七 （略）

八第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、同条第二項に規定する付与率、及び同項に

規定する基準利率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係

る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項

九第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項

十～十三 （略）

2 （略）

3 財務大臣は、第一項第八号及び第九号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第

六条第二項の規定による認ﾛ｣をし･

ならない｡

（用例）

【規定による承認をしようとするときは、あらかじめ○○大臣に協議】

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）

附則

（業務の特例等）

第六条

10 文部科学大臣は、前二項の規定による承一､をしc X）、 貝』猫

豆に協議しなければならない』，
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第35条の4(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書）

【新設】

○ポイント

連合会の管理及び運用の状況について､毎年度作成,公表する業務概況書について規定

する。

組合員から徴収した掛金を財源に含む退職等年金給付積立金の管理､運用の透明性を確

保する観点から､毎年度､管理及び運用の詳細を記載した業務概況書を作成し､財務大臣に

提出するとともに､これを公表することを義務付ける｡

財務省令に定める事項については､厚生年金保険積立金について厚生年金保険法第ﾌ9

条ﾌの規定により定める主務省令(財務省令)に定める事項と同程度の内容を想定。

具体的な記載事項として省令に定める内容について､厚生労働省は､現時点では検討中で

あるが､年金積立金管理運用法人が作成している既存の｢業務概況書｣と同程度の内容を記

載させることを想定しており､当該業務概況書の記載事項については､年金積立金管理独立

行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条に規定している｡国共済でも、

同様の省令を想定している。

公表を怠り､又は虚偽の公表をした場合には、当該違反行為をした連合会の役職員に過料

が科されることとなる(第129条第3号【新設】)。

なお、一元化後の厚生年金保険法第ﾌ9条のSでは､業務概況書の送付を受けた所管大

臣は､管理積立金の管理及び運用の状況について評価を行い､その結果を公表することを規

定しているが､退職等年金給付積立金については､財務大臣が監督する連合会のみが運用

を行うものであり､次の理由から評価及び公表は規定しない。

(1)評価を行うことについては､本条の規定により業務概況書が財務大臣に提出されれば､当

然､その内容を確認し､実質的に評価を行うことになる｡その結果､違法性があると認めら

れる場合､妥当性に欠けるものである場合等､必要があると判断すれば､第116条第4項

の規定により､監督上必要な命令ができる｡このため､評価について別途の規定を設ける必

要はない。

(2)評価の結果を公表することについては､被用者全体が被保険者であり､国民一般に公表

する必要がある厚生年金保険法の場合と異なり､国共済法の場合､組合員が国家公務員

に限定されるため､国民一般に広く公表するまでの必要性はない｡

（なお､業務概況書そのものについては､連合会が公表すべきことを規定している｡）

（参考）

O一元化法後厚生年金保険法

（管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価）

第七十九条の八管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における

管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載し

た業務概況書を作成し、 これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。

2所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当
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該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況（第七'一九条の三第三項ただし書
の規定による運用の状況を含む。 ）その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定
める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 ． 4 （略）

○年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成18年厚
生労働省令第60号）

（業務概況書の記載事項）

第十八条法第二十六条の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる
事項とする。

一各事業年度における時価による年金積立金（法第十二条第一号に規定する年金積立金をい
う。以下この条において|司じ。 ）の資産の額（特別会計に関する法律（平成十九年法律第二
十三号）附則第三百四十八条による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二

年法律第|･八号。以下この号において「平成十二年改正法」という。 ）附則第三十七条第一・
項の規定により引き受けた特別会計に関する法律附則第六十六条による廃止前の財政融資資
金特別会計法（昭和二十六年法律第百一号）第十一条第一項又は第十二条の規定による公債

及び特別会計に関する法律附則第三百四十八条による改正後の平成十二年改正法附則第三十
七条第一項の規定により引き受けた特別会計に関する法律附則第七十六条第一項の規定によ

る公債（以下この条において「引受公債」という。 ）のうち、その償還期限まで保有するこ

ととしているものを除く。 ）

二各事業年度における引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものの簿

価及び時価による資産の額

三年金積立金（引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。 ）

の運用の状況

四その他年金積立金の管理運用に関する重要事項

○国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）

（決算）

第十六条組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならな
い。

（財務大臣の権限）

第百十六条組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。

2 組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業につ

いての報告書を財務大臣に提出しなければならない。

3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状

況を監査させるものとする。

組合又は財務大臣は、 この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、4

ことができる。合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をする －－－

（用例）

【○○大臣に提出するとともに、 これを公表しなければならない】

○独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）

（中期目標に係る事業報告書）

第三十三条独立行政法人は、 中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところに
州
一大臣に提出するとともに、 これを公表しなけより、 当該中期目標に係る事業報告書を主務

ならない。
－一一一一一一一一一一一 ﾏ
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【○○書を作成し、○○大臣に提出するとともに、 これを公表しなければならない】

○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八

一号）

（事業計画等）

第二十一条

3調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調整業務に関し事業

報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出

らない。
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至只月冬、5(I駒令への李干

前二条に規定するもののほか､退職等年金給付積立金の運用について､必要な事項は政

令で定める。

(政令のイメージ）

積立金の運用対象(国共済法第9条の3）

厚生年金保険給付積立金と退職等年金給付積立金の合同運用(年金積立金管理運用

独立行政法人法第21条第2項に倣った規定）

（参考）

○国家公務員共済組合法施行令（昭和33年政令第207号）

（連合会の積立金等の運用）

第九条の三連合会の積立金等は、次に掲げるものに運用するものとする。

一銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金

二信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託（運用方法を特定するものであって金融商

品取引法（昭和二十三年法律第二'一五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者との同

条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約によらないものにあっては、金銭並びに前号及
び第四号に掲げるものを信託財産とするものに限る。 ）

三前号の信託の終了又は一部の解約により取得するもののうち、金銭並びに第一-号及び次号

から第八号までに掲げるもの以外のもの（取得後直ちに前号の信託に運用するものに限る。

四国債、地方償その他財務省令で定める有価証券

五不動産（あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。 ）

六組合員を被保険者とする生命保険（被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事

由とするものに限る． ）

七財政融資資金への預託

八組合に対する資金の貸付け

2 前項に規定するもののほか、連合会の積立金等の運用に関し必要な事項は、財務省令で定め

る。

○年金積立金管理運用独立行政法人法（平成16年法律第105号）

第二十---条

2 管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことが

できる。
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○第4章給付

第1節通則

「 第39条(給付の決定及び裁定）

○一元化前国共済法第41条と同趣旨の規定を設ける。 （一元化後国共済法第41条からの

移動）

(今回の改正前の内容）

短期給付を受ける権利は､組合が決定するのであるが､決定の前段の手段として､その権

利を有する者の請求が必要である(第1項)。

給付の原因である事故が公務により生じたものであるかどうかの認定に当たっては､公務災

害補償の実施機関の意見を聴かなければならない旨を規定している｡「実施機関｣は､国家公

務員にあっては人事院であり､独立行政法人(非公務員型)にあっては労働者災害補償保険

法の適用により労働基準監督署である(第2項)。

長期給付(厚生年金保険給付)を受ける権利は､連合会が裁定するのであるが､裁定の前

段の手段として､その権利を有する者の請求が必要である(第3項)。

(改正の内容）

【第1項】

一元化法により短期給付に限定した規定を､今回､新年金制度が追加されることを踏まえ

て､一元化前国共済法第41条の規定の構造を参考に改正する。

一元化前国共済法第41条第1項は次のように規定している。
~一‐一一一コ－一一一一一函一一…令一一一 一

第四十一条給付を受ける権利は､その権利を有する者(以下｢受給権者｣という｡)の請求｜

星熱手費騨蕊認茎薑擦李更象窒ま繍患爵八
一元化法の改正により､3階の職域部分は廃止され､2階の厚生年金保険給付は厚年法に

基づいて裁定されることになるから､第1項を次のように第1項の短期給付と第3項の長期給

付(厚生年金保険給付)に分けることとした。
－■－－－－

司
渕
１
１
句
‐
１
４

－
部
椛
口

一
組
唯
一

一
脈
そ
一

第四十一条短期給付を受ける権利は､その権利を有する者の請求に基づいて､組合が

定する。

3長期給付を受ける権利は､厚生年金保険法第第三十三条の規定により

する者の請求に基づいて､連合会が裁定する。
←一一一一一一一一一一ワー

今回の改正では､長期給付の中に退職等年金給付が含まれることになるので､一元化前の

形に戻して､第1項に短期給付と長期給付をまとめて規定することとした。
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(参考） 「決定｣と｢裁定」

一元化前国共済法では､短期給付及び長期給付において、 「決定｣の用語を用いていたこ

とを踏まえ､退職等年金給付にも｢決定｣の用語を用いることとする｡一方､一元化後の2階部

分は､厚年法の規定に基づき実施機関として連合会が行うものであり､その根拠規定は厚年

法にあることから､改正前の｢裁定｣の用語を用いることとする｡（想定問1○(25頁参照)）

｢法令用語辞典」

決定広<､決めることの意味に用いられるが､特に国や地方公共団体の機関が､疑義

のある事項､裁量に関する事項等について､これを一定の内容のものに決める処分をするこ

と又はその処分の形式若しくは名称の意味に用いられることが多い。 ・ ・ ・ ・当選争訟の結果

に基づいて選挙会が行う当選人の｢更正決定｣(公職選挙法96条の見出し)等の用例があ

る｡【類語】 更正査定(植・茂）

裁定相対立する当事者間に意見の不一致がある場合に第三者が裁断を下すことをい

うが､次のような各種の場合がある。…・

3)なお､特別な用例として､国民年金法で｢給付を受ける権利は､その権利を有する者、 ・ ・

・の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する｣…といっているのは､相対立する当事者間

の意見の不一致に対する裁断ではなく､年金受給権､恩給権を確認する行為をいうもので

ある。

（用例）

○国家公務員共済組合法施行令（昭和33年政令第207号）

（恩給等の裁定者等の証明等）

第二十二条連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であっ

た者に係る恩給（施行法第三トー条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。 ）

同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又
は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付（以下この項において「恩

給等」という。 ）の受給権並びにその基礎となった在職年、条例在職年（地方の施行法第二条

第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。 ） 、旧長期組合員期間（地方の施行法第二条第
一一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。 ） 、地方の組合の組合員であった期間そ

の他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を

行った者（次項において「裁定者等」という。 ）に対し、証明を求めることができる。

○証人等の被害についての給付に関する法律施行令（昭和33年政令篇227号）

（権限の委任）

第二十一条法務大臣は、療養給付については、 これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定

する権限（第三条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。 ）

を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。

また、 「組合(退職等年金給付にあっては､連合会)｣とは､退職等年金給付に関しては､次

の規定では｢組合｣を｢連合会jに置き換えて適用することとする。（一元化前国共済法第41条

と同様の整理）

-40-



次項(第39条第2項)(公務認定についての補償の実施機関(人事院及び各省)の意見

の聴取）

第46条第1項(不正受給者からの費用の徴収等）

第4ﾌ条(給付金からの控除）

第95条(給付に関する必要な診断に応じたない場合の給付の制限）

第114条(戸籍書類の無料証明）

なお、一元化前国共済法第41条第1項の規定には｢第11S条｣も含まれていた｡これは、

長期給付と位置づけられた外国人への脱退一時金(組合員期間等が25年未満の外国人に

対する特例(一元化前国共済法附則第13条の10))の支給について､厚労大臣への報告が

想定されていたもの｡脱退一時金は一元化後は厚年法の規定に基づき支給されることになり、

第118条は短期給付に限定した規定となるので､今回は｢第118条｣は組合→連合会の置き

換えには含めないこととする。

また､第1○6条では､国家公務員共済組合審査会は審査請求(以下｢審査会｣という｡）を

受理した場合には組合に通知することとしているが､退職等年金給付ついては､国家公務員

共済組合審査会が審査請求を受理し､連合会に通知することとするほか､厚生年金保険給

付についても同様にすることとしているため､この条では第1○6条の適用を除外している。

○組合→連合会への置き換え後の規定

（給付の決定及び裁定）

第三十九条

2連合会は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤（国家公務員災

害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二第二項及び第三項に規定する通勤を

いう。以下同じ。 ）により生じたものであるかどうかを認定するに当たっては、同法に規定

する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴
かなければならない。

（不正受給者からの費用の徴収等）

第四十六条偽りその他不正の行為により連合会から給付を受けた者がある場合には、連合会

は､その者から、その給付に要した費用に相当する金額（その給付が療養の給付であるとき

は、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払った一部負担金（第五十五条の二第一項

第一号の措置が採られるときは、当該減額された-一部負担金）に相当する額を控除した金額
）の全部又は一部を徴収することができる。

（損害賠償の請求権）

第四十七条連合会は、給付事由（第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除

く。 ）が第三者の行為によって生じた場合には、 当該給付事由に対して行った給付の価額の

限度で、受給権者（当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、 当該被扶養
者を含む。 ）が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、受給権者（同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合

には、当該被扶養者を含む。 ）が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
連合会は、その価額の限度で、給付をしないことができる。

（組合又は連合会に対する通知等）

第百六条審査会は、審査請求を受理したときは、 当該審査請求に係る連合会にこれを通知し、
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がつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。

（戸籍書類の無料証明）

第百十四条市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長）は、連合会又は受給権者

に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であった者又は受給権

者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(参考）

○一元化前国共済法

附則

（日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給）

第十三条の十当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者（国民年金の被保
険者でないものに限る。 ）であって、組合員期間等が二十五年未満である者は、脱退一時金の
請求をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、 この限り

でない。

‐一 日本国内に住所を有するとき。

二障害共済年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるとき。

三最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日 （同日において日本国内に住所を有してい

た者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった日）から起算して二年を
経過しているとき。

四この法律による年金である給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用

を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであ

るとき。

2 航項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 ．4 （略）

○--･元化後厚年法

（日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給）

第二十九条当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者（国民年金の被保

険者でないものに限る。 ）であって、第四|･二条第二号に該当しないものその他これに準ずる
ものとして政令で定めるものは、脱退一'時金の支給を請求することができる。ただし、その者

が次の各号のいずれかに該当するときは、 この限りでない。

－‐ 日本国内に住所を有するとき。

二障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

三最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日 （同日において日本国内に住所を有してい

た者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった日）から起算して二年を

経過しているとき。

囚この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適

用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるもので

あるとき。

2 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3～9 （略）

○一元化後の国共済法

（組合に対する通知等）

第百六条審査会は、審査請求を受理したときは、 当該審査請求に係る組合（審査請求のうち長

期給付に係るものにあっては、連合会）にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人とし

て当該審査請求に参加することを求めなければならない。
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【第2項】

一元化前国共済法第41条第2項は､公務･通勤災害の認定に当たっては公務災害補償

法の実施機関(人事院及び各省)の意見を聴取すべきことを規定していた｡これは､障害共済

年金､遺族共済年金には給付事由が｢公務上｣の場合は職域部分の割増が設定されていた

ため､これを認定する必要があったこと及び短期給付の中で傷病手当金(第ee条)は｢公務」

によらない場合に支給されるので､これを判断する必要があったことによる。しかし､一元化後

は障害共済年金及び遺族共済年金の規定は削除され､厚生年金には｢公務上｣、「公務外」

の給付の区別はないため､同項の規定は短期給付のための規定に限定された。

今回の退職等年金給付では公務障害年金､公務遺族年金が設けられることとなり､その給

付事由が｢公務｣か｢公務外｣かを認定する必要があることから、 「短期給付｣を｢給付｣に改正
する。

なお､第2項の｢通勤｣に関する部分は､公務障害年金､公務遺族年金に関しては給付事

由に｢通勤｣を含まないこととしているため必要はなくなるが､第66条(傷病手当金)第12項に

おいて｢傷病手当金は､同一の傷病に関し､国家公務員災害補償法の規定による通勤による

災害に係る休業補償若しくは傷病手当金又はこれらに相当する補償が行われるときは､支給

しない｡」と傷病手当金について通勤災害であるかどうかを判定する必要があることから、 「通
勤｣に関する部分はそのままとする。

（用例）

○国家公務員共済組合法施行令（昭和33年政令第207号）

（恩給等の裁定者等の証明等）

第二十二二条連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であっ

た者に係る恩給（施行法第三十-－－条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。 ）

同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又

は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付（以下この項において「恩
給等」という。 ）の受給権並びにその基礎となった在職年、条例在職年（地方の施行法第二条

第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。 ） 、旧長期組合員期間（地方の施行法第二条第

一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。 ） 、地方の組合の組合員であった期間そ

の他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を
行った者（次項において「裁定者等」という。 ）に対し、証明を求めることができる。

（参考）

○一一元化前国共済法

（給付の決定）

第四十一条給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。 ）の請求に

基づいて、組合（長期給付にあっては、連合会．次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九
十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。 ）が決定する。

2組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律
第百九-'一号）第一条の二に規定する通勤をいう．以下同じ。 ）により生じたものであるかど

うかを認定するに当たっては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による
災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない‘
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○証人等の被害についての給付に関する法律施行令（昭和33年政令第227号）

（権限の委任）

第二十一条法務大臣は、療養給付については、 これを受ける権利を裁定し及び給付金額を塗室
する権限（第三条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。 ）
を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。

（参考）

○一元化前国共済法

（給付の決定）

第四十一条給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。 ）の請求に
基づいて、組合（長期給付にあっては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九
十五条、第百六条、第百十四条及び第百｜八条において同じ。 ）が決定する。
2 組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和三十六年法律
第百九十一号）第一 ・条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。 ）により生じたものであるかど
うかを認定するに当たっては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による
災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。

○一元化後国共済法

（給付の決定及び裁定）

第四十一条短期給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。

（傷病手当金）

第六｜･六条組合員（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以ドこの条から

第六'一八条の三までにおいて同じ。 ）が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のた

め引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができ

なくなった日以後三日を経過した円から、その後における勤務に服することができない期間一日

につき標準報酬の日額の三分の二に相当する金額（当該金額に五十銭未満の端数があるときは、

これを切り捨て、五十銭以上-l'l未満の端数があるときは、 これを一・円に切り上げるものとす

る。 ）を支給する。

2 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気（以下「傷病」と

いう。 ）については、前項に規定する勤務に服することができなくなった日以後三日を経過した

日 （同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始

めた日）から通算して一年六月間（結核性の病気については、三年間） とする。

3 一年以上組合員であった者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職し

なかったとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこｵ1を支給する。た

だし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、 この限りでない。

4 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることが

できるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額（当該障

害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることがで

きるときは、 当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額）を基準として財務省令

で定めるところにより算定した額が、 当該障害厚生年金の支給を受けることができないとしたな

らば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、 当該傷病手当余の額から当該財務

省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
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5 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとな

ったときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその日以後において支給を受け

るべき傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。

ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手

当金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額については、 この限

りでない。

6第三項の傷病手当金（政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。 ）は、厚生年金

保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金であ

る給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるもの（以下

この項及び次項において『退職老齢年金給付」という。 ）の支給を受けることができるときは、

支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額（当該退職老齢年金

給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額）を基準として財務

省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができない

としたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、 当該傷病手当金の額から

当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第四

項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第五項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支

給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者（次項において「年金支給実施機関」 とい

う。 ）に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

8 年金支給実施機関（厚生労働大臣を除く。 ）は、厚生労働大臣の|司意を得て、前項の規定によ

る資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託することができる。

9厚生労働大臣は、 日本年金機構に、前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務（当

該資料の提供を除く。 ）を行わせるものとする。

10厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準川する。 こ

の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1 1 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しな

い。

12 傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に

係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
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第40条(標準報酬）

○一元化前国共済法第42条と同趣旨の規定を設ける。（一元化後国共済法第52条の2か

らの移動）

給付額及び掛金額の算定の基礎となる標準報酬の決定及び改定の方法等を規定する。

【第1項】

標準報酬をSO級まで規定する｡なお、一元化前国共済法第42条の標準報酬の等級表は

（厚年法と同様に)1～SO級までを規定し､一元化前国共済法附則第6条の2及び国共済令

附則第5条の規定により短期給付等に係る区分の特例として31～43級を規定していたところ

であるが､一元化法により短期給付等に特化した規定となったことから､一元化後国共済法本

則において43級まで規定することとされた。

今回の改正後においては､退職等年金給付は､長期給付の一種であることから､従前の長

期給付と同様に､3○級まで適用することとする。

（参考）

○一元化前国共済法

（標準報酬）

第四十二条標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によって定め、 各

等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額（当該金額に五円
未満の端数があるときは、 これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、 これを-|‐

○一元化後国共済法

（標準報酬）

第五十二条の二標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分（次項の規定
により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分）によって定め、各等級に対応

する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数

があるときは、 これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、 これを十円に切り上

附則

（短期給付等に係る標準報酬の区分等の特例）

第六条の二第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四･'･条第
二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定める

ところにより第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加え
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標準報酬の等級 標準報酬の月額 報酬月額

第一級 九八、○○○円 一・○一、○○○円未満

(略） (略） (略）

第三○級 六二○、○○○円 六○五、○○○円以_上

標準報酬の等級 標準報酬の月額 報酬月額

第一級 九八、○○○円 一○一、○○○円未満

(略） (略） (略）

第四三級
一

、

一

一

一○，○○○円
合一

、 一七五、○○○円以上



る改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報

酬の月額は、同法第四十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を

超えてはならない

○国家公務員共済組合法施行令

附則

第五条法附則第六条の二の規定により改正後の標準報酬の区分については、法第四十二第一項

の表中

｢棗三己藏－－
－

｜
_｣－－－ O、OOO円

I

とあるのは、

I

」

と読み替えて、同項の規定を適用する。

【第2項】

短期給付の額の算定並びに短期給付等に係る掛金及び負担金の徴収に関する規定を適

用する際の等級を43級まで規定する｡一元化法により短期給付に特化した規定となったこと

から、一元化後国共済法52条の2においては第43級まで適用していたが､今回の改正後に

おいては､退職等年金給付は､長期給付の一種であることから､従前の長期給付と同様に､3

○級までを適用することとし､これを第1項で規定しており､第2項で第31級～第43級までを規

定することとする。

【第3項】

短期給付の額の算定並びに短期給付等に係る掛金及び負担金の徴収に関しては､健康保

険法の規定により､標準報酬の等級区分の上限改定(引上げ)が行われた場合は､これらの

規定による最高等級を上限として必要な等級区分を政令で定めることができることとするもの

である｡（一元化改正前共済法附則第6条の2第1項と同趣旨の規定）

（用例）

『の上に更に～を加える」

○健康保険法（大正11年法律第70号）

（標準報酬月額）

第四十条 （略）

2 毎年三月三一|･－日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総

数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるとき

は、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等

級区分の改定を行うことができる。 （以下略）

3 （略）

【第4項】
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六○五、○○○円以上

第三○級
－8－

ノ、

一

一○，○○○円 六○五、○○○円以上

(略） (略） (略）

第四三級
← ﾛ→

一一

、 －一

戸口ﾛ－．=今

○，○○○円
｡

、 一・七五、○○○円以上



退職等年金給付に係る掛金の徴収に関しては､厚生年金保険法の規定により､標準報酬
の等級区分の上限改定(引上げ)が行われた場合は､これらの規定による最高等級を上限と
して必要な等級区分を政令で定めることができることとするものである(一元化法による改正前
附則第6条の3第1項と同趣旨の規定)。

なお､厚生年金保険法給付は､厚生年金保険法第二十条が適用になる。

（参考）

○一元化前国共済法

附則

（長期給付に係る標準報酬の区分の特例）

第六条の三第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十
条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定
めるところにより、第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級
を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の
標準報酬の月額は、同法第二十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬

月額を超えてはならない。

○一元化後厚年法

第二十条標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分（次項の規定により等
改定後の等級獅区ケトの酌斥

【第5項】～【第16項】

一元化後国共済法第52条の第3項から第14項までを移動し､条ズレの修正を行う。

【第5項】

4月、5月、6月に受けた報酬総額の3分の1の額を報酬月額として標準報酬を決定する。

これを定時決定という。

【第6項】

前項の標準報酬は9月1日から翌年S月31日まで適用する

【第ﾌ項】

6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した者については､定時決定の算定と

なる月(6月)の報酬支払の基礎となる日数が短く、定時決定が困難であるため､定時決定を

行わない。

【第S項】

組合員の資格を取得を取得した際には､取得した日の現在の報酬の額により決定する。

（用例）

「週その他月以外の一定期間」

○一元化法による改正前の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百三十八号）

-48-

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額

第一級 九八、○○○円 一･○--、○○○円未満

(略） (略） (略）

第三十級
一
ハ

一一つ

一○，○○○円 六○五、○○○円以上



（標準報酬）

第四十二条 （略）

2～4 （略）

5 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額

により支給される報により標準報酬を定める。 この場合において、 週その他月以外の一定恥憧

酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもって報酬月額とする。

6～ll (略）

【第9項】

前項の標準報酬は資格を取得した日からB月31日まで適用する。

【第10項】

報酬の額が一定の水準を超えて著しく高低が生じたときに標準報酬を改定する。

（用例）

「に比べて著しく」

○船員職業安定法（昭和23年法律第130号）

（申込みの受理）

第十五条地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければな

らない。ただし、求人若しくは求職の申込みの内容が法令に違反するとき、求人の申込みの内

容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件廷比べて著しく不適当であると認

めるとき、又は求人者が次条第一・項の規定による労働条件の明示をしないときは、その申込み

を受理しないことができる。

2 （略）

【第11項】

前項の標準報酬はその年のS月31日まで適用する。

【第12項】

育児休業等を終了した組合員について､育児休業終了日の翌日に属する月以後3月間に

受けた報酬をSで除して得た額に改定する

【第13項】

前項の標準報酬は育児休業等終了日の翌日からその年のS月31日まで適用する。

【第14項）

産前産後休業を終了した組合員について､産前産後休業日の翌日に属する月以後3月間

に受けた報酬を3で除して得た額に改定する

【第15項】

前項の標準報酬は産前産後休業等終了日の翌日からその年の8月31日まで適用する。

【第16項】

標準報酬の基礎なる報酬月額を､前項までの方法で行うことが困難であるとき､著しく不当

であるときは､組合の代表者が適当と定めて算定する額を報酬月額とする。

(用例）

I-するとすれば著しく不当」
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○一元化前国共済法

（標準報酬）

第四十二条 (略）

2～10 (略）

ll組合員の報酬月額が第二項、第五項若しくは第九項の規定によって算定することが困難であ
るとき、又は第二項、第五項、第七項若しくは第九項の規定によって算定立皇_里二通茎蓋l望_皇
不当であるときは、 これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他
の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の
報酬月額とする。

I
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の. ‘二0〕〕受‘

○一元化前国共済法第42条の2と同趣旨の規定を設ける｡（一元化後国共済法第52条の3

からの移動）

給付額及び掛金額算定の基礎となる標準期末手当等の額の決定の方法等を規定する。

【第1項】

一元化前では､長期給付における期末手当等の額に係る標準期末手当等の額の1回当た

りの上限を15○万円と規定を設けていたが(一元化前国共済法第42条の2)、一元化により長

期給付は厚生年金保険法が適用となるため､短期給付等に特化した規定となり､短期給付等

を適用する際の一元化前国共済法附則第6条の2第2項及び国共済施行令附則第5条第2

項に規定していた上限について累計額540万円を規定し､第52条の3に移動した。

今回、退職等年金給付を新設したことから､長期給付に適用する標準報酬を規定する一

元化前国共済法第42条の2の規定を復活することとする。

（参考）

○一元化前国共済法

（標準期末手当等の額の決定）

第四'一二条の二組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受け

た期末手当等の額に基づき、 これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月

における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の額が百五

十万円を超えるときは、 これを百五十万円とする。

2 前条第十一項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用すあ。

附則

（短期給付等に係る標準報酬の区分等の特例）

第六条の二 （略）

2 前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一項中「

区分jとあるのは「区分（附則第六条の二第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われ

たときは、改定後の区分） 」と、第四十二条の二第一項後段中「当該標準期末手当等の額が百

五十万円を超えるときは、 これを百五十万円とする』とあるのは「当該組合員が受けた期末手

当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が政令で定める金額を超えることと

なる場合には、 当該累計額が当該政令で定める金額となるようその月の標準期末手当等の額を

決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零と

する」とする。

3 （略）

C一元化後国共済法

（標準期末手当等の額の決定）

第五-'一二条の三組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受け

た期末手当等の額に基づき、 これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月

における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、 当該組合員が受けた期末手当等

、 によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円（前条第二項の規定によ

る標準報酬の月額の区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ
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。 ）を超えることとなる場合には、 当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準期末手

当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等

の額は零とする。

2 前条第十四項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。

○国家公務員共済組合法施行令

附則

第五条 （略）

2 法附則第六条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項に規定す

る政令で定める金額は、五百四十万円とする。

【第2項】

短期給付等に係る標準期末手当等の額に適用する規定として、一元化後国共済法第52

条の3から異動することとする。

【第3項】

退職等年金給付に係る標準期末手当等は､厚生年金保険法の規定により､標準期末手

当等の上限改定(引上げ)が行われた場合は､政令で定める金額に引上げる。（｢一元化前国

共済法附則第6条の3第2項と同趣旨）

（参考）

○一元化前国共済法

附則

（長期給付に係る標準報酬の区分の特例）

第六条の三

2 前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一→項中「

区分」 とあるのは「区分（附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われ

たときは、改定後の区分） 」と、第四十二条の二第一項後段中「百五十万円を」とあるのは「

百五十万円（附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、政

令で定める金額。以下この項において同じ。 ）を」とする。

【第4項】

規定している算定方法での標準報酬の算定が困難であるとき､又は標準報酬の算定が著し

く不当であるときは､組合の代表者が適当と定める方法で標準期末手当等の額を決定するこ

ととする。
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一
’
’
’
一

第42条(遺族の順位）

○一元化前国共済法第43条と同趣旨の規定を設ける。 （一元化後国共済法第ﾌ○条第2項

及び第3項からの移動）

一元化により長期給付(厚生年金保険給付)については厚生年金保険法が適用されること

となり､遺族の順位に関する規定(一元化改正前共済法第43条)は短期給付にのみ適用さ

れる規定となったため､受給者が遺族に限定される弔慰金及び家族弔慰金(一元化後国共

済法第ﾌ0条)の条に規定することとした。

今回の改正により､退職等年金給付が新設され､遺族の順位を定める必要が生じることか

ら､この条を給付の通則に規定することとする。

【第1項･第2項】

この法律による給付を受けるべき遺族の順位を定めており､具体的には､①配偶者及び子、

②父母､③孫､④祖父母の順序とすることとしている。

したがって､この法律による給付は､第一順位者である配偶者及び子(遺族としての要件を

備えている者に限る。）がある場合には､第二順位以下の父母等には支給されず､配偶者及

び子のみに支給される｡第一順位者の配偶者及び子がない場合に､初めて第二順位者であ

る父母に支給され､父母がない場合に孫にというように､先順位者がない場合に次順位者に

支給されることとする。

また、父母については養父母､実父母の順､祖父母については養父母の養父母､養父母の

実父母､実父母の養父母､実父母の実父母の順とする｡これは､確定拠出年金法及び国家

公務員退職手当法にも同様の規定がある。

（用例）

「養父母」 「実父母」

○恩給法（大正12年法律第48号）

第七十三条 （略）

2 父母二付テハ養父母ヲ先二シ実父母ヲ後ニス祖父母二付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ

父母ヲ後二シ父母ノ養父母ヲ先二シ実父母ヲ後ニス

3 （略）

【第3項】

転給を行わないこととする。一元化前国共済法では先順位の遺族が失権したときは、次順

位の遺族に支給の権利が移る仕組み(転給)となっていたが､一元化後に公務員にも適用さ

れる厚年法では､先順位の者が遺族になったときは、次順位者は遺族にならないものとしてい

る｡退職等年金給付についても2階部分(厚生年金保険給付)と同様に転給は行わないことと

し､厚年法の規定を参考にこの項の規定を追加する。

（参考）

○厚生年金保険法
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（遺族）

第五十九条 （略）

2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母
は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年
金を受けることができる遺族としな､北

【第4項】

第4項は､例えば､配偶者が遺族の要件を備えず､子もいないため､公務遺族年金が父母

に支給されていたような場合に､後になって組合員の死亡当時胎児であった子が生まれたとき

は､その生まれた日から将来に向かって､その子を父母よりも先順位者として取り扱う旨規定し
ているものである。

したがって､この場合､その生まれた日の属する月の翌月から公務遺族年金はその子に支

給されることになる。

（参考）

O一元化前国共済法

（遺族の順位）

第四十三条給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一配偶者及び子

二父母

三孫

四祖父母

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の

養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる

者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となること
ができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。

○一一元化後国共済法

（弔慰金及び家族弔慰金）

第七十条 （略）

2 前項の規定により弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、次の順序とする。

一配偶者及び子

三父母

三孫

四祖父母

3 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の

養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

4第一-項の規定により弔慰金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その弔慰金

は、その人数によって等分して支給する。

○確定拠出年金法（平成13年法律第88号）

（遺族の範囲及び順位）

第四十一条 （略）

位lさ,同項萱畳④魎位
る順位による。この場

2…前項本文の場合にお里混一死'二三階企迄堂は量_三上並画道 の順

ちにあコ_Yq主同量'三掲げる順位による星により、同項第二号及び第四号に掲げる者のう
一一一一一一一▲－
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ま養父母の養父母、養父母、 ‐-ハ馬 1とし、 1:ハ用についについてﾄヨ合において

畳の窮侮母、実父母の藩父母、実父母の実父母の鵬

○国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

（遺族の範囲及び順位）

第二条の二 （略）

且皇雌建璽漫画皇よ皇退腿童蟄土墜童童塗里腹鯉茎墨-塁 立により、同項穿矼星号の願

この場合に当該各号に及び第四号に掲げる三のうにつては 渇ける順位によ うい
一国

一

父母を先にし実父母を後にし、 '1ハ爵については、 父母の父母をタて、父母については

実父静の父 2 又‘､の蚕
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第43条(同順位者が2人以上ある場合の給付）

○一元化前国共済法第44条と同趣旨の規定を設ける。（一元化後国共済法第70条第4項
からの移動）

一元化法により長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用されること

となり､同順位者が2人以上ある場合の給付の規定は短期給付にのみ適用される規定となっ
たため､受給権者が遺族に限定される弔慰金及び家族弔慰金(一元化後国共済法第7○条
第4項)の条に規定することとされた。

今回、退職等年金給付を新設したことから､短期給付に特化した規定であったものを退職
等年金給付を含めて､ 「給付｣として規定する。

【1項建て】

給付を受けるべき遺族に2人以上の同順位者がある場合には､その同順位者の人数によっ

て給付を等分して支給することを規定する。

遺族に支給される給付は､第42条の規定により､遺族の中で最も順位が先である者に支給
され､先順位者がある場合には､次順位者以下には支給されないが､その最も順位が先であ

る者が2人以上ある場合には､給付はその人数によって等分して支給される。

例えば､遺族の要件を備えた子が3人ある場合には､公務遺族年金は3人の子に3分の1ず
つ支給され､また､そのうち1人が18歳以上となり遺族の要件を欠くに至ったときは､その翌月

分から残りの2人に2分の1ずつ支給されることとなる。

（参考）

○一元化前国共済法

（同順位者が二人以上ある場合の給付）

第四十四条前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給
付は、その人数によって等分して支給する。

○一元化後国共済法

第七十条

4第一項の規定により弔慰金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その弔慰金
は、その人数によって等分して支給する。
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－一一一一一一

第44条(支払未済の給付の受給者の特例）

○一元化前国共済法第45条の規定を基に､支払未済の給付の受給者の範囲に関する機能

強化法による改正後の厚年法の規定と同内容の規定を設ける。（一元化後国共済法第53条

の2からの移動）

支払未済の給付を受けることができる者の範囲については、

（1）一元化前の国共済法では､①死亡した受給権者の遺族②遺族がいないときは相続人

と、 （機能強化法による改正前の)厚年法では､死亡した受給権者と生計を共にしていた配

偶者､子､父母､孫､祖父母又は兄弟姉妹とされており､国共済法の方がその範囲が広くな

っていた。

(2)機能強化法において､厚年法は支払未済の給付を受けることができる者の範囲を､上記

の配偶者､子などの者以外の3親等内の親族まで拡大した。

（3）今回の退職等年金給付の創設により､国共済法に長期給付に関する規定が追加される

ことになった｡このため、支払未済の給付の規定を一元化前の国共済法第45条の規定に

戻すことが考えられるが､機能強化法による改正後の厚年法の支払未済の給付を受けるこ

とができる者の範囲と一元化前国共済法第45条における範囲を比較すると､国共済法の

相続人には生計を維持する､又は共にする要件がかかっていないため､死亡した受給権者

と生計を共にしていない相続人の部分だけ国共済法の範囲が広くなっていた。

（4）退職等年金給付の支払未済の給付を受けることができる者の範囲は､必ずしも厚年法と

一致させる必要があるものではない。

しかし､一元化前国共済法第45条の規定と同じルールを適用しようとすれば､遺族が優

先されるために､例えば死亡した受給権者が生計を維持していないが､生計を共にしていた

配偶者がいたときは、国共済法ではその配偶者は遺族よりも後の順位になってしまうが､厚

年法では第1順位となり､厚生年金と退職等年金給付の支払未済の給付を受ける者が異

なってしまうということもある｡また､国共済法の範囲が広いと新たな官民較差(優遇措置の

温存)との指摘を受けかねず､敢えて厚年法と範囲の違いを維持するだけの実益も認めら

れない｡このため、機能強化法による改正後の厚年法とその範囲を一致させることとする。

(参考）－元化法において、国共済法の支払未済の給付を受けることができる者の範囲を

厚年法と同様に、死亡した受給権者と生計を共にしていた配偶者､子、父母、孫､祖

父母又は兄弟姉妹としているが､機能強化法での範囲の拡大は行っていない｡これ

は、一元化後の規定(第53条の2)は短期給付のみに限定した規定であり､その範囲

を拡大してもあまり実益はないと考えたためである。

【第1項】

給付の受給権者がその受けることができる給付を受けないで死亡した場合における支払未

済の給付の受給者について規定する。
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支払未済の給付は､受給権者が支給を受けることができた給付のことであり､給付の決定が

あって､まだその支払いが行われなかった場合に行われるの給付のことである｡例えば､終身

退職年金を受けていた者が死亡した場合のその者の死亡した月分までの未支給額などである。

規定振りについては､一元化前国共済法第45条､一元化後国共済法第53条の2の規定
を基に､機能強化法により厚年法に追加された3親等の親族を追加する形で整理する。

【第2項】

厚年法第3ﾌ条第2項は､被保険者A(先妻との間に生計を維持している子Cあり)が死亡し
たために遺族厚生年金が支給されていた再婚後の妻Bが死亡した場合に､妻Bが子Cと養子

縁組を行っていないときは､遺族厚生年金は子Cの支給停止が解除されて､子Cに支給が行
われることとなるが､支払未済の給付は子Cが同条第1項の｢子｣に該当しないためにこれを受

けることはできない｡これを救済する目的で､このような子Cは第1項の｢子｣とみなすこととする

措置が講じられている。

一元化前国共済法第45条ではこのような子Cは｢遺族｣に該当するため支払未済の給付を

受けることができたが､第1項を｢生計を共にする者｣という整理をするとこのような子Cは読め

なくなるため､厚年法第3ﾌ条第2項の規定に倣い､同様の規定を設けることとする。

なお､厚年法第37条第3項は､受給権者が死亡前にまだ保険給付の裁定請求をしていな

いために裁定が行われていない場合も､支払未済の保険給付を受けることができる者はこれを

請求できることを規定している。

このような未決定又は未請求の給付については､一元化前国共済法第45条第1項に規定

されている｢支給を受けることができた給付｣に含むものと従来から整理されており､今回の改

正でもこの規定振りを用いていることから､厚年法第37条第3項のような規定は設ける必要は

ない。

【第3項】

支払未済の給付を受ける者の順位は､一元化前国共済法第45条第1項では遺族の順位

に準ずることとされていたところ｡厚年法も同様の取扱いとなっていたが､今回の機能強化法に

よる改正で3親等の親族を含めることとなり､順位は政令で定めることとされた。

支払未済の給付を受ける者の範囲を厚年法に合わせることとしたことを踏まえ､その順位も

合わせることが適当であること､3親等の親族の順位は厚年法の政令を確認しないと判断でき

ないことから､同様に政令でその順位を定めることとする。

【第4項】

支払未済の給付を受けるべき同順位者が2人以上のときは､その全額を－人に支給するこ

とができることとする｡（一元化前国共済法第45条第2項に規定する内容と変更なし）

（参考）

○一元化前国共済法

（支払未済の給付の受給者の特例）

第四十五条受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその
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支払を受けなかったものがあるときは、前二条の規定に準じて、 これをその者の遺族（弔慰金

又は遺族共済年金については、 これらの給付に係る組合員であった者の他の遺族）に支給し、

支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に

支給することができるものとし、 この場合において、その一人にした支給は、全員に対してし

たものとみなす。

○一元化後国共済法

（支払未済の短期給付の受給者の特例）

第五十三条の二短期給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に

支給すべき短期給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、

父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

ものに、その支払未済の短期給付を支給する。

2 前項の規定により支払未済の短期給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

3 第一項の規定により支払未済の短期給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その

短期給付は、その人数によって等分して支給する。この場合において、その短期給付の全額を

その一人に支給することができるものとし、その一人にした支給は、全員に対してしたものと

みなす。

○機能強化法による改正後の厚年法

（未支給の保険給付）

第三十七条保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給

付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、

兄弟姉妹又はこオ1 の者以外の一'九． 四0蕾． であって、その者の死亡の当時その者と生計を

同じくしていたものは、 自己の名で、その末支給の保険給付の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その

者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、

その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみ

なす。

3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったと

きは、同項に規定する者は、 自己の名で、その保険給付を請求することができる。

4未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全

員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してした

ものとみなす。

○機能強化法による改正前の厚年法

（未支給の保険給付）

第三十七条保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給

付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母

又は兄弟姉娃であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、 自己の名

で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2 ． 3 （略･ ･ ･改正なし）

4未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。

（略･ ･ ･改正なし）5
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第45条(給付金からの控除）

○一元化前国共済法第46条と同趣旨の規定を設ける。（一元化後国共済法第46条からの
移動）

【第1項】

組合員が報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないため､掛金を直接組合に払
い込まなければならない場合において､所定の期日までに払込みがなされなかったときは､組

合は､現に組合員である者に支給すべき給付金から未納の掛金を差し引くことができる旨を定
めている。

【第2項】

組合員がその資格を失った場合において､組合員であった者が組合に対して支払うべき金
額(未納掛金､貸付事業における未弁済貸付金など)があり､その者又はその親族(第44条
第1項に規定する親族の他､第44条第2項に規定する子も含む｡）に支給すべき給付金があ
る場合には､その給付金からその債務に相当する金額を控除する旨を定めている。

（参考）

○一元化後国共済法

（給付金からの控除）

第四十六条組合員が第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場
合において、その者に支給すべき給付金（家族埋葬料に係る給付金を除く。 ）があり、かつ、
その者が同項の規定により払い込まなかった金額があるときは、当該給付金からこれを控除す
ることができる。

2組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給
すべき給付金（埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。 ）があり、かつ、その者が組合に
対して支払うべき金額があるときは、 当該給付金からこれを控除する。

○一元化前国共済法

（給付金からの控除）

第四十六条組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金
額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金（家族埋葬料に係る給付金
を除く。 ）があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかった金額がある
ときは、当該給付金からこれを控除することができる。

2 （略）
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の菅用の微咽

○一元化前国共済法第4ﾌ条と同趣旨の規定を設ける｡（一元化後国共済法第53条の3か
らの移動）

一元化法により長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用されること

となり､不正受給者からの費用の徴収等の規定は短期給付にのみ適用される規定となった。

今回、退職等年金給付を新設したことから､短期給付に特化した規定であったものを退職

等年金給付を含めて、「給付｣として規定する。

【第1項】

被扶養者についての虚偽の申告､組合員証の不正使用、戸籍抄本の改恵等の偽りその他

不正行為によって給付を受けた者から､組合は､その給付に要した費用を徴収できる旨を定

める。

また、 「全部又は－部を徴収することができる｣とは､情状によりその－部だけを徴収してもよ

いという意味ではなく､不正行為によって受けた分が給付の一部であることが考えられるので、

全部又は一部としたのであって､不正行為によって給付に要した費用に相当する金額は全てと

いう趣旨である。

【第2項】

保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第SS条第1項に規定する

主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため､不正受給がなされたも

のであるときは､その保険医又は主治の医師も連帯して責任を負わせることができることを規
定する。

保険医療機関において診療に従事する保険医等についてだけ特にこのような取扱いがなさ

れているのは､保険診療の担当者として特別の責任と義務が課されていることによるものであ

る。

【第3項】

保険医療機関等が不正の行為によって診療報酬の支払を受けたときは､組合は保険医療

機関等に対してその額を返還させるほか、その額の4割を納付させることができる旨を定めて

いる｡これは､保険医療機関等の不正請求に対処するものである。

一元化後において､後の｢指定訪問看護事業者｣を｢当該指定訪問看護事業者｣に改正を

したのは､前の指定訪問看護事業者が後の指定訪問看護者であることを明確にするため、
｢当該｣を追加した。

（参考）

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（保険医又は保険薬剤師の登録の取消し）

第八十一条厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は
保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。
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○一元化前国共済法

（不if受給者からの費用の徴収等）

第四十七条偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、そ
の者から、その給付に要した費用に相当する金額（その給付が療養の給付であるときは、第五
十五条第二項又は第三項の規定により支払った一部負担金（第五十五条の二第一項第一号の措
置が採ぢれるときは、当該減額された一部負担金）に相当する額を控除した金額）の全部又は
一部を徴収することができる。

2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事す
る保険医（第五十八条第一項に規定する保険医をいう。 ）又は健康保険法（大正十一年法律第
七十号）第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載
をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対
し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の
二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の
療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看
護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗
じて得た額を納付させることができる。

○一元化後国共済法

（不正受給者からの費用の徴収等）

第五|･三条の三偽りその他不正の行為により組合から短期給付を受けた者がある場合には、組
合は、その者から、その短期給付に要した費用に相当する金額（その短期給付が療養の給付で
あるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払った一部負担金（第五十五条の二

第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金）に相当する額を控除した
金額）の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事す
る保険医（第五十八条第一項に規定する保険医をいう。 ）又は健康保険法第八十八条第一項に
規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その短期給付が
行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、短期給付を受けた者
と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。

3組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の
二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の
療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪
問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十
を乗じて得た額を納付させることができる。
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第4ﾌ条(損害賠償の請求権）

○一元化前国共済法第4S条と同趣旨の規定を設ける｡（一元化後国共済法第53条の4か

らの移動）

一元化法により長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用されること

となり､損害賠償の請求権の規定は短期給付にのみ適用される規定となった。

今回､退職等年金給付を新設したことから､短期給付に特化した規定であったものを退職

等年金給付を含めて､｢給付｣として規定する。

【第1項】

第三者の行為によって給付事由が生じた場合には､その保険事故に対し行った給付の価

格の限度で､当該受給権者がその第三者に対して有する損害賠償の請求権を組合が取得し

行使すべきことを規定する。

なお､この項の規定により組合が取得する損害賠償の請求権は､当該第三者の行為によっ

て生じた損害のうち､組合が行った給付によって填補された部分についての請求権である。

【第2項】

受給権者が同一の事由によって､既に第三者から損害賠償を受けたときは､受給権者が二

重利得することを防ぐことが必要であるので､組合は､その価額の限度で､受給権者に対し給
付すべき給付を行わないことを規定する。

第2項で｢(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者

を含む｡）｣を規定しているのは､一元化後は､第53条の4第1項で｢短期給付を受ける権利を

有する者｣として定義づけし､ 「次項において同じ｣と規定し､同条第2項にも効かせていたが、

今回､第39条で｢受給権者｣を定義を置いたため､ 「次項において同じ｣が規定することができ

なくなったためである。

（参考）

○一元化前国共済法

（損害賠償の請求権）

第四十八条組合は、給付事由（第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。

）が第三者の行為によって生じた場合には、当該給付事由に対して行った給付の価額の限度で、

受給権者（当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。
）が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2前項の場合において、受給権者（同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合に

は、当該被扶養者を含む。 ）が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合
は、その価額の限度で、給付をしないことができる。

○一元化後国共済法

（損害賠償の請求権）

第五十三条の四組合は、給付事由（第七十条第一項又は第七十一条の規定による短期給付に係

るものを除く｡）が第三者の行為によって生じた場合には、当該給付事由に対して行った短期

給付の価額の限度で、短期給付を受ける権利を有する者（当該給付事由が組合員の被扶養者に
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ついて生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。 ）が第三者に対して有する

損害賠償の請求権を取得する。

3 前項の場合において、短期給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損
害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、短期給付をしないことができる。
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I

第48条(給付を受ける権利の保護）

○一元化前国共済法第49条と同趣旨の規定を設ける。（一元化後国共済法第53条のSか

らの移動）

一元化法により長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用される

こととなり､給付を受ける権利の保護規定は短期給付にのみ適用される規定となった。今回の

改正により､退職等年金給付を新設することから､短期給付及び退職等年金給付について適

用する規定とする。

併せて､新設する退職等年金給付が企業年金並びの3階部分の年金であることから、

差押禁止の例外の範囲等について､所要の見直しを行う。

(改正の内容）

本法による給付を受ける権利を実質的に保護して受給権者の生活保障を確保し､本法の

共済制度の実効を期するために給付を受ける権利の保護を規定する。

具体的には､給付を受ける権利について､譲り渡しの禁止､担保に供することの禁止､差押

えの禁止を規定する。

(1)譲り渡しの禁止

退職等年金給付の給付を受ける権利を譲り渡すことは､国家公務員が退職後に生活を維

持していくための退職給付としての目的が達成できなくなるため､これを禁止する。

なお､厚生年金保険法等に基づく他の年金給付においても､同様に､給付を受ける権禾1の

譲り渡しを禁止している。

(2)担保に供することの禁止

退職等年金給付の給付を受ける権利を担保に供することは､担保が実行された場合､国家

公務員が退職後に生活を維持していくための退職給付としての目的が達成できなくなるため、

これを禁止する。

なお､厚生年金保険法等に基づく他の年金給付においても､同様に､給付を受ける権利を

担保に供することを禁止している。

(担保に供することの禁止に例外を設けることについて）

年金については､原則､担保することを禁止しているが、日本政策金融公庫が恩給及び共

済年金を担保として貸し付ける制度として｢恩給･共済年金担保貸付制度｣があり､一元化前

国共済法においては、共済年金を日本政策金融公庫に担保として供することを例外として認

めていた。

また､厚生年金については、 「恩給･共済年金担保貸付制度｣に相当する制度として､独立

行政法人福祉･医療機構が行う｢年金担保貸付制度』があり､厚生年金保険法において担保

に供することの禁止の例外が規定されている。

退職等年金給付については､次の理由により､担保に供することの禁止に例外を設けない。
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①年金担保貸付制度が対象とするのは､2階部分の厚生年金のみであり､3階部分の確定

給付企業年金法による年金及び確定拠出年金法による年金は対象となっておらず､3階部
分の年金として民間の企業年金と同様の取扱いとする。

②年金担保貸付制度が､平成22年に行われた事業仕分けにより､廃止を含めた見直しの
対象となっており､類似する制度である恩給･共済年金担保貸付制度の対象を拡大するこ

とに理解が得られにくい。

(3)差押えの禁止

退職等年金給付の給付を受ける権利の差押えを認めることは、国家公務員が退職後に生

活を維持していくための退職給付としての目的が達成できなくなるため､これを禁止する。

なお､厚生年金保険法等に基づく他の年金給付においても､同様に､給付を受ける権利を

差し押さえることを禁止している。

(差押えの禁止の例外について）

年金については､原則、差押えを禁止しているが､課税の対象となるものについては､納税

の適正な執行の観点から､国税滞納処分による差押えを認めている。（課税の可否の整理に

ついては第49条(公課の禁止)の説明を参照。）

退職等年金給付のうち退職年金及び公務遺族年金については､他の3階部分の年金であ

る確定給付企業年金法及び確定拠出年金法に基づく年金と同様の取扱いとすることとし､差

押え禁止規定の例外を設け､差押えを可能とする。

公務障害年金については､現行と同じく差押え禁止の対象とする。

なお､短期給付は医療保健制度による給付として差押えを禁止しているが､組合員が被扶

養者の病気に伴い欠勤した場合等に支給される休業手当金は所得保障のための給付である

ため､一元化前から差押えの禁止の対象から除外しており､引き続き､差押えの禁止の例外と

する。

退職等年金給付等に係る差押えの例外(差押えの可否)及び担保禁止の例外(年金担保

融資)の整理

（1） 1 ．2階部分の年金

劃氏年金法

厚牛年今保険
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退職 障害 遺族 担保融資

退職等年金給付 可能 不可 可肯
戸
ジ
ジ
ジ 夫 象夕

未裁定旧3階 可能 不可 可肯
要
ご
〆
凹 夫 象

既裁定旧3階 可 能 不可 不可 夫 舅
副
グ
、

(参考)現行国共済法 可能 不可 不可 夷 象

老齢 障害 遺族

可能 不可 不可

可能 不可 不可



(2)3階部分の年金

(3)2．3階部分の年金

（参考）

○国民年金法（昭和34年法律第141号）

（受給権の保護）

第二十四条給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。た

だし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び室鮭基鰹
生全又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分（その例による処分を含む。 ）により差し押え
る場合は、 この限りでない。

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） （厚生年金基金を除く）

（受給権の保護及び公課の禁止〉

第四十一条保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及

び童鮭厘生笙全を受ける権利を国税滞納処分（その例による処分を含む。 ）により差し押える
場合は、 この限りでない。

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができな

い。ただし、老齢厚生年金については、 この限りでない。

○確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）

（給付の種類）

第二十九条事業主（基金を設立して実施する確定給付企業年金（以下「基金型企業年金」 とい

う。 ）を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。 ）は、次に掲げる給付を
行うものとする。

一老齢給付金

二脱退一時金

2 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を
行うことができる。

一障害給付金

二遺族給付金

(受給権の譲渡等の禁止等）

第三十四条 受給権は、譲り渡し、担保に供し 又は差し押さえることができた い里 ただし、老ー一一－

壁
北
一 に

金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分（その例によ至処ji童宣型
より差し押さえる場合は､ この限りでない。

－－－－＝■中一一●－一一
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法権堂名 老齢 障害 遺族

孫淀給‘
】
、 剥： 曽業年金法 可能 不可 可能

確定処出年金法 可能 不可 可能

法准萱名 老齢･退職 障害 遺族

地方公務員等共済沮合法 可能 不可 不可
■
●
４
ヶ弘立学

ｑ
ｊ
ｇ 交自教職 ■

■ ､共済法 可能 不可 不可

厚と 三年釜
詮
一
ム 呆険法(厚竺三年令自塞金に‘ﾖる)） 可肯

ダ
ヨ
一
望 不可 不可

、
ダ
ダ
。

Ｆ
■
一
」
・
■ 1立行政法人農業者年金 を金法 可能 不可 不可



2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができ
ない。

○確定拠出年金法（平成13年法律第88号）

（給付の種類）

第二十八条企業型年金の給付（以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。 ）は、

次のとおりとする。

一老齢給付金

二障害給付金

三死亡一時金

(受給権の譲渡等の禁止等）

を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない第三|･二条
、凸

｡

ただし、 ぴ死亡一時金を受ける権利を国税""me(そのによる をむ

。 ）により差し押さえる場合は、 この限りでない

2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができ
ない。

○一元化前国共済法

（給付を受ける権利の保護）

この法律に基づく給付を受ける権利は､譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる第四|→九条

ことができない。ただし、年金である給付を受ける権利を株式会社日 金公一又は

振興 〆 ハに一に、する今び、 又は 、 をエトる利を国滞

の例による処分を含む。 ）により差し押さえる場合は、この限りでない。納処分（そ

○地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）

（給付を受ける権利の保護）

この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる第五十一条

ことができない。ただし、年金である給付を受ける権利を株式会社日本政 ′、 又は、

振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞
この限りでないし押さえる場合は(その例による処分を含む。 ）により差：・処

○私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）

（国家公務員共済組合法の準用）

ま、国家公務員共済この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付についてI第二十五条

組合法第二条（第一・項第一号及び第五号から第七号までを除く。 ） 、遡里童（第四十一条第二
項、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条第一項、第五十条から第五十二条まで、第六十

八条の二、第六十八条の三、第七十二条、第九十六条及び第九十七条第四項を除く。 ） 、第百

-'－－条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十二条の二

の二から第十二条の八の四まで、附則第十二条の十、附則第十三条の十の二、附則第十二条の

十一、附則第十二条の十二第一項（第二号を除く。 ）及び第二項から第四項まで、附則第十二

条の十三、附則第十三条の九から第十三条の九の五まで、附則第十三条の十（第七項を除く

。 ） 、附則別表第一、附則別表第二、別表第一並びに別表第三の規定を準用する。この場合に

おいて、 これらの規定（同法第二条第一項第二号（イ、 ロ及びハ以外の部分に限る。 ） 、第四

十一条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第三号、第六十一条第

二項、第六十四条、第六十六条第三項、第六十七条第二項、第七十六条第一項（各号列記以外

の部分に限る。 ） 、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号、附則第十二条第一項

から第五項まで及び第八項、附則第十二条の四の三第四項並びに附則第一'一三条の六第二項及び
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第三項の規定を除く。 ）中「組合員』とあるのは「加入者」と、 「組合」とあり、及び「連合

会」とあるのは「事業団」と、 「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、 「財務省令」とある

のは「文部科学省令」と、 「公務」 とあるのは「職務」 と、 「組合員期間等」とあるのは「加

入者期間等」と、 「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、 『平均標準報酬額」とあるの

は|平均標準給与額」と、 「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と、 「従前標準報酬の

月額」 とあるのは「従前標準給与の月額」と、 「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、

「公務等」とあるのは「職務等」と、 「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給

与総額jと、 「標準報酬改定請求jとあるのは、 「標準給与改定請求」と、 「特定組合員j と

あるのは「特定加入者」と、 「任意継続組合員」 とあるのは「任意継続加入者」と、 「特例退

職組合員」とあるのは「特例退職加入者」 と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表（略）

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） （厚生年金基金に限る）

（受給権の保讃及び公課の禁止）

第四十一条保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない
ただし、 た．金たる 寸を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及

び ける ｜を “ の例による処分を含む。 ）により差し押える
場今は、 この限りでない

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができな

い。ただし、老齢厚生年金については、 この限りでない。

（準用規定）

第百三十六条第三十七条、第四十条、第四-|･条の二及び

趙立ゑ生企迄ゑ誼i丈上型二壁金迄錨仙三21△工一第三十六条第一項及び第二項並びに第三十

九条第二項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、第四十一条第二項の規定は、

死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準思_豆二ゑ。三の場合
において、第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権

を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「

基金」と、第四十一条第 貝中老齢厚生： とあるのは基金が支紹

l主l塾退堂茎礎鼬_里二ゑこ壁垂迄ゑ逓位Lと、それぞれ読み替えるものとする。

（基金の業務）

第百三十条 （略）

2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、 一時金たる給付の支給を行うも
のとする。

3 基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であった者の死亡又は障害に関
し、年金たる給付又は--時金たる給付の支給を行うことができる。
4～5 （略）

○独立行政法人農業者年金基金法（平成14年法律第127号）

（受給権の保護）

第二十六条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただと__生
金給付に係る受給権については 国税滞納処分（その例Iこよ

一－

える場合は、 この限りでない。
－一

一● ローーー

（給付の種類）

第十八条農業者年金事業の給付（以下単に「給付」という。 ）は、次のとおりとする。

－69－



農業者老齢年金

特例付加年金

死亡一時金

一

一
一
一
一
一

（用例）

○一元化前国共済法

（他の法令による療養との調整）

第六十条他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生枯擁護受けたときは、その受けた限度において、

呆険 、 、 ‐.. .~一‐ 、 ＝、

の支給は、行わない。涙移送 しくは画一且〃&

2．3 （略）

※現物給付と現金給付で分けている

（傷病手当金）

第六十六条

6第三項の傷病手当金（政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。 ）は､ この法
律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法 （昭和里十九年法
律第百十五号）又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他
の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び
次項において「退職老齢年金給付」という。 ）の支給を受けることができるときは、支給しな
い。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額（当該退職老齢年金給付が
二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額）を基準として財務省令
で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないと
したならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から
当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、

時金又は前項の退老齢年金蓋第血唄c第四項の障害

付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者（次項において「年金保険者」という
。 ）に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

※障害年金と退職年金で分けている

！
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Z尋あ棄正ﾀｰ’｢棗49条（
し－－－－－－－－－－．－－．－

○一元化前国共済法第50条と同趣旨の規定を設ける｡（一元化後国共済法第53条のeか

らの移動）

一元化法により長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用されるこ

ととなり､公課の禁止の規定は短期給付にのみ適用される規定となった｡今回の改正により退

職等年金給付を新設することから､短期給付及び退職等年金給付について適用する規定と

する。

併せて､新設する退職等年金給付が企業年金並びの3階部分の年金であることから､公課

の禁止の範囲について､所要の見直しを行う。

(改正の内容）

1 ．年金給付を規定する法律の公課の禁止規定の整理

年金給付を規定する法律の公課の禁止規定は､次のように整理される。

（1） 1 ．2階部分の年金については､老齢年金のみ課税､障害及び遺族年金は非課税。

→国民年金法､厚生年金保険法

(2) 3階部分の年金については､老齢及び遺族年金は課税､障害年金のみ非課税。

→確定給付企業年金法､確定拠出年金法

（3） 2階部分と3階部分が一体となって給付される年金(法律上3階部分が独立した給付

とされていない年金)については､支給額の太宗を占める2階部分の年金の整理に従い、
老齢年金のみ課税､障害及び遺族年金は非課税。

→国家公務員共済組合法､地方公務員等共済組合法､私立学校教職員共済法､厚生

年金保険法(厚生年金基金に限る)、独立行政法人農業者年金基金法等

2.退職等年金給付の公課の禁止規定の取扱い

改正前の国家公務員共済組合法は、3階部分の職域加算額が独立した給付ではなく､単

に加算額であるため、上記(3)に分類されている。

平成27年1○月の被用者年金一元化後は､国家公務員共済法における長期給付のうち2

階部分については､厚生年金保険法による厚生年金保険給付となる｡一方､3階部分につい

ては､従来の職域加算額を廃止し､新たに､民間企業の企業年金に相当する退職給付として

退職等年金給付を設ける｡これにより2階部分と3階部分の区分が異なる法律に基づく異なる

給付として明確となるため､退職等年金給付は上記(2)に該当する｡したがって､退職等年金

給付に係る公課の禁止については､他の3階部分の年金である確定給付企業年金及び確定

拠出年金と同様､公務障害年金は非課税退職年金及び公務遺族年金は課税とする。

なお､公務遺族年金については､課税の対象となることにより､定期金に関する権禾ﾘとして相

続により取得したものとみなされ､相続税の課税対象となるが､年金給付そのものは、所得税

法第9条第1項第16号の規定により､相続により取得したものとして非課税になる｡このため、

相続時に相続税を支払うことになる可能性はあるが､支給開始後の各年度における課税関係

-71-



は従来と同様に非課税であり､各年度に実際に給付される金額､併給調整等に影響が及ぶこ

とはない。

なお､短期給付は医療保健制度による給付として公課を禁止しているが､被扶養者の病気

に伴い欠勤した場合等に支給される休業手当金は所得保障のための給付であるため、一元

化前から公課の禁止の対象から除外しており､引き続き､公課の禁止の例外とする。

課の雲

階部分の年釜

(2)3階部分の年金

(3)2．3階部分の年金

（参考）

○国民年金法（昭和34年法律第141号）

（公課の禁止）

第二十五条租税その他の公課は、迩立として支給を受けた金銭を標準として、課することがで
きない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、 この限りでない。

(厚生年金基金を除く）○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（受給権の保護及び公課の禁止）

第四十一条
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区分 退職 障害 遺族

退職等年金給付
ヨ
一
口

■
ｑ
Ｊ
ｇ

屯
１
－
、 兇

吾
ニ
ジ

一
一
一 君 兇

4

1 君 莞

未裁定旧3階 課莞
一
一
一
ジ

一
画
一課莞 課 莞

既裁定旧3階
笥
蔵
ヨ：
く。莞 ヲ

一
博
一課莞 非諜莞

(参考)現行風 ト 』ﾐ済法 課莞
ー

＝

一

ジ

一
口
一課莞

一
一
一
づ

一
一
一課莞

法律名
■

■■

〆 三＃
△
ｐ 璋害 遺族

国民年金法
号f

彫
ﾖ；
眉。 莞 ヲ

一
一
一

託
彫

卓
・
』
〃

。
■
■
一
、 莞 ヲ

一
一
一

ニビ
壷

口
■
ｌ
ｊ
タ

屯
■
■
甲
岸
」
、 莞

厚生年金保険法
罰
庫
ﾖ：
くり莞 非課莞 非壽

●
■
ｊ
タ
マ

８
Ｇ
一
局 兇

法循 曹名 老槌
△
ｐ 璋害 遺族

確定給付型企業年金法
昌E
彫
ヨ呂
尽』 莞 ゴ 三三

ﾖ：
尾。党

課
庫

■
●
Ｊ
●

画
司
尽 莞

確定拠出年金法 ”

ヨ：
く』 兇 ヲ

一
一
一

託
匪
ﾖﾆ
く』莞

託
彫
ﾖ：
く』莞

法律名 老 "･i
更
一 藷■‐グ

ｈ
Ｆ
Ｄ
ｒ
“
ロ 璋幕

。
二
一
幻 遺族

地方公務員等共済組合法
琴
影

ｑ
■
４
○

勺
３
辱
吟 党 ヨ

一
幸
一葦
ログ

α
■
ｊ
ｐ

■
四
一
、 兇 ヲ

一
一
一

垂
彦

■
ａ
ｄ
ｅ

則
■
一
、 莞

私立学校教職員共済法
託
彫

■
ｐ
ｊ
ａ

さ
凸
一
、 莞 ヲ

一
』
一

毒
詑

ロ
ロ
幻
コ
マ

■
。
《
、 莞 ヲ

三E
～

彫

■
、
』

I：
馬〃莞

厚生年金保険法(厚と ﾐ年金
＝

墨冷に限る)）
寒
扉

９
口
Ｊ
ｐ

２
弔
一
』 莞 ヲ

一
一
一葦
彫

■
口
ｊ
ａ
Ｕ

２
ロ
ー
皇 莞 3

一
一
一

垂
彫

ｑ
口
型
夕

３
“
一
、 莞

独立行政法人農業弓奇年金 を金法
託
彫

ｄ
■
１
９
３
く 莞 非謬

ｑ
●
４
口

■
■
４
．
心
、 莞 ヨ

一
一
一

託
庫

ｑ
■
４
９

３
９
－
、 莞



2 租税その他の公課は、侭険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができな
●

い。ただし、老齢厚生年金については、 この限りでない。

○確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）

（受給権の譲渡等の禁止等）

第三十四条

2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができ

ない。

○確定拠出年金法（平成13年法律第88号）

（受給権の譲渡等の禁止等）

第三十二条

2租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができ

ない。

○一元化前国共済法

（公課の禁止）

第五十条租税その他｛

ができない。ただし、

租税その他の公課は、 組合の趙位として支給を受ける金品を標準として、課すること
については、 この限りでない。畠 ‐L共済年金及び休業

○地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）

（公課の禁止）

第五十二条租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課する

壷及び休業手当金ことができない。ただし、 については、 この限りでない。

○私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）

（非課税）

第五条この法律に基づく鐘1立として支給を受ける金品のうち、
外の給付については、 これを標準として、租税その他の公課モ租税その他の公課を

，共済年金及び休業手当金以

課さない。

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） （厚生年金基金に限る）

（受給権の保護及び公課の禁止）

第四十一条

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができな

い。ただし、老齢厚生年金については、 この限りでない。

（準用規定）

第百三十六条第三十七条、第四十条、第四十条の三及び第四十-一条第一項の規定は、基金が支

給する年金たる給付及び－．時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十
九条第二項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、

死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付I

第四十一・条第二項の規定は、

農用する。 この場合こついて

において、第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」 とあるのは「受給権

を有する者」と、同条中「政府」 とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは『

基金」と、第四十一条第一項中『老齢厚生年金」とあるのは『基金が支給する老齢年金給付又

は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

○独立行政法人農業者年金基金法（平成14年法律第127号）

（公課の禁止）

第二十七条租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することがで
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きない。ただし、年金給付については、 この限りでない。

（給付の種類）

第十八条農業者年金事業の給付（以下単に「給付」という。 ）は、次のとおりとする。
一農業者老齢年金

二特例付加年金

三死亡一時金

○所得税法（昭和40年法律第33号）

（非課税所得）

第九条次に掲げる所得については、所得税を課さない。

一～十五（略）

十六相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの（相続税法（昭和二十五年法律第七
十三号）の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるもの
を含む。 ）

十七～十八（略）

○確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）

（移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い）

第百十五条 （略）

2 第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定により厚生年金基金
の権利義務を承継した事業主等が給付を行う遺族給付金（第百十条の二第三項の承認若しくは
認可を受けた日、第百十一条第二項の承認を受けた日又は第百十二条第一項の認可を受けた日
において当該厚生年金基金の死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の受給権

を有する者に支給するものに限る。 ）については、当該遺族給付金を厚生年金基金が支給する
死亡を支給理由とする年金たる給付又は－．時金たる給付とみなして、厚生年金保険法第百三一|・
六条において準用する同法第四十一条の規定を適用し、第三十四条の規定は適用しない。
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第2節短期給付

第1款通則

第52条(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬）

○一元化前国共済法第52条の2と同趣旨の規定を設ける｡（一元化後国共済法第52条の4

からの移動）

(改正の内容）

引用している条項の条ズレを反映。

この条は､短期給付(附加給付を含む｡）の給付額を算定する場合において､その算定の基

礎となる標準報酬はいつの時点のものかを用いるかについて具体的に定めている。

給付額の算定の基礎となる標準報酬の月額又は標準報酬の日額は､これらの短期給付の

給付事由が生じた日における標準報酬の月額又は標準報酬の日額によるべきことを明らかに

しているものである。

（参考）

○一元化前国共済法

（短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬）

第五十二条の三短期給付（前三条に規定する短期給付をいう。以下同じ。 ）の給付額の算定の

基準となるべき第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額（以下「標準報酬の月額」 という

。 ）又は同項に規定する標準報酬の日額（以下「標準報酬の日額」という。 ）は、給付事由が

生じた日 （給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日）の標準報酬の月額又は標準報酬の

日額とする。

○一元化後国共済法

（短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬）

第五｜･三条の四短期給付（第五十一条及び第五十二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。

）の給付額の算定の基準となるべき第五十二条の二第一項に規定する標準報酬の月額（以下「

標準報酬の月額」という。 ）又は同項に規定する標準報酬の日額（以下「標準報酬の日額」と

いう。 ）は、給付事由が生じた日 （給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日）の標準報

酬の月額又は標準報酬の日額とする
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第4款災害給付

第70条(弔慰金及び家族弔慰金）

(今回の改正前の内容）

組合員又は扶養者が非常災害により死亡したときは､弔慰金又は家族弔慰金を支給する。
また､第2項及び第3項では支給する遺族に対しての遺族の順位､第4項では同順位者の遺
族が複数いた場合の支給額を規定している。

(改正の内容）

【第2項から第4項】

一元化法により短期給付に特化することとなり､短期給付のうち弔慰金･家族弔慰金の規定
にのみ関係する規定となったため､一元化前では｢第4章給付｣の全体に係る｢通則｣として
第43条に規定していたが､この条の第2項から第4項までに移動されていた。
今回、退職等年金給付を新設したことから､「第4章給付｣の全体に係る｢通則｣として第4
2条及び第43条に再度移動する。

具体的には､第2項から第4項までを､給付の通則として第42条第1項及び第2項並びに
第43条に移動。

○一元化前国共済法

（遺族の順位）

第四十三条給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一一配偶者及び子

二父母

三孫

四祖父母

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の
養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる
者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となること
ができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。
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第71条(災害見舞金）

(今回の改正前の内容）

この条は､組合員が非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときはに､災害見舞

金を支給する旨を定めた規定である｡損害の程度(別表第1)に対応して給付額が異なる。

(改正の内容）

前条第1項に規定する非常災害を規定しており､第2項から第4項を削除したことに伴う項

ズレを修正する。

（参考）

○一元化後国共済法

別表第一
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損害の程度 月数
一

一

一

住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。

住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

三月

(略）

一
一
一

住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

住居又は家財に前号と同程度の損害と受けたとき。

○・五月



第3節長期給付

第1款通則

第72条(長期給付の種類等）

(今回の改正前の内容）

被用者年金一元化後の厚生年金の保険給付を国共済法の長期給付と位置づけるとともに
（第1項)、組合員のうち長期給付の適用を受けない者(国会議員である大臣など)の取扱いに
ついて規定している(第2．3項)。

(改正の内容）

【第1項】

長期給付について、一元化前は退職共済年金などであったが、一元化によって2階
部分が厚生年金になり、 3階の職域部分が廃止されたため、一元化後の長期給付は厚
生年金のみとなった。

今回の改正で、長期給付は、厚生年金に退職等年金給付が加わることになる。

組合は、短期給付及び長期給付を行うこととされているが、療養の給付など短期給
付は1年間の給付を1年間の保険料で賄うように設計されているのに対して、年金の
給付などの長期給付はその収支を長期間にわたって均衡させる仕組みとなっている。

今回創設される｢退職等年金給付｣も主に年金による給付であることから長期給付と位置づ
けることとし、国共済法の長期給付を被用者年金一元化後の厚生年金保険給付と退職等年
金給付の2種類とすることを規定する。

【第2項】

今回の改正前には、第21条第2項第1号に｢長期給付｣の文言が初出となり､ 「長期給
付｣の後に｢(第七十二条第一項の規定する長期給付をいう。以下同じ｣)と規定していた。今
回の改正により､第21条第2項第1号の｢長期給付｣は｢厚生年金保険給付｣に改正され、
「長期給付｣の文言の初出は第72条となる｡したがって､第72条第2項の｢長期給付｣の後
に｢(前項に規定する長期給付をいう｡以下同じ｡）｣を追加する。

「長期給付｣の文言が使われるのは､第99条第1項第1号､第102条第4項､第102
条の2、第115条､第124条の2である。
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第2款厚生年金保険給付

第ﾌ3条(厚生年金保険給付の種類等） 【新設】

○国共済法における長期給付を厚生年金保険給付と退職等年金給付の2種類としたことを

踏まえ、 「厚生年金保険給付｣に関する規定を第2款として整理する｡退職等年金給付を款レ

ベルで｢退職等年金給付｣と建てることとのバランスを考慮して､厚生年金についても款レベル

で｢厚生年金保険給付｣として建てることとする｡ （1款に1条のみという用例は､原子力損害賠

償支援機構法にあり｡）

厚生年金保険給付の種類を規定するとともに､国共済法の規定のうち厚年法に既に規定が

あるものは、厚生年金保険給付には適用しないことを規定する。

【第1項】

一元化後の第72条第1項の規定を本条第1項に移動し､厚生年金保険給付の種類を規

定する｡具体的には、以下のとおり。

○老齢厚生年金

○障害厚生年金及び障害手当金

○遺族厚生年金

国共済法における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法による保険給付のうち連合

会が支給する国共済組合員期間に係る老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金

である。 しかし、文理上これが明らかでないため、例えば民間企業の従業員としての

被保険者期間しか有しない者の老齢厚生年金も国共済法上の厚生年金給付に含まれて

いるように見えてしまうおそれがある。

このため、国共済法における厚生年金保険給付は、国共済の組合員期間に係る保

険給付であることを明確にする必要がある。

他方“一元化後の厚年法第2条のら第1項は実施機関を定義しているが、その第2

号で実施機関である連合会の事務の1つとして「第二号厚生年金被保険者であった期

間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。 ）に基づくこの法律による保険給

付」を規定している。

国共済法においてもこの規定を引用し、第73条第1項の「厚生年金保険法第三

十二条に規定する保険給付」の後に「 （ の五第一項第二号に規定する第二聿二

号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る｡）」を追加する ことにより、国共済法

における厚生年金保険給付の範囲を限定することとする。

(参考）

l . 2以上の穂別の厚生年金の取扱い

一元化後の厚生年金保険法において、 2以上の種別を有する者（例えば、民間企業の従業員

である第1号厚生年金被保険者期間を有する者が、その後、国家公務員である第2号厚生年金

被保険者期間を有することとなった者）の保険給付は、次のようなルールで実施機関が裁定す

る。
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①老齢厚生年金･ ･ ･第2号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金は連合会が裁定し、第
1号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金は年金機構が裁定
②障害厚生年金…第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を合算して
1の保険給付として裁定（初診日のある被保険者期間に係る実施機関が支給。被保険者期間
のみなしは下記2．参照）

③遺族厚生年金…(ｲ）短期要件（300月みなしがある保険給付）の場合は、第1号厚生年金
被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を合算して1の保険給付として裁定し（被保険
者又は被保険者であった者の最初の被保険者機関に係る実施機関が支給。被保険者期間のみ
なしは下記2．参照） 、 （ﾛ）長期要件の場合は、老齢厚生年金と同様に第2号厚生年金被保
険者期間に遺族厚生年金を連合会が裁定

2．障害厚生年金及び遺族厚生年金の被保険者期間のみなし
2以上の種別の被保険者期間を有する者の障害厚生年金については厚生年金保険法第78条
の30において、遺族厚生年金（短期要件）については第78条の32第1項において、それ
ぞれ2以上の被保険者期間を合算して一の被保険者期間のみを有するものとみなすこととして
いる。

厚生年金保険法第2条の5第2号の「第二号厚生年金被保険者期間に基づくもの」には
「 （・ ・ ・とみなされた期間を含む。 ） 」との規定はないが、当然にこの一の被保険者期間とみ
なされた期間も含まれると解されている（厚労省年金課に照会し、その回答による。 ）

（用例）

「1款に1条だけの例」

○原子力損害賠償支援機構法（平成23年法律第94号）

第四款負担金の額の特例
第五十二条認定事業者が、当該認定に係る特別期間内にその全部又は一部が含まれる機構の事
業年度について納付すべき負担金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定
により算定した額に特別負担金額（認定事業者に追加的に負担させることが相当な額として機
構が事業年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。 ）を
加算した額とする。

2～5 （略）

第四節損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務
（相談及び情報提供等）

第五十三条機構は､原子力事業者に対する資金援助を行った場合には､当該原子力事業者に係
る原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 こ
の場合において、機構は、当該業務を第三者に委託することができる。

（参考）

一元化後の厚年法

（実施機関）

第二条の五この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、 当該各号に定
める者とする。

一一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者（以下「第---号厚
生年金被保険者」という。 ）の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬（第二十八条
に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。 ） 、事業所及び被保険者期間、第－－
号厚生年金被保険者であった期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。 ）に基づ
くこの法律による保険給付、 当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民
年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出
金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並
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びに第－－号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務厚生労働大臣

二国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者（以下「第二号厚生年金被保険

者」という。 ）の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、

第二号厚生年金被保険者であった期間（以下『 」という。 ）に
－

第二産 ： 弓『 ,’･ 酋険者期借

、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る基ゴ≦

国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第

一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律

の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務国家

公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

三・四 （略）

2 （略）

（老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例）

第七十八条の二十六二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金につ

いて、第四十二条（この法律及び他の法令において、 引用し、準用し、又はその例による場合

を含む。 ）の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期

間ごとに適用する。

2 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十三条

（この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。 ）の規定

を適用する場合においては、同条第一項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第二項

及び第三項に規定する被保険者であった期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、

同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごと

に適用し、同条第三項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。

（障害厚生年金の額の特例）

第七十八条の三十障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以

上の穂別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者

の二世上の の Iに系る 口 でつた 画を今し、一の 日に、る 夏

間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その

他政令で定める規定を適用する。 この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令

で定める｡

（遺族厚生年金の額の特例）

第七十八条の三十二二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年

金（ 玉一丁百壼一星
＝・ジニnUI］

に限る,）の額については、亜'二 系る二以上の被保険者の種別に係る被保険者で＆

た期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして 遺族厚生年金の

この場合におい額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。 この場合におい

て、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金（第五十八条第

一項第四号に該当することにより支給されるも 皿三阻量皇_）については、各号の厚生年金被保

のとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係罰ごとに支給するものとし、庚者期間に係る被保険者卿

る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、－の期間に係る被保険者期

間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそ

れぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一-項第一号の規定の例によ

り計算した譲に応じて按分した額とする。 この場合において、必要な読替えその他必要な事項

は、政令で定める。

3 ． 4 （略）
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【第2項】

国共済法の長期給付として厚生年金保険給付を位置づけているが､以下の理由のとおり、

①厚年法に既に規定があり重複する国共済法の規定は厚生年金保険給付には適用しないこ
ととするほか､②退職等年金給付のみが適用の対象となる規定､③短期給付のみが適用の
対象となる規定､④短期給付､退職等年金給付が適用の対象となる規定についても厚生年
金保険給付は適用しないことを規定する。

①厚年法に既に規定があり､厚年法(一元化後)が適用となる。
国共済法第40条標準報酬(→厚年法第20条～第24条）
第41条標準期末手当等の額の決定(→厚年法第24条の4）

第42条遺族の順位(→厚年法第59条）

第43条同順位者が二人以上ある場合の給付(→厚年法第60条第3項）
第44条支払未済の給付の受給者の特例(→厚年法第3ﾌ条）

第46条不正受給者からの費用の徴収等(→厚年法第40条の2)
第4ﾌ条損害賠償の請求権(→厚年法第40条）

第4B～49条給付を受ける権利の保護､公課の禁止(→厚年法第41条）

第94～95条給付の制限(→厚年法第73～ﾌﾌ条）

第111条時効(→厚年法92条）

第112条期間計算の特例(→厚年法第93条）

第114条戸籍書類の無料証明(→厚年法第95条）

第115条端数の処理(→厚年法第35条）

②退職等年金給付に係る部分のみが適用の対象
国共済法第97条懲戒処分等を受けた者の給付の制限(→厚年法には該当なし）
第114条の2資料の提供

③短期給付に係る部分のみが適用の対象

国共済法第117条療養に関する短期給付につての費用の調査

第118条医療に関する事項等の報告

第119条船員組合員の資格の得喪の特例

第12○条船員組合員の療養の特例

第121条船員組合員の療養以外の短期給付の特例

第122条船員組合員についての負担金の特例

第124条外国で勤務する組合員についての特例

第126条のら任意継続組合員に対する短期給付等

④短期給付､退職等年金給付が適用の対象

国共済法第39条第2項給付の決定及び裁定(公務等の認定）

※第123条及び第126条の4は、 「削除｣となっている。
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以上の規定は､第39条～第49条までが第4章第1節､第94条～第9ﾌ条までが第4章第

4節､第111条～第127条までが第S章であることから､これらの規定は､厚生年金保険給付

には適用しないこととする｡規定振りについては､用例を参考に｢○○章(△△を除く｡)の規定

は､厚生年金保険給付については､適用しない｣という形にする。

（用例）

○有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第40号）

（適用除外）

第五十四条第三章及び前章（第二十八条、第二十九条第四項、第三十条、第三十一条第四項か

ら第六項まで及び第三十二条を除く｡ ）の規定は、清算中の組合については、適用しない。

（参考）第○○章第△△節（第□口条を除く。 ）及び第塾‘節（第漣■条を除く｡"）

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）

（準用）

第百八十三条第七条、第八条及び第九条第項、

第二一条及重'第二十二弐・ 厘く。 ）胆び三i叉び第三節

弟一草弟二節 一、 ‐、 王

哩・､並ひに二十条第四項及び祭”

七項を除く｡ ） .､第四十二条、第二章（第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第

一項を除く。 ） 、第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。 ） 、第四章第五章第こ節及び

第三節、第百四十一条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条及び第百五十一条から第

百五十六条まで並びに第七章（第百六十一条第一項を除く。）の規定は、緊急対処事態及び緊

急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（表略）

なお､第4章､第S章で厚生年金保険給付についても適用される規定は､次のとおり。

○第4章(給付）

第eg条第1項給付の決定及び裁定

第45条給付金からの控除

第96条給付の制限(掛金等の未納の場合）

○第S章(雑則）

第116条財務大臣の権限

第117条の2権限の委任

第124条の2公庫等に転出した継続長期組合員についての特例

第124条の3中期目標行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要

する者の取扱い

第125条組合職員の取扱い

第126条連合会役職員の取扱い

第126条の2～第12e条の3地方公務員等共済組合法との関係

第126条の6国家公務員法との関係

第126条の7経過措置

第12ﾌ条省令への委任
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（参考）

○一元化法後厚年法

（保険給付の種類）

第三十二条この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関（厚生労働大臣を
除く。…）が行う。

－－老齢厚生年金

二障害厚生年金及び障害手当金

一一一

一一一 遺族厚生年金

画

'
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第3款退職等年金給付

第1目通則

あ雨~爵罰第ﾌ4条(退職等年金給付

○退職等年金給付の種類は、

①退職年金(退職及び一定の年齢到達を要件に支給）

②公務障害年金(公務により障害1～3級の状態になった者に支給）

③公務遺族年金(公務により死亡した者の遺族に支給）

なお、一元化前国共済法には公務外の障害､死亡を給付事由とする年金があったが､民

間の企業年金でも障害･遺族給付を実施している例が少ないことなどを考慮して設けないこと

とする。

また、一元化前国共済法では､公務障害･遺族の対象は｢公務十通勤｣と、 「通勤｣が含ま

れていたが､新制度は､公務障害年金は公務員制度の一環として､公務上で生じた障害につ

いてのみ､組合員全体の相互救済の対象とすることとし､ 「通勤｣時の傷病は公務上に生じたも

のとまではいえないことから､これを対象としないこととした。

新たな年金制度では、公務障害の負担を従来の全額国庫負担から労使折半とするこ

ととしており、その点ではより相互救済の意味合いが強くなったといえるが、同時に

給付の財源が限られることになることを踏まえ、相互救済の対象を重点化し、同じ公

務に携わる職場に働く者同士の互助制度として、公務に起因する障害は対象とするが、

通勤による傷病は対象外とした。
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第75条(給付算定基礎額） 【新設】

【第1項】

○退職等年金給付の給付事由が生じた日における給付算定基礎額を規定する｡給付算定

基礎額は､毎月、標準報酬の月額と標準報酬期末手当等の額に一定の率(付与率)を乗

じた額に利子に相当する額を加えた額の総額とする。

当月末の給付算定基礎額

＝前月末の給付算定基礎額× （1＋基準利率） 1/12

＋当月の標準報酬月額・標準期末手当等額×付与率

O一元化法改正前の国共済法

（長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額）
(以下「平均標準昊期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬熊第七十二条の二

報酬額」といとい 弓月の掛金cう。 ） 沮合員期間0

別表第三の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ
価率jという。 ）を乗じて得た額の総額を、 当該組合員期

の月額と標準期末手当等の額に、

当該各号に定める皇（以下「再評価率」という。 ）
間の月数で除して得た額とする。

○厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員
共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関す
る政令（平成十四年政令第四十四号）

（納付金の精算納付等）

第二十六条

4前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の翌日から同項の納付の日までの
から、概算納付額についての当該概算納付額の納付の日の翌胡間に応ずる利子に相当する蔀

を控除した額を利子相当額とし閏に応ずる利子に相当する謡日から同項の納付の日 までの卿

て付さなければならない。

「掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額」

○一一元化前国共済法

（長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額）

第七十二条の二 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬額（以下「平均標準

報酬額」という。 ）は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬
の月額と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める率（以下「再評価率」という。 ）を乗じて得た額の総額を、当該組合員期

間の月数で除して得た額とする。

【第2項】

○付与率を規定する。付与率は、毎月の標準報酬の月額と標準報酬期末手当等の

額に乗じる一定の率であり､連合会の定款で定める。
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「組合員であった者及びその遺族の適当な生活の維持を図るために必要な水準

の退職等年金給付が行われること」

国家公務員法第10フ条第1項において「職員が、相当年限忠実に勤務し退

職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き

死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹

立し実施せられなければならない」と定められ、また、同条第2項において

「前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職

又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適な生活の維持を図を こと

を目的とするものでなければならない。 」と規定されている。

退職等年金給付は公務員制度としての年金であり、上記の目的のために必要

な水準となるように付与率を定めることとしている。

「その他政令で定める事情を勘案して」

付与率の設定に当たっては、法律に規定されている「組合員であった者及び

その遺族の適当な生活の維持を図るために必要な退職等年金給付の水準」に加

えて、政令において、 「国共済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡」 、

「地共済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡」についても、勘案するこ

とを定める予定。

『連合会の定款で定める」

付与率は、再計算（基本的に5年に1度）の時に改正される予定である。連

合会は、実際に退職年金の給付や掛金の徴収、積立金の運用を行うほか、再計

算も行うことから、付与率は､連合会が定款で定めることとする。

退職等年金給付が、公務員相互の救済として行われるものであり、

付与率によって退職年金の水準が決まってくることから、組合員の意

見を反映させることが可能となる連合会の定款において付与率を定め

ることが適当である。

【第3項】

○利子を規定する。利子の計算は、掛金の払込みがあった月から退職等年金給付

の給付事由が生じた臼の前日の属する月までの期間に応じて、基準利率を用いて

複利の方法により計算する。

(用例）

｢利子は、～期間に応じ、複利計算の方法に…」

○厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員

共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）

附則

（退職一時金等の返還に関する経過措置）

第五十一条 （略）

3 ，退職一時金等の支給を受けた者であって、施行日以後において特例退職共済年金その他

の政令で定める年金（以下この条において「特例退職共済年金等」という。 ）を受ける

権利を取得した者（次項及び第五項において「施行日以後返還義務者」という。 ）は、
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当該退職一時金等の額に利子に相当する額を加えた額（次項及び第五項において「退職
一時金返還額」という。 ）を当該特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属す
る月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、存続組合に返還しなければならない。
4． 5 （略）

6 第三項に規定する利子は､_退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日
政令の期間に応じ、複*1月算の方法によるものとし、七qの前日の属する月まで

で定める。

i～期間の応じ、当該期間． ． 」

○相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）
第二十五条定期金給付契約（生命保険契約を除く。 ）で当該契約に関する権利を取得した時
において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場
合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合次に掲げる場合の区分に応じ、そ
れぞれ次に定める金額に、百分の九一|･を乗じて得た金額
イ 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合当該掛金又は保険料の
払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間（ロにおいて「経過
期間jという。 ）につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予
定利率の複利による計算をして得た元利合計額

に払い込まれた掛金又期間に応じ、当該経過期匿ロイに掲げる場合以外の場合経過

は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終
価率（複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをい
う。 ）を乗じて得た金額

「～率を用いて・ ・ ・ 」

○地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十--号）

第十三条

4前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれ
ぞれ次の各号に定める法法を基礎として、総務省令で定めるところによって算定した率とす
る。

一前項第一号の補正（以下「段階補正」という。 ）は、当該行政に要する経費の額が測定
単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正
に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によって総務省令で定める室堂凪-匹算定
した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。 この場合において、行
政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適
用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安とな
る度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算
定することができるものとする。

ご前項第二号の補正（以下「密度補正」という。 ）は、 当該行政に要する経費の額が人口
密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの（以下この号

において「人口密度等」という。 ）の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行う

ものとし、 当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によって、総務省

令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で
除して算定する。

「複利の方法で計算」

○所得税法施行令（昭和40年政令第96号）

（特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの）

第八十条
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2前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた

場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から,、当該金額について通常の利

率（当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る

利率を控除した利率）の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相

当する金額（当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著

しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたって地代をすえ置く旨の約

定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に

関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに

足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受

ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎

として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額）を控除した金額によるもの

とする。

「複利による計算j

○中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成7年法律第63号）

附則

第十条

二旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定

して得られる額に対し、平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間

につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定によ

り二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額。

「複利計算の方法により計算」

○競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令（平成18年政令第228号）

（法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額）

第九条法第三十一条第三項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲

げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の

翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞ

れ同表の下欄に掲げる利率で して得た額とする。宴利計算の方法により計冥

○国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令（昭和48年政令第134号）

附則

4法律第三十号附則第十二項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に

掲げる額のうち利息に相当する金額は、同号に規定する退職手当の支給を受けた臼の翌日か

ら退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同
表の下欄に掲げる利率で して得た金額とする。要利討の にc

【第4項】

基準利率を規定する。基準利率は、給付算定基礎額の計算において、元本部分に

対する利子の利率であり、国債の利回りを基礎として決めることとする。

9月e○日までに決めた基準利率は、その年の10月1日から翌年の9月30

日までの基準利率とする。

｢退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通し」
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基準利率の設定に当たっては、上記の国債の利回りを基礎として定めること

が原則であるが、それに加えて、積立金の運用実績や財政運営上の予定利率も

勘案することとしている。

基準利率の設定に当たっては、通常は1○年物国債の利回りで定められるこ

とになるが、積立金の運用実績及び予定利率が10年物国債の利回りよりも低

い場合には、基準利率は予定利率とすることを予定している。

「その他政令で定める事情を勘案して」

基準利率の設定に当たっては、法律に規定されている「国債の利回り」 、

「退職等年金給付積立金の運用の状況及び見通し」に加えて、 「地共済における

積立金の運用の状況及び見通し」も勘案することを政令で定める予定。 これによ

って国共済と地共済の基準利率を同一にする。

【第5項】

給付算定基礎額の計算に関し必要な事項について、省令委任規定を設

ける。

省令では、以下の事項を定める予定。

・ 第1項の給付算定基礎額の計算方法の詳細

（標準報酬及び標準期末手当と付与率との関係など）

・ 連合会が付与率、基準利率を定める時のガイドライン

・ 基準利率等の端数処理など

（参考）

○相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）

（定期金に関する権利の評価）

第二十四条定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発

生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当

該各号に定める金額による。

一有期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

ハ当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべ

き残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、

計算で年金現価を算出するための当該契約に係る予定利率による複利年金現価率（複利の

割合として財務省令五定竺_畳_f2_Q垂｣f_iコ望第三号ハにおいて同じ。 ）を乗じて得た金額

○相続税法施行規則

（複利年金現価率）

第十二条の二法第二十四条第一・項第一号ハに規定する複利年金現価率は、一から特定割合（同

項の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもっ

て一を除して得た割合をいう。 ）を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合（当該割合
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にハ._品以下三 の端数があるときは、 これを四捨五入 ）とする。

○技術研究組合法（昭和三十六年法律第八十一号）

（資本金として計上すべき額等） ‐

第六十六条

組織変更に際して誠三項に定めるもののほか、4 愛省令で定ふ

愚
一
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○一元化前国共済法第ﾌ3条と同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

退職等年金給付は､給付事由が生じた日の属する月の翌月から､その事由がなくなった日
の属する月までの分を支給する｡これは､退職等年金給付は月割計算で支給することとなると
同時に､支給開始又は失権等による支給打ち切りは､その事由の生じた日の属する月の翌月
からという原則を定めたもの。

【第2項】

退職等年金給付の支給を停止すべき事由(退職年金又は公務障害年金について､組合
員である間の支給停止(第81条､第S7条)、公務遺族年金において遺族(夫､父母又は祖父
母)がSO歳未満の支給停止(第91条)など)が生じたときは､その事由が生じた日の属する月
の翌月から､その事由がなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。（同一の月にこ

れらの日があるときは､支給の停止は行わない｡）

【第3項】

退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは､その事由が生じた日の属する月の翌

月分から改定後の金額を支給する。

【第4項】

退職等年金給付は､毎年2月、4月、6月、8月、 10月及び12月に､それぞれ前月までの

分を支給する｡ただし､その給付の受給権が消滅したとき､その支給を停止すべき事由が生じ
たときは､その支給期月にかかわらず､その際にその月までの分を支給する。

（参考）

○一元化前国共済法

（年金の支給期間及び支給期月）

第七十三条年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなく
なった日の属する月までの分を支給する。

2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
る月の翌月からその事由がなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、 これ

らの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月
分からその改定した金額を支給する。

5 年金である給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前
月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止

すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
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１
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ｌ
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第75条の3(3歳に満たなし

【新設】

､の子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例 ）

－

○一元化前国共済法第73条の2と同趣旨の規定を設ける。

子育て支援として､退職等年金給付について､子育て支援策として国が民間の模範となる

よう､養育する組合員の標準報酬月額の特例を設けることとする｡企業年金においては､加入

者の範囲について定める規約において､育児休業期間中の者を加入者としないことが可能とさ

れている｡一方､規約により育児休業期間中の者を加入者とした場合には､企業年金の掛金

が､基本的には事業主負担であることから､全額が負担されることになる。（想定問11 （26

頁)参照）

【第1項】

3歳未満の子を養育していた組合員又は組合員であった者が､その子を養育することとなっ

た日の属する月から次の(1)から(6)までのいずれかに該当することとなった日の翌日の属する

月の前月までの各月の標準報酬の月額については､その子を養育することとなった日の属す

る月の前月の標準報酬の月額(以下｢従前標準報酬の月額｣という｡）を下回る月については、

給付額算定基礎額の計算にあたっては､従前標準報酬の月額をその月の標準報酬の月額と

みなす○

子の養育期間中は部分休業などにより標準報酬の月額が低下することが見込まれるが､子

育て支援を積極的に進める観点から､子を養育することによる不利益を被らないように､その

者の年金額算定基礎額は従前標準報酬の月額により計算することとなる。

（1）子が3歳に達したとき

（2）組合員(又は組合員であった者)が死亡したとき､又は組合員が退職したとき

（3）その子以外の子について､この特例の適用を受けることとなったとき

（4）その子の死亡など､組合員がその子の養育をしないこととなったとき

（5）組合員が掛金免除の特例の適用を受ける育児休業を開始したとき

(6)組合員が掛金免除の特例の適用を受ける産前産後休業を開始したとき

（用例）

「間のうちにあるものに限る」

○一元化法による改正前の厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例）

第二十六条三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、

厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出（中略）をしたときは、当該子を養育

することとなった日 （厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日）の属する月

から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、そ

の標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月 （中略）の標準報酬月額

（この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされ

ている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標

準報酬月額jという。 ）を下回る月 （当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当
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。 ）については、罰のうちにあるものに限る該申出が行われた日の属する月の前月までの二年

従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎
となる標準報酬月額とみなす。

一一～六 （略）

2． 3 （略）

【第2項】

政令委任規定

(政令のイメージ）

育児期間中の具体的な給付算定基礎額の計算方法を規定する
現行は離婚分割を行った際の標準報酬の読替えなどを規定している(第11条のSの21、
第11条のBの23など)｡今回は､離婚分割を措置していないので､不要である。

【第3項】

第1項第6号の規定に該当した組合員で､その子以外の子に係る基準月の標準報酬の月
額が基準月の標準報酬の月額とみなされていない場合における第1項の適用について､読替
えを行う。

具体的には、第1子に係る養育特例で既にみなし標準報酬月額となっている中で､第2子
に係る産休を開始する場合である。

'

当巌÷鯵錘澪誕
一室昼錘奉垂

（参考）

○一元化前国共済法

（三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例）
第七十三条の二三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であった者が、
組合（組合員であった者にあっては、連合会）に申出をしたときは、当該子を養育することと
なった日 （財務省令で定める事由が生じた場合にあっては、その日）の属する月から次の各号
のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の
月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月 （当該月において組合員でない場合
にあっては、当該月前一年以内における組合員であった月のうち直近の月。以下この項におい
て「基準月」という。 ）の標準報酬の月額（この項の規定により当該子以外の子に係る基準月
の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあっては、 当該みなされた基準月
の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。 ）を下回る月 （当該
申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月まで
の二年間のうちにあるものに限る。 ）については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準
報酬の月額とみなして、第七十二条の二の規定を適用する。
一当該子が三歳に達したとき。
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二当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したと

き。

三当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育

することとなったときその他これに準ずるものとし『て財務省令で定めるものが生じたとき。

四当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなったとき。
五当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。

六当該組合員が第百条のこのこの規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

2 前項の規定による平均標準報酬額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

6第一項第六号の規定に該当した組合員（同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標

準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。 ）に対する同項の規定

の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月

額が標準報酬の月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬の月

額」とあるのは、 「第六号の規定の適用がなかったとしたならば、この項の規定により当該子

以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあっては、当該

みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。

○国共済法施行令（昭和33年政令第207号）

（標準報酬の月額等が改定され､又は決定された者に対する長期給付の額の算定及びその支給

停止等に関する規定の読替え）

第十一条の八の二十一法第九十三条の十一に規定する政令で定める規定は次の表の上欄に掲げ

る規定とし、当該規定の適用については､同表の上桶に掲げる規定中同表の中棚に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定）

第十一条の八の二十三対象期間標準報酬総額を算定する場合において、対象期間の全部又は－－

部が平成十五年四月一日前であるときは、対象期間標準報酬総額は、法第九十三条の六第一項

の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額に一・三を

乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額（法第七十

三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額と

みなされた月にあっては、従前標準報酬の月額）及び標準期末手当等の額に当事者（法第九十

三条の五第一項に規定する当事者をいう。第十一条の八の二十五において同じ。 ）を受給権者

とみなして対象期間の末日において適用される再評価率（法第七十二条の二に規定する再評価

率をいう。 ）を乗じて得た額の総額とする。
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(略） (略） (略）

法第七十三条の二第
一項

その標準報酬の月額

標準報酬の月額

その標蠣報酬の月額（第九十三条の九第一・項の

規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行

われた場合にあっては、同項の規定による改定

前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決

定された標準報酬の月額を除く｡ ）

標準報酬の月額とし、同条第一項の規定により

標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合

にあっては、同項の規定による改定前の標準報

酬の月額とし、同項の規定により決定された標

準報酬の月額を除く。

(略） (略） (略）



の4(併給の調整） 【柔

○退職等年金給付のうち､退職年金と公務障害年金､及び公務障害年金と公務遺族年金の
間で､併給調整の規定を設ける｡（想定問12("2S)頁参照）

【第1項】

現行（

共済年金

現行（一元化前）の長期給付では、 1人1年金の原則により、退職共済年金・障害
ﾐ済年金・遺族共済年金の間で併給調整が行われている。

一元化と今回の改正によって、 2階部分と3階部分は切り離されることとなった。

2階部分については、厚生年金保険法によって、現行と同じように併給調整が行わ
ることとなる。

退職等年金給付(一時金を除く｡）においては、

○退職年金･ ･ ･公務障害年金

○公務障害年金･ ･ ･退職年金､公務遺族年金

○公務遺族年金･ ･ ･公務障害年金

との間では併給調整を行うが､退職年金と公務遺族年金の間では併給調整行わないことと

する。

これは､新しい3階部分が上乗せの年金給付であることに加え､仮想的ではあるが積立型の

年金制度であり､個人年金的な性格が強くなることから､掛金負担の主体に着目して、夫婦と
もに公務員として掛金を支払ってきて､配偶者の公務上の死亡による公務遺族年金と本人の

退職年金の2つを受ける権利を有することとなっても､これを併給調整の対象とはせずに､それ
らの併給を認めることとしたものである。

他方､退職年金と公務障害年金の2つを受けることができる場合については､掛金を支払っ
ているのは本人--人であることから、 1人1年金の原則に従い､併給調整を行うこととする。

また､公務障害年金と公務遺族年金の2つを受けることができる場合については、夫婦とも

公務員としてそれぞれが掛金を払ってきたということはあるが､2つの年金ともに､最低保障額
が適用され､本人が受給できる退職年金の水準よりも通常は高い水準の年金額が支給される

こと､その年金額の水準は本人の掛金負担を上回り､組合員全体で支える仕組みとなることか

ら､併給調整を行うこととする。

なお、退職年金と公務障害年金の併給調整に当たって、退職年金のうち、有期退職年金

の一時金払いは､併給調整の対象から除かれているが､これは年金払いと一時金払いで支給

方法が異なるため､併給調整の対象から外したものである｡ただし､有期退職年金の一時金を

受けた者が公務障害年金の支給を受けるときは、一時金を公務障害年金の内払いとして調
整を行うこととする(第75条の6第3項)。また､組合員又は組合員であった者が､公務傷病に
より死亡した場合、その遺族は公務遺族年金と有期退職年金の残余期間分の一時金の2つ

を受ける権利があるが､両者の1つを選択して受け取ることとする(第79条の4第3項)。

退職年金と公務遺族年金の間では併給調整を行わない理由

退職年金は、仮想的ではあるが積立型の年金制度であり、個人年金的な性格が強
くなっている。 したがって、例えば夫婦が共に公務員として掛金を負担してきて、配
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偶者（夫）の公務上の死亡による公務遺族年金と本人（妻）の退職年金の2つの年金

を受ける権利を有することとなった場合でも、妻がこれまで掛金を負担してきたこと

による妻本人の退職年金の権利は尊重されるべきものである。

仮に退職年金と公務遺族年金の併給調整を行うと、配偶者が公務員であるかどう

かによって、年金が貰えたり貰えなかったりという違いが出てくることとなり、公平

ではない。

公的年金の場合には、一人一年金の原則の下、年金の併給調整が行われているが、

退職等年金給付は上乗せ部分であることから、公的年金と完全に合わせる必要はない。

このため、掛金負担の主体に着目して、上記の例のような（夫の掛金由来の）公

務遺族年金と、 （妻の掛金由来の）退職年金の併給調整は行わないこととする。

なお､遺族の定義の中に｢その者によって生計を維持していたもの｣との限定がかかっている

ので､配偶者(夫)が死亡したときに､本人(妻)に一定の収入がある場合には､公務遺族年金

を受けることはできない。

【第2項】

併給の調整は､その対象となる全ての年金の支給を停止した上で､年金の受給権者が停

止された年金のうち1の年金の停止解除の申請をすることができる。

【第3項】

現に1の年金の支給を受けている者が新たに他の年金の受給権を有することとなったことに

より併給の調整が行われる場合には､新たに受給権が生じた年金だけでなく､現に支給を受け

ている年金についてもその支給が停止されることとなるが､その支給停止事由が生じた月に、

後に受給権が生じた年金について停止解除の申請をしない限り､その支給停止の事由が生じ

たときに遡及して､現に支給を受けていた年金について停止解除の申請があったものとみなす

こととする。

※1 複数の年金の受給権を有することとなっても､特に申請がない限りは先に受給していた年金を引き続

き支給することにより､受給者の申請手続等に過大な負担がかからないように配慮したもの。

※2現行(一元化前)第74条第4項と第5項に相当する第75条の4第3項と第4項の規定の順序を入れ

替える理由

第75条の4第3項(一元化前第74条第5項)は､現に支給が行われている年金Aのほかに､併給調

整が行われる年金Bの支給が行われることとなった場合において､支給停止の解除申請がなされない

ときは､年金Aの支給停止の解除申請が行われたものとみなす旨を規定している。

第75条の4各項の並びを考えると､支給停止の解除申請という趣旨から第2項の次に第3項を規定

して､これらの項の支給停止の解除申請があったときは､第4項の｢支給の停止は行わない｣とする方が

条文として読みやすくなることから､このように規定する。

【第4項】

停止解除の申請があったときは､その申請に係る年金は支給の停止を解除することとしてい

るが､既に複数の年金のうち1の年金について停止解除の申請がされているとき､又は前項の

規定により申請があったものとみなされているときは、支給の停止は解除されないこととする。
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ただし､他の退職等年金給付について､停止の解除の申請を行えば､現在支給を受けてい

る給付は停止することとなる。

【第5項】

支給停止の解除申請は､いつでも､将来に向かって撤回することができることとする。
支給を受けていた年金に係る解除申請が将来撤回されたときは､そのときから他の支給停
止されていた年金について支給停止解除の申請を行うことができることとなる。

(注）一元化前国共済法第74条第2項は、他制度（国民年金法、厚生年金保険法及び私立学校
教職員共済法）との併給調整により国共済法の年金を支給停止する場合であっても、職域部
分は公務員制度などの要請に基づき設けられていることから支給停止としないことを規定し
ていた。新制度は独立して完結した制度なっているので、他制度の年金給付との調整を考慮
しなければならないものではないことから、今|可はこのような規定は不要。

私学共済と国共済は別の制度であることから、併給調整を行わない。
地共済と国共済も別制度であるが、国共済法第126条の2及び第126条の3に

おいて、国共済組合員期間と地共済組合員期間は通算することとしており、国共済組
合員期間と地共済組合員期間が一度切れても通算することとしている。

従って、例えば、県庁に勤めていて、辞めて国家公務員になった場合でも、県庁での地共
済組合員期間と、国家公務員としての国共済組合員期間は通算されることになり、退職年金、
公務障害年金又は公務遺族年金は国共済又は地共済のいずれかから支給されることになる。

国共済の組合員又は組合員であった者が地共済の組合員になった場合、現行の国共済法施
行令第47条において、地共済法第144条第1項により地共済の規定による給付とみなさ
れた退職共済年金又は障害共済年金は国共済法による退職共済年金又は障害共済年金に該当
しないこととすることにより、国共済法の給付としては支給しないこととしており、今回の

改正後、退職年金又は公務障害年金において、同様の趣旨の政令を規定する予定である。

（参考）

○一一元化前国共済法

（併給の調整）

第七十四条次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場
合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
一退職共済年金障害共済年金若しくは遺族共済年金（その受給権者が六十五歳に達してい
るものを除く。 ） 、地方公務員等共済組合法による年金である給付（退職を給付事由とする

年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの（その受給権
者が六十五歳に達しているものに限る。 ）を除く。 ） 、私立学校教職員共済法による年金で
ある給付（退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済
年金に相当するもの（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。 ）を除く。 ） 、厚
生年金保険法による年金である保険給付（老齢を給付事由とする年金である保険給付及び同
法による遺族厚生年金（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。 ）を除く。 ）又
は国民年金法による年金である給付（老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付
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事由とする年金である給付（その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。 ）を除

く。 ）を受けることができるとき。

二障害共済年金退職共済年金､障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組

合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法

による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付（当該障害共済年金と同一

の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。 ）を受けることができるとき。

三遺族共済年金退職共済年金（その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。 ） 、障

害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学

校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付（

地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年

金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金（これらの受給権者が六十五歳に

達しているものに限る。 ）を除くものとし＄第八十八条第一項第四号に該当することにより

支給される遺族共済年金の受給権者にあっては、当該遺族共済年金と同--の給付事由に基づ

いて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金

である給付を除く。 ）又は国民年金法による年金である給付（老齢を給付事由とする年金で

ある給付及び障害を給付事由とする年金である給付（これらの受給権者が六十五歳に達して

いるものに限る。 ）並びに当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給さｵ1る遺族基

礎年金を除く。 ）を受けることができるとき。

2 前項の規定により、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法に

よる年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受

けることができる場合（当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金

である給付を受けることができる場合を除く。 ）に該当してこの法律による年金である給付の

支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十七条第二項の規定により加算する金

額（以下「退職共済年金の職域加算額」という。 ）に相当する金額、障害共済年金の額のうち

第八十二条第一項第二号に掲げる金額（同条第二項又は第八十五条第二項（同条第三項におい

て準用する場合を含む。 ）の規定により算定する金額（当該障害共済年金の額が第八十二条第

三項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金

額）を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。 ）に相当する金額又は遺族共済年金

の額のうち第八十九条第一項第一号イ（2）若しくは同号ロ（2）に掲げる金額（同条第三項

の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額（当該遺族共済年金の額が同条第四項

の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額）を含

む。以下「遺族共済年金の職域加算額」 という。 ）に相当する金額については、その支給の停

止を行わない。

3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給

権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

4 前項の申請があった場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定に

かかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係るこの法律によ

る年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法に

よる年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金で

ある給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとし

て政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、 この限りでない。

5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給

を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当

該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じ

たときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があったものとみなす。

6 第三項の申請（前項の規定により第三項の申請があったものとみなされた場合|こおける当該

申請を含む。 ）は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

C厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）
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（併給の調整）

第三十八条瞳雷厚生茎金l圭一量Q量趙権煮重i也璽生食迄畳医陰趙位、国民年金法による年金た
る給付（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。 ）又
は他の被用者年金各法（国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。
以下同じ。 ）による年金たる給付（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される以下同じ。 ）による年3

障害共済年金を除く。 ）

生年金の受

の間、その支准

給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く｡ ） 、国匡年金錘圭香年金
たる給付（老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。 ）又は他の被用者年金各法
による年金たる給付（退職共済年金及び遺族共済年金を除く。 ）を受けることができる場合に

（老齢厚生年金

害基礎年金並び

l保険溝

]年令、

nif也Q匪垂

礎年金及乙

蝋
棚
迦
坪

齢厚生年金及び道朕j星

国民年金法による年金

に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。 ）又は他の
被用者年金各法による年金たる給付（退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に一 一 一 一

基づいて支給される遺族共済年金を除く。 ）堂塾土至_三_型i二重童皇易堂菫遡i_至当逆i重睦屋堂
守寺 ■ 一

(注）退職等年金給付の給付事由と1 ．2階部分の給付事由を一致されるべきかという問題が龍
じるが、

①退職等年金給付と公的年金である1．2階部分の年金はそれぞれ独立している
②厚生年金統合後の旧農林共済組合が支給する特例年金給付（職域部分）は､ 1 ･ 2階部
分とは異なる事由による給付の支給を認めている

③民間の企業年金でもそのような制約はないことから、退職等年金給付においても1 ． 2
階部分との給付事由は一一致しなくともよいこととする。

(参考）

○改正後の国家公務員共済組合法
（地方公務員等共済組合法との関係）

第百二十六条の二組合員が退職し、 引き続き地方の組合の組合員となったときは、長期給ｲ､l
に関する規定の適用については、その退職は、なかったものとみなす。
2 組合員が地方の組合の組合員となったときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組
合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、第三十七条第三項の規定を適用する。
3組合員又は組合員であった者が地方の組合の組合員となったときは、連合会は、政令で定め
るところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金のうちその者に係る部分
として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合（地方公務員等共済組合法第
二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあっては、
当該全国市町村職員共済組合連合会）に移換しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であった者が地方の組合の組合員となった場
合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

に対するこの法律（第六章を除く。 ）あった組合屋1合崖第百二十六条の三
沮合→で【1合信加方の親信の規定の適用については、

地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。
ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関す
る規定の適用を受けた地方の組合の組合員であった間に限る。
2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であった組合員に対するこの法律の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。

○改正後の地方公務員等共済組合法

（国家公務員共済組合法との関係）
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第百四十三条組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長

期給付に関する規定の適用を受ける者となったときは、長期給付に関する規定の適用について

は、その退職はなかったものとみなす。

2組合員が国の組合の組合員となったときは、当該国の組合を他の組合と、当該国の組合の組

合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第三十九条第三項の規定を適用する。

3組合員又は組合員であった者が国の組合の組合員となったときは、元の組合（指定都市職員

共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会）は、政令で

定めるところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金のうちその者に係る

部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合連合会に移換しなけ

ればならない。

4前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であった者が国の組合の組合員となった場

合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条国の組合の組合員であった組合員に対するこの法律（第六章を除く。 ）の規定の

適用については、その者の当該国の組合の組合員であった間組合員であったものと、国家公務
、 △､法の による 、はこのj*f の当る に 寸とみなす。ただし、長

期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用

を受けた国の組合の組合員であった間に限る。

2 前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であった組合員に対するこの法律の規定の適用

について必要な事項は、政令で定める。

○国家公務員共済組合法施行令

（組合員が地方の組合の組合員となった場合の取扱い）

第四十七条組合員又は組合員であった者が、地方の組合の組合員となり地 】公務員等共法

昌一に係る退職共済年金又は瞳害共済年金か同法の規定によi去第百四十四 る

二場合には、 入噛給付に関する規定の適用につい退』. ‘且,‐： 、『又は,､三 ・．貝. ,‐冒一金となされ■ ■

は、当該みなされた§ 共済イ 又は障害共済年金は、退職共済年金又は障害共済f 2に該当

しないものとみなす。
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一元化前国共済法第ﾌ4条の2と同趣旨の規定を設ける。

(注）一元化前国共済法第ﾌ4条の2第1項ただし書は､年金額の一部が支給停止されて
いるとき(企業に勤めており､46万円以上の収入がある場合など)は､残りの部分を停止

することを､第2項はそのような年金額の支給停止が解除されたときの取扱いを規定し

ている｡また､第4項は他の法令との関係上､支給停止されていないとみなす必要のあ

る他の法令の規定を政令委任｡新制度は年金額の一部が支給停止されることはなく、
また他の法令との調整も行わないので､今回はこのような規定は不要。

○

(参考）現行の受給権者の申し出による支給停止は、平成16年改正法により平成19年4月

に施行され、 これまでの申し出実績は、平成19年から平成23年の5年間で54件であ

る。

【第1項】

退職等年金給付は､その受給権者の申出により､その全額を停止することができる。

【第2項】

停止の申出は､将来に向かっていつでも撤回できる｡一度支給を停止した場合も､支給期
間中は停止をいつでも撤回できる。

【第3項】

政令委任規定

(政令のイメージ）

退職等年金給付の申出による具体的な支給停止の方法などについては､政令で定める。

現行では､国共済施行令第11条のうの2を規定しているが､今回は他制度との併給調

整は行わないことから､現行と同様の政令は不要である。

（参考）

○一元化前国共済法

（受給権者の申出による支給停止）

第七十四条の二この法律による年金である給付（この法律の他の規定又は他の法令の規定によ
りその全額につき支給を停止されているものを除く。 ）は、その受給権者の申出により、その
全額の支給を停止する。ただし、 この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一
部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその金額の一部につき支給を停止されている年金である給付について、 この
法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、同項本文の年金であ
る給付の全額の支給を停止する。

3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

4第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金である給付は、政令で定める法令
の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

7 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
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定める。

○国共法済施行令

（受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす

法令の規定の範囲）

第十一条の七の二法第七十四条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる

法令の規定とする。

一法第七十九条第六項（法第八十七条第三項において準用する場合を含む。 ）

二児童扶養手当法（昭和三十六年法律第三百三十八号）第四条第二項第二号ただし書及び第

三項第二号ただし書

三特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）第三条第三項

第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書

四恩給法等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条の二第一項

五特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十六号）

第十六条ただし審

六健康保険法施行令第三十八条ただし書(I司条第四号に係る部分に限る。 ）

七船員保険法施行令第五条ただし書（同条第四号に係る部分に限る。 ）

八私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第十一条の三の九第二項（同項第四

号に係る部分に限る。 ）及び同令第七条において準用する第十一条の七の四（同条第六号に

係る部分に限る。 ）

九厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政令第百十号）第三条の七ただし書（同条第三号に

係る部分に限る。 ）

十第十一条の三の九第二項（同項第四号に係る部分に限る。 ）

十一地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第要項（同項第四号に係る部分に限る

。 ）及び第二十五条の六（同条第四号に係る部分に限る。 ）

十二国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年

政令第五十四号）第二十八条ただし書（同条第四号に係る部分に限る。 ）

十三平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置

法等の規定による年金の額の改定に関する政令（平成十二年政令第二百四十一号）第二条第

七項（同項第三号に係る部分を除く。 ）

十四平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改

定に関する政令（平成十二年政令第三百四十一号）第三条第三項（同項第二号に係る部分に

限る。 ）

(参考）第81条の組合員である間の支給停止その他の支給停止に関する規定との間の適用関係

1 . 第75条の4の規定は、受給権者が年金を辞退することを可能にするための規定である。

この規定によらず受給権者の意思により裁定請求を行わない場合、年金受給の必要性が生じた

時点で裁定請求を行うと時効消滅していない過去5年以内の年金が支払われてしまうことから、

本規定を設けることとしたものである。

2． したがって、第81条に規定する支給停止を含め、他の支給停止に関する規定を適用した

後に、支給される年金がある場合に第75条の4第1項の規定に基づいて支給を停止する。
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第75条の6(年金の支払の調整） 【新設】

○一元化前国共済法第ﾌ4条の3と同趣旨の規定を設ける(第1 ．2項)｡また､退職年金と公
務障害年金の併給調整が行われる場合に退職年金を選択して有期退職年金の一時金払
いを受け取った後に､更に公務障害年金を選択することが可能となるが､これは掛金負担の
主体に着目して1人1年金に限るという併給調整の趣旨に照らして適当ではないため､このよう
なケースでは支払われた一時金の額はその後に支払われる公務障害年金の内払いとみなす
こととする規定を設けることとする(第3項)。

【第1項】

1の退職等年金給付(以下｢乙年金｣という｡）の受給権者が､他の退職等年金給付(以下
「甲年金｣という｡）の受給権を取得したために乙年金の受給権が消滅した場合(例えば､公務
障害年金について､2以上の障害を併合した際に､従前の年金権が消滅する場合(第86条
第2項))、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合(例えば、
併給調整により乙年金の支給を停止する場合(第75条の4第1項))において､乙年金がすで
に支払われてしまったときは､これを甲年金の内払いとみなす。

【第2項】

退職等年金給付の支給を停止又は減額すべき事由が生じたにもかかわらず､その支給が
行われたときは､その後に支払われる退職等年金給付の内払いとみなすことができることとす
る。

【第3項】

退職年金と公務障害年金の間では､退職年金を選択して有期退職年金の一時金払い(第
79条の2第1項､第ﾌ9条の3第2項及び第3項の一時金)を受けるとともに､公務障害年金の
支給を受けることが可能となる｡しかし､これは本人が負担した掛金から2つの給付を発生させ
ることとなってしまい適当でないと考えられるため､このようなケースでは支払われた一時金の

額は公務障害年金の支給の内払とみなすこととする。

ただし､一時金の支払を理由に公務障害年金が全額支給停止(その全額が内払に充てら

れる)となると､生活への支障が生じるケースも考えられることから､退職一時金の返還の方法
（一時金の返還方法の1つとして､支給される年金額(月額)の1／2を上限に順次に返還する
ことが認められている。）の例を参考に､支払われた一時金の額を､その後に支給される公務

障害年金の額(月額)の1／2を上限に順次充当していく方法によることとする。（→何回目か
の公務障害年金の支給の際に内払いが解消することとなる｡ただし､内払が解消する前に公
務障害年金の受給権者が死亡したような場合は､それ以上の充当は困難であることから､そ
の時点でこの債権債務関係は消滅することとなる｡）

（参考）

○一元化前国共済法

（年金の支払の調整）

第七十四条の三この法律による年金である給付（以下この項において「乙年金」 という。 ）の
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受給権者がこの法律による他の年金である給付（以下この項において「甲年金」とﾔiう。 ）を

受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し､又は同一人に対して乙年金の支給を

停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給

を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支

払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金

が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことが

できる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月

以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであ

つた部分についても、同様とする。

（退職一時金の返還）

第十二条の十二次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済

年金（以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。）の支給を受ける権利を有す

ることとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額（以

下この条において「支給額等」という｡ ）に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利

を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、連合会に返

還しなければならない。

一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等

の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号）第二条の規定による改正前の国家公

務員共済組合法, (昭和三十三年法律第百二十八号）第八十条の規定による退職一時金（当該

退職一時金とみなされる給付を含む。 ）

二昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する

年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律（昭和

五十四年法律第七十六号）第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法（昭和

三十一年法律第百三十四号)第五十四条の規定による退職一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年

金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有すること

となった日から六十日を経過する日以前に、連合会に申し出ることができる。

3 前項の申出があった場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該退職共済年金等の
合に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金

”’二 ：翌月ご ' 二‘ “且の二の一に相当

までの金額を順次に控除することにより行う

‐る金』-から、 且‘胸台圭一にⅡ号当る金_具に上一

ものとる。 この･･公においては、その控除後の

金額をもって､当該退職共済年金等の額とする。

4第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退

職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の

方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

口
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第ﾌ5条のう【新設】

○一元化前国共済法第ﾌ4条の4と同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

退職等年金給付の受給権者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず､その死亡
の日の翌月以後の分として退職等年金給付の過誤払が行われた場合において､その過誤払

を返還すべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは､その過誤払に係る返還金はその

者に支払うべき退職等年金給付から充当することができることとする。

（参考）

○一元化前国共済法

第七十四条の四七十四条の四この法律による年金である給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消
滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の
過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「
返還金債権」という。 ）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である
給付力§あるル去は、財務省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当
返還金債権」という。 ）に係る債務の弁済をすべき者に叉

給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該

該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
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第ﾌ5条のB(死亡の推定） 【新設】

○一元化前国共済法第ﾌ4条のらと同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

死亡には、自然死のほか､法定死としての民法上の失除宣告に該当するものが含まれる。

この失除宣告を家庭裁判所において受けるためには､一般失除の場合はう年間､船舶沈没の

ような危難失除の場合には1年間経過することが必要である(民法第SO条､第31条)が､これ

らの期間を待っていると最も年金を必要とする時期には年金を受けられないという事態になり

かねない｡

このため､船舶等が事故を起こした場合又は船舶等に乗っていて行方不明となった場合に

ついては､事故の日又は行方不明となった日に死亡したものと推定するという死亡及びその時

期の推定の特例を定めることとする。

（参考）

○一元化前国共済法

（死亡の推定）

第七十四条の五船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に

乗っていた組合員若しくは組合員であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行

方不明となった組合員若しくは組合員であった者の生死が三月間わからない場合又はこれらの

者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ､その死亡の時期がわからない場合には､遺族共済

年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった

日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明とな

った際現にその航空機に乗っていた組合員若しくは組合員であった者若しくは航空機に乗って

いてその航空機の航行中に行方不明となった組合員若しくは組合員であった者の生死が三月間

わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわ

からない場合にも、同様とする。
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第75条の9(年金受給者の書類の提出等） 【新設】

○一元化前国共済法第75条と同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

連合会は､退職等年金給付を支給する際に過誤払事故を防止するために必要な範囲内に
おいて､その支給を受ける者に対して､身分関係の移動､支給の停止及び障害の状態に関す
るその他の物件の提出を求めることができることとする。

なお､この項の規定により書類その他の物件の提出を求めることができるのは､実際に退職
等年金給付の支給を受ける者に対してである。

【第2項】

連合会は、第1項の書類等の物件の提出を要求したにもかかわらずそれを拒否する理由
（例えば､提出するように求められた書類がその者の権利を著しく侵害するおそれのある事項
であることなど)がなく､これに応じない者があるときは､その者がこれに応ずるまでの間､退職

等年金給付の支払いを差し求めることができることとする。（年金受給者に対する書類等の提
出事務の実効性を担保するための裏付けとなる措置）

（参考）

○一元化前国共済法

（年金受給者の書類の提出等）

第七十五条連合会は、年金である給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける
者に対して、身分関係の移動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を
求めることができる。

2 連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があると
きは、その者に対しては、 これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることが

できる。
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第フ5条の10(政令への委任） 【新設】

○退職等年金給付の額の計算及び支給に関する事項については第3款（退職等年金給

付）に定めるもののほか必要に応じて政令で規定することができるよう、包括的な

政令委任規定を設ける。

規定の置き場所は、第3款第1目の通則の一番最後に、第75条の1○として規定

することとする。

（用例）

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

（政令への委任）

第七十八条の三|･七この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であった期間を有する

者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。
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第2目退職年金

第ﾌ6条(退職年金の種類） 【新設】

○退職年金は､終身退職年金と有期退職年金の2種類とする｡（想定問13(29頁)参照）

【第1項】

退職年金は、支給期間を終身とするもの(終身退職年金)、24○月とするもの(有期退職年
金)の2種類とする。

「終身｣は長生きリスクに対応が可能となるというﾒﾘｯﾄがあり､一方、「有期｣は支払った掛
金に応じて平等な年金額受け取ることができるというﾒﾘｯﾄがある｡民間の企業年金の実態を
みると､終身が約4割､有期が約5割となっている｡（平成24年3月人事院調査結果）
民間の実態をより反映するため､半分は｢終身｣、残り半分は｢有期｣とする年金の仕組みとす
ることとした。

数理計算上は､終身･有期を等価に設定する予定である。

【第2項】

有期退職年金の支給期間は､2○年(240月)を基本するが､受給権者が連合会に支給期

間短縮の申出を行えば10年(120月)も認めることとする。

民間の企業年金(有期年金)では、 1○年が約6割､2○年が約2割となっている(平成24年

3月人事院調査結果)。

【第3項】

支給期間を20年から1○年にする申出は､給付事由から生じてから6月以内に退職年金の

請求と同時に行うこととし､支給開始後は支給期間の変更は行わないこととする。

支給期間の選択を6月以内に行うこととしているのは、支給期間が2○年か1○年か分からな

いままの状態が長期間にわたると､連合会において資金の管理上､その分を配慮する必要が

出てくるため､6月以内に請求してもらうことにしたものである。

「6月｣の例としては､生死又は所在が不明であった者の死亡が明らかになったときに､6月

以内に請求があれば消滅時効にはかからないとする規定があり(第111条第3項)、これを参

考にしたものである。

また､支給期間の選択を退職年金の支給の請求と同時に行うこととしているのは､仮に年金

の支給を決定してから一時金を選択することが可能になると､①給付事由が生じた日から6月

間は権利関係が不安定のままとなること､②既に年金が支払われていれば､これをどう取扱う
かなどの問題があること､③実務上も混乱を生じかねないことから､退職年金の支給の請求と

同時に行わせることとする。

（用例）

『終身年金」 「有期年金！

○所得税法施行令（昭和40年政令第96号）
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（相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算）

第百八十五条

二その年に支払を受ける終身年金（その支払開始日において支払総額が確定していない年金

のうち、終身の年金で契約対象者（年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者

の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。 ）の生存中に限り支

払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。 ）の額（第七号の規定により総収

入金額に算入される金額を除く。 ）のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定

める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。

三その年に支払を受ける有期年金（その支払開始日において支払総額が確定していない年金

のうち、有期の年金で契約対象者がその期間（以下この号及び次項第三号において「支払期

間」という。 ）内に死亡した場合にはその死亡後の支払期間につき支払を行わないものをい

う｡以下この号及び次項第三号にお“て同じ｡ )の額(第七号の規定により総収入金額に算
入される金額を除く。 ）のうち…。

「終身」

○確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）

（年金給付の支給期間等）

第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところ

による。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければ

ならない。

○会社法（平成17年法律第86号）

（任意退社）

第六百六条持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の蓬皇の間持分会社が

存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をするこ

とができる。この場合においてば各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなけ

れぱならない。

(略）2． 3
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第ﾌﾌ条(退職年金の受給権者） 【新設】

○ポイント

退職年金の支給要件を規定する｡（想定問14(31頁)参照）

【第1項】

退職年金の支給要件を｢1年以上引き続く組合員期間を有する者｣が次のいずれの要件を

満たしたときとする。

①退職した後に65歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く｡）
②65歳に達した後に退職したとき

「1年以上の組合員期間を有する者｣としているのは､一元化前国共済法第77条第2項の

職域部分の支給要件が1年以上の引き続く組合員期間を有する者としていたことを踏襲したも
のであり､また､新年金制度は退職後の生活を保障するための年金であることから､「退職｣を

要件としている。

(注） 「1年以上」 引き続く組合員期間とする理由

一元化前国共済法は、公務員制度の一環としての年金制度という性格も持っているため
に、公務の能率的運営に資するという観点から、公務員の身分上の制約等の特殊な立場を
考え、職域年金部分を設けることとしたことから、最低1年以上の期間、当該職域に在籍
し､かつ、定着することを目的に、その要件としていたものである。

新たな年金制度においても、公務員制度の一環としての年金制度という性格は変わらな
いため、最低1年以上の期間当該職域に在籍し、かつ、定着することを目的に、その要件
とするものである。

「65歳以上｣としているのは､厚生年金がe5歳から支給開始されることとなっているように、

一般に65歳を超えると稼得能力が低くなっていくと考えられることから｢65歳以上｣としている。

また､65歳以上の者であっても｢退職｣していなければ､退職年金の受給権は発生せず､引

き続き掛金を負担することになる。

【第2項】

退職後､有期退職年金の受給権者となり､その支給期間が終了した者又は一時金の支給

を受けた者は､第82条第2項第1号又は第2号の規定により､有期退職年金を受ける権利が

消滅することとなるが､その者が再び組合員となった場合は､新たに掛金を負担し､給付算定

基礎額(第ﾌ8条第2項)を積み増していくこととなる。

しかし､第82条第2項の規定により､その者の有期退職年金を受ける権利は消滅してしまっ

ているので､このままでは再び退職した後に積み増した給付算定基礎額に基づいて新たに有

期退職年金の権利を発生させることができない｡このため､再び退職して65歳となったときは、

既に消滅した有期退職年金の組合員期間Aは再就職後の組合員Bには含まれないものとして

取り扱い､組合員期間Bに基づく新たな有期退職年金の支給が行えるようにする。
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「失った権利に係る組合員期間｣とは､既に支給期間が終了した有期退職年金又は一時金

の算定の基礎となった組合員期間A(1回目の退職以前の期間)のことを指す。

また、 「この項の規定により支給する…｣とは､一度､有期退職年金又は一時金の支給を受

けて､その権利を失った者が再び組合員となり､退職後に組合員期間B(2回目の組合員期

間)に係る有期退職年金の受給権を発生させる根拠規定は第ﾌﾌ条第2項になることを規定し

ている。

なお、 「～権利を失った者が前項に規定する場合に該当するに至ったときは･ ･ ･｣としている

のは､整理退職の者が有期退職年金に相当する一時金を受けた(第ﾌ9条の3)後､再び組合

員となった場合に､その者が(早期退職制度によることなく)再び退職したときは､その者の有

期退職年金の受給権は65歳に達した日に発生させる必要があるため､第1項と同様にこのよ

うに規定している。

（参考）

○一元化前国共済法

（退職共済年金の受給権者）

第七十六条組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済

年金を支給する。

一組合員期間等（組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料

納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合

算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。 ）が二十五年以上である者が、退職した後に

打歳に達した日以後に退職したて六十五歳に達したとき、 又は六十一一一組合員となることなくし

とき。

退職した後に六'一五歳二退職した後に六|･五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員と

なることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となったとき。

2 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その

者に退職共済年金を支給する。

一六十五歳以上であること。

二一年以上の組合員期間を有すること。

三組合員期間等が二十五年以上であること。

（退職共済年金の額）

第七十七条

に支給する退職共済年金の額は、以上の引き続く組合員期間を有する者 前項の規定にか

、それぞれ当該

2 一・一一

かわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める金額を加算した金額とする。

一組合員期間が二十年以上である者平均標準報酬額の千分の一・○九六に相当する金額に

組合員期間の月数を乗じて得た金額

二組合員期間が二十年未満である者平均標準報酬額の千分の○・五四八に相当する金額に

組合員期間の月数を乗じて得た金額

（用例）

「権利を失った者」

○戦傷病者戦没者遺族等援謹法（昭和27年法律第127号）
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附則（昭和28年法律第181号）

1～6 （略）

7 軍人軍属又は軍人軍属であった者の父、母、祖父又は祖母のうち、 この法律の施行前に婚姻
（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。以下同
じ。 ） したことにより第二十九条の規定により遺族年金の支給を受けることができなかった者
又は改正前の第三十一条の規定により遺族年金を受ける鍾到童去2迄萱で、その婚姻により氏
を改めないもの（これらの者が婚姻した日以後この法律の施行前に第三十一条第一号から第四
号までの一に該当した者を除く。 ）は、 この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得す
るものとする。

8～23 （略）

「失った権利」

○民事執行法（昭和54年法律第4号）

（代金納付による登記の嘱託）

第八十二条買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、次に掲げる登記及び登記の抹消
を嘱託しなければならない。

一買受人の取得した権利の移転の登記

二売却により消滅した権利又は売却により効力を去亘迄鍾型の取得若しくは仮処分に係る登
記の抹消

三差押え又は仮差押えの登記の抹消

2～4 （略）

『含まれないとみなす」

○法人税法（昭和40年法律第34号）

（退職年金等積立金に対する法人税の特例）

第二十条 （略）

2 ． 3 （略）

4 前項の場合において、平成二十四年四月-一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以
後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する

。ただし、当該契約について同日において第一号

圭が隼じている場合は、 この限りでない。

含まれないものと適格退職年金契約に

及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、
一～三 （略）
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第7B条(終身退職年金の額） 【新設】

○ポイント

終身退職年金の額の計算方法を規定している。

【第1項】

第七十八条終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下

「終身退職年金算定基礎額jという｡）を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除

して得た金額とする。
－－ 一一→－－－－－－

終身退職年金の額の算定式を規定している。

終身退職年金の額

＝終身退職年金算定基礎額／受給権者の年齢に応じた終身年金現価率

【計算例①】

終身退職年金算定基礎額：210.2万円

65歳到達日の終身年金現価率： 18．5（仮定の数値）

年金額は次のように計算される。

210．2万円／18．5＝11.3621万円＝113,600円

【第2項】

2終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付

事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは､翌年の九月三十

日)までの間における終身退職年金算定基礎額は､給付算定基礎額の二分の－に相当

する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
－

第1項に規定する｢終身退職年金算定基礎額｣の内容を規定している。

｢給付算定基礎額｣の1／2が終身退職年金算定基礎額(組合員期間が1○年未満のとき

は､その1／2)となる｡これが､終身退職年金の年金原資のイメージになる。 （残りの1／2は

有期退職年金算定基礎額）

終身退職年金算定基礎額は､9月3○日まで適用する。

「給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるとき｣と9月分を入れ

ているのは、9月に給付事由が発生した場合､年金の支給は翌月の1○月からとなるので､最

初の9月に年金算定基礎額を算出する必要がないからである。
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組合員期間が10年に満たないときは､給付算定基礎額の2分の1を算定の基礎にする。
これは､公務員制度としての年金制度について規定している国家公務員法第10ﾌ条第1項

､公務に基く負傷若しくは疾病泪当年限忠実に勤務して退職した場合において、「職員が、

に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合E塗は量量Q宣又はその遺族L望造立重

生全に関する制度｣とされていることから､一定の長期間にわたり忠実に勤務して退職した
場合の生活保障を行うことが､その趣旨であると考えられ､一定の長期間として、 10年を一
つの区切りとして､組合員期間が1○年未満の場合には給付算定基礎額の2分の1とするこ
ととする。

もともと保険料が労使折半であり､半分は本人負担､半分は国庫負担であることから2分
の1の支給としても本人の掛金見合いと考えることもできる。

また､先般成立した年金機能強化法において､厚生年金の支給要件として､従来25年
の期間が必要とされていたが､改正後は10年と短縮され､厚生年金が支給されるのは1○
年の保険料期間を満たしているのものであり、 10年未満の場合には保険料を納めたとしても
年金は支給されない扱いであり､退職等年金給付は10年未満の場合には､本人負担分の
掛金見合い分である給付算定基礎額の2分の1を支給することとする。

【第3項】
一

職年金の給付事由の生じた終身退職年金の給与事由が生じた日の属する年(終身退3

臼までの間にあるときは､その翌年)以後の各年の十月日が九月一日から十二月三十一

ら翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の一日か

九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の
を乗じて得た額とす年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率

る。
一一

終身退職年金算定基礎額は､9月3○日における終身退職年金の額に当該終身退職年金
の受給権者の年齢に1を加えた年齢の終身年金現価率を乗じることとする。

この項の計算を行うことによって､仮想的な年金原資である終身退職年金算定基礎額は、

年金の支給開始後はその残高が減少していくことになる。

具体的な計算は､下記を参照。

【計算例②一般的なケース】
今現価率表(仮定の勢

(参考）一般的には､金利水準の低下、平均余命の伸び等があった場合に､A年よりも
A+1年の方が終身年金現価率が大くなる。

○A年(65歳)10月からの年金額
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65歳 e6歳 67歳 ● e ●

A年 18.5 17．8 16．9
■ ● ●

A+1年 18．8 18．2 17．4
● ● ●



終身退職年金算定基礎額:210.2万円

65歳到達日の終身年金現価率: 18.5(仮定の数値）

210．2万円／18．5＝11.3621万円=113,600円

○A+1年(66歳)の終身退職年金算定基礎額=11.3621万円×17.8

=202.2453万円

したがって､A+1年(66歳)10月からの年金額は､次のように計算される。

202,2453万円/18.2=11.1123万円=111,100円

（注)A年とA+1年の終身年金現価率が同率であれば､A+1年の年金額はA年の年

金額と同額になるが､異なる場合は年金額も異なることとなる。

（用例）

『以後の各年の～月～日において」

○所得税法（昭和四十年法律第三|一三号）

附則（平成一○年法律第二四号）

（特別修繕引当金に関する経過措置）

第十五条

3 平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産

に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属

する年の｜今二月三十一日 （同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日）の翌日

から_二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定め

るところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

「年齢に○年を加えた年齢」

○自衛隊法施行令

附則

3 昭和二十七年八月一日において旧警備隊の警備官であった自衛官又は昭和二十七年十月十五

日において旧保安隊の保安官であった自衛官に対する第六十条の規定の適用については、その

日におけるその者の年齢に二年を加えた年齢と別表第九に定める年齢といずれか多いものをも

ってその者の停年とする。

【第4項】
－

4第一項及び前項の規定の適用については､受給権者のその年の三月三十一日における

年齢に一年を加えた年齢をその年の十月一日から翌年の九月三十日までの当該受給権

者の年齢(第八十四条第一項及び第九十条第一項において単に｢年齢｣という｡）とする。

第一項及び第三項に規定する｢年齢｣について定めた規定である。

3月31日の年齢を基準として､3月31日の年齢に1年を加えた年齢を1○月1日から翌年の

9月3○日の年齢とする。

同じ学年に属する者は同じ年齢のグループとなる｡誕生日が4月から9月までにある者が65

歳になって退職年金の支給を受けるとき､誕生日から9月3○日までの年金計算上の年齢は6
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4歳となる。

終身退職年金の額の計算は、

算定基礎額／｢年齢｣に応じた年金現価率

となっている。

年金現価率は､後述するように､おおよそ各年齢の平均余命となっている。

毎年毎年､算定基礎額は小さくなるが､それと同時に｢年齢の区分｣が一年ずつ上がってい
くので年金現価率(＝平均余命)も小さくなっていく｡その結果､毎年の年金の額は大幅に変動

しないこととなる。

【第5項】

5各年の十月一日から翌年の九月三十日までの期間に適用されるべき第一項及び第三

項に規定する終身年金現価率(第84条第1項及び第9○条第1項において｢終身年金現

価率｣という｡）は､毎年九月三十日までに､基準利率､死亡率の状況及びその見通しその

他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の

年金額を計算するための率として､連合会の定款で定める。
厚一一

第1項及び第3項の｢終身年金現価率｣の内容を規定している。

終身年金現価率とは、仮想的な年金原資(終身退職年金算定基礎額)を終身にわたり年

金として延払いするための率であり､概ね平均余命と同じになるが､運用による利息が入ってく
るので､その分だけ小さくなる｡終身年金現価率は､年齢の区分に応じて､基準利率､死亡率

の状況･将来の見通しなどを勘案して計算される。

○「基準利率､死亡率の状況及びその見通し」

終身年金現価率を定める際には､基準利率と､死亡率の現在の状況と将来の見通しを

勘案する。

終身年金現価率は、 1年に一度､9月S○日までに決める(死亡率は財政再計算の時に

決定され､基準利率(国債の利回り)は毎年一度決定)。

例えば､一年前と比べて基準利率が高くなった場合には､その分だけ配分できる資金が

多くなるので､年金原価率は小さくなる｡また､平均寿命が伸びた場合(皆が長生きになった

場合)は､年金現価率は大きくなる。

終身年金現価率の計算にあたっては､年単位の基準利率(国債の利回り)を用いて計算

し､システム改修などの作業を行うため､一定の期間が必要となる｡このため､終身年金現

価率の決定は毎年9月3○日までに行うこととする。

○｢その他政令で定める事情を勘案して」

終身年金現価率の設定に当たっては､法律に規定されている｢基準利率､死亡率の状

況及びその見通し｣に加えて、 「国共済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡｣｢地共

済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡｣も勘案することを政令で定める予定。
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これにより、国共済と地共済の年金現価率を揃えるための調整を行う｡また､国･地方を

通じた財政の均衡が黒字又は赤字の場合に､年金現価率の調整を行うこととする。（国共

済及び地共済の財政の均衡を勘案することについては､【第6項】の下の(参考)を参照｡）

○｢連合会の定款で定める」

終身年金現価率は､毎年改正される予定である｡連合会は､実際に退職年金の給付や

掛金の徴収､積立金の運用を行うほか､再計算も行うことから､終身年金現価率は､連合

会が定款で定めることとする。

定款の変更に当たっては､連合会に設置される運営審議会(委員の半数は､組合員を

代表する者)の識が必要(第35条第5項)で､かつ､財務大臣の認可(第24条第2項､第6

条第2項)及び総務大臣との協議(第24条第3項)が必要となっている。

終身年金現価率を連合会の定款で定めることによって､組合員を代表する者が委員に

なっている運営審議会の議を経ることになり､組合員の意見が反映されることになる。

退職等年金給付が､公務員相互の救済として行われるものであり､終身年金現価率によ

って退職年金の水準が決まってくることから､組合員の意見を反映させることが可能となる

連合会の定款において終身年金現価率を定めることが適当である。

【第6項】
一一一－－一一一－一一一－

に関し必要な事項は､財務省令金の額の計算う前各項に定めるもの‘

で定める。

一一妄

省令では､以下の事項を定める予定。

連合会が終身年金現価率を定める時のガイドラインなど

(参考）国共済及び地共済の将来にわたる均衡を勘案することについて

○新たな退職等年金給付においては、追加拠出リスクを抑えるために、キャッシ

ュ・バランス方式を採用している。 このため、給付算定基礎額の計算に当たっ

ては、原則として国債利回りを基準利率とし利子分を積み上げることとしてい

るほか、年金額についても毎年1○月に年金現価率によって改定を行うなど、

保守的な運営を行うこととしている。

○また、積立金はゼロから積み上げていくことになるため、一定程度の積立金が

積み上がるまで当面の間は、更に、保守的な運営が必要となり、掛金率と付与

率の設定に際しても、将来のリスクに備えて、ある程度のバッファーを見込む

ことが考えられる。 （すなわち、掛金率は少し高めに、付与率は少し低めに設

定する。 ）

○そうした保守的な運営を当面は続けた後、一定の積立金が積み上がってきた段

階で、仮に実際に保有する積立金の額が将来の給付に必要となる水準と比べて

余剰がある場合、何らかの形で余剰金を分配する必要がある。

（民間のキャッシュ・バランス方式においては、基本的に事業主が保険料を支払

っているため、将来の必要となる給付が減少すれば、その分だけ事業主の負担

-119－



が減るだけである。一方、今回新しく設けることにしている退職等年金給付に

おいては、基準利率や年金現価率の設定についてはキャッシュ・バランス方式

を採用しているが、保険料が労使折半となっているため、全体の収支に余剰金

が出た際に、それを（事業主が召し上げるのではなく）何らかの形で分配する

必要が出てくる。 ）

○その際、年金を受給している世代に余剰金を還元するためには、年金現価率を

調整し、保険料を支払っている現役世代に余剰金を還元するためには、付与率
又は掛金率を調整する必要がある。

○そのような観点から、改正案では、年金現価率（第78条第5項、第79条第

5項） 、付与率（第75条第2項）及び掛金率（第1○○条第4項）の各規定
において、 「その他政令で定める事情を勘案して」という文言を入れて、政令

において「国共済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡」 「地共済の退職

等年金給付に係る将来にわたる均衡」も勘案することとしているところである。

○仮に、国と地方のどちらかが黒字で、 もう一方が赤字の場合は、両者の間で財

政調整が行われることになる。国と地方の両方が黒字であれば、その黒字分を

還元することになる。 （国と地方の財政調整については、想定問答の問31を

参照。 ）

○更に、上記の説明は、全体の収支に余剰が発生した場合についてであるが、逆

に全体の収支に不足が発生する可能性もある。例えば、積立金の運用が予定と

比べて相当悪化した場合、年金受給者が見込みよりも長生きした場合、公務障

害・公務遺族の発生が見込みよりも多くなった場合など、全体の収支が悪化し、

積立金が不足する事態が生ずる可能性もある。

○このような場合には、逆に、年金現価率、付与率、掛金率をそれぞれ調整する

ことによって、全体としての赤字を改善させていくことが必要になってくる。

(参考）再計算とパラメーターの調整について

○再計算を実施する際には、具体的には以下の作業を行い、その上でパラメータ

ー（掛金率、付与率、年金現価率）の調整を行う。

の前提条件の検

以下の項目について、それぞれ過去の実績を踏まえつつ、将来の見通しを設

定する。前提条件の設定に当たっては、関係者や専門家を交えた検討を行う。

’ I死亡率 国立社会保障・人口問題研究F
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“
ｒ実言 の内容

脱退率 過去数年間の実績の内容を分析し、特殊要因に基づくも

のを除く等により、最近の傾向を見出す。これに、今後

の定員管理の方針など、将来影響を及ぼす可能性のある

ものを加味して検討する。

賃金上昇率 公的年金の財政再計算で設定される賃金上昇率を参照し

検討する。
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2．将来三一 しのシミュレーンョンの実ｲ丁

財政再計算の実施時点において、それまでに累積した給付算定基礎額や受給

者の実績、積立金の実績をベースに、 1 ．の前提条件に基づいて将来収支の

シミュレーションを実行する。 （1回目のシミュレーションでは、掛金率、

付与率、年金現価率などは、変更しないものとして実行する。 ）

3.将来見通しの結果に基づく財政状況の評価

シミュレーションの結果、将来にわたり収支がバランスしているかどうかを

確認する。

4． 三i呂 藍 ，, ＞ 及び給付（仁 手金現価率）の見直し

財政の不均衡が確認された場合には、掛金率、付与率、年金現価率を調整し、

再びシミュレーションを実行し、財政状況の評価を行う。 これを財政が均衡

するまで繰り返す。その後、財政が均衡するような掛金率、付与率、年金現

価率の組合せを見出し、 これらの率をどのように設定するかについて、関係

者や学識経験者を交えて検討を行う。検討結果を踏まえ、連合会の運営審議
会の議を経て、定款に定める。

※関係者や学識経験者を交えた財政再計算の検討に関して、例えば、平成21年

に国共済連合会が行った財政再計算では、組合員代表者や学識経験者を含む

年金業務懇談会を3ケ月にわたり5回開催し検討を行っている。

(参考）掛金率、付与率、年金現価率（予定死亡率）を5年に一度見直す理由

○年金制度は、公務員の現役時代(40年間）に保険料を支払い、退職後の老後

(20年～40年程度）に年金を受け取る。年金の財政においては、長期間に

わたる収支がトータルとしてバランスしている必要がある。

医療保険のような短期給付の場合は、毎年度の収支をバランスさせることが基

本となるが、年金のような長期給付の場合は、長期間にわたる収支をバランス

させることになる。

したがって、年金の財政においては、必ずしも毎年度、負担の水準（掛金率）
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国債利回り 公的年金の財政再計算で導出される長期金利（国債利回

り）を参照し検討する。

運用利回り 過去数年間の積立金の運用実績、現在保有する運用資

産、今後の運用方針、公的年金の財政再計算で想定して

いる今後の経済情勢等を踏まえて、検討する。

公務障害発生率

公務死亡率

過去数年間の実績の内容を分析し、特殊要因に基づくも

のを除く等により、最近の傾向を見出し、検討する 。
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や給付の水準（付与率、年金現価率）を調整する必要があるわけではない。

○掛金率、付与率、年金現価率の見直しを本格的に行うためには、上記に述べた
財政再計算を行う必要があるが、財政再計算の前提条件のうち、死亡率の見通
しについては5年に一度公表されている「将来推計人口」を参照したり、賃金

上昇率及び国債利回りの見通しについては5年に一度実施されている公的年金
の財政再計算における前提条件を参照したりすることとしているため、 これと
タイミングをあわせて実施することが効率的である。 したがって、掛金率、付

与率、年金現価率の見直しは基本的には5年に一度実施することを考えている。
（基準利率が毎年改定されることに伴う年金現価率の見直しは毎年行われる6
予定死亡率の改定や財政の均衡状況に伴う調整のための年金現価率の見直しは、
基本的には5年に一度行われる。 ）

○ただし、財政再計算を行わない年においても、将来の収支バランスの状況は毎

年度把握し、その結果、積立不足が一定限度を超えていることが判明すれば､5
年を待たずに財政再計算を実施し、その結果を踏まえて、掛金率、付与率、年
金現価率を変更することを考えている。

考）再計算を行い、掛金率、付与率、年金現価率の見直しを行うのであれば、それ

を条文上明らかにすべきではないか。

○掛金率、付与率、年金現価率についての規定では、それぞれ「その他政令で定

める事情」を勘案して率を定めることとしており、この「その他政令で定める

事情」として「国共済の将来にわたる均衡」及び「地共済の将来にわたる均

衡」を政令で定めることとしている。

(参考）

（参考）

【付与率】

第七十五条

2前項に規定する府写雪は､組合員であった者及びその遺族の適当な生活の維持を図るために
必要な水準の退職等年金給付が行われること量の他政令で定める事憶を勘案して、連合会の定
款で定める。

【終身年金現価率】

第七十八条

5各年の十月一日から翌年の九月三十日までの期間に適用されるべき第一項及び第三項に規定

する癖釜裏面詞(第八十四条第一項及び第九十条第一項において｢終身年金現価率｣とい
う。 ）は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通し孟里幽錘室ぬ

る事債を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算する
ための率として、連合会の定款で定める。

【有期年金現価率】

第七十九条

5各年の十月一日から翌年の九月三十日までの期間に適用されるべき第一項及び第三項に規定

する匿顛琴釜爾孟調(以下第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において｢有期

-1?2－



年金現価率」という｡ ）は､毎年九月三十日までに、基準利率 を勘案

して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算する

ための率として、連合会の定款で定める。

【掛金率】

第百条

については、第七十五条第一項に規定する付与率を基礎金分掛金に係る前項の割4

を勘案して、千分公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況として、公務障害年金及び公務遺族年金の支

の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
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付与率。基準利率。年金現価率･掛金率の規定

マ

ー

ー

Ｅ■■
合木
IU= '計算の垂礎竿

雇、死亡率、脱

合与指数等）の

データ、作成方
古術的事頂穿揺

材蚊再計算時に蕊

規定（07％程度）
'、豆計笛主で摘圧

忠祁回

巨客 ノb9f

法律 政令 省令 定款

給
付

付与率
(第75条第1項）

基準利率（付利

する禾ﾘ率）
(第75条第3項）

終身年金

現価率
(第78条第1項）

有期年金
現価率
(第79条第1項）

適当な生活の維持に必

要な給付水準を勘案

国債利回りを基礎、積

立金の運用状況（実

績）及び見通し（予定
利率）

基準利率、死亡率等を

勘案

基準利率等を勘案

国の財政均衡、地方

の財政均衡も勘案

地方の運用状況及び

見通しも勘案

国の財政均衡、地方

の財政均衡も勘案

国の財政均衡、地方
の財政均衡も勘案

設定のガイドライン

設定のガイドライン

設定のガイFライン

設定のガイドライン

財政再計算時に数値を

規定（1.25％程度）

次の再計算まで適用

、

毎年数値を規定

毎年数値を規定（年齢
別の表の形となる）

(死亡率は財政再計算

時に改定）

毎年数値を規定（残り

の支給月数別の表の形

となる）

一

国の財政均衡、地方
の財政均衡も勘案

財
政
運
営

費用負担の原則

(財政再計算

等）
(第99条第1項柱誓き、

同項第3号）

掛金率
(第100条第4項）
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第79条(有期退職年金の額） 【新設】

○ポイント

有期退職年金の額の計算方法を規定している。

【第1項】

第七十九条有期退職年金の額は､有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下

「有期退職年金算定基礎額｣という｡）を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して

得た金額とする。
－－－－一寸 ■

有期退職年金の額の算定式を規定している。

有期退職年金の額

＝有期退職年金算定基礎額／支給残月数に応じた有期年金現価率

【計算例③】

有期退職年金算定基礎額:210.2万円

65歳到達後日の有期年金現価率: 18.5(仮定の計数）

年金額は次のように計算される。

210.2万円／18．5＝11.3621万円＝113,600円

（類似例）

「支給残日数」

○雇用保険法（昭和49年法律第116号）

（訓練延長給付）

第三十四条

2 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者（その者が当該公共

職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日蕊（当該公共職業訓練等を受け終わる

日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間（当該期間内の失業

している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。 ）の最後の

日までの問に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項におい

て同じ。 ）が政令で定める日数に満たないものに限る。 ）で、政令で定める基準に照らして当

該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについ

ては、同項の規定による期間内の失業している日について､所定給付日数を超えてその者に基

本手当を支給することができる。 この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給す

る日数は、前段に規定する政令で定める日数から童給残日数を差し引いた日数を限度とするも

のとする。

【第2項】

'2有期退職年金の給付事由が生じた日からそ孟颪員三千踊壼“=－－－司

, 印までの間における有期退職年金算定基礎額は給付算定基礎額の二分の異ビ｜ 事由の生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは､翌年の

－125－



当該額に二分の-乗じて得た蕾)とす尋｡」する額(組合員期間が十年に満たないときは、

第一項に規定する『有期退職年金算定基礎額｣の内容を規定している。
前条(第78条)第2項に規定する｢給付算定基礎額｣の1/2が有期退職年金算定基礎額
となる｡これが有期退職年金の年金原資のイメージになる。（残りの1／2は終身退職年金算
定基礎額）

終身退職年金算定基礎額は､給付事由が生じた日から9月SO日まで適用する。

｢給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるとき｣と9月分を入れて
いるのは､9月に給付事由が発生した場合､年金の支給は翌月の1○月からとなるので､最
初の9月に年金算定基礎額の算出を行う必要がないからである。

組合員期間が1○年に満たないときは､年金算定基礎額を2分の1とする｡（これについては、
第ﾌ8条第2項を参照）

【第3項】

3有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金が給付事由の生じた
日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは､その翌年)以後の各年の十月
一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の
九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金
の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年
金現価率を乗じて得た額とする。

有期退職年金算定基礎額は､9月SO日における有期退職年金の額に1○月1日の支給残
月数に応じた9月SO日の有期年金現価率を乗じることとする。

ﾛ

この項の計算を行うことによって､仮想的な年金原資である有期退職年金算定基礎額は、
年金の支給開始後はその残高が減少していくことになる。

具体的な計算は､下記を参照

【計算例④】
40月春、百期年希

(参考）一般的には､金利水準の低下等があった場合に､A年よりもA+1年の方が
終身年金現価率が大<なる。

○A年(65歳)1○月からの年金額

有期退職年金算定基礎額:210.2万円

－126－

支給1年目
(240月）

支給2年目
(228月）

支給3年目
(216月）

● ● ●

A年 18．5 17．8 16．9 ● ● ●

A+1年 18．8 18．2 17．4
● ● ●



65歳到達後日の有期年金現価率： 18．5（仮定の数値）

210.2万円/18.5=11.3621万円=113,600円

○A+1年(支給2年目)の有期退職年金算定基礎額に相当する額

＝11.3621万円×17.8=202.2453万円

したがって､A+1年(支給2年目)10月からの年金額は､次のように計算される。

202.2453万円／18．2＝11.1123万円＝111,100円

(注)A年とA+1年の有期年金現価率が同率であれば､A+1年の年金額はA年の年金額
と同額になるが､異なる場合は年金額も異なることとなる。

【第4項】

芝給残月謝4第一填及ひ胃

退職年令の給

いてI支給残月数｣という。）は、有

三十日(有期退職年金の給付事庄

あるときは、翌年の九月三十日)ま

ﾖ定する申出があった場合は百二

ﾒ第八十一条第四項において同じ

日までの間においては二百四十月

該各年の九月までの月数弄梓畭(＝

'ノ】' 6争出フ

ー曰か

百匹

率-4一一

の階

仏
Ｅ

L栄の四第一項穿

-月一日から翌年,

日の属する月の翌

可'二i以後の谷年0

吃給付事由が牛じ

引数とする。

第1項及び第3項に規定する｢支給残月数｣を定めた規定である。

有期退職年金の給付事由が生じた月から9月3○日までの支給残月数は、支給期間の月

数(24○月又は12○月)とし､その後1○月1日から翌年9月S○日までの支給残月数は有期退

職年金の支給期間の月数(24○月又は12○月)から給付事由が生じた月から9月までの月数

を控除した月数とする。

【第5項】
一－一 －－

5各年の十月一日から翌年の九月三十日までの期間に適用されるべき第一項及び第三

項に規定する有期年金現価率(第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項

において｢有期年金現価率｣という。）は､毎年九月三十日までに､基準利率その他政令で

定める事情を勘案して支給残月数の期間において－定額の年金額を支給することとした

場合の年金額を計算するための率として､連合会の定款で定める。

第1項及び第3項に規定する｢有期年金現価率｣の内容を規定している。

有期年金現価率とは､仮想的な年金原資(有期退職年金算定基礎額)を支給期間にわた

り年金として支払いするための率であり､概ね支給残月数(一年数換算)と同じになるが､運用

による利息が入ってくるので､その分だけ小さくなる。
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○「基準利率」

有期年金現価率を定める際に､基準利率を勘案する。

有期年金現価率の計算にあたっては､年単位の基準利率(国債の利回りなど)を用いて

計算し､システム改修などの作業を行うため､一定の期間が必要となる｡このため､有期年
金現価率の改定は､毎年9月SO日までに行うこととする。

○｢その他政令で定める事情を勘案して」

有期年金現価率の設定に当たっては､法律に規定されている｢基準利率｣に加えて、 「国
共済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡｣｢地共済の退職等年金給付に係る将来
にわたる均衡｣も勘案することを政令で定める予定。

これにより､国共済と地共済の年金現価率を揃えるための調整を行う｡また､国･地方を
通じた財政の均衡が黒字又は赤字の場合に､年金現価率の調整を行うこととする。

（国共済及び地共済の財政の均衡を勘案することについては､第ﾌ8条【第6項】の下の(参

考)を参照｡）

○｢連合会の定款で定める」

有期年金現価率についても､連合会の定款で定めることとする。

（連合会の定款で定めることについては､第ﾌ8条第5項(終身年金現価率)の｢連合会の定
款で定める｣を参照。）

【第6項】

前各項に定めるものほか｡有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は､財務省令で6

定める。

省令では､以下の事項を定める予定。

連合会が有期年金現価率を定める時のガイドラインなど
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第79条の2(有期退職年金相当額に代わる一時金） 【新設】

○ポイント

有期退職年金の受給権者が退職年金の請求をする際に､有期退職年金を一時金として受

給することを選択したときは､その者に有期退職年金算定基礎額に相当する金額を一時金と

して支給する｡民間の企業年金でも一時金で受給する選択肢があることを考慮して､このよう

な措置を設ける。

※民間の企業年金において選択一時金制度が設けられている割合は､全体では約ﾌ6％、

確定給付企業年金(基金型)では約93%となっている。 （平成24年3月人事院調査結果）

【第1項】

有期退職年金の受給権者は､給付事由の生じた月から6月以内に一時金の支給を連合会

に請求することができる。

【第2項】

一時金の請求は､退職年金の請求と同時に行う必要がある。

【第3項】

一時金の請求があった場合には､有期退職年金に相当する金額を一時金として支給する。

この場合には､有期退職年金は支給しない。

【第4項】

前項の規定による一時金の支給は､有期退職年金の支給とみなす｡これにより､この一時

金は有期退職年金としてこの法律の規定(例えば､支払未済給付や給付金から控除など)が

適用されることになる。（想定問2○(47頁)参照）

ただし､第7ﾌ条(退職年金の受給権者)、第79条(有期退職年金の額)、第82条第2項

（有期退職年金の失権)については､有期退職年金の支給方法や額を定めている規定である

ので適用しない。

有期退職年金を受ける権利は､第82条第2項第2号の規定により､一時金の支給を請求し

たときに消滅する。一時金を有期退職年金とみなして､この給付の規定を適用することとする

際に､第82条第2項を除くこととしているのは､元々の有期退職年金を受ける権利は上記のと

おり一時金の請求をしたときに消滅し､有期退職年金とみされる一時金は支給されることにより、

当然に受ける権利は消滅することになるので､わざわざ第82条第2項を適用するまでもないか

らである。

（参考）

○国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）

（時効）

第百十一条

3時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその

者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることと

なった日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
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第79条の3(整理退職の場合の一時金） 【新設】

○ポイント

一年以上の引き続く組合員期間を有する者であって､65歳未満のもののうち､整理退職者

に対して有期退職年金に見合う一時金を前倒しで支給することができる措置を設ける。（想定

問21(51頁)参照）

「65歳未満｣は､附則第14条において当分の間｢e○歳未満｣としている。

【第1項】

－年以上の引き続き組合員期間を有する者であって65歳未満であるもののうち､退職手

当法第5条第1項第2号の退職者は､一時金の支給を連合会に請求することができる。

｢65歳未満｣は､附則第14条において当分の間｢SO歳未満｣としている。

退職手当法第5条第2号の退職者とは､官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により免

職された者である。

整理退職の者は､本人の予期せぬ事情により退職せざるを得なくなった者であり､退職手当

法においても本人の勤続期間の長短にかかわらず退職手当の割増し措置の対象となっており、

相対的に最も高い割合で退職手当の計算を行うこととされている。

このように組織の改廃により免職処分を受けて退職する者に対しては､次の職が見つかるま

での間現金が必要になる可能性が高く､かつ､その退職理由に鑑み､共済制度においても特

段の配慮措置を講ずる必要性が高いことから､本人の請求に応じて､退職年金のうち有期年

金部分について一時金として前倒しで支給することができることとするものである。

また､一時金の請求できる期限は､退職してから6ケ月以内としている｡一時金の支給は、

退職の理由に鑑みて設けられる特別の措置であることから､退職した日から一定期間が経過

した後は､特別措置を講ずる必要性は低くなるものと考え､請求できる期間は6ケ月以内として

いる。

【第2項】

一時金の額は､給付算定基礎額の1／2とし､給付算定基礎額については､整理退職した

日までの期間で算定を行うこととする。

また､通常の年金の額の算定に当たっては､組合員期間が1○年未満の場合､2分の1の額

とされているが､整理退職の者の一時金の額の算定に当たっては､本人の意図にかかわらず

免職されるものであることから､組合員期間が1○年未満であっても2分の1としないこととしてい

る。

【第3項】

整理退職で一時金の支給を受けた者が、その後再就職して組合員となり、その後再

び整理退職により一時金の請求をする場合の取扱いを規定することとする。
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国共済と地共済の加入期間は通算されているため､例えば地共済の組合員が整理退職に
より第79条の3第1項と同様の法令の規定により一時金の請求をした者が､その後国共済の
組合員となり再び整理退職により一時金の請求をするようなケースも考えられる。
従って､被用者年金一元化法附則第14条第1項の規定を参考に､「同項の請求｣の後に
｢(他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく請求を含む｡）｣を規定することとする。
また､「同項の規定｣の後に｢(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定め
るものを含む｡）｣を規定することとする。

（注)政令では､第ﾌ9条の3と同様の規定を設ける予定の地共済法の規定を定めることと
する。

（参考）

○被用者年金一元化法（平成二十四年法律第六十三号）
附則

第十四条厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者（附則第一|･六条に規定する者を除
く。 ）であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年

金たる給付であって政令で定めるものの受給権者（昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に

限る． ）であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定を適

用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の額（第四十四条第一項に規定する加給

年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とある

のは|-老齢厚生年金等の額の合計額（当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）附則第十四

条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他
として政令で定めるものに規定する加給年金額及び菟定で同項の規定に相当Z

として政令で定の法令の規定で同項の規定に相当するもの第四十四条の三第四項の規定又は

めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、 「控除して得た額」とあるのは「控

除して得た額に当該老齢厚生年金の額（第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四

条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。 ）を十二で除して得た額を

基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替え

その他必要な事項は、政令で定める。

【第4項】

前項の規定による－時金の支給は､有期退職年金の支給とみなす｡これにより､前二条と
同様に､この一時金は有期退職年金としてこの法律の規定(例えば､支払未済給付や給付金
から控除など)が適用されることになる。

ただし､第フフ条(退職年金の受給権者)、第79条(有期退職年金の額)及び第82条第2

項(有期退職年金の失権)については､有期退職年金の支給方法や額を定めている規定であ
るので適用しない。

【第5項】

連合会は、一時金の請求者が国家公務員退職手当法第5条第1項第2号に掲げる者であ
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るかどうかを確認する必要があり､必要に応じてその者の退職に関する資料の提供を求めるこ

とができる旨を規定している。

この場合､連合会が資料を求める相手方について､懲戒権者を想定しており､国家公務員

退職手当法第5条第1項第2号に掲げる者の退職は任命権者が行うことから、「公益的法人

等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下｢派遣法｣という｡）｣第1○条第1項

の規定をぶりを参考にして規定することとする。

なお､任命権者については､国共済法第124条の2第1項で｢任命権者若しくはその委任を

受けた者｣としており､派遣法第2条第1項でも｢任命権者(任命権者及びその委任を受けた者

をいう。）｣としていることを踏まえて、 「任命権者又はその委任を受けた者｣と規定することとす

る。

（参考）

○公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成十二年法律第五十号）

（職員の派遣）

第二条任命権者（地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者 をい
》
一

以下同じ。 ）は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又

は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため

人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの（以下この項及び第三項において

「公益的法人等」という。 ）との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員と

して専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員（条例で定める職員を除く。 ）を派

遣することができる。

（特定法人の業務に従事するために退職した者の採用）

第十条任命権者と特定法人（当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全

部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共

団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推

進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同

じ。 ）との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう

求める任命権者の要請に応じて職員（条例で定める職員を除く。 ）が退職し、引き続き当該特定

法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期

間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める

場合には、地方公務員法第十六条各号（第三号を除く。 ）の一に該当する場合（同条の条例で定

める場合を除く。 ）その他条例で定める場合を除き、 その者が退職した時就いて いた職又はこれ

、その者を職員は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、

として採用するものとする。

○国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）

（公庫等に転出した継続長期組合員についての特例）

第百二十四条の二組合員（長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。 ）が任命権者若

しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律に

より設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有

するもののうち政令で定めるもの（第四項において「公庫等」という。 ）に使用される者（役員

及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。 ）となるため退職

した場合（政令で定める場合を除く。 ）又は組合員（長期給付に関する規定の適用を受けない者

を除く。 ）が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融
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公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を
有するもののうち政令で定めるもの（同項において「特定公庫等」という。 ）の役員（常時勤務
に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。 ）となるため退職した場合
（政令で定める場合を除く。 ）には、長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあ
るものを除き、その者の退職は、なかったものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公
庫等役員である期間引き続き転出（公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以
下この条において同じ。 ）の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合におい
ては、第百二条第一項中｢各省各庁の長（環境大臣を含む。 ） 、特定独立行政法人又は職員団
体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」
と、 「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含
む。 ） 」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるのは「公庫等又
は特定公庫等」とする。

【第6項】

一時金に関する政令委任規定である。

政令には､具体的な一時金の算定方法を規定する予定である。

（参考）

○今回改正後の国家公務員退職手当法

に十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額）
第五条次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸月額に、その者の勤続期間の区分
ごとに当該区分ごとに応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者（同法
第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職
した者を含む｡ ）又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

残判所職臨時I,第四需秀員.-2.
一
一
一

、

よる免乢貝第四条第四号又は国会駅員伝号弟挫

受けて退職した者
三第八条の二第五項に規定する認定（同条第一項第二号に係るものに限る。 ）を受けて同条
第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
四公務上の傷病又は死亡により退職した者

五二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理
由により退職した者で政令で定めるもの

六二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定（同条第一項第一号に係るものに
限る｡ ）を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
2．3 （略）

（定義）

第十一条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 （略）

二退職手当管理機関退職（この法律その他の法律の規定により、 この法律の規定による退
職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ． ）の日における
イからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただ
し、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当
該職員の占めていた職（当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職）を占め
る職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関（当該機関がない場合にあっては、懲
戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関）をいう。
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イ国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）第一条第一号に規定する各議院事務局の事

務総長両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮って定める機関

ロ裁判官最高裁判所

ハ検査官会計検査院

二人事官人事院

ホイから二までに掲げる者以外の職員国家公務員法その他の法令の規定（国家公務員法

第八十四条第二項（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において

準用する場合を含む。 ）を除く。 ）により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲

戒免職等処分を行う権限を有していた機関（当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等

処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関）

○国家公務員法

（本人の意に反する降任及び免職の場合）

第七十八条 :』菫 次の各号に褐ける場合のいずれかに弦当するときは、 人事院規則の定め

るところにより、その意に反して、 これを降任し、又は

－－人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤

二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は

三その他その官職に必要な適格性を欠く場合

、勤
一

一

一

一

一

免職することができ

務実績がよくない場合

又はこれに堪えない場合

四
一
言制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
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第79条の4(遺族に対する一時金） 【新設】

○ポイント

有期退職年金は一定の支給期間(20年又は10年)内の給付を行うものである｡このため、

組合員又は組合員であった者(有期退職年金の受給権者を含む｡）が支給期間が終了する

前に死亡した場合(まだ有期退職年金が支給されていない場合を含む｡）は､その者の遺族に
残りの支給期間に係る有期退職年金算定基礎額に相当する額を一時金として支給することと

する｡民間の企業年金でも保証期間に係る遺族への一時金支給があることを考慮して､このよ

うな措置を設ける｡（想定問22(54頁)参照）

【第1項】

組合員又は組合員であった者(有期退職年金の受給権者を含む。）がその支給期間が終

了する前に死亡した場合､有期退職年金の残りの支給期間に係る有期退職年金算定基礎額

に相当する金額を一時金として支給する。

この場合の一時金の額は､死亡した者が、

①退職年金の受給権者(第三号に掲げる場合を除く)であったときは､既に年金が支給され
ており､その者の有期退職年金算定基礎額も支給期間に応じて減少しているので､その者

の死亡の日における支給残期間に見合った有期退職年金算定基礎額に相当する金額を

支給(第2号）

②在職中で有期退職年金の受給権者であったときは､その者の死亡した日における有期退

職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額を支給(第3号）

③第二号及び第三号に掲げる場合以外の場合であったときは､まだ退職年金の支給が始
まっていないので､その者の死亡の日における給付算定基礎額(組合員期間が1○年未満

の場合はその二分の一の額)の二分の－に相当する金額を支給(第1号）

また、組合員である者（現役の公務員）が死亡した場合については、組合員期間が

1○年未満であっても給付算定基礎額を1／2にしないが、組合員であった者（退職

した者）が死亡し、かつ、組合員期間が10年未満の場合には給付算定基礎額を1/

2とすることとする。

【第2項】

第ﾌ5条第1項中｢退職等年金給付の給付事由が生じた日｣を読み替えて、 「－年以上の引

き続く組合員期間を有する者が死亡した日｣と、 「当該給付事由が生じた日の｣を読み替えて、

「その者が死亡した日の｣とし､第3項中｢退職等年金給付の給付事由が生じた日｣を読み替え

て、 「その者が死亡した日｣とし､給付算定基礎額については､組合員が死亡した日までの期

間で算定を行うこととする。
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【第3項】

第1項の規定により一時金の支給を受ける者が､同項に規定する者の死亡により公務遺族

年金の支給も受けることができるときは､当該支給を受ける者の選択により､いずれかを支給し、

他は支給しないこととする。

これは､掛金を支払っていたのは死亡した組合員又は組合員であった者一人であり､掛金

負担の主体に着目した1人1年金の原則に従い併給調整を行うこととする。

【第4項】

第1項の規定による一時金の支給は､有期退職年金の支給とみなす｡これにより､前二条と

同様に､この一時金は有期退職年金としてこの法律の規定(例えば､支払未済給付や給付金

から控除など)が適用されることになる。

ただし､第7ﾌ条(退職年金の受給権者)、第ﾌ9条(有期退職年金の額)及び第82条第2

項(有期退職年金の失権)については､一時金を支給することになるので､有期年金の支給額

を定めた規定には適用しない。
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=RO=(蚕給の綾

○ポイント

退職後の年金受給者の多様なライフ･スタイルに対応するため､原則65歳から支給するとし
ている退職年金給付について､本人の申出があった場合はう○歳まで支給の繰下げができるよ
うにする。

支給の繰下げは事務が繁雑にならないよう､終身退職年金と有期退職年金は一体のものと
して行うこととする｡また､現行では､2階部分と3階部分(職域部分)は一体のものとして連動
していたが､新制度では退職等年金給付は2階部分と切り離された独自の給付であるので､連
合する仕組みとしない。

【第1項】

（1）退職年金(終身退職年金十有期退職年金)の受給権者であって､その請求をしていないも
のは、7○歳になる日の前日までに、退職年金の支給繰下げの申出をすることができる｡この
場合、申出のあった日の属する月まで給付算定基礎額に利子が付されることとなり､65歳か
ら受給する場合より利子分だけ給付算定基礎額が増加する(繰下げの申出をしない者は､利
子が付されるのは給付事由が生じた日の前日の属する月まで)ことになり､年金の支給額は
増える｡ただし､運用を個人が行ったか､連合会が行ったかの違いであり､65歳からの支給
額と繰下げを行った支給額の経済的価値は同じである。

なお､終身退職年金については､受給を開始するときの終身退職年金算定基礎額を､そ
の年齢の区分に応じた終身年金現価率で除して得た額となるが､年齢が上がれば､その分
年金現価率は下がるので､年金額そのものはe5歳から受給する場合に比べて高くなる。

（2）一元化前国共済法第78条の2第1項では､繰下げの申出ができる者を｢受給権を取得した
日から1年を経過するまでに請求をしていなかった者｣としている｡これは､繰下げを申し出た
場合は年金額には割増加算が行われることから､繰下げの意思を確認する趣旨で｢1年間請
求を行わなかったこと｣を要件としているもの。

今回の退職年金は給付算定基礎額を年金現価率で除して得た額を年金として支給する
仕組みであり､繰下げを行ったからといって共済年金のような特別の加算が行われる訳では
ない｡しかし､いつまでも権利関係が決まらない状況にあることは好ましくなく､①消滅時効は
5年であり､②厚生年金の支給繰下げによる加算も5年分しか認めていないことから､7○歳に
達する日の前日までに繰下げの意思を確認することとする。

（3）また、一元化前国共済法第7S条の2第1項ただし書は､繰下げの申出をしようとする者が
障害共済年金などの受給権者であるときは､併給調整により障害共済年金を受給し､その一
方で退職共済年金を繰り下げて､割増加算を行うことにならないよう､他の年金の受給権者で
もあるときは､繰下げの申出はできないこととしている。

今回の退職年金には､そのような割増加算の仕組みはないことから､単に併給調整を行え
ばよいと考えられるので､このような規定は設けないこととする。

【第2項】
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年金制度における裁定(決定)に当たっては､受給権者の意思表示に基づいて裁定(決定）

を行う必要があり､請求主義を原則としており､年金の支給は､申出のあった日の属する月の

翌月分から支給する。

※年金制度において請求主義が基本とされている理由

（竹内嘉巳･高橋三男著｢国民年金法逐条略解｣より抜粋）

請求主義がとられ､職権主義がとられなかったのは､他の被用者年金保険と同様に､裁定

庁がすべての受給権者について､個々に基本たる受給権が発生したかどうかを把握すること

が不可能であるとともに､年金の受給権のような権利は､権利者の意思の発動をまつことをも

ってさしつかえないと判断されるからである。

【第3項】

繰下げ支給の申出を行った場合に､第75条(給付算定基礎額)から第79条の4(遺族に対

する一時金)までの規定の適用については､第75条第1項(給付算定基礎額)中の｢退職等

年金給付の給付事由が生じた日｣を｢第SO条第1項に規定する申出をした日｣とするほか必要

な技術的な読み替えを政令で定めて､給付算定基礎額に利子を付する期間を延長している。

なお、支給繰上げについては､公務員の定年が60歳である中で､退職年金の支給開始年

齢をe5歳としていることや、多様なライフ･スタイルにも対応できるように､6○歳まで繰り上げら

れることとするものであることから、当分の間の措置として､原始附則第13条(現行は原始附

則第12条の2の2)に規定することとする。

【第4項】

政令委任規定

退職年金の支給の繰下げについて､必要な事項は政令で定める。

（用例）

「支給繰下げの申出」

○国民年金法（昭和34年法律第141号）

（支給の繰下げ）

第二十八条老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金

を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするこ

とができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付（付加年金を除く。以

下この条において同じ。 ）若しくは被用者年金各法による年金たる給付（老齢又は退職を支給

事由とするものを除く。以下この条において同じ。 ）の受給権者であったとき、又は六十五歳

に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法に

よる年金たる給付の受給権者となったときは、 この限りでない。

2～4 （略）

（参考）

○一元化前国共済法

（支給の繰下げ）

第七十八条の二退職共済年金の受給権者であってその受給権を取得した日から起算して一年を
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経過した日 （以下この条において「一年を経過した日jという。 ）前に当該退職共済年金を請
求していなかったものは、連合会に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共
済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付（退職を給付事由とする年金である給
付を除く。以下この条において同じ。 ） 、私立学校教職員共済法による年金である給付（退職
を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。 ） 、厚生年金保険法によ
る年金である保険給付（老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条におい
て同じ。 ）若しくは国民年金法による年金である給付（老齢を給付事由とする年金である給付
及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。 ）の受給権者で
あったとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間にお
いて障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私
立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しく
は国民年金法による年金である給付の受給権者となったときは、 この限りでない。
2 一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による
年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金で
ある保険給付又は国民年金法による年金である給付（以下この項において「障害共済年金等」
という。 ）の受給権者となった者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日 （以下この
項において「受給権者となった日」という。 ）以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適
用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。
3 第一項の申出をした者に対する退職共済年金は、第七十三条第一項の規定にかかわらず、 当
該申出のあった月の翌月から支給するものとする。

8第一項の申出をした者に支給する退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項並びに
前条の規定にかかわらず、 これらの規定により算定した金額に、退職共済年金の受給権を取得
した日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として第七十七条第一項及び第二項の規定の
例により算定した金額並びに次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わない
ものとされた金額又は第八'一条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘
案して政令で定める額を加算した金額とする。
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第S1条(組合員である間の退職年金の支給の停止等） 【新設】

○ポイント

一元化前国共済法第ﾌ9条と同趣旨の規定を設ける。

(注）一元化前国共済法では退職共済年金の額と報酬の額の合計額を基準に2階部分の全

部又は一部の支給が停止される仕組みであったが､その場合でも職域部分は全額支給停

止となっていた｡このため､同条第2項以下の規定は今回の退職年金では不要。

【第1項】

終身退職年金の受給権者が組合員として在職中であるときは､その支給を停止する。

支給停止自体は一元化前国共済法と同様であるが､一元化前国共済法の支給停止は、

在職中に支給停止となった職域部分の額が退職後に支給される訳ではないが､新年金制度

では在職中は退職年金の支給が停止されても､終身･有期それぞれの給付算定基礎額の減

少もストップする形になる(逆に､掛金を支払っている分､給付算定基礎額は増加する)ので、

将来(退職後)、支給停止されていた分も含めて年金の支給が再開されるという違いがある。

そのような仕組みであれば､新年金制度の支給停止は実効性がないので､支給停止する

必要性はないとの考え方もあるが､公務員制度の一環として｢退職｣を要件に支給される年金

制度という性格を踏まえ､また､支給停止を行わないことで一元化前よりも有利になっていると

の指摘を受けることも適当ではないので､支給停止の仕組みは維持することとする。

【第2項】

第1項の規定により終身退職年金が支給停止となっている受給権者が再び退職したときは、

終身退職年金を支給する｡この場合の再退職時の終身退職年金の算定の基礎となる終身退

職年金算定基礎額については､在職中に掛金が払い込まれ､またその間は年金の支給が停

止されていたことを踏まえ､これらの要素を反映して次の①～③の総額とする。

①再び組合員となった日(最後に組合員となった日＝最終資格取得日)における終身退職

年金算定基礎額

②利子に相当する額(基準利率による複利計算）

②最終資格取得日がら再退職をした日までの間､掛金を払い込んだことに基づく終身退職

年金算定基礎額

（用例）

○雇用保険法

（被保険者期間）

第十四条

2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定

する被保険者であった期間に含めない。

‐－最後に被保険者と璽旦迄_旦前に、当該被保険者が受給資格（前条第一項（同条第二項に

おいて読み替えて適用する場合を含む。 ）の規定により基本手当の支給を受けることができ
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る資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ｡ ） 、第三十七条の三第二項に規定す

る高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合

には､当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険

者であった期間

○法人税法

（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）

第五十七条

一当該被合併法人等の支配関係事業年度（当該被合併法人等と当該内国法人との間に最後に

支配関係があることとなコ迄日の属する事業年度をいう。次号において同じ。 ）前の各事業
年度で前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等に

おいて第一項の規定により前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

の及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次号

において同じ。 ）

○地方公務員等共済組合法

（再就職者に係る退職年金の額の改定）

が退職したときは、附則第

§、附則第七十二条､附則第七十

)額を、当該退職年金の額の算定

前条の規定により退職年金の

、附則第四十四条、附則第声

乏縮を ‐されていゐ薑第百五条

四十三条、附則第四十四条、附則第六十三条、附則第六十四条、附則第七十二条､附則第七十

三条及び附則第八十二条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定

の基礎となっている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十

四条第一項（新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十

四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。 ） 、新共済法附則第二十条の二第三

項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定新施

行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に改定す

る。

【第S項】

第81条第3項は､有期退職年金の受給権者が組合員になった場合に､有期退職年金の
支給を行わないことを規定している｡有期退職年金の場合は､再就職時に支給を中断し､在

職中は支給残期間の進行も中断したまま､再退職時にこの支給残期間を基に有期退職年金
の支給を再開することとしていることから､いわゆる｢年金の支給を停止する｣とはその内容が異
なっている。

支給残月数の進行を中断することについては､用例上｢支給を中断する｣というような例は
見当たらない｡（｢中断｣という用語は､時効の中断､訴訟手続の中断に用いられている例がほ
とんどであり､国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律における｢国際平和協力

業務の中断｣のような例がわずかにあるだけである｡）

このため､在職中は有期退職年金を｢支給しない｣と規定することにより､いわゆる支給の停

止とは異なるものであることが明らかになるように規定を修正する。
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（参考）

○国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七-'一九号）
（武器の使用）

第二十四条 （略）

9第--項の規定は第八条第一項第六号に規定する国際平和協力業務の中断（以下この項におい

て「業務の中断」という。）がある場合における当該国際平和協力業務に係る隊員について、

第二項及び第七項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る海上保

安官等について、第三項及び前項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業

務に係る自衛官について、第四項及び第五項の規定はこの項において準用する第二項及び第三

項の規定による小型武器又は武器の使用について、第六項の規定はこの項において準用する第

一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用について準用する。

【第4項】

退職年金の受給権者が組合員になり、その後退職した場合の有期退職年金算定基礎

額の計算方法について定めることとする。

第2項と同様に、 「当該退職をした日からその年の9月30日までの間の」有期退

職年金算定基礎額であると、定めることとする。

240月から、給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する

月までの月数を控除した月数とすることとする。

因って、受給権者の申出による支給停止（第75条の5）や給付の制限（第94条

～第97条）に該当する場合において、有期退職年金の支給を受けていなくても、時

間の経過とともに自動的に支給残月数が減少することになる。

第2項と同様に、利子の期間を定めることとする。

【第5項】
第4項の場合における必要な読替えの規定である。

【第6項】

利子については､最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期

間に応じ､基準利率を用いて複利計算により､計算する。

【第ﾌ項】

支給の繰下げ(第SO条)をした場合における第4項の読替えの規定である。

【第S項】

組合員が再び退職したことによる給付算定基礎額に関する政令委任規定である。

政令には、具体的な終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の算定方

法を規定する予定である。
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（参考）

O一元化前国共済法

（組合員である間の退職共済年金の支給の停止等）

第七十九条退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の
支給を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲
げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該
各号に定める金額に相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及
び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一その者の組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその月以前の一年間の標準
期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額（以下この項及び第八十七
条第二項において「総報酬月額相当額」という。 ） と当該退職共済年金の額（退職共済年金
の職域加算額、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算さ
れる金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。 ）を十二で除して得た
金額（以下この項において「基本月額」という。 ） との合計額が停止解除調整開始額以下で
ある場合在職中支給基本額に相当する金額

二その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次
のイから二までに掲げる場合の区分に応じそれぞれイから二までに定める金額に十二を乗じ
て得た金額が在職中支給基本額に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次
のイから二までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイから二までに定める金額に十二を乗
じて得た金額を控除して得た金額

イ基本月額が停止解除調整開始額円以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止
解除調整変更額以下である場合その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停
止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解
除調整変更額を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整
開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停
止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調
整変更額以下である場合その者の総報酬月額相当額の二分の一に相当する金額
二基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調
整変更額を超える場合その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に
相当する金額を控除して得た金額

3～7 （略）

-144-



第82条(退職年金の失権） 【新設】

○ポイント

退職年金(終身退職年金､有期退職年金)の失権事由について規定。

【第1項】

退職年金の受給権は､受給権者の死亡により失権する。

【第2項】

有期退職年金の受給権は、

①有期退職年金の支給期間が終了したとき

②有期退職年金が第ﾌ9条の2､第ﾌ9条の3の規定により一時金の支給を請求したとき

に失権する。

なお､有期退職年金を受ける権利が消滅した者が再び組合員となった場合の取扱いについ

ては､第ﾌﾌ条第2項を参照。

”
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第3目公務障害年金

胃障害年令の受給罹者） 【柔

○ポイント

新制度では公務障害年金を支給することとしているが､その場合の支給要件などについて

規定｡一元化前共済法第81条(障害共済年金の受給権者)では､公務上､公務外の両方を
支給の対象としていたが､新制度では公務上のみに限定した上で同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

公務により病気にかかり､又は負傷した者で､その傷病についての初診日(初めて医師又は
歯科医師の診療を受けた日)において組合員であった者が､その初診日から起算して1年6月

を経過した日又はその期間内にその傷病が治った日若しくはその傷病が固定し治療の効果が
期待できない状態に至った日(以下｢障害認定日｣という｡）において､障害等級1～3級に該
当する程度の障害の状態にある場合に､その障害の程度に応じて公務障害年金を支給する。

公務障害年金の支給要件は公務による傷病という限定をかけていることを除くと2階部分で
ある障害厚生年金と同様のものとなっているため､公務傷病により公務障害年金が支給される
ときは､基本的には障害厚生年金も支給される仕組みとなる｡（ただし､厚生年金の加入期間

を持つ者で障害厚生年金の支給要件（被保険者期間の2/3以上の保険料納付期間・保
険料免除期間があること）を満たさないために障害厚生年金が支給されない場合が起
こりうる。 ）

なお、一元化前国共済法の｢公務等による障害共済年金｣の｢等｣は通勤を指しており､国

家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤も公務と同様の取扱いとなっていた｡しかし、

新年金制度では､公務障害年金は公務員制度の一環として､公務上で生じた障害についての

み､組合員全体の相互救済の対象とすることとし、「通勤｣時の傷病は公務上に生じたものとま
ではいえないことから､これを対象としないこととした。

また、新たな年金制度では、公務障害の負担を従来の全額国庫負担から労使折半と

することとしており、その点ではより相互救済の意味合いが強くなったといえるが、

同時に給付の財源が限られることになること、また、新たな年金制度では公務員制度

の範囲内であるが、従来の確定給付型の年金から確定拠出型の性格を併せ持つキャッ
シュ．バランス方式を採用し、いわば個人年金の性格を有するので、相互救済の対象

を真に必要な部分に限定することとし、通勤による傷病は対象外とした。

【法律用語辞典】

公務一般に、国又は公共団体の事務を､これに従事する者の面からとらえていう場合

に用いる｡その事務が,法令により直接定められているものであるかどうかを問わず､また､企画

的管理的なものとであるとは問わない｡例えば、国家公務員災害補償法第1条において、

『公務上｣といい、恩給法第48条において｢公務ﾉ為｣といっている。「公務｣には、法令に直接

の根拠を有しない事務も単純な労務の性質を有する事務も含まれる。

なお、刑法ﾌ条において、 「公務員｣を定義して｢国又は地方公共団体の職員その他法令に
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より公務に従事する…職員｣といっている場合には､その事務が法令に基づき､一定の職務

権限を有している者を指し､単純な機械的･肉体的労働に従事する者は含まれないとされて

いる｡（なお､刑法2編5章の標題参照)。「公務員｣の項を参照。 【類語】 公用(ﾛ）

（参考）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

（退職年金制度）

第百二十五条職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、 公務に基く負傷若しくは疾病に

基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に
る制度か樹立し実施せられなけれはプらない ｡

（用例）

『その症状が固定し治療の効果が期待できない状態」

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（障害厚生年金の受給権者）

第四十七条障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因

する疾病（以下「傷病」という。 ）につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 （以下「

初診日」という。 ）において被保険者であった者が、当該初診日から起算して一年六月を経過

した日 （その期間内にその傷病が治った日 （その症状が固定し治療の効果が期待できない状態

に至った臼を含む。以下同じ。 ）があるときは、その日とし、以下『障害認定日」という。 ）

において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、

その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、 当該傷病に係る初診日の前日において、

当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期

間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二

に満たないときは、 この限りでない。

【第2項･第3項】

障害認定日において1～3級までの障害等級に該当しない場合でも､障害認定日から65

歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当するようになった場合には､その者の請求に

応じて公務障害年金を支給することとする(事後重症制度)。

【第4項】

公務傷病Aの初診日に組合員であった者が､既に公務傷病A(以下｢基準公務傷病｣とい

う｡）以外の公務傷病Bにより障害の状態にあり､基準公務傷病に係る障害認定日以後65歳

に達する日の前日までの間に､初めて､基準公務傷病による障害(以下｢基準公務障害｣とい

う｡）と他の公務傷病による障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害

の状態となったときは､基準公務障害と他の公務傷病による障害とを併合した障害の程度によ

る公務障害年金を支給する。

公務障害年金は、その他が非公務の場合は支給の対象とはしない。

なお、一元化前国共済法第SS条第2項は、 「公務」＋「公務外」の額の計算を規

定しているが、今回は同様の規定は措置しないこととしている。

「障害の症状の切り分け」については、国共済法施行規則第1 14条の13により

障害共済年金の決定の請求や改定の請求をする際に添付が義務づけられている診断書
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(国年・厚年が定める共通様式‘別添)によって、各々の障害について、初診日、障害
の原因、障害の症状等を確認している。

（公務の認定は、請求時の添付書類として「国家公務員災害補償法による実施機関の
長の証明書」を提出させることにより、行っている。 ）

【第5項】

前項の公務障害年金の開始月は､請求のあった月の翌月とし､請求があった翌月から支給
される。

(注）一元化前国共済法第S1条第2項は障害等級について規定していた(具体的な障害の
程度は政令で規定)。しかし､一元化法の改正の際に､第2条第3項において､障害等級
については厚年法第4ﾌ条に規定する障害等級を引用することとし､今回の改正では公務

障害年金の障害等級についても厚年法に規定する障害等級を活用することとするので、
一元化前国共済法第S1条第2項に相当する規定は設けていない。

（用例）

「に該当する程度の障害の状態になかった」

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

第四十七条のこ疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者で
あった者であって、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級（以下単に「障害等級

同日後六十五歳に達する日の前かつたものが、に該当する程度の障害の状態にね」という。 ）

その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つ
その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

日までの間において、

たときは、その者は、

2． 3 （略）

「に該当する程度の障害の状態になった」

○国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）
附則（昭和60年法律第105号）

（施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係）
第五条 （略）

2新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員で
ある間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十一条第二項に規定する障害等級』皇謹当立旦

場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎と
ができるときは、この限りでない。

茎度の の

する障害年金を受けることができるときは、

3 （略）

（用例）

「に係る初診日」

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（障害厚生年金の受給権者）

第四十七条障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因
する疾病（以下「傷病」という6 ）につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた曰 （以下「
初診日」という。 ）において被保険者であった者が、当該初診日から起算して一年六月を経過
した日 （その期間内にその傷病が治った日 （その症状が固定し治療の効果が期待できない状態
に至った日を含む。以下同じ。 ）があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。 ）
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において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、

その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、

当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期

間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二

に満たないときは、 この限りでない。

（参考）

○一元化前国共済法

（障害共済年金の受給権者）

第八十一条病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医

師又は歯科医師の診療を受けた日 （以下「初診日」という。 ）において組合員であったものが、

当該初診日から起算して一年六月を経過した日 （その期間内にその傷病が治ったとき、又はそ

の症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、当該治った日又は当該状態に

至った日。以下「障害認定日』 という。 ）において、その傷病により次項に規定する障害等級

に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年

金を支給する。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状

態は、政令で定める。

3 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員で

あったもののうち、障害認定日において前項に規定する障害等級（以下「障害等級」という。

）に該当する程度の障害の状態になかった者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日まで

の間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者

は、その期間内に第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

4 前項の請求があったときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共

済年金を支給する。

5 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員で

あったもののうち、その傷病（以下この項において「基準傷病」という。 ）以外の傷病により

障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間に

おいて、初めて、基準傷病による障害（以下この項において「基準障害」という。 ）と他の障

害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になったとき（基準の請

求のあった月の翌月から始めるものとする。
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○ポイント

公務障害年金の額の計算方法を規定。

【第1項】

公務障害年金の額の算定式は､次のとおり。

公務障害年金の額

＝公務障害年金算定基礎額／公務障害年金の給付事由が生じた日の年齢(64歳未満の
ときは､64歳)に応じた終身年金現価率×調整率

「公務障害年金の給付事由が生じた日の終身年金現価率｣で除するのは､公務障害年金
の給付事由が生じた日以後､公務障害年金は終身で年金が支給されるため。
ここでいう｢年齢｣は受給権者の実際の年齢ではなく､第78条第4項で規定されている年金
額の計算上の年齢である｡したがって誕生日が4月から9月にある者は65歳に達する年の4月
から9月の間の年金額の計算上の年齢は64歳となる。

また､64歳未満の者には64歳の者に適用する終身年金現価率を用いることとしているが、
これは第2項で説明するように、 （65歳から支給が開始される)退職年金の5．334倍の水準
となるよう公務障害年金の水準を設定しており､また､年齢の若い者の終身年金現価率を設
定するとその率が大きくなり､逆に年金の額が小さくなってしまうことから､公務障害年金の額の
計算について64歳の終身年金現価率を用いることとした。

附則第14条において、当分の間､「64歳｣は｢59歳｣としている(附則14条)。

また、 「調整率を乗じて得た額｣とは､公務障害年金の支給額は､毎年､国民年金と同様に
支給額の水準が改定されるように、国民年金法第2ﾌ条に規定する改定率(以下｢改定率｣と
いう｡）に基づいて計算した率(調整率)を乗じることとするもの。

国民年金法の改定率は､名目賃金上昇率や物価変動率を基本に､更にマクロ経済スライド
の調整率も加味して前年度の支給額を改定するための率であり､平成16年を｢1｣としてその
後の年度の指標の累積率として表されている｡このため､調整率については､例えば平成29
年に公務障害年金の受給権を取得した者の支給額に改定率をそのまま乗じると平成16～2
S年度まで累積率まで乗じることとなってしまうので､「その年の改定率／公務障害年金の給付
事由が生じた日の属する年度の改定率＝調整率｣とすることにより､公務障害年金の給付事
由が生じた日の属する年度の調整率が｢1｣となるように規定している(第4項)。（想定問25(5
s頁参照)）

（用例）

Iに調整率を乗じて得た」

○一元化前国共法

第七十二条の六調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかか
わらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定によ
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り当該年度の基準年度以後再評価率（次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。 ）が当

該年度の前年度の基準年度以後再評価率（当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日

の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあっては、再評価率）を下回る

こととなるときは、一を基準とする。

2～5 （略）

【第2項】

第1項の計算に用いる公務障害年金算定基礎額を説明している｡この公務障害年金算定

基礎額の計算式は､給付算定基礎額を基に､第1号十第2号とする。 300月超の場合は第

1号十第2号。300月以下の場合は第1号のみ。

(公務障害年金算定基礎額の計算式）

給付算定基礎額×5．334【1級は8.001]/組合員期間の月数×3○○月---(第1号）

給付算定基礎額／組合員期間×(組合員期間の月数【300月以下は300】－3○○月）

【1級は×1．25】 ‐----(第2号）

※障害等級1級のとき(第1号)の｢×5.334｣→｢×B.OO1」は､現在の公務等による

障害共済年金でも職域部分の給付乗率が､ 1級は､2．3級の1．s倍の水準になっている

ので､新年金制度でもその水準を維持している。

※障害等級1級のとき(第2号)の｢×1．25｣は､現在の公務等による障害年金でも組合

員期間の月数が3○0月までに相当する部分については職域部分を手厚く措置している

が､3○0月を超える部分については公務外の障害共済年金と同様に取り扱うこととしてお

り､その場合、 1級は2．3級の1．25倍の水準になっているので､新年金制度でもその水

準を維持している。

このように､①組合員期間は最低3○○月は保障し(300月みなし)､②給付算定基礎額に

倍率(割増)を乗ずる際､(1)1級を2．3級よりも割増(2)3○○月までと3○○月を超える部分に

も倍率に差異を設けている。

算定式中の｢×5.334｣は､現行の退職共済年金の職域部分と公務等による障害共済年

金の職域部分とでは5.334倍の水準差があることから､退職年金の算定の基礎となる給付

算定基礎額の5.334倍と設定することにより､公務障害年金の水準を維持することとする(組

合員期間が3○○月の場合)。

○｢5．334｣の算出根拠

|退職共済年金のS○○月分の職域加算額×C=公務による障害共済年金の職域加算額！

i平均標準報酬額×1.O96/1○○○×3○○×C=平均標準報酬額×12×14.615/1○○｜

|よって、C=5．334
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なお､組合員期間が1○年未満であっても､終身退職年金及び有期退職年金のように給付

算定基礎額を2分の1とはしない。（現行の障害共済年金の職域加算部分も組合員期間の長
短による給付乗率の違いはないため）

また､公務障害年金の受給権を有することとなった以後も組合員であった場合は､公務障

害年金の支給は停止され､その期間は報酬に応じた掛金が徴収されるが､公務障害年金の

算定の基礎となる給付算定基礎額には反映しない(その後の組合員期間があっても､公務障

害年金の算定の基礎となる公務障害年金算定基礎額は改定しないが､別途､退職年金が計

算されることとなる場合(退職後､公務障害年金と退職年金の丈比べをする場合や障害が治

癒し退職年金しか受給できなくなる場合)は､その後の組合員期間分を含めて給付算定基礎
額を計算することとする｡）

（用例）

「乗じて得た額…． ．乗じて得た額」

○昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
（昭和42年法律第104号）

（昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定）

第十一条の三昭和四十七年三月三十--R以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日に

おいて現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる

額の合算額を二百四十で除し、 これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得

た額に改定する。

一二十四万円

二通算退職年金の仮定俸給（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・

二九三を乗じて得た額（昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係

る通算退職年金にあっては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二

条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその退職の日に施行されていたとし

たならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給

の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして昭和

四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした

場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみな

された額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応

(その額が三百七じ同表の下欄に掲げる率 篭じて得た額に 二九二を乗しー'号た畠‘

十二万円を超える場合には、三百七十三万円）を十二で除して得た額より少ないときは、

その除して得た額）をいう。 ）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2～6 （略）

○昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律（昭

和42年法律第105号）

（昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定）

第七条の三地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定による通算退職年金の

うち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一
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日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる

額の合算額を三百四十で除し、 これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得

た額に改定する。

一二十四万円

二通算退職年金の仮定給料（前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・

二九三を乗じて得た額（地方公務員共済組合の組合員であった者に係る新法の規定によ

る通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものにあっては、

その乗じて得た額が、昭和四'一九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第

一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行さ才'ていたとしたならばその者の通算

退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に十二を乗じて得

た額を基礎として、 当該通算退職年金を退職年金とみなして第一条から第二条の四まで

の規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎と

なった第一条第一項第一号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その

額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じ

(その額が三百七十二万円を超える場合には、三

iより少ないときは、その除して得た額）をい

て得た額に 九三を:Lじて'日･た童

百七十二万円）を十二で除して得た額より少ないときは、

う。 ）の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2～6 （略）

I三百且」

○一元化前国共済法

（障害共済年金の額）

第八十二条 （略）

一平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数（当該月数が三

百月未満であるときは、三百且）を乗じて得た金額（障害の程度が障害等級の一級に該当

する者にあっては、当該金額の百分の百二十五に相当する金額）

二平均標準報酬額の千分の一・○九六に相当する金額に組合員期間の月数（当該月数が三

百月未満であるときは、三百月）を乗じて得た金額（障害の程度が障害等級の一級に該当

する者にあっては、当該金額の百分の百二十五に相当する金額）

2 前条第一項若しくは第三項の場合において障害共済年金の給付事由となった障害が公務若

しくは通勤による傷病（以下「公務等傷病」という。 ）によるものであるとき、又は同条第

五項の場合において同項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるもので

あるときにおけるこれらの規定による障害共済年金（以下「公務等による障害共済年金」 と

いう。 ）の額の算定については、前項第二号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、平

均標準報酬額に十二を乗じて得た金額の百分の十四・六一五（障害の程度が障害等級の一級

に該当する者にあっては、百分の二十-一・九二三〉に相当する金額（組合員期間の月数が三

百月を超えるときは、 当該金額にその超える月数一月につき平均標準報酬額の千分の一一 ・○

九六（障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあっては、千分の一・三七）に相当する

金額を加えた金額）とする。

3 ．4 （略）
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【第3項】

公務障害年金の給付事由が生じた者が既に退職年金の支給を受けているときは､その者
の給付算定基礎額は減少しているので､前項のままではその額が過大になってしまう｡このた

め､この場合の給付算定基礎額を

公務障害年金の給付事由が生じた日の終身退職年金算定基礎額×2

として計算する。

給付算定基礎額を計算するのにその受給権者の終身退職年金算定基礎額を用いるのは、
有期退職年金の場合は支給期間が2○年､ 10年で年金算定基礎額が異なり､また既に一時
金を支給しているケースもあるためであり､受給権者に共通の指標として終身退職年金算定基
礎額とするもの｡なお､組合員期間が10年未満の場合は終身退職年金算定基礎額は給付
算定基礎額の1／2に計算されているので､「x2｣を乗じることとする。

【第4項】

調整率は､毎年度、国民年金法の改定率の改定に合わせて改定し､その年度の4月分以
後の公務障害年金の額の計算について適用する｡（想定問24(57頁)参照）

なお、「公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率｣となっているが、

国民年金法第27条に規定する改定率は､平成16年度を1とし､その後毎年度定められてき
たものであり､他方､公務障害年金の対象は､初診日が一元化以後（27.10.1以後)にあるも

のと整理していることから、 「公務障害年金の給付事由が生じた日｣である当該公務障害年金

の請求の日が､初診日以後の障害認定日より更に後となるため､「年度における改定率｣が存
在しないことはあり得ない。

また､未裁定3階の障害共済年金については､一元化法附則第36条により､なおその効力

を有するものとされ､改正前国共済法が適用されるため､改定率の適用問題は生じない。

（用例）

○-．元化前国共済法

（再評価率の改定等）

第一号に掲げる率（以下「物価変動率」という

た率（以下「名目手取り賃金変動率」という。

再評価率については、毎年度、第七十二条の三

。 ）に第二号に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率

妻の四月分以イ ！．）

【第5項】

公務障害年金には､その額と厚生年金(2階)の額の合計額について最低保障額を設ける

こととする｡公務障害年金の額が､障害等級に応じて定める最低保障額に改定率を乗じて得

た金額から厚生年金相当額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た金額を当

該公務障害年金の額とする。

公務障害年金は､公務上の傷病に起因する障害について､本人に一定の所得保障を行う

ものであり､従来から､2階部分と3階部分とを合わせた水準で最低保障額が設けられてきたと

ころ。
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新たな公務員制度としての年金制度は公的年金たる2階部分とは異なる制度ではあるが、

公務上の障害を受けた本人に対する年金所得の最低保障としては､公的年金部分と合わせ

て従来の水準を保障することが適当であると考えられることから､2階部分と合わせた最低保

障額を設定し､これから2階部分の支給額を控除した額を支給することとする。（想定問26(5

9頁)参照）

障害等級1級4, 152,600円 (16年度価格）

障害等級2級2,564,800円 (16年度価格）

障害等級3級2,320,e○○円 (16年度価格）

【第6項】

前項で規定している「厚生年金相当額」の内容を定める。厚生年金相当額は、公務

障害年金の受給権者がその権利を有する

①障害厚生年金の額（障害厚生年金の支給要件（被保険者期間の2/3以上の保険

料納付期間・保険料免除期間があること）を満たさないために障害厚生年金を受

ける権利を有しないときは、その要件が満たされたと仮定した場合に計算される

障害厚生年金の額）

②老齢厚生年金の額

③遺族厚生年金の額（遺族厚生年金の支給要件（被保険者期間の2/3以上の保険

料納付期間・免除期間があること）を満たさないために遺族厚生年金を受ける権

利を有しないときは、その要件が満たされたと仮定した場合に計算される遺族厚

生年金の額）

④①～③の年金に相当するものとして政令で定める年金の額

⑤①～④の年金を同時に受ける（併給）ことができるときは、その合計額（遺族厚

生年金と老齢厚生年金の両方の受給権を有する場合は、まず本人の老齢厚生年金

が支給され、それを上回る遺族厚生年金が更に支給されるので、 この場合も両者

を合計する必要がある）

のうちの最も高い額とする。 （→この最も高い額を第5項各号の金額から控除して、

公務障害年金の最低保障額を決定することになる。 ）

④の政令で定めることとしている年金は、厚生年金に相当する給付を想定しており、

・ 一元化法附則第3フ条第1項の規定により 「なおその効力を有する」ものとされ

た一元化法による改正前の国共済法の年金（退職共済年金、障害共済年金、遺族

共済年金など）のうち2階部分に相当する部分（＝職域部分を除いた部分）

・ 一元化法附則第61条第1項の規定により 「なおその効力を有する」ものとされ

た一元化法による改正前の地共済法の年金及び第79条の規定により 「なおその

効力を有する」 ものとされた一元化法による改正前の私学共済法の年金のうち2

階部分に相当する部分

を政令で規定することを予定している。

なお、厚年法による障害手当金（一時金）については、障害等級3級より軽度の

障害の者に支給されるものであり、障害等級3級以上の者に支給される公務障害年金
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は受けることができる対象者が異なることから、 この障害手当金の額は控除の対象と
はしない。

【第ﾌ項】

公務障害年金の額の計算に関して省令委任規定を設ける｡省令においては､調整率の小
数点以下､例えば3桁などの規定を置く。

なお､国民年金法の改定率は､政令により小数点以下3桁まで定めている。
24年度の改定率○.982

23年度の改定率O.985

（参考）

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）
（実施機関）

第二条の五この法律における圭施闘週は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定
める者とする。

－－次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者（以下「第一号厚
生年金被保険者」という。 ）の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬（第二十八条
に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。 ） 、事業所及び被保険者期間、第一
号厚生年金被保険者であった期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。 ）に基づ
くこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民
年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出
金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並
びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務厚生労働大臣
二国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者（以下「第二号厚生年金被保険
者」という。 ）の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、
第二号厚生年金被保険者であった期間（以下『第二号厚生年金被保険者期間」という。 ）に
基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る
国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第
一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律
の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務国家
公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
三・四 （略）

（障害厚生年金の受給権者）

第四十七条障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因
する疾病（以下「傷病」という。 ）につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 （以下「
初診日」という。 ）において被保険者であった者が、当該初診日から起算して--年六月を経過
した日 （その期間内にその傷病が治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状態
に至った日を含む。以下同じ。 ）があるどきは、その日とし、以下「障害認定日』という。 ）
において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、

おいて、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
あり、
一金の被保険苔則1首当該初診日の属す ケE

該被保険者期間の三分の二期間が当斗免除期間とを合算したる保険料納付済期間と保険間に係
一一

に満たないときは、 この限りでない。

(国庫負担等）
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第八十条

以下この項において同じ。 ）が納付する基礎年金拠出金及

の事務の執行に要する費用の負担については、 この法律に

実施機関（厚生労働大臣を除く3

び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、

定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。

○国民年金法

（年金額）

第二十七条

(昭和34年法律第141号）

(次条第一項の規定により設定し、老齢基礎年金の額は、七十八万九三閨に‐‐ ：

I司条（第一項を除く。 ）から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同

じ。 ）を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨て、五十円

以上百円未満の端数が生じたときは、 これを百円に切り上げるものとする｡!）堂堂二ゑ。ただし、
保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲
げる月数を合算した月数（四百八十を限度とする。 ）を四百八十で除して得た数を乗じて得た

額とする。

一保険料納付済期間の月数

二保険料四分の一免除期間の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月

数を限度とする。 ）の八分の七に相当する月数

三保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一←免除期間の月数を控除

して得た月数の八分の三に相当する月数

四保険料半額免除期間の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免

除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ）の四分の三に相当する

月数

五保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た

月数の四分の一に相当する月数

六保険料四分の三免除期間の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一

免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度

とする。 ）の八分の五に相当する月数

七保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除

して得た月数の八分の一に相当する月数

八保険料全額免除期間（第九'一条の三第一項の規定により納付することを要しないものとさ

れた保険料に係るものを除く。 ）の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四

分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合

算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ）の二分の一に相当する月数

(改定率の改定等）

第二十七条の二 六牛洩 ◎

に掲げる率（以ト物価変動率攻定率につv〕ては、 という。 I2 第一

び第三号に褐1 ，を乗じて得た率（以下名目手取り賃金変動;芋 う｡）を基準としてとい

年金たる給付について適用する。改定し、当一年度の四月以降の

当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数（総務省において作成する年平均の全国消

費者物価指数をいう。以下同じ。 ）に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の

比率

イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金各

法の被保険者、組合員又は加入者（以下「被用者年金被保険者等」という。 ）に係る標

準報酬額等平均額（厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬

額等平均額をいう。以下同じ。 ）に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保

険者等に係る標準報酬額等平均額の比率

ロ当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属

する年の前々年における物価指数の比率

イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

イ○・九一-○から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保

=一

ロー－一

一

一
一
一
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険法の規定による保険料率（以ド 「保険料率」 という。 ）の二分の一に相当する率を控
除して得た率

ロ○・九一○から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の
二分の一に相当する率を控除して得た率

3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場
合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。た
だし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4 前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

○国民年金法による改定率の改定等に関する政令（平成17年政令第92号）
（平成二十四年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定）

・九八二とする。翼疋型氏年金伝賞第一条 戎一十四年賎

(用例）

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

（障害厚生年金の受給権者）

第四十七条障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因
する疾病（以下「傷病」という。 ）につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 （以下
「初診日」という。 ）において被保険者であった者が、当該初診日から起算して一年六月を経
過した日 （その期間内にその傷病が治った日 （その症状が固定し治療の効果が期待できない状
態に至った日を含む。以下同じ。 ）があるときは、その日とし、以下「障害認定日」 とい
う。 ）において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日
において、 当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、 当該
被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間
の三分の二に満たないときは、 この限りでない。

「…者が受ける権利を有する○○年金～」

○国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）
附則（昭和六○年法律第一○五号）

（更新組合員等であった者の退職年金の支給停止の特例）

第五十三条

2 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組
については、旧共済法第七十七条第二項及び誉が受ける権利を有する退職年金合員等であった

旧施行法第十六条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第七条第一項第二号から第四号まで
の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じ
て得た金額に相当する部分に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給
の停止は行わない。

○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）
附則（昭和四四年法律第九三号）

（増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であった者に関する経過措置）

第十条

5 前項の規定により改定される年金の額が、昭和四十五年三月三十一日において同項に規定す
(増加退隠料等を受ける

の額に同日において現

こり少ないときは、その

金、減額退職年金又は廃疾年金る者が現に受ける権利を有立畳退
権利を有しないものとした場合に受けることとなる廃疾年金に限る。 ）の額に同日におI

に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、
額をこれらの年金の額とする。
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「～の規定の適用がないものとして」

○一元化前国共済法

第七十八条

2前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民
年金法第二十七条に規定する改定率（以下「改定率」という。 ）であって同法第二十七条の三

改定したもの（以下「賃金変動等改定率」の規定の適用がないものとして及び第二十七条の五

という。 ）を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、 これを切り捨て、

五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 ）とし、同項

に規定する子については一人につき七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額（そ

のうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金

額とし、 これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未

満の端数があるときは、 これを百円に切り上げるものとする。 ）とする。

「～に相当するものとして政令で定めるもの･ ･ ･」

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）

（支給の調整）

第二十六条の四 手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつ

を受けることができるときは、その価額の限

給が停止されているときは、この限りでない。

に相当するものとして政令で定めるものて、

度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、

「～と併せて…受けることができるときは…」

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

附則（平成八年法律第八二号）

（存続組合が支給する長期給付）

第三十三条

5特例年金給付（国家公務員共済組合法第七十四条第一項又は昭和六十年国共済改正法附則第

十一条第一項の規定によりその支給が停止されているものを除く。 ）の受給権を有する者が、

次の各号に掲げる年金たる給付を当該 圭剋冒 酬 ‘‘ せて 受けることができると 当該

特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に基づき計算した年金た

る長期給付の額（国家公務員共済組合法第七十四条第二項の規定（他の法令においてその例に

よることとされる場合を含む。 ）により支給の停止を行わないこととされる額（以下この項に

おいて「職域相当額」という。 ）があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。 ）から、

当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して
得た額に職域相当額を加算した額とする。

一～三 （略）

「～のうち最も高い額」

○保険法（平成二十年法律第五十六号）

（重複保険）

第二十条

2二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額（各損害

保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項

において同じ。 ）を超える場合において､･保険者の一人が自己の負担部分（他の損害保険契約

がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん

補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。 ）を超えて保険給付を行い、 これ

により共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保

険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
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(参考）
増部藷遺族年金の最低函

皇雌塁進
○公務障害年金は、公務上の傷病に起因する障害について、本人に一定の所得保障を行う
ものであり、従来から、 2階部分と3階部分とを合わせた水準で最低保障額が設けられて
きた。

○退職等年金給付は公的年金たる2階部分とは異なる制度ではあるが、公務上の障害を受
けた本人に対する所得保障の最低保障としては、公的年金部分と合わせて従来の保障水準
を確保することが適当であり、 2階部分と合わせた最低保障額を設定し、 これから2階部
分の支給額を控除した額を支給することとする。
○仮に、公的年金でない3階部分の給付額によって、公的年金である2階部分の給付額が
変動するような制度設計を行うとすれば不適切と考えられるが、今回の制度設計は、公的年
金でない3階部分の給付額を決定する際に､公的年金である2階部分の給付額を参照する
仕組みに過ぎず、公的年金でない3階部分が、公的年金である2階部分の給付に何らかの
影響を与えるものではないので、問題はないと考えている。
○なお、3階部分だけの最低保障額を設定するとすれば、特に、加入期間の短い若年公務
員において、 2階部分（障害厚生年金）と3階部分（新たな公務障害年金）を合わせた給
付水準が現行よりも低下する傾向があり、適切ではないと考えている。
○他制度の給付状況等を引用して、自制度の計算に修正を加える例としては、
①現行の国共済法第87条の4において､国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年
金が支給される場合は、障害共済年金のうち職域部分を停止する規定、 （他制度の支給が
あることにより自制度を減額する例）

②国家公務員退職手当法第10条において、 「一般の退職手当」として支給された額が、
雇用保険法の規定による失業等給付総額より少ない場合には、その少ない額を「特別の
退職手当」として支給する規定、 （他制度の高さに満たない分を、自制度で加算する例）
③雇用保険法第61条の4第5項において、休業期間中の賃金支給率が40%超80未満の
場合、雇用保険法の規定により育児休業給付金として計算された金額の80％から、事業
主から支払われた賃金を除いた額を、育児休業給付金として支給する規定、 （自制度で計
算した金額から、窓意的に変動する自制度外の支給金額を控除して、自制度の支給額と
する例)がある。

の全額国庫負担から-‐ ．‘ ；男.、 冒金の記三挺

○公務障害年金についての費用のあり方については、 「共済年金職域部分と退職給付に関
する有識者会議」報告書において、相互救済の精神に立って行われる制度であること、労
使折半の保険の中で対応することで公費の節約になる等の指摘もあることから、労使折半
の負担とすることとしたもの。

(参考） 一元化前国共済法第82条第4項が不要となる理由
一元化前国共済法第82条第4項には、障害共済年金の額を算定する場合の組合員期間及び
標準報酬月額については､障害認定臼の属する月までのものを基礎とすることを規定している
が、 これは同条における計算の対象となる期間及び時点を明確にするために、必要な規定であ
った。

今回の改正で、公務障害年金の額は、 「給付事由が生じた日」における給付算定基礎額から
算定して得た年金額を、毎年、調整率により改定していくことになる。したがって、従来とは
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異なり、計算の対象となる期間及び時点は明確であるため、一元化前国共済法第82条第4項

と同様の規定は設けないこととする。

(参考） 一元化前国共済法第83条が不要となる理由

一元化前国共済法第83条には、受給権者に65歳未満の配偶者がいる場合に支給される加

給年金について、その対象範囲及び金額等を定めている。同様の規定が厚生年金保険法第50

条の2にも設けられている。

一元化法による改正で、共済年金制度の2階部分は厚生年金になるため要件を満たせば、厚

生年金の加給年金が支給されることになる。

なお、従来の公務上の障害共済年金の給付財源は100％国庫負担とされてきたが、新たな

公務障害年金の給付財源は労使折半により積み立てられ、本来ならば各々の組合員に退職年金

として還元すべき積立金の中から給付することとしている。 この限られた財源を有効に活用す

るため、新たな公務障害年金は、相互救済の観点及び公務員制度の一環として求められる年金

制度の観点から、付随的な給付は抑制することとしており、加給年金は設けないこととしてい

ることから、新3階について同様の規定は不要である。
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○ポイント

障害の程度が変わった場合は､その障害の程度に応じて公務障害年金の額を改定するこ
ととし､一元化前国共済法第S4条と同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

障害の程度が減退したとき又は増進した場合であって､その者の請求があったときは､減退

し､又は増進した後の障害の程度に応じて､公務障害年金の額を改定する。

なお､減退の場合はその者の請求は要せず､省令の規定により年1回提出される障害の状

態等に関する届出に基づき､保険者である連合会の職権により改定が行われる。

【第2項】

障害等級が1 ．2級の公務障害年金の受給権者が､65歳に達する日の前日までの間に､そ

の他の公務傷病により3級以下の障害の状態となり､これらを併合した障害の程度が当該公

務障害年金の給付事由となった障害の程度よりも増進した場合(2級→1級)であって､その者

の請求があったときは、増進した後の障害の程度に応じて、公務障害年金の額を改定する。

【第3項】

公務障害年金の受給権者が65歳以上であるときは､その障害の程度が増進しても､年金

額の改定は行わない。 （公的年金でも､65歳以上の改定は行わないこととしている。

これは､65歳以上になると障害の程度の増進が障害そのものによるものか､加齢|こよるもの

かの判断ができないという考え方も背景にあると思われる｡）

（用例）

「その期間内に～があったとき」

○刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）

第四百十八条上告裁判所の判決は、宣告があった日から第四百十五条の期間を経過したとき、

又はその期間内に同条第一項の申立があった場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定

があったときに、確定する。

○一元化前国共済法

（障害の程度が変わった場合の障害共済年金の額の改定）

第八十四条障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進

した場合においてその者の請求があったときは、その減退し、又は増進した後における障害の

程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。

2 障害共済年金（その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない

程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。 ）の受給権者であって、病気にかかり、

又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病（当該障害共済年金の給付事由となった障害

に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第八十七条第四項ただし書

において同じ。 ）の初診日において組合員であったものが、 当該傷病により障害（障害等級の

‐一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第八十六条第二項及び第八十七条
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第四項ただし書において『その他障害」という。 ）の状態にあり、かつ、 当該傷病に係る障害

認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となっ

た障害とその他障害（その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害）

とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となった障害の程度より増進した場合

においてその期間内にその者の請求があったときは、その増進した後における障害の程度に応

じて、その障害共済年金の額を改定する。

3 第一項の規定は、障害共済年金（障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に

限る。 ）の受給権者（当該障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法による障

害基礎年金が支給されない者に限る。 ）であって、かつ、六十五歳以上の者については、適用
しない。
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○ポイント

2以上の障害がある場合は､併合した障害の程度に応じて公務障害年金を支給することと
し､一元化前共済法第85条と同趣旨の規定を設ける。

（注)一元化前共済法第85条第2項､第3項は｢公務十公務外｣の併合に関する規定であり､第6項は障害
基礎年金との併給に関する規定であるため､今回の新制度では不要。

【第1項】

障害等級が1級又は2級の公務障害年金の受給権者に､更に公務障害年金を支給すべき
事由が生じたときは､前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。

(参考) 1 ． 2階部分と3階部分の給付事由及び障害等級が異なる場合が生じることについて
一元化前共済法の障害共済年金では、基準傷病以外の傷病は、組合員である間に初診日
のある傷病に限らず、厚生年金や他の共済年金の加入期間中に初診日のある傷病も含まれ
ることとなっているが、公務障害年金はあくまで公務上の傷病を給付事由として支給する
ものであることから、基準傷病以外の傷病も組合員期間中の公務上の傷病に限られること
になる。従って、 「公務十公務外」の障害がある場合、 1 ． 2階部分は併合されるが、 3
階部分は併合されないため、 1 ． 2階部分と3階部分の給付事由及び障害等級が異なる場
合が生じ得る。

【第2項】

併合された障害の程度に応じて新たに公務障害年金の受給権が生じたときは、従前の公
務障害年金の受給権は消滅する｡2つの受給権を発生させて第75条の4の規定により併給
調整する方法もあるが､一般的に障害を併合して支給する公務障害年金の額の方が従前の
公務障害年金よりも高額であると考えられることから、一律に従前の公務障害年金の受給権
を消滅させる。

【第3項】

前項の規定により一律に従前の公務障害年金の受給権を消滅させていることから､従前の
公務障害年金の受給権者が､前項の規定による障害の併合を行った場合において､併合後
の公務障害年金の額が､従前の公務障害年金の額を下回った場合は､従前の額を併合後の
公務障害年金の額とする。

（注)従前の年金を強制的に消滅させていることとの関係上、予防的に講じている措置｡一般
的には考えにくいが､障害等級は等級表にあてはめて判断されるものであり､場合によっ
ては下位等級に該当しないとも限らないため、一元化前共済法にもこのような規定が設け
られている。

(参考）一元化前国共済法第86条の規定が不要となる理由

現第86条の規定は、障害等級が1級又は2級の障害共済年金の受給権者（公務及び公務外）
が、国共済の組合員ではなくなった後に障害となる傷病〈公務外）が発生した場合の併合の取扱
いを定めているが、新たな年金制度においては、国共済の組合員でなくなった後に発生した傷病
は公務上の障害ではあり得ず、公務障害年金の対象にはならないため、同様の規定は設けない。
（国共済の組合員であるうちに2つ以上の傷病の初診臼がある場合は、第86条による。 〉
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○一元化法前国共済法

第八十六条障害共済年金の受給権者（当該障害共済年金の給付事由となった障害について国民

年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。次項において同じ。 ）が、同法による障

害基礎年金（当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。 ）を受け

る権利を有するに至ったとき（当該障害基礎年金の給付事由となった障害が前条第一項に規定

する更に障害共済年金を支給すべき事由であるときを除く。 ）は、当該障害共済年金の給付事

由となった障害と当該障害基礎年金の給付事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、

当該障害共済年金の額を改定する。

2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法第三十四条第四項の規定により併合された障

害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となった障害の程度より増進したとき（当該併合され

た障害に係る同項に規定するその他障害が第八十四条第二項の規定による障害共済年金の額の

改定の事由となったその他障害に該当するものであるときを除く。 ）は、同法第三十四条第四

項の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。

（用例）

○一･元化前国共済法

（二以上の障害がある場合の取扱い）

第八十五条障害共済年金（その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該

当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条及び次条において同

じ。 ）の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を

併合した障害の程度を第八十一条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。

2 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金（障害共

済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。 ）を支給す

べき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によ

る障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害

を併合した障害の程度による障害共済年金の額の算定については、第八十二条第一項第二号に

掲げる金額は、同号及び同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とす

る。

－その者の公務等傷病による障害について算定されるべき第八十二条第二項の金額

二その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病に

よらない障害と併合した障害の程度に応じ算定した第八十二条第一項第三号に掲げる金額か

ら当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害につ

いて算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額

3 前項の規定は、同項の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対し

て更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じ

た場合について準用する。

4 障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害

共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。

5 第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満た

ないときは、第二項（第三項において準用する場合を含む。 ）並びに第八十二条第一項及び第

二項の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもって、第一項の規定によ

る障害共済年金の額とする。

6 第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が､当該併合

したいずれかの障害を給付事由とした国民年金法による障害基礎年金を受けることができる

ことにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、

当該障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とは併合しないことができる息 この

場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例

その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
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第B7条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等） 【新設】

○ポイント

一元化前国共済法第Sフ条と同趣旨の規定を設ける。

（注）一元化前共済法では障害共済年金の額と報酬（給与）の額の合計額を基準に2階部分の全
部又は一部の支給が停止される仕組みであったが、その場合でも職域部分は全額支給停止と
なっていた。これらを規定していた同条第2項、第3項は今回の新制度では不要。
なお、公務障害年金の受給権を有することとなった以後も組合員であった場合は、その期
間は掛金が徴収されるが、公務障害年金の算定の基礎となる給付算定基礎額には反映しない．
（その後の組合員期間があっても、公務障害年金の算定の基礎となる公務障害年金算定基礎
額は改定しないが、別途、退職年金が計算されることとなる場合（退職後、公務障害年金と
退職年金の丈比べをする場合や障害が治癒し退職年金しか受給できなくなる場合）は、その
後の組合員期間分も算入して算定することとなる。 ）

【第1項】

公務障害年金の受給権者が組合員として在職中であるときは､その支給を停止する。

なお､在職中に払い込まれた掛金は､退職年金の算定の基礎となる給付算定基礎額には

反映されることになる｡このため､退職年金の支給要件を満たしたときに､併給調整によりいず

れか1の年金を選択することになる。

【第2項】

公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級の1～3級に該当しなくなったときは、

公務障害年金の支給を停止する。

ただし､その受給権者が65歳に達する日の前日までの間に､公務障害年金の給付事由と

なった障害とその他の公務障害とを併合した障害の程度が障害等級1級又は2級に該当する
こととなったときは､併合した障害の程度に応じて､公務障害年金の額を改定し､その支給停

止を解除することになる。

（用例）

○一元化前国共済法

（組合員である間の障害共済年金の支給の停止等）

第八十七条障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の
支給を停止する。

2 ． 3 （略）

4障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その該当しな

い間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害共済年金（その権

利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある

受給権者に係るものを除く。 ）の受給権者が病気にかかり、 又は負傷し、かつ、その病気又は
負傷に係る傷病の初診日において組合員であった場合であって、 当該傷病によりその他障害の
状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間におい

て、当該障害共済年金の給付事由となった障害とその他障害（その他障害が二以上ある場合は、

すべてのその他障害を併合した障害）とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に
該当するに至ったときは、 この限りでない。
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(参考） 一元化前国共済法第87条の2が不要となる理由

一元化前国共済法第87条の2には、障害共済年金の受給権者が再就職して他の被用者年金

制度の組合員等となった場合に、その受ける給与の額に応じて退職共済年金の額のうち「厚生

年金相当額」の一部の支給を停止する規定が設けられていた。 これは、昭和61年の制度改正

で、共済年金各法が同様の措置を講ずることとしたが、厚生年金ではこのような支給停止の規

定が設けられていない。

共済年金制度の2階部分は今回の一元化により厚生年金となるため、新3階について同様の

規定は不要である。
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第SS条(公務障害年金の失権） 【新設】

○ポイント

公務障害年金の失権事由について､一元化前国共済法第S7条の3と同趣旨の規定を設
ける。

公務障害年金は､その受給権者が次のいずれかに該当することとなったときに消滅する。

①死亡したとき←退職年金と同様に公務障害年金も一身専属の権利であるので､受給
権者が死亡したときは､当然に失権

②障害等級の1級～3級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき(65
歳に達した日において､障害等級に該当する程度の障害の状態でなくなって3年を経過して

いない場合を除く｡）←65歳までは受給権が発生する可能性があるため

③障害等級に該当する程度の障害の状態でなくなって3年を経過したとき(3年を経過した
日において､65歳未満であるときを除く｡）

（用例）

○一元化前国共済法

（障害共済年金の失権）

第八十七条の三障害共済年金を受ける権利は、第八十五条第四項の規定によって消滅するほか、
障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一死亡したとき。

二障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五
歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起
算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。

三障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当
することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六
十五歳未満であるときを除く。

「に該当することなく～を経過していない」

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（失権）

第五十三条障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によって消滅するほか、受給権
者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

一 （略）

二障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十
五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から

起算して障害等級に該当する程度の障害の状態廷該当することなく三年室豊過L工k塾堕と

きを除く。

三 （略）
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第4目公務遺族年金

第89条(公務遺族年金の受給権者） 【新設】

○ポイント

新制度では公務遺族年金を支給することとしているが､その場合の支給要件などについて

規定｡一元化前国共済法第SS条と同趣旨(ただし､公務上の傷病による死亡に限定)の規定

を設ける。（想定問12(問28)頁参照）

【第1項】

公務遺族年金の支給要件は次のとおりとする。

①組合員(現役の公務員)が公務上の傷病により死亡したとき(公務により行方不明となっ

た組合員が､失除宣告により死亡したとみなされたときを含む。）。

②組合員であった者が､在職中の公務上の傷病により初診日から5年を経過する日前に死

亡したとき｡組合員であった間に初診日がある傷病により死亡したときに受給権が発生する

ものであり､その傷病とは関係のない事由に基づいて死亡した場合には､この要件には該当

しない。

③障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が､当

該公務障害年金の給付事由となった公務傷病により死亡したとき。

従って第1号から第3号までの要件を整理すると､公務遺族年金が支給されるのは、

組合員が死亡した場合、

、
、

班
榊
ｊ
ｊ
件
件
要
要
号
号
１
３
第
第
く
１ (第3号要件)在職中、

公務傷病が理由で死亡したとき(即死を含む｡）

置者が、その給付事由(1 ．2級に限る)となった

つまり､公務により重い障害になるほどの傷病を

公務障害年金の受給権者が、その給付事［

公務傷病が原因で死亡したとき(つまり､公務により重（

負いそれが原因で死亡したとき）

また､組合員であった者が死亡した場合、

(第2号要件)在職中に初診日があり､初診日から5年以内に､その公画;望j5､が＝因で退賄

後に死亡したとき(つまり､公務により初診日から短期間しか生存できないほど重

い傷病を負いそれが原因で死亡したとき)

(第3号要件)公務障害年金の受給権者が､その給付事由(1 ．2級に限る)となった在職中の

公向,〃･が原因で､退職後に死亡したとき(つまり､公務により重い障害になるほ

どの傷病を負いそれが原因で死亡したとき）

第1項の第1号から第3号までは､第2項と異なり､保険料の納付期間が25年といった要件

はかかっていないため、公務員になってすぐに公務により死亡した場合でも該当することになる。

3○○月のみなし規定は､本人の意思によらない退職を余儀なくされ死に至ったが､公務傷

病さえ負わなければ､退職年金の受給権を得る程度の期間は公務員人生を全うしたであろう

と考えられること､また､遺族の悲痛さは計り知れず､その生活の支えとして積極的に救済すべ

き場合とも考えられるため､第1項の要件に該当する場合は3○○月みなしの規定の対象とする。
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【第2項】

退職年金の受給権者であり､かつ､現行の退職共済年金の受給に必要な加入期間の要件

(25年)を満たしている者が､公務傷病により死亡したときの支給要件を規定している。

機能強化法による厚年法の改正によって､老齢厚生年金の支給要件(厚年法第42条)の
うち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間については25年以上から10年以
上に短縮されたが､遺族厚生年金の支給要件のうち長期要件(厚年法第58条第1項第4

号)の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間については25年以上はのままで

短縮されていない｡本項において期間を25年以上としているのは､機能強化法改正後の厚年
法による遺族厚生年金の支給要件と同じとなっている。

この場合､在職中に障害等級が3級以下の障害となる程度の公務傷病を負い､その全遥
したとき(つまり､退職年金の受給権を得る程度の長生きはでき退職壱詞は

たが､公務により軽い障害になる程度の傷病を負い､それが原因で死亡したとき)となる。

第2項は､第1項に比べると､遺族の悲痛さは比較的軽いと考えられるが､死亡の原因が公

務による軽い障害になる程度の傷病を負ったことであるため､職員として忠実に勤務していた
期間が長期にわたる者に限り､その遺族を救済するものである。

なお､現行のように､第1号から第4号まで並べて規定する案もあり､その場合､第2号と第4

号あるいは第3号と第4号の間で要件を両方満たす場合があるため､それぞれの場合を溶け
込ませて規定する方法も考えられるが､救済の趣旨の違いを明確化するため従来の第4号を

第2項として､項を書き分けることとする。

（参考）

○一元化前国共済法

（遺族共済年金の受給権者）

第八十八条組合員又は組合員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺
族に遺族共済年金を支給する。

－・ 組合員（失除の宣告を受けた組合員であった者であって、行方不明となった当時組合員で
あった者を含む。 ）が、死亡したとき。

二組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日がある傷病により当該初診日

から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡し
たとき。

四退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、死亡したとき。

2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であった者が同項第一号から第三号までの
いずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求し
たときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当する
ものとし、同項第四号には該当しないものとする。

（用例）

「死亡したとみなされた」

○船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）
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附則（昭和四十六年法律第七十二号）

第十七条この法律による改正後の船員保険法第二十三条第一項の規定は、昭和四十六年十一月

一日前に行方不明となり、失蹉の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したと6 被なさ』 ÷

保険者であった者の遺族についても、適用する。

「傷病により死亡した」

○恩給法（大正十二年日法律第四十八号）

附則（昭和二十八年法律第百五十五号）

（戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与

の特例）

第三十五条の二 （略）

2 （略）

3 この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利について

は、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否に

つき、総務大臣又は恩給法第十二条に規定する局長に対して行政不服審査法（昭和三十七年法

律第百六十号）による不服申立てをすることはできないものとする。

「を経過する日前に死亡したとき」

○機能強化法の改正前の厚生年金保険法

（受給権者）

第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに

至ったときに、その者に支給する。

一六十五歳以上であること。

二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が三十五年以上であること。

（受給権者）

第五十八条遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、

死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保

険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算

した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、 この限りでない。

一 被保険者（失除の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保

険者であったものを含む。 ）が、死亡したとき。

二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日が

ある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡し

たとき。

四老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条第二号に該当する者が、死亡したとき。

2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号

までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を

請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該

当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

○機能強化法の改正後の厚生年金保険法

（受給権者）
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第四十二条老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに
至ったときに、その者に支給する。

一一六十五歳以上であること。

二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がゴ亜以上であること。

（受給権者）

第五十八条遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、

死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保

険者期間があり､かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算
した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、 この限りでない。

一被保険者（失践の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保

険者であったものを含む。 ）が、死亡したとき。

二被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日が

ある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が､死亡し

たとき。

呆険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十王四老齢厚生年金の受給権者

遡言些工亜至塾三腿至J-X旦医隆魁遡蝿遡固皇遅隆圭逸隆遡固上堂負篁L蝿塑i三土
五年以上である者が、死亡したとき。

2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号

までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を

請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該

当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

（参考）

○国民年金法

第五条 （略）

2 この法律において、 「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者と
しての被保険者期間のうち納付された保険料（第九十六条の規定により徴収された保険料を含
み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要し
ないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。 ）
に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に
規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

（支給要件）

第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間（第九十条の三第一項の規
定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。 ）を有する者が六十
五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期
間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。

(参考） 一元化前国共済法第88条第1項第4号による長期要件を満たすための組合員期間等
を25年としている理由（機能強化法で変更していない理由如何）
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1．機能強化法において、遺族基礎年金が、 「仮に受給資格期間を10年とすると保険料の未納

期間の長い悪質な者の遺族に対しても遺族基礎年金が支給されることとなるが、 このような者

の死亡についてまで支給するとすれば、死亡日の前日までの被保険者期間のうち、保険料納付

済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることとしている支給要件が形骸

化することから、短縮の対象とはしない」ことと整理されたため、遺族共済年金においても足

並みを揃え、受給資格期間の短縮は行わないこととした。

2．新たな公務遺族年金においても、悪質な者の遺族への受給要件の緩和は必要ないと考えたた

め、引き続き必要な組合員期間等は25年とするものである。

(参考）遺族基礎年金等の受給資格期間を短縮しないことについて(厚生労働省年金局年金課の整理）

○遺族基礎年金は次のいずれかを満たす子又は子のある妻に、満額の老齢基礎年金の額（子

の数に応じて加算される）が支給される。

・死亡日の前日までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期

・間が3分の2以上あること

・保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上あること

・老齢基礎年金の受給権者が死亡すること

１
１

’

I
○こ才lについて、仮に受給資格期間を10年とすると以下のような者に対しても遺族基礎年金

が支給されることとなる。

・保険料納付済期間10年(20歳～30歳）

・保険料未納 30年（30歳～60歳）

・ 60歳で死亡

○上記のような者の死亡についてまで支給するとすれば、保険料死亡臼の前日までの被保険

者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

としている支給要件が形骸化することから、短縮の対象とはしないこととする。
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第90条(公務遺族年金の額） 【新設】

○ポイント

公務遺族年金額の計算方法を規定。

【第1項】

公務遺族年金の額の算定式は､次のとおり。

公務遺族年金の額

＝公務遺族年金算定基礎額／組合員又は組合員であった者の死亡の日の年齢(64歳未満
のときは､64歳)に応じた終身年金現価率×調整率

※「調整率｣については､第84条第1項を参照。

【第2項】

公務遺族年金算定基礎額は、「給付算定基礎額×2．25｣とする｡また､死亡した組合員

又は組合員であった者の組合員期間の月数が30○月未満のときは、 「給付算定基礎額×2．

25／組合員期間の月数×SOO月｣とする。

※ 「×225｣は､現行の遺族共済年金では組合員期間の｢3○○月みなし｣があることを前

提に､300月ペースで現行の退職共済年金の職域部分の水準と公務による遺族共済年金

の職域部分の水準を比較すると、 1 ：225となることから､公務遺族年金の水準も退職年

金の算定の基礎となる給付算定基礎額を225倍することにより､現行の公務による遺族

給付の水準を維持することとする。

なお､公務障害年金と同様､組合員期間が1○年未満であっても、退職年金のように給

付算定基礎額を2分の1とはしない(SOO月みなしがあるため)。
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０
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【第3項】

組合員又は組合員であった者が既に退職年金の支給を受けているときは､その者の給付算

定基礎額は減少しているので､前項のままではその額が過大になってしまう｡このため､この場

合の給付算定基礎額を

死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額×2

として計算する。

給付算定基礎額を計算するのにその受給権者の終身退職年金算定基礎額を用いるのは、

有期退職年金の場合は選択した期間が2○年と1○年の場合で残存する有期退職年金算定
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基礎額が異なり､また既に一時金を支給しているケースもあるためであり､受給権者に共通の

指標として終身退職年金算定基礎額を用いることとする｡なお､組合員期間が10年未満の場
合､終身退職年金算定基礎額は給付算定基礎額の1／2と計算されているが公務遺族年金

については､組合員期間が1○年未満であっても2分の1としないここととしているので､「X2j

とする。

【第4項】

調整率は､毎年度、国民年金法の改定率の改定に合わせて改定し､その年度の4月分以

後の公務遺族年金の額の計算について適用する｡（第S4条第4項と同趣旨）

（用例）

O一元化前国共済法

（再評価率の改定等）

第一号に掲げる率（以下「物価変動率」という

た率（以下「名目手取り賃金変動率」という。

第七十二条の三 写評価率については、 ：. 曾 里

に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率。 ）に第二号及び第三号に褐ける率を芽

）童基準として改定し、当該年度の四月 分以後の長 付について堂記する。

【第5項】

公務遺族年金には､その額と厚生年金（2階)の額の合計額について最低保障額を設ける

こととする｡第1項の規定による公務遺族年金の額が、 1,O38, 100円(16年度価格)に改

定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た額よりも少ないときは､当該控除し

て得た金額を当該公務遺族年金の額とする。

公務遺族年金は、公務上の傷病に起因する死亡について､遺族に一定の所得保障を行う

ものであり､従来から､2階部分と3階部分とを合わせた水準で最低保障額が設けられてきた。

新年金制度は公的年金たる2階部分とは異なる制度ではあるが､遺族に対する年金所得

の最低保障としては、公的年金部分と合わせて従来の保障水準を確保することが適当である

ことから､2階部分と合わせた最低保障額を設定し､これから2階部分の支給額を控除した額

を支給することとする。

【第6項】

前項で規定している「厚生年金相当額」の内容を定める。厚生年金相当額は、公務

遺族年金の受給権者がその権利を有する

①遺族厚生年金の額（遺族厚生年金の支給要件（被保険者期間の2/3以上の保険

料納付期間・免除期間があること）を満たさないために遺族厚生年金を受ける権

利を有しないときは、その要件が満たされたと仮定した場合に計算される遺族厚

生年金の額）

②老齢厚生年金の額

③障害厚生年金の額（障害厚生年金の支給要件（被保険者期間の2/3以上の保険

料納付期間・保険料免除期間があること）を満たさないために障害厚生年金を受

ける権利を有しないときは、その要件が満たされたと仮定した場合に計算される

障害厚生年金の額）

－175－



④①～③の年金に相当するものとして政令で定める年金の額
⑤①～④の年金を同時に受ける（併給）ことができるときは、その合計額（遺族厚
生年金と老齢厚生年金の両方の受給権を有する場合は、まず本人の老齢厚生年金
が支給され、それを上回る遺族厚生年金が更に支給されるので、 この場合も両者
を合計する必要がある）

のうちの最も高い額とする。 （→この最も高い額を百三万八千円から控除して、公務
遺族年金の最低保障額を決定することになる。 ）

④の政令で定めることとしている年金は、厚生年金に相当する給付を想定しており、
、 一元化法附則第37条第1項の規定により 「なおその効力を有する」ものとされ
た一元化法による改正前の国共済法の年金（退職共済年金、障害共済年金、遺族
共済年金など）のうち2階部分に相当する部分（＝職域部分を除いた部分）

、 一元化法附則第61条第1項の規定により 「なおその効力を有する」ものとされ
た一元化法による改正前の地共済法の年金及び第フ9条の規定により 「なおその
効力を有する」ものとされた一元化法による改正前の私学共済法の年金のうち2
階部分に相当する部分

を政令で規定することを予定している。

【第7項】

公務遺族年金の額の計算に関して省令委任規定を設ける｡省令においては､調整率の小
数点以下､例えば3桁などの規定を置く。

なお､国民年金法の改定率は､政令により小数点以下3桁まで定めている。
24年度の改定率○.982

23年度の改定率O.985

（参考）

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（実施機関）

第二条の五この法律における実腿僅閏は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定
める者とする。

一次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者（以下『第一-号厚
生年金被保険者」という。 ）の資格、第一-号厚生年金被保険者に係る標準報酬（第二十八条
に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。 ） 、事業所及び被保険者期間、第一
号厚生年金被保険者であった期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。 ）に基づ
くこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者､第一号厚生年金被保険者に係る国民
年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出
金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並
びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務厚生労働大臣
二国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者（以下「第二号厚生年金被保険
者」という。 ）の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、
第二号厚生年金被保険者であった期間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。 ）に
基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る
国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第
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一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律

の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務国家

公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

三・四 （略）

（受給権者）

第五十八条遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、

死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保

険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算

した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、 この限りでない。

一被保険者（失践の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保

険者であったものを含む。 ）が、死亡したとき。

二被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日が

ある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡し

たとき。

四老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条第二号に該当する者が、死亡したとき。

（国庫負担等）

第八十条

以下この項において同じ。 ）が納付する基礎年金拠出金及

の事務の執行に要する費用の負担については、 この法律に

実施機関（厚生労働大臣を除く。3

ぴ実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、

定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。

○国民年金法（昭和34年法律第141号）

（年金額）

第二十七条 老齢基礎年金の額は、七十八万九一円に‐‐ (次条第一項の規定により設定し、

l司条（第一項を除く。 ）から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同

じ。 ）を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨て、五十円
以上百円未満の端数が生じたときは、 これを百円に切り上げるものとする。 ）とする。ただし、

保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲

げる月数を合算した月数（四百八十を限度とする。 ）を四百八十で除して得た数を乗じて得た

額とする。

一保険料納付済期間の月数

二保険料四分の一免除期間の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月

数を限度とする。 ）の八分の七に相当する月数

三保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除

して得た月数の八分の三に相当する月数

四保険料半額免除期間の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免

除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ）の四分の三に相当す
る月数

五保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た

月数の四分の一に相当する月数

六保険料四分の三免除期間の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一

免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度
とする。 ）の八分の五に相当する月数

七保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除

して得た月数の八分の一に相当する月数

八保険料全額免除期間（第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとさ
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れた保険料に係るものを除く。 ）の月数（四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四
分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合
算した月数を控除して得た月数を限度とする。 ）の二分の一に相当する月数
(改定率の改定等）

こおける改定率は、一とする第二十七条の二平成十六年度I 0

副」ムーリ ュ

賃金変動率」
毒年度、第一号に拷

乗じて得た率（以下

2 一 ユ
マ l <K弓ノ

第三号に指

湊年度の四月J ：fの：釜双一
｡

成する年平均の全国消一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数（総務省において作成する年平均の全国消
費者物価指数をいう。以下同じ。 ）に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の
比率

ニイに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金各
法の被保険者、組合員又は加入者（以下「被用者年金被保険者等」という。 ）に係る標
準報酬額等平均額（厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬
額等平均額をいう。以下同じ。 ）に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保
険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属
する年の前々年における物価指数の比率

三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ○・九一○から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保
険法の規定による保険料率（以下「保険料率」という。 ）の二分の一に相当する率を控
除して得た率

ロ○・九一.○から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月-一日における保険料率の
二分の-一に相当する率を控除して得た率

3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場
合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。た
だし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4 前完項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

○国民年金法による改定率の改定等に関する政令（平成17年政令第92号）
（平成二十四年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定）

る改定率は、○・九八二とする調詐」氏年金法穿第一条 戎二十四年度 、

（用例）

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）
（障害厚生年金の受給権者）

第四十七条障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因

する疾病（以下『傷病jという。 ）につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日（以下

「初診日」 という。 ）において被保険者であった者が、当該初診日から起算して一年六月を経

過した日 （その期間内にその傷病が治った日 （その症状が固定し治療の効果が期待できない状

態に至った日を含む。以下同じ。 ）があるときは、その日とし、以~ド 『障害認定日」 とい

う。 ）において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある

場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日

において、 当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、 当該

被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間

の三分の二に満たないときは、 この限りでない。
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「･ ･ ･者が受ける権利を有する○○年金～」

○国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）

附則（昭和六○年法律第一○五号）

（更新組合員等であった者の退職年金の支給停止の特例）

第五十三条

2 旧施行法第七条第一雪項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組

については、旧共済法第七十七条第二項及び合員等であった 昔が受ける権利を有する退瑠

旧施行法第十六条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第七条第一項第二号から第四号まで

の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じ

て得た金額に相当する部分に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給

の停止は行わない。

○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）

附則（昭和四四年法律第九三号）

（増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であった者に関する経過措置）

第十条

5 前項の規定により改定される年金の額が、昭和四十五年三月三十一日において同項に規定す

る者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は廃疾年金（増加退隠料等を受ける
権利を有しないものとした場合に受けることとなる廃疾年金に限る。 ）の額に同日において現

に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その

額をこれらの年金の額とする。

「～の規定の適用がないものとして』

○一元化前国共済法

第七十八条

2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民

年金法第二十七条に規定する改定率（以下『改定率」という。 ）であって同法第二十七条の三

及び第二十七条の五の規 改定したもの（以~下「賃金変動等改定率」の適用がないものとして

という。 ）を乗じて得た金額（その金額に五十円未満の端数があるときは、 これを切り捨て、

五十円以上百円未満の端数があるときは、 これを百円に切り上げるものとする。 ）とし、同項

に規定する子については一人につき七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額（そ

のうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金
額とし、 これらの金額に五十円未満の端数があるときは、 これを切り捨て、五十円以上百円未

満の端数があるときは、 これを百円に切り上げるものとする。 ）とする。

「～に相当するものとして政令で定めるもの…」

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）

（支給の調整）

第二十六条の四 手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつ

当にi目当るものと｝て政令で定めフ を受けることができるときは、その価額の限

給が停止されているときは、 この限りでない。

て、

度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、

｛～と併せて…受けることができるときは…」

○厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）

附則（平成八年法律第八二号）

（存続組合が支給する長期給付）

第三十三条

5 特例年金給付（国家公務員共済組合法第七十四条第一項又は昭和六十年国共済改正法附則第

十一条第一項の規定によりその支給が停止されているものを除く。 ）の受給権を有する者が、
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当該次の各号に掲げる年金たる給付を労せて当該

特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に基づき計算した年金た
る長期給付の額（国家公務員共済組合法第七十四条第二項の規定（他の法令においてその例に
よることとされる場合を含む。 ）により支給の停止を行わないこととされる額（以下この項に
おいて「職域相当額」という。 ）があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。 ）から、
当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して
得た額に職域相当額を加算した額とする。
一～三 （略）

「～のうち最も高い額」

○保険法（平成二十年法律第五十六号）
（重複保険）

第二十条

2 二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額（各損害
保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、量里｡‐三塁主過止塑。以下この項
において同じ。 ）を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分（他の損害保険契約
がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん
補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。 ）を超えて保険給付を行い、 これ
により共同の免責を得たときは、当該保険者は、 自己の負担部分を超える部分に限り、他の保
険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
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第91条(公務遺族年金の支給の停止） 【新設】

○ポイント

一元化前国共済法第91条と同趣旨の規定を設ける。

公務遺族年金の遺族の順位は､①配偶者及び子､②父母､③孫､④祖父母であるが､公

務遺族年金は､組合員の死亡の当時､組合員によって生計を維持されていたこれらの者のう
ちの先順位者がその受給権を取得することとなり､それ以外の者は遺族としての資格を失うこ

ととなる(配偶者と子は同順位)。

一元化前国共済法の遺族共済年金の転給制度は､公務遺族年金では採用しない。

遺族である配偶者及び子､父母､孫及び祖父母については､次のような支給停止のルール

を設ける(これは厚生年金と同様の取扱いであり､その結果､遺族厚生年金と公務遺族年金

の受給者は一致)。

①夫、父母及び祖父母は､60歳になるまで､公務遺族年金の支給を停止する｡ただし､夫

が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは､支給は停止されない。

「夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有すとき｣とは､稼ぎ手であった妻が

亡くなった場合の父子家庭の夫のことであり､公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の

強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律62号)第1条による

国民年金法第37条の2の改正により､夫も遺族基礎年金の支給対象となったものである。

②配偶者が公務遺族年金の受給権を有しているときは､子への公務遺族年金の支給を停

止する。（配偶者への支給が停止されているときを除く｡）

③子が遺族基礎年金の受給権を有しており､配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない

ときは､配偶者への公務遺族年金の支給を停止する。

④配偶者又は子の所在が1年以上不明のときは､同順位者の一方である子又は配偶者の

申請により､所在不明のときに遡って､公務遺族年金の支給を停止する｡ （第92条）

⑤配偶者以外の受給権者が2人以上ある場合において、受給権者のうちの1人以上の者

の所在が1年以上不明のときは､他の受給権者の申請により､所在不明のときに遡って､そ

の者への公務遺族年金の支給を停止する。 （第93条）

【第1項】

夫、父母又は祖父母に対して支給する公務遺族年金は､その者がG0歳に達するまでは、

その支給を停止することとする。

公務遺族年金は、遺族の生活保障を目的とする給付であるため､終身退職年金と同様、

遺族の稼得能力があると認められる間はその支給を停止する趣旨である｡なお､妻に対しては

この項の規定は適用されないので､年齢に関係なく公務遺族年金が支給される。

【第2項】

子に対して支給する公務遺族年金は､同順位である配偶者が公務遺族年金を受ける権利

を有する間はその支給を停止する｡配偶者と子が遺族である場合は､原則として配偶者を優
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先させる趣旨であるが､配偶者に対する公務遺族年金の支給が第75条の5第1項､前項本
文､第3項本文又は次条第1項の規定により停止されている間は､停止は行われない｡

【第3項】

配偶者に対して支給する公務遺族年金は､その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金
の受給権を有しない場合で子が遺族基礎年金の受給権を有する場合には､その間､その支
給を停止することとしている。
ただし､子に対する公務遺族年金が､次条第1項の規定(所在不明による支給停止)により
支給が停止されている間は､配偶者への支給は停止しない。

一般的には､配偶者と子が遺族である場合には､配偶者に遺族基礎年金が支給されること
となるのであるが､たとえば､組合員の死亡当時子が先妻と同居していた場合又は組合員の
死亡後子が後妻と生計を共にしなくなったとき等のように､妻に対して支給される遺族基礎年
金の支給要件に該当しない場合(国民年金法第37条の2では､遺族基礎年金を受ける配偶
者に該当するためには､被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生
計を維持されていた18歳未満の未婚の子か障害基礎年金を受ける程度の障害の状態にあ
る2○歳未満の未婚の子と生計を同じくすることが必要である｡）があり､このように場合には遺
族基礎年金は子に支給されることとなるので､公務遺族年金についても､遺族基礎年金とあわ
せて子に支給することとしている。

【第4項】

配偶者と子は第42条の規定によって同順位の遺族とされているので､公務遺族年金は第
43条の規定によってその人数によって按分して支給されることとなるが､第2項本文の規定に
よって支給が停止された分は第1項の場合と異なり配偶者に支給する。

【第5項】

第2項の場合と同じように､第3項本文の規定によって停止が行われた分は､子に支給する。

（用例）

○一元化前国共済法

（遺族共済年金の支給の停止）

第九十一条夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、そ
の支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場
合には、その状態にある間は、 この限りでない。

2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止す
る。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止
されている間は、 この限りでない。

3 妻に対する遺族共済年金は、 当該組合員又は組合員であった者の死亡について、妻が国民年
金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金を受ける
権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条
第一項の規定によりその支給を停止されている問は、 この限りでない。

4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止す
る。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、そ
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の年金は、妻に支給する。

6第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止し

ている期間、その年金（前条の規定により加算する金額を除く。 ）は、子に支給する。

（参考）

○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法

律前の国民隼金法

（遺族の範囲）

第三十七条の二遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であ

った者の妻又は子（以下単に「壷」又は｢子｣という｡ ）であって、被保険者又は被保険者で
あった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものと

する。

一薑については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維
持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。

二 （略) 、

2被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規

定の適用については､将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の

当時その者によって生計を維持していたものとみなし、薑は、その者の死亡の当時その子と生

計を同じくしていたものとみなす。

3 （略）

○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法

律前の国民年金法

（遺族の範囲）

第三十七条の二遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者

であった者の妻又は子（以下単に「配偶者｣又は「子」という。 ）であって、被保険者又は被
保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当し

たものとする。

一配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計
を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること‘、

二 （略）

2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規

定の適用については、将来に向かって、 ､その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の

当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は；その者の死亡の当時その子

と生計を同じくしていたものとみなす。

3 （略）
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第92条【新設】

○一元化前国共済法第92条と同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

公務遺族年金を受ける権利を有する配偶者以外の受給権者のうち1人以上の者が1年以

上所在不明となった場合においては､他の受給権者の申請によって当該公務遺族年金の支
給停止を定めた規定である。

これは､公務遺族年金の受給権者が所在不明のため公務遺族年金の支給の目的が達せ

られない場合に､早期に権利関係を確定してその目的を達成しようとする趣旨から定められて
いるものである。

この場合､支給の停止が行われるのは、同順位者｢所在不明の間｣であるから､所在不明の

同順位者の所在が判明すれば､そのとき以後は再びその所在不明だった同順位者に支給が

開始されることになる。

【第2項】

前項の規定により年金の支給を停止した場合､その停止している間、同順位者からの申請
があったときは同順位者に年金を支給する。

通常は第43条の規定により等分して支給される公務遺族年金が､この場合は､同順位者

に上乗せ支給された年金も有効に支給されたことになり､所在不明であった同順位者の所在

が判明しても､所在不明であった同順位者にあらためて支給されることはない｡

（用例）

○一元化前国共済法

第九十二条遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるとき
は同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該受

給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。

2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同
順位者から申請があったときは同順位者に、次順位者から申請があったときは次順位者に支給
する。
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第93条(公務遺族年金の失権） 【新設】

○一元化前国共済法第gg条の2と同趣旨の規定を設ける。

【第1項】

公務遺族年金は､その受給権者が次のいずれかに該当することとなったときに失権すること

を規定する。

①公務遺族年金は、一身専属の権利であるから､終身退職年金や公務障害年金と同様に

死亡によって当然に失権する。（一元化前国共済法第93条の2第1項第1号）

この場合の死亡には、自然死のほか民法の規定による失蹉宣告により死亡とみなされた

場合(民法第SO条・第31条)等の法律上の死亡も含まれる。

②遺族が婚姻したときは､新たに親族関係が生じ､故人との関係は清算されると考えられる

ために失権事由としている。配偶者に限らず､子や父母等の場合も同様である。 （同項第2

号）

③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合は､②と同様に､故人との関係は

清算されると考えられるため失権事由としている。（同項第3号）

したがって､公務遺族年金の受給権者である子が後妻の養子となった場合や妻が死亡し

た夫の両親の養子となったような場合は失権しない。

④離縁は養子縁組の解消であり､これにより､組合員であった者との法定血族関係は失権

事由としている。（同項第4号）

例えば､本人の遺族に配偶と養子がいて､その配偶者と養子が離縁した場合､その養子

が失権する|まか､本人が養子であった場合であっても､本人が意思表示をすることは不能だ

が､生存者(この場合養父母)が離縁しようとするときは､民法829条第6項の規定により、

家庭裁判所の許可を得て､離縁することができることとされている。

⑤3○歳未満の妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき(子を有しないとき)は､公務

遺族年金の受給権を取得したときから､遺族基礎年金の受給権を有する妻が3○歳前にそ

の受給権が消滅したとき(その子と親子関係がなくなったとき)は､遺族基礎年金の受給権

が消滅したときからそれぞれ5年間で､失権する。

【第2項】

子又は孫に共通の失権事由を規定する。

① 1S歳に達すれば､一般的に就労年齢に達したものと考えられることから失権事由としてい

る。 （1級又は2級の障害状態にある者を除く｡）(同条第2項第1号）

② 1S歳に達した後､2○歳までの間に1級又は2級の障害状態がなくなれば、自らの稼得能

力を取得すると考えられるため､そのときに失権する。（同項第2号）

【新設】子又は孫がZQ歳に達したときに失権する｡③

一元化前国共済法では、障害1級又は2級の子･孫の失権は年齢に関係なく､障害の程度

が軽快した場合となっていたが、厚生年金は障害1級又は2級の子･孫は2○歳で失権する取

扱いとなっている(障害1級又は2級の場合は、自身の障害基礎年金が受給できるため)。この

ことを踏まえ、公務遺族年金の遺族についても､同様に2○歳で失権する取扱いとする。
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（参考）

○民法（明治29年法律第89号）

（離縁による親族関係の終了）

第七百二十九条養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血
族との親族関係は、離縁によって終了する。

（協議上の離縁等）

第八百十一条縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2～5 （略）

6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の
許可を得て、 これをすることができる。

（用例）

「親族関係」 「離縁」

○民法（明治29年法律第89号）

（離縁による親族関係の終了）

第七百二十九条養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族
との親族関儘は、墜建によって終了する。

○一元化前国共済法

（遺族共済年金の失権）

第九十三条の二遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
その権利を失う。

一死亡したとき。

二婚姻をしたとき（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったと
きを含む。 ） 。

三直系血族及び直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様
の事情にある者を含む。 ）となったとき。

四死亡した組合員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき。

五次のイ又は口に掲げる区分に応じ、当該イ又は口に定める日から起算して五年を経過した
とき。

イ遺族共済年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族共済年金と同一の
給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該遺族共
済年金の受給権を取得した日

ロ遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎
年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した
とき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

2 遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
その権利を失う。

一子又は孫（障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。 ）につ
いて、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。

二障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫（十八歳に達する日以後の
最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。 ）について、その事情がなくなったと
き。

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（失権）

第六十三条

2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
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消滅する。

一子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、

子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二障害等級の一級叉は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやん
だとき･ただし､子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあると

きを除く。
一
一
一
一
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第4節給付の制限

○一元化前国共済法第94条と同趣旨の規定を設ける。（一元化後国共済法第53条の7か
らの移動）

故意の犯罪により､又は故意に事故を生じさせた場合の遺族に係る給付制限及び重大な
過失により､又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかったことにより事故を生じさせ、
その程度を増進させ､又は回復を妨げたような場合の給付制限について規定。
故意の犯罪行為はそれ自体が反社会的行為であり､刑法上も処罰を受ける行為であるた
め､保険事故としての救済も講じられない。すなわち､組合員は､支給されるべき保険給付が
制限されることになる。

一元化法により､長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用されるこ
ととなり､故意の犯罪行為に係る給付の制限の規定は短期給付にのみ適用されることとしたが、
今回、退職等年金給付が新設されたことなり､短期給付に特化した規定であったものを退職
年金等給付を含めて、 「給付｣として規定する。

第1項での｢次項の規定に該当する場合を除き｣とは､次項に規定する遺族給付を支給する
場合を除くことを指している｡つまり､夫を故意に殺し公務遺族年金を受ける場合などには第2
項が適用になることとする。

また､第2項の後段では同順位者を故意の犯罪行為により､又は故意に死亡させることを想
定しており､同順位者が亡くなることになり､取り分が増えることになる。

（参考）

○一元化前国共済法

（給付の制限）

第九十四条この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、
負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合には、
その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る
給付は、行わない。

2 遺族共済年金である給付又は第四十五条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済
の給付（以下この項及び第百十一条第三項において「遺族給付」 という。 ）を受けるべき者が
組合員、組合員であった者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡
させた場合には、その者には、 当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であった者の死
亡前に、その者の死亡によって遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に
死亡させた者についても、同様とする。

3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療
養に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの
直接の原因となった事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその
回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、そ
の者には、 当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、 また、当該障
害については、第八十四条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に
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該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による障害共済年金の額の

改定を行うことができる。

○一元化後国共済法

（短期給付の制限）

第五十三条の七この法律により短期給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意

に、病気、負傷、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合に

は、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、死亡又は災害に係る短

期給付は、行わない。

2 第五十三条の二の規定により支給する支払未済の短期給付（以下この項及び第百十一条第三

項において「支払未済給付」という。 ）を受けるべき者が組合員、組合員であった者又は支払

未済給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、

当該支払未済給付は、行わない。組合員又は組合員であった者の死亡前に、その者の死亡によ

って支払未済給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者について

も、同様とする。

3 この法律により短期給付を受けるべき者が、重大な過失により、又は正当な理由がなくて療

養に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷若しくは死亡若しくはこれらの直接の

原因となった事故を生じさせ、又はその病気の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場

合には、その者には、当該病気、負傷又は死亡に係る短期給付の全部又は一部を行わないこと

ができる。

○一元化後厚年法

第七十三条の二被保険者又は被保険者であった者が、 自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過

失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死

亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又は

その回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
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第95条【新設】

○一元化改正前国共済法第95条と同趣旨の規定を設ける。（一元化後共済法第53条のS
からの移動）

組合が必要と認めて給付を受けるべき者の検診を受けることを求めた場合に､正当な理由
がなくこれに応じない者については､その者に係る当該給付の制限を行う旨を規定。

組合が､本法に基づく給付を支給する上に必要があると認めた場合､すなわち､給付を受け
ている者が故意に傷病の治癒を伸ばしたり､仮病の疑いがある場合､乱診乱療の疑いがある
場合､障害の状態の検診を求める場合等その支給に係る者に診断を受けるべきことを求めた
場合において､組合の求めに応ぜず､かつ､その応じられないことにつき社会通念上正当な理
由がないときは､給付の適正を期する観点から､その検診を求めた給付に対し制限することが
できることとしたもの。

一元化法により､長期給付(厚生年金保険給付)について厚生年金保険法が適用されるこ

ととなり､診察を受けないことによる給付の制限の規定は短期給付にのみ適用されることとなっ
たが､退職等年金給付が新設されたことなり､短期給付に特化した規定であったものを退職年

金等給付を含めて、「給付｣として規定する。

（参考）

○一元化前国共済法

第九十五条組合がこの法律に基く給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につ
き診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者がある
ときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

○一元化後国共済法

第五十三条の八組合がこの法律に基づく短期給付の支給に関し必要があると認めてその支給に
係る者につき診断を受けるぺきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じな
い者があるときは、その者に係る当該短期給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
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｢燕稟で薪壼珂
○一元化改正前国共済法第96条と同趣旨の規定を設ける｡（一元化後国共済法第94条か

らの移動）

組合員が掛金納付義務に違反した場合における制限について定めた規定｡組合員は､原

則として報酬その他の給与から掛金の控除を受けるが､報酬その他の給与が支給されない組

合員(停職者､無給休職者等)は､その控除が行われるべき､月の末日までに､その掛金に相

当する金額を組合に払い込まなければならないこととしており､これらの納付義務に違反して掛

金を払い込むべき月の翌月までに掛金の払込みがなかったときは､その者に係る給付の一部

を行わないこととする。

一元化法においても､組合が長期給付に係る組合員保険料を徴収することとしており､掛金

等の未納に係る給付の制限は､短期給付だけではなく､長期給付に関しても国共済法の適用

としていた。

今回、退職等年金給付が新設されたことなり､短期給付に特化した規定であったものを退

職等年金給付を含めて､「給付｣として規定する。

（参考）

○一元化前国共済法

第九十六条第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その
払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、政

令で定めるところにより、その者に係る給付の‐ ･部を行わないことができる。

○一元化後国共済法

第九十四条第百一・条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に

払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までに当該掛金等に相当する金額を組合

に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る短期給付及び長期給付の一

部を行わないことができる。
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第9ﾌ条【新設】

○一元化前国共済法第97条と同趣旨の規定を設ける。

禁銅以上の刑又は懲戒処分のような反社会的な行為又は職場の規律違反の行為があっ
た場合の給付制限を規定｡厚生年金にはこのような制限はないが､有識者会議の報告書を
踏まえて､給付の制限規定を設ける。

一元化法により｢職域部分｣は廃止されたので､懲戒処分等による職域部分の給付の制限
の規定は削除されたが､今回､新制度についても同様に懲戒処分等による給付の制限を行う
ことから､規定を設ける。

（参考1）

○一元化前国共済法

第九十七条組合員若しくは組合員であった者が禁鋼以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒
処分（国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除
く。 ）を受けたとき又は組合員（退職した後に再び組合員となった者に限る。 ）若しくは組合
員であった者が退職手当支給制限等処分（国家公務員退職手当法 （昭和二十八年法律第百八
十二号）第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等（同
法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。 ）の全部
若しくは-部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当すること
により同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又は
これらに相当する処分をいう。第四項において同じ。 ）を受けたときは、政令で定めるところ
により、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算
額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額の全部又は一部を支
給しないことができる。

2 遺族共済年金の受給権者が禁銅以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、

その者には、遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の一部を支給
しないことができる。

3 禁鋼以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職
共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職
域加算額に相当する金額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4連合会は、第－－項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職共済
年金又は障害共済年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手
当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、 当該退職手
当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。

（参考2）

○今回の案の第97条第1項及び第2項は「～を支給しないことができる。 」としているのに

対して、第3項は「その支給を停止する。 」としている。

※第1項は制定当初は「懲戒処分によって退職したときは～行わない。 」であったが、制定の翌

年、 「禁鋼以上の刑又は懲戒処分を受けた場合は～全部又は一部は、行わないことができる。 」

と改正され昭和60年の改正で「～支給しないことができる。 」 と改正されている。
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(社会保険である以上は全額を支給制年金④全部又は一部を支給しない○第1項の支給制限は

限することは適当でないとの考え方の下、政令上は一部の制限を行うこととしている。 ） こと

を踏まえて「行わない」と表現し、第3項の支給制限は（制定当初から「支給を停止する。 」

金の全額を支給しないと規定）は刑の執行を受けている間（刑務所に入所している間）は
一

ｰ

とを明らかにするため「支給を停止する」と表現し､規定振りを使い分けたものと考えられる。

第97条の改正経緯

○国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）制定当初の規定

第九十六条組合員若しくは組合員であった者が禁鋼以上の刑に処せられたとき、又は組合員が

懲戒処分によって退職したときは、その者には、その組合員期間に係る 長期給付の全部又

部は、行わない。

2 遺族給付を受ける権利を有する者が禁銅以上の刑に処せられたときは、その者には、遺族給

可の一部を行わないことができる｡“

3 禁鍋以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る笙全

である給付は旦一その刑の執行を受ける間 その支給を信 壷_里

【昭和三十四年法律第百六十三号による改正後】

第九十七条組合員若しくは組合員であった者が禁銅以上の刑に処せられた場合又は組合員が懲

戒処分（国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を

除く。 ）を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る

長期給付の全部又は-一部は、行わないことができる。

2 ． 3 （略）

【昭和三'一六年法律第百八十二号による改正後】

第九十七条

3 禁鎚以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る年金

である給付（通算退職年金を除く。 ）は、その刑の執行を受ける間その支給を停止する。

【昭和六十年法律第百五号による改正後】

第ﾉL十七条組合員若しくは組合員であった者が禁鋼以上の刑に処せられたとき又は組合員が懲

戒処分（国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を

除く。 ）を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る

退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金のうち障害共済年金の職

域加算額に相当する金額の全部又は一部を支給しないことができる。

2遺族共済年金の受給権者が禁鋼以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、

その者には、遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の一部を支給

しないことができる。

3 禁銅以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職

共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金のうち障害共済年金の職域加
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算額に相当する金額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

【平成二十年法律第九十五号による改正後】

第九十七条組合員若しくは組合員であった者が禁鋼以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒

処分（国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除

く。 ）を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となった者に限る。 ）若しくは組合

員であった者が退職手当支給制限等処分（国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十

二号）第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等（同法

第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。 ）の全部若

しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することに

より同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれ

らに相当する処分をいう｡第四項において同じ。 ）を受けたときには、政令で定めるところに

より、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額

又は障害共済年金のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額の全部又は一部を支給しな

いことができる。

2 ． 3 （略）

4連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職共済

年金又は障害共済年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは､国家公務員退職手
当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手

当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
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第6章費用の負担

第99条(費用負担の原則）

繩
國
(柱書き）

邇及塵罰 、 医雪並匪 並

Iの納付に要する費用

’
－

を含む。

(第1号） 短期給付に要する費用

匪3及匿函並園垂画及匿型
｜ ’
以外の事務費（4項の国等の負担を除く）

を含む

第3項(第2号を除く)(育休手当金及び介護手当金)の国等の負担

を除く。

(第2号）

ヨ(第3号）

認~豆~項顧T喜而国辱あ寶彊舂啄。及辰薊墓蕊毒吾翻

｜ …言費(4項の国等の負担を除○
を含み、

第2項第3号(公務等による障害共済年金､遺族共済年金）

を除く。

F完耐

ヨ(柱書き） (長期給付は厚年法において規定）

囿函及匿麺並医雪並匿麹並囿函及睡型並び医雪
L－－－

の納付に要する費用

i
l

の事務費（5項の国等の負担を除く）

’

を含み、

－195－

ウ
ニ
旬
Ｑ
■
凸

■
■
■
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画
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■
■
■ 引

曼鄭
‐
。
■
■
、洽 。

’
一
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ー

る；雪
■
■
■
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■■

■■
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山
主
,グィ

■
■
■
■ 給仁 -に要で

一
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第耳項(第2号を除く)(育休手当金及び介護手当金)の国等の負

を除く。

画(第1号）

(第2号）

今回の改正後

面函及睡型 、 医雪並塵這 合の事務に要する費用並

’
する費用の納付に要

L
を含む。

I(第1号）

圃璽苧麺及寧
以外の事務費（5項の国等を除く｡）

’

面團及睡到
I ｜
の納付に要する費用

｜ －

並

を含み、

認項(第2号を除く)(育休手当金及び介護手当金)の国等の負担

を除く。

(第2号）…し〕納付に要する費用

(第3号）厩霊壹壷罰二要する費用

腫藤專琴釜語研
の事務費（5項の国等を除く｡）を含む。

(今回の改正前の内容）

第1項･ ･ ･組合の給付に要するの算定方法を規定｡共済組合制度は､組合員の相互扶助を

目的とした保険制度であり､一般の社会保険同様、その財政計画を合理的かつ適正

に行うため､保険数理の技術を活用することとしている。

第2項･ ･ ･費用の負担割合を規定

第3項…組合の長期給付に要する費用は厚生年金保険料で充てることを規定

第4項･ ･ ･国又は行政法人造幣局､行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機
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構が公経済負担として負担する割合を規定

第5項…組合の事務費用に関しては、国が毎年度予算で定める金額を負担することを規定

（福祉事業の事務費用については､掛金･負担で負担）

第6項･ ･ ･労働組合専従職員である組合員の給付費及び福祉事業費について､国の事業主

としての負担金に相当する金額は、労働組合が負担することを規定したものである。

第7項･ ･ ･行政執行法人の職員である組合員の給付費､福祉事業費及び事務に要する費用

について、国の事業主としての負担金に相当する金額及び事務に要する費用につい

ては､行政執行法人が負担することを規定

第8項･ ･ ･行政執行法人の職員であって専従職員である組合員の給付費､福祉事業に要す

る費用について、国の事業主としての負担金に相当する金額については、労働組合

が負担することとし､事務に要する費用については、行政執行法人が負担することを

規定

(改正の内容）

【第1項】

（第1項の規定する内容）

一元化法改正前の第99条第1項は、 「組合の給付に要する費用｣として､短期給付及び長

期給付の両方をまとめて規定し､同項の柱書きの｢組合の給付に要する費用｣に含めるべき費

用として以下の項目を括弧書きで含むこととしている。

○納付に要する費用

前期高齢者納付金等､後期高齢者支援金等､介護納付金､基礎年金拠出金

○組合の事務に要する費用

一元化法の改正により、長期給付のうち退職共済年金等については厚生年金に一元化さ

れ､厚生年金保険給付に要する費用については基本的に厚生年金保険法において規定され

ることになったため､改正後の第gg条第1項は、 「組合の短期給付に要する費用｣として､短期

給付のみを規定することとし､長期給付に要する費用については､新たに第3項を設けて､そち

らで規定することとした｡第1項の柱書きの｢組合の短期給付に要する費用｣に含めるべき費用

として以下の項目を括弧書きで含むこととしている｡括弧書きの中に含まれる項目についても、

｢納付に要する費用｣に関しては長期給付に関連する基礎年金拠出金が削除され､また、 「組

合の事務に要する費用｣についても一元化法改正前は特に限定をしていなかったところ一元

化法改正後は短期給付に関連する事務に要する費用に限定されている。また､国等が負担

するものは除かれている。

○納付に要する費用

前期高齢者納付金等､後期高齢者支援金等､介護納付金

（育児休業手当金及び介護休業手当金の国等の負担するものを除く。 ）

○組合の事務に要する費用

短期給付､前期高齢者納付金等､後期高齢者支援金等､介謹納付金

（事務に要する費用のうち国等の負担するものを除く。 ）

今回の改正により、長期給付は厚生年金保険給付に退職等年金給付が加わることになっ
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たことから､第99条第1項は､一元化法改正前と同様に、 「組合の給付に要する費用｣として、

短期給付及び長期給付の両方をまとめて規定することとし、同項の柱書きの｢組合の給付に
要する費用｣に含めるべき費用についても､一元化法改正前の同じ以下の項目を括弧書きで
含むこととしている。

○納付に要する費用

前期高齢者納付金等､後期高齢者支援金等､介護納付金､基礎年金拠出金

○組合の事務に要する費用

以上の結果、第1項について､今回の改正前と改正後を比べると、 「組合の短期給付に要

する費用｣としていたところは､従前と同じ｢組合の給付に要する費用｣になり､また､同項柱書
きの括弧書きの含めるべき費用については､以下の項目が追加されたこととなる｡これらは､第
1項において､従前と同様､短期給付と長期給付の両方をまとめて､かつ､国等の負担するも
のも含めて規定することとしたことによるものである。

○納付に要する費用

基礎年金拠出金

（育児休業手当金及び介護休業手当金の国等の負担するもの）

○組合の事務に要する費用

長期給付､基礎年金拠出金

（事務に要する費用のうち国等の負担するもの）

(第1項の各号に規定する内容）

一元化法改正前の第1項の各号は､以下のとおりであった。

第1号短期給付に要する費用

第2号介護納付金の納付に要する費用

第3号長期給付に要する費用

一元化法の改正により､第1項から長期給付が除かれることになったため､一元化法改正後

の第1項の各号は､以下のとおり､第3号が削除され､第1号と第2号のみとなった。

第1号短期給付に要する費用

第2号介護納付金の納付に要する費用

今回の改正により､長期給付が厚生年金保険給付と退職等年金給付になったことから､再

び第3号が追加され､第1項の各号は､以下のとおりとなる。

第1号短期給付に要する費用

第2号介護納付金の納付に要する費用

第3号退職等年金給付に要する費用

具体的には、第1号は、一元化法による改正前の短期給付に要する費用の規定を復活す

る｡第2号の介護納付金の納付に要する費用は改正不要｡退職等年金給付に要する費用は

第3号に規定し､その費用の予想額の現価相当額から掛金及び負担金の予想額の現価相当
額を控除した額(国の積立基準額)と地共済に規定する地方の積立基準額の合計額と､退職

等年金給付積立金と地共済法に規定する退職等年金給付積立金及び退職等年金給付積
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立金の合計額とが､将来にわたって均衡を保つことができるようにすることを定める。

(第1項柱書きと各号の規定）

以上の結果､今回の改正により､第1項の柱書きについては､短期給付と長期給付をまとめ

て､かつ､国の負担するものも含めて全体を｢組合の給付に要する費用｣としており､それと､第

1号から第3号までに規定されているものとを比べると､厚生年金保険給付に関する事項が含

まれていないことになる。

ただし､今回の改正後の第1項の規定は、 「組合の給付に要する費用｣をまずトータルとして

規定することとし､そのうち費用と掛金及び負担金の関係を規定する必要があるものは第1号

から第3号までに規定することとし､厚生年金保険給付のように厚生年金保険法において定め

があるものについては別途第3項に規定を置くこととしたものである。

また､第4項第1号に規定する育児休業手当金及び介護休業手当金の国庫負担について

の取扱いは､改正前は第1項の柱書きから除いてあったが､改正後は､従前(現行の第gg条

第1項)の規定と同様､第1項の柱書きに含める形としている。

すなわち、改正前の第1項の柱書きは、短期給付に限定し､かつ、国負担の部分は除く形

で規定されていたが､改正後の第1項の柱書きは､従前(現行)と同様に､短期給付及び長期

給付についてまとめて､かつ､国負担の部分を含める形で規定しているものである。

(第1項の｢給付に要する費用｣のうち､第2項以降で負担する者又は負担割合が規定されて

いないものはないか。）

第1項の｢組合の給付に要する費用(事務に要する費用を含む)｣は､第1項から第S項の規

定において､負担する者及び負担割合が規定されている。

(退職等年金給付についての財政再計算）

第1項柱書きにおいて、 「第3号に規定する費用については､少なくとも5年ごとに再計算を

行うものとする｣としている｡これは、少なくとも5年に－度､将来の予想される積立金の運用の

予定利率や予定死亡率などを見直し､かつ､将来の組合員数の推移や公務障害･公務遺族

の発生の見込みなどの一定の前提を置いて､退職等年金給付の収入(掛金､公費負担､運

用収入)及び支出(給付)がどのようになるのか､将来の長期間にわたる見通しを計算するもの

である。

毎年度、 1○月に基準利率の見直しを行い､これに伴い給付算定基礎額に含まれる禾ﾘ子が

調整され､また､年金現価率の改定に伴い年金の額も改定される｡しかしながら､基準利率の

見直しは基本的には国債利回りの変動に対応したものであり､実際の積立金の運用の実績と

基準利率の見直しとの間には乖離が生じている可能性がある｡他にも､予定していた死亡率や

公務障害･公務遺族の発生状況などについても実際の実績は乖離が生じている可能性がある。

このため、少なくとも5年に－度､そうした実績がどのような状況になっていて､今後の新しい

推計がどうなるのかを計算し､必要に応じて､付与率や掛金率を見直し､年金現価率も改定を

行うなどの措置を講ずることになる。

(第1項第S号の規定の必要性）

上記のとおり､毎年度、 10月に基準利率の見直しが行われ､それに伴い給付算定基礎額に

含まれる利子や年金の額も調整されるが､積立金の運用の状況や死亡率、公務障害･公務

-199-



遺族の発生状況などについて､予定していたものと乖離が生じる可能性があることから､第3号

において､国共済と地共済の合算で積立基準額(将来の費用の予想額から将来の掛金･負担
金の予想額を控除した額の現価相当額)と現在保有している積立金とが将来にわたって均衡

が保たれるように掛金率等の設定を行う必要がある旨を規定しているものである。

なお､国共済連合会の共通事務費･管理事務費は､保険料(掛金･負担金)を財源とするも

のと､事業主(国及び独立行政法人等)負担を財源とするものとを区別し､毎年度の認可予算

で措置している。 ※国負担分は毎年度の予算に計上

･保険料を財源とするもの:受給権者等の通知(印刷･発想)費用､電算機借料､年金相談費

･事業主負担を財源とするもの:人件費､送金手数料､研修会､説明会経費

※厚生年金の事務費(厚生労働省年金局事業企画課会計室から聴取）

厚生年金保険法第81条第1項に規定する｢厚生年金保険事業に要する費用｣は､給付

費や事務費を含めた事業に要する費用の最も広い概念であり､同法はこれに充てるために

保険料を徴収することを定めている。

年金特別会計の歳入として計上される厚生年金の保険料が､特別会計法の規定により

事務費(業務取扱費)に充てられるまでの資金の流れは、以下のとおりであり､実際に保険

料が充当されている。

なお､厚年法第80条第2項において､一般会計は予算の範囲内で厚生年金保険事業

の事務の執行に要する費用を負担するとされているが､この規定は保険料を業務取扱費に

充てることを妨げるものではない。

(厚生年金保険料の資金の流れ）

一般会計

繰入繭§ ''3⑤
’

年金特別会計

I---－－ ~ － …一‐

蜂務勘ゞ歳岑 繰入
保険料一 一沙 厚生年金勘定一一シ
特会法§111③一イ 同§ lll③ニイ 同§ lll⑦一ハ

歳出

－－＞業務取扱費
同§111⑦ニイ

←今缶◇一ユー 一一一
－一

I － －－－－_…－－ 一■一凸一F－－－e一一一

1

同§ 1140

（参考）

○一元化前国共済法

（費用負担の原則）

第九十九条組合の給付に要する費用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付

金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第三項に

おいて同じ。 ）のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定

める職員を単位として、算定するものとする。 この場合において、第三号に規定する費用につ
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いては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

長期給付に要する費用（基礎年金拠出金の 弱付に要する費用（第三項（第 冒堂陸≦全一L
一
一
一
一

蹄び長舞の規定による同喧にﾐ冒正 名に係る国等の負 のを腸

む に、る こ 四の によるの に、 の、びに六

項及び第七項において旨 えて、 る四の にる、 〃－ の に、

陸.一亘にLIるものを臣 画一 .､二号において同じ。 ）に

の費用の予想額及び地方の組合の地 一士一 生,‐ ：合法第百十三条第項第

るものを＃ 、

ついては

三号に規定する長△』 に:皇 記の予』'- -1且 、11－と、 呈一 臣弓宗 i_金の

の長期給付に充てるべき積立金（以下この号において 国の積立頚、第三十五条の二二 三

宗 という。 ：二並びにれ‐ 一′Z 皇

第二＝の掛金ニ ー ．： ． 旦 同6 2 ！咄、 画E_主三十八条第一項において準用する

,男公を二 ：!： 、にてるぺきi‐ 牛、びロ 三八の八士 喧に害工，

期給付積立金（以下この号において「地方の積立金と総称する。 ）の額並びにそれらの

額の合計額の合算露 以降おとが 写計算を行”
乃子

引百年間に相』定連片 する鄭

の終了時に組合 l方の組合に係る長期給付の支耗 に支障が生じナ に に必い

の禰W令（田0
野寺冬

及ひ地方C ．『，

て財政の均衡を保つことができるようにすること．

○一元化後厚年法

（国庫負担）

第八十条国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の皇

分の一に相当する額を負担する。

2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務

（基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。 ）の執行に要する費用を負担する。

（保険料）

第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出金を含む。 ）に充てるた

め、保険料を徴収する。

2～4

（用例）

○独立行政法人農業者年金基金法（平成14年法律第127号）

（年金給付及び死亡一時金の額の基準）

第十九条年金である給付（以下「年金給付」という。 ）及び死亡一時金の額は、被保険者期間

の各月の保険料及び第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額

に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことがで

きるように計算されるものでなければならない。

【第2項】

第3号は､退職等年金給付に要する費用について、半分は掛金､半分は国庫負担とするこ

とを規定する。

(退職等年金給付が組合の事業とされていることについて）

退職等年金給付に関する業務の主要なものは連合会で実施される｡具体的には､第21条

第2項第2号に列挙されている以下の業務が挙げられる。

・退職等年金給付の決定及び支払

・退職等年金給付に要する費用の計算
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退職等年金給付積立金の積立て

退職等年金給付積立金の管理及び運用

地共済との財政調整拠出金の拠出及び受入れ

ただし､組合の業務は､短期給付､長期給付及び福祉事業を行うこととされ(第3条第3項)、

連合会は｢組合の事業｣のうち､上記に列挙されている業務を共同して行うため､全ての組合

をもって組織するものとして設立されている(第21条第1項)。

したがって､第2項において､退職等年金給付に関する業務は､組合の事業として規定され

ているところである。

【第3項）

一元化法において長期給付(厚生年金保険給付のみ)に係る規定を第3項に規定した｡今

回､長期給付は厚生年金保険給付と退職等年金給付を含むものとなり､第1項の｢組合の給

付に要する費用｣には長期給付を含むものとして位置づけている｡長期給付のうち退職等年金

給付については､第1項第3号において規定されているが､長期給付のうち厚生年金保険給

付については引き続き第3項において､厚生年金保険給付に要する費用については､厚生年

金保険法第81条第1項に規定する保険料をもって充てる旨を規定している。

「厚生年金保険給付に要する費用｣は､厚生年金拠出金の納付､基礎年金拠出金の納付

(国の負担を除く)、地共済への財政調整拠出金の拠出、事務に要する費用(国の負担を除

<)である。
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第1○○条(掛金等）

(今回の改正前の内容）

組合員の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月分の掛金等を徴収し､組

合員保険料について、その月に、再び同じ組合又は他の組合の組合員等となったときは、組

合員保険料の二重払いにならないように､この資格喪失に係るその月の長期給付に係る掛金

は徴収せず(第2項)、掛金率は､組合の定款で定めている(第3項)。

(改正の内容）

【第2項】

退職等年金給付に係る掛金は､厚生年金保険の組合員保険料にあわせることとし､その月

内に再び組合員となったとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したときは､その月を組

合員の資格を取得した月として第1項の規定を適用して掛金を徴収し､組合員の資格の喪失

に係るその月分としての掛金は徴収しないこととする。

【第3項】

掛金率のうち退職等年金給付の掛金率は、 （第24条第1項第8号の規定により)連合会の

定款で定めることとする｡（想定問2S(65頁)、問29(66頁)参照）

（連合会の定款で定めることについては、第75条第1項（付与率）の「連合会の定

款で定める」を参照。 ）

【第4項】

退職等年金給付の掛金率については、第75条第1項に規定する付与率を基礎として、公

務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める基準に従い､定めることとす

る。

○「その他政令で定める事情を勘案して」

掛金率の設定に当たっては、法律に規定されている「付与率」 、 「公務障害年金及

び公務遺族年金の支給状況」に加えて、 「国共済の退職等年金給付に係る将来にわた

る均衡」 「地共済の退職等年金給付に係る将来にわたる均衡」も勘案することを政令

で定める予定。

これにより、国共済と地共済の掛金率を揃えるための調整を行う。また、国・地方

を通じた財政の均衡が黒字又は赤字の場合に、掛金率の調整を行うこととする。

（国共済及び地共済の財政の均衡を勘案することについては、第7S条【第6項】の

下の（参考）を参照。 ）

また、退職等年金給付については､労使折半の保険料で運営することとしているが､その事

業主負担分は税金であり､追加拠出により保険料率が上昇していくことは国民の理解が得られ

ないことから、あらかじめ掛金率の上限を法律に定めることとし､現在の職域部分の保険料が

概ね1 ．S％程度であることを踏まえ､労使で折半した○.75％を上限とする。

(想定問SO(69頁)参照）
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(参考）現在の職域部分の保険料

平成24年度 1 ． 457％

平成25年度 1 ． 517％

※現行の共済保険料は1 ． 2． 3階ごとに区分して設定されていない。上記は、 ､公務員共
済の職域部分の保険料率に相当するものとして社会保障審議会年金数理部会において試
算されたもの

（参考）

【基準】と【基礎】の違い

①「基準」は「目安」で置き替えることができるものに使用
（主な例）報酬の額を「基準」として休業給付の額を調整

→①報酬の額と、②休業給付の額との丈比べで、①が②を下回る場合に、その差額を休業
給付として支給（報酬を得られる限度において給付を制限）するもの。

（用例）

○国共済法

（報酬との調整）

第六十九条傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、
その受ける金額を“n－として政その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、

令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給［その全部又は一部を支給しない。

②｢基礎｣は｢その‘麓となるもの｣ 、 「直接結びつくもの｣の意味で使用
（主な例）組合員期間を「基礎」として年金額を算定

→退職共済年金等の額を算定する上で、その計算式の一部に「組合員期間の月数」が組み

込まれている。

(用例）

○国共済法

（退職共済年金の額）

第七十七条

2組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき（当該退職した日の翌日から起算し

て一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。 ）は、前項の規定
組合員期間を算定の基礎としにかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの

て、 当該退職共済年金の額を改定する。
■■■■■■■■■■■

③一元化前国共済法第72条の2は、給付額の算定に用いる「平均標準報酬額」の定義を規定
しており、具体的な給付額の算定式等を規定しているものではないため、 「給付額の算定の基

礎となる平均標準報酬額」という言い方ではなく、 「給付額の算定の基姓墜量垈童平標準報
酬額」と規定しているもの。 （見出しは、分かりやすく 「具体的に給付額を算定する場合には

その額の基礎となる」という意味で「給付額の算定の基礎となゑ平均標準報酬額」と規定して

いる。 ）

このような整理に倣い、 この条での「付与率」については、実際に退職年金部分の掛金率を算

定する条であるので、－｢基礎」を用いる叉

【法令用語辞典】

基準（許可、免許等の） ある事柄を判断するための尺度となるものというが、近時の法令に

おいては、行政機関が、免許、許可、認可等の行政処分を行う場合に、そのよるべき基準を法令
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したことが多い。 ・ ・ ・普通である。 （電気事業法5，航空法101、道路運送法6等） 、 ロ

｢基礎」 ・ ・ ・記載なし

（用例）

「・ ・ ・を超えない範囲で｣､

○関税定率法

（便益関税）

第五条関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国（その一部である地域を含む。

以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。 ）の生産物で輸入され

るものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を

超えな睡範囲で、関税についての便益を与えることができる。
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第101条(掛金等の給与からの控除）

(今回の改正前の内容）

組合員の掛金等の徴収方法について規定したものである｡掛金等は､徴収の確実性を期す
るために､給与から控除する方式で徴収することとされている。

(改正の内容）

【第4項】

今回新設された退職等年金給付の掛金については､短期給付の掛金等と同様に組合は連

合会に払込みを行うこととする。

【第5項】

今回新設された退職等年金給付の掛金については､短期給付の掛金等と同様に組合は徴

収を要しないこととなった掛金等については､組合員に還付することとする｡例えば､掛金を徴
収した直後に月の中途で退職した場合のように､徴収したその月の掛金が結果的に徴収を要
しないこととなる場合である。
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第102条(負担金）

(今回の改正前の内容）

各省各庁の長､行政執行法人又は労働組合の事業主としての負担金納付義務等につい

て定めた規定。

国が組合に対して負担し､払い込むべき負担金については､毎月組合に払い込むべきこと

（第1項)、国､行政法人造幣局､行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構

が負担する負担金を､概算払により､組合に払い込み､事業年度末に精算できること(第2項)、

公経済主体として国､行政法人造幣局､行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病

院機構が負担する負担金を､政令で定めるところにより､組合に払い込むことを規定している

（第3項)。

また､退職等年金給付に要する費用､福祉事業に要する費用､厚生年金保険給付に要す

る費用及び組合の事務に要する費用に充てるべき、国､行政執行法人､労働組合が負担す

べき金額の全部又は－部を当該金額の払込みがあるごとに組合は､連合会に払い込むべきこ

とを規定している(第4項)。

(改正の内容）

【第4項】

第gg条第2項に第3号(退職等年金給付に要する費用)の規定を追加したが､この退職

等年金給付に係る掛金･負担金も､組合払い込みがあるごとに退職等年金給付の事務を行

う連合会に払い込む必要があることから､これを追加することとする。
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第六章の二地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

第102条の2(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金
の拠出

(今回の改正前の内容）

現行の規定の主旨は、

①国と地方の負担の水準の調整 →第102条の3第1項1号
長期給付(厚生年金保険給付及び基礎年金拠出金の拠出)に関して､総報酬額に対する

支出の割合を平準化させる。

②国と地方の長期給付の円滑な実施→第102条の3第1項第2号及び一元化法により
追加された第3号

長期給付(厚生年金保険給付)に関して､黒字保険者が黒字の範囲内で赤字保険者を支
援する。

長期給付(厚生年金保険給付)に関して､赤字保険者の赤字の額が当該保険者の前事業
年度末の実施機関積立金の額を上回る場合の財政調整(両保険者が赤字の場合でも調整）
となっている。

(改正の内容）

①の負担水準の調整は､厚生年金保険給付に適用し、

②の円滑な長期給付の実施の一環として､退職等年金給付の財政調整も行うこととするもの
で､前段の長期給付のみ厚生年金保険給付に適用に改め､後段は長期給付のままとする。

「厚生年金保険給付費｣として､厚生年金拠出金の納付､基礎年金拠出金の納付､その他

政令で定める費用を定めている｡地共済との財政調整においては､厚生年金拠出金及び基
礎年金拠出金ペースに費用の範囲を決めることで足りるので､財政調整拠出金を含める必要

はない｡また､事務費についても基本的には財政調整の対象とはしない｡ただ､将来､何らか

の費用を財政調整の対象に含める必要がある時のために､「その他政令で定める費用」は規
定を残しておくこととする。
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降下己三臺扇。
(今回の改正前の内容）

国共済と地共済の間の財政調整について規定している｡財政調整の内容は、

○第1項第1号

長期給付(厚生年金保険給付及び基礎年金拠出金の拠出)に関して､総報酬額に対す

る支出の割合を平準化

○第1項第2号

長期給付(厚生年金保険給付)に関して､黒字保険者が黒字の範囲内で赤字保険者を

支援

○第1項第3号

長期給付(厚生年金保険給付)に関して､赤字保険者の赤字の額が当該保険者の前事

業年度末の実施機関積立金の額を上回る場合の財政調整(両保険者が赤字の場合でも

調整）

(改正の内容）

【第1項】

第1号～第3号については、「長期給付｣及び｢長期給付等｣は､いずれも厚生年金保険給

付及び同給付に係るものを意味し､長期給付に退職等年金給付が新設された後も同様であ

るため､それぞれ｢厚生年金保険給付｣及び｢厚生年金保険給付等｣に改める。

第1号の｢厚生年金給付費｣については､第102条の2において定義されており､厚生年金

拠出金及び基礎年金拠出金などである。

第3号に規定する｢地方の実施機関積立金｣及び｢国の実施機関積立金｣は厚年法第29

条の2に規定する実施機関のうち､それぞれ地方分及び国分である､今回の改正で､地方の

実施機関積立金は厚生年保険給付積立金及び厚生年金保険調整積立金となり､国の実施

機関積立金は厚生年金保険給付積立金となる｡したがって､実施機関積立金を厚生年金保

険給付積立金に修正を行う。

第4号は､退職年金等給付に係る国共済と地共済の間の財政調整を規定する｡なお､退

職年金等給付は、当該給付に係る掛金と負担金を財源とし､ゼロから積み立てを行い､既存

の(施行日前の)積立金は活用しないこととしているため､財政調整も厚生年金保険給付に係

る財政調整とは号を分けて規定する。

国共済と地共済は、それぞれ､国共済法と地共済法の規定(国共済法は第99条第1項柱

書きにおいて､退職年金等給付に要する費用については少なくとも5年ごとに再計算を行うも

のとされている｡地共済法にも同趣旨の規定あり)に基づき､再計算を行う。

その結果､地共済に積立不足(地方の退職等年金給付積立金く(財政調整がないと仮定

して計算した)地方の積立基準額)、国共済に剰余(国の退職等年金給付積立金＞(財政調

整がないと仮定して計算した)国の積立基準額)となった場合に､国共済から地共済に財政調
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整拠出金の拠出を行う。

財政調整拠出金の額は､地方の退職年金等給付積立金の額が地方の積立基準額(財政

調整がないと仮定して計算した額)を下回った額の1／5に相当する額とする。 1／らに相当す
る額としているのは､再計算は5年ごとに行われていること､一度にこの不足額を解消すること
は資金移動の手数料や運用資産の現金化等のｺｽﾄがかかり非効率であること、 1／5ずつ償
却していけば10年で約9割は償却ができることなどの理由による｡なお、当該額が国の剰余
(国の退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額の額(財政調整がないと仮定して計算
した額)を上回る額)の額を上回る場合には、当該額を限度とする｡これにより､財政調整は剰

余の範囲内で行うことを規定。

なお､積立基準額は､退職等年金給付について､給付に要する費用の予想額の現価から、

掛金及び負担金の予想額の現価を控除した額として計算される(国共済については第gg条
第1項第3号で規定｡地共済|こついては地共済法で規定)。 （想定問32(71頁)参照）

IH

【地共済】【国共済】

【第2項･第3項】

第1項第2号及び第3号と同様に､「長期給付等｣を｢厚生年金保険給付等｣とする。

（用例）

「の現価」

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収）

第八十五条の三政府は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の-'一四第言一項及び第
三項の規定により第一号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第
一号改定者又は特定被保険者の加入員であった期間に係る老齢年金給付里星勉に相当する金額
の一部であって当該改定に係るものとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する

義務を負っている厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。

｢額の予想額の現価」
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○石炭鉱業年金基金法施行令（昭和42年政令第276号）

（責任準備金の積立て）

第十五条 （略)

2 （略）

3前二項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一

時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額

を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現

価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率

とする。

イ
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第七章審査請求

第10S条(審査請求）

(今回の改正前の内容）

組合が行う組合員の資格､給付に関する決定､掛金等の徴収､組合員期間の確認又は国
民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関して不服がある場合の審査請求
について規定している。

【第1項】

組合員の資格､短期給付に関する決定､厚生年金保険法第gO条第2項に規定する被保
険者の資格又は保険給付に関する処分等について不服がある者は､文書又は口頭で国家公
務員共済組合審査会に行政不服審査法による審査請求をすることができる。

(改正の内容）

退職等年金給付について､簡易かつ迅速に法律上の効果を発生させる必要があり､その決
定､掛金の徴収､確認又は診査に関して不服がある場合は､審査請求をすることができるよう
に､「退職等年金給付｣を追加する。

なお､厚生年金保険給付のうち国家公務員共済組合員期間については､引き続き国家公

務員共済組合審査会に審査請求を行うこととしている。

（参考）

○一元化後厚年法

（審査請求及び再審査請求）

第九十条 （略）

2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当
該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

そ公務員共夢-－第二条の五第一項第二号に定める者

合審査会
二第二条の五第一項第三号に定める者

組合審査会

三第二条の五第一項第四号に定める者

・共済事業団の共済審査会

玉家公務員共と ：

地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済

私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興

○一元化前国共済法

（審査請求）

第百三条組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金の徴収、組合員期間の確認又は国民年
金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国
家公務員共済組合審査会（以下「審査会」という。 ）に行政不服審査法（昭和三十七年法律第
百六十号）による審査請求をすることができる。

2 ． 3 （略）
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第S章雑則

第111条(時効）

(今回の改正前の規定）

消滅時効は､権利者が永くその権利を行使しないで放置する結果､その権利が消滅する制

度であるが､給付を受ける権利及び掛金を徴収し､又はその還付を受ける権利について､その

性質上､債権債務関係を長く不確定な状況に置くことが適当でないため一般債権よりも短期

に消滅させる等の特例を規定している｡なおへ国共済法に規定された事項のほかは､民法の

規定が適用される。

(改正の内容）

【第1項】

一元化法により短期給付に限定した規定としてものを､退職等年金給付を追加し｢給付｣と

する｡時効により､消滅するまでの期間については､一元化前の長期給付は5年としており､厚

生年金保険法においても年金たる給付を受ける権利が時効で消滅する期間は5年であるため、

退職等年金給付についても､5年とする。

【第3項】

一元化前は､組合員又は組合員であった者又は遺族給付受給権者のうち､先順位者又は

同順位者が生死不明のため､遺族給付(遺族給付以外の支払未済の給付を含む｡)の請求

ができない場合について､行方不明であった組合員又は組合員であった者が5年以上前に死

亡していることが判明した場合でも､その判明の日からe月内に遺族共済年金の請求があれば、

時効完成前の請求として､これらの給付が支給されることを規定していた。

一元化後は､一元化後国共済法第53条のう第2項で支払未済の短期給付を､「支払未済

給付｣と定義し､第111条第3項でもその定義を引用していたが､第53条の7の規定は､今回

の改正で短期給付･長期給付に共通する規定として第94条に移動し､公務遺族年金である

給付等を含めた支払未済の給付全体を｢遺族給付｣と定義したところである。

公務遺族年金については､一元化前の遺族共済年金と同様に､第111条第3項の規定を

適用させることが適当であるため､第94条第2項で定義した｢遺族給付｣を第3項でも引用す

ることとし､そのための改正を行う。

なお､第2号の｢先順位者｣については､例えば組合員が死亡した時点で､その死亡の直前

まで生計を－つにしていた配偶者(生きていれば先順位者)が行方不明となっていて､同時に

組合員と生計を－つにしていた父母(配偶者が生きていれば後順位者)もいた場合､最上位

者が不明なため父母が当初の遺族年金の請求ができないケースなど想定して､これらを救済

するものである。

(既に受給権が発生した後に｢先順位者｣が行方不明になった場合は､第92条により処理が可能）

また､一元化前の規定と同様に同項の｢遺族給付｣には､支払未済給付も含む概念としてい

るため､第44条の｢支払未済の給付の受給者の特例｣においても､支給すべき者を特定でき
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ない場合が想定される。

KKRによれば､ 「このような場合は、実務上､皆無に等しいと思われる｣とのことことであるが、

遺族の認定事務においては、あくまでも個別事案ごとに判断しているのが実態であり､例え組
合員が死亡した時点で､先順位の遺族が行方不明であっても､後に所在が判明し請求が出て
くる場合などを想定しながら､慎重に対処する必要があり、日本年金機構による厚生年金関係
の運用実態についても､同様に個別事案ごとに判断をしている(一義的な運用はしていない)と
のことであり、当然のことながら遺族の認定に関しては慎重かつ適切な運用が求められるところ。

従って､実際に､想定のような事態が発生する可能性が全くないとは言えないことから、当
初の遺族認定を日本年金機構とも連携し､慎重･適切かつ速やかに実施するとともに、 「先順
位者｣の規定を維持することにより､万一の場合に備えることとする。

(時効の停止について､厚生年金関係では法令上は同様の規定を設けていない｡）

（参考）

○一元化前国共済法

（時効）

第百十一条この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付につ
いては二年間、長期給付については五年間行わないときは、時効によって消滅する。
2掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によって消滅す
る。

3 時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその
者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることと
なった日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

一組合員又は組合員であった者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるも
の

二遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

○一元化後国共済法

（短期給付の制限）

第五十三条の七この法律により短期給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意
に、病気、負傷、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合に
は、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、死亡又は災害に係る短

期給付は、行わない。

2第五十三条の二の規定により支給する支払未済の短期給付（以下この項及び第百十一条第三
項において『支払未済給付」 という。 ）を受けるべき者が組合員、組合員であった者又は支払
未済給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、
当該支払未済給付は、行わない。組合員又は組合員であった者の死亡前に、その者の死亡によ
って支払未済給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者について

も、同様とする。

3 この法律により短期給付を受けるべき者が、重大な過失により、又は正当な理由がなくて療

養に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷若しくは死亡若しくはこれらの直接の
原因となった事故を生じさせ、又はその病気の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場
合には、その者には、 当該病気、負傷又は死亡に係る短期給付の全部又は一部を行わないこと
ができる。

（時効）

第百十一一条この法律に基づく短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から二年間行
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わないときは、時効によって消滅する。

2 （略）

3時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその

者に係る支払未済給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができるこ

ととなった日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

一組合員又は組合員であった者でその者が死亡した場合に支払未済給付を受けるべき者があ

るもの

二支払未済給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

４

-215-



第112条(期間計算の特例）
－

(今回の改正前の内容）

民法の到達主義(民法第9ﾌ条)に対する特例を定めた規定。

短期給付を受ける権利又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出は､所定期間内に
行使しないと時効又は除斥期間によって消滅するが､書面の郵送により請求又は申出をし､そ
の期間内に組合又は連合会に届かなかった場合に受給権者等が不利益を被ることのないよう
に､郵送日数をその期間に算入しないことを規定している。

この結果、期間経過後に組合又は連合会に書類が届いた場合にも､期間内に郵送したこと
が消印その他により立証されれば､その期間内に請求があったものとして取り扱われる。

(改正の内容）

退職等年金給付が新設されたため、短期給付に限定した一元化後の規定を長期給付を
含めた一元化前国共済法の規定振りとする。

（参考）

○一元化後の厚年法

（期間の計算）

第九十三条この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、 この法律に別
段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。

○一元化前国共済法

（期間計算の特例）

第百十二条この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に
係る期間を計算する場合において、その請求、 申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書
の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者
若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行
われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

○民法

（隔地者に対する意思表示）

第九十七条隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したと
きであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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｢臺丁雨声毫薑雲あ襄悪識、
(今回の改正前の内容）

市町村長は､組合の行う短期給付に関し､条例で定めるところにより､組合員等の戸籍につ

いて無料証明をすることができる旨を定めた規定である。

組合の行う短期給付に関して必要な場合に､市町村長は､組合員､組合員であった者又は

受給権者の戸籍について､無料で証明を行うことができることとされているが､地方自治の建

前から､その市町村の条例で定める場合に限って無料証明ができることとしている｡したがって、

当該市町村の条例においてその旨が定められていなければ､市町村長は、無料証明を行うこ

とはできないこととなる。

(改正の内容）

退職等年金給付が新設されたため､短期給付に限定した一元化後の規定を長期給付を含

めた一元化前国共済法の規定振りとし、 「短期給付を受ける権禾llを有する者｣を｢受給権者」

に改正する。

（参考）

○一元化後の厚年法

（戸籍事項の無料証明）

第九十汽条市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるとこ

ろにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うこと

ができる。

○一元化前国共済法

（戸籍書類の無料証明）

第百十四条市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六'一七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長）は、組合又は受給権者に対し

て、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であった者又は量給権者の戸籍
に関し、無料で証明を行うことができる。
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第114条の2(資料の提供） 【新設】

○一元化前国共済法第114条の2と同趣旨の規定を設ける。

○この条は、連合会が主に公務障害年金､公務遺族年金の最低保障額の算定を行う際に控

除する必要のある2階部分の年金である給付に関する資料の提供を年金機構､地方共済組

合又は日本私立学校振興･共済事業団に求めることができるようにするための規定。

○一元化後は、2階部分の年金である給付は厚年法による年金である保険給付だけでなく、一

元化法附則で｢なお効力を有することとされた改正前の地共済法等による年金である給付｣も

含める必要があるため､これらの年金である給付を包括的に規定することとする。

○政令では、厚年法による年金である保険給付に相当する｢なお効力を有するものとされた」

年金である給付について規定する予定である。

(参考）

O-元化前国共済法

（資料の提供）

第百十四条の二 連合会は、第九十三条の四に定めるもののほか、年金である給付に関する処
分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保
険給付、国民年金法による年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する第七-| ･九条第六
項 （第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。 ）に規定す
る政令で定める給付の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合若しくは日本私立学校振興
・共済事業団又は第七十九条第六項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、
必要な資料の提供を求めることができる。

○改正後の国共済法

（公務障害年金の額）

第八十四条 （略）

5 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級
のいず才lの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金

相当額を控除して得た金額より少ないときは、 当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額と

する‘

一一 障害等級一級四百十五万二千六百円

二障害等級二級二百五十六万四千八百円

三障害等級三級二百三十三万六百円

6 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保

険法による障害厚生年金の額（同法第四十七条第一項ただし書（同法第四十七条の二第三項、第

四十七条の三第二項、第五十三条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以

Fこの項及び第九十条第六項において同じ。 ）の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しな

いときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算

定した額） 、 I司法による老齢厚生年金の額若しくは同法による遺族厚生年金の額（同法第五十八
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条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただ

し書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額）若しくは同法による年金

たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金で

ある給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち

最も高い額をいう。

（公務遺族年金の額）

第九｜･条 （略）

5 第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生

年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金

の額とする。

6 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金

保険法による遺族厚生年金の額（同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族

厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規

定の例により算定した額） 、同法による老齢厚生年金の額若しくはI司法による障害厚生年金の

額（同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける樵利を有しないときは

同法第四十七条第一項ただし蕾の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した

額）若しくは同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はそ

の者が二以上のこれらの年金である給ｲ､jを併せて受けることができる場合におけるこれらの年

金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

※ 「地方の組合」は第55条第1項第2号で定義済み
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。[菫五函至処理）
(今回の改正前の内容）

短期給付額及び掛金額の端数の処理について規定している｡別段の定めがあるものを除き、

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律を準用することとする。

(改正の内容）

一元化前国共済法第115条第1項は長期給付の端数処理を､第2項は長期給付以外の

給付､掛金の端数処理を規定していたが､一元化の際に第1項を肖ll除し､短期給付に限定し

た規定に改正したところ。

今回、退職等年金給付が新設されたことから､一元化前の第1項に相当する長期給付に関

する端数処理の規定を第1項として追加し､改正前の規定を第2項に移動することとする。 （第

1項は｢前条(資料の提供)とのバランスを考慮して、 「退職等年金給付｣ではなく｢長期給付｣と

する｡長期給付には厚生年金保険給付も含まれるが､この項の適用については､第73条第2

項で第115条は適用除外とされているので問題はない｡）

なお､長期給付の額を算出する過程において円単位未満の端数があるときは､特段の定め

の内限り､銭単位まで計算し､銭単位未満の端数を四捨五入するものとされている。（運用方

針(通達)第115条関係）

また､現行では､加給の額は別途100円単位で計算することとしているが､新制度では､加

給に相当するものがないので､加給の額を100円単位で計算する規定は不要である。

（参考）

○一元化前国共済法

（端数の処理）

第百十五条長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長

期給付の額（第七十八条第一項、第八十三条第一項又は第九十条の規定により加算する金額を

除く。 ）又は当該加算する金額に五十円未満の端数があるときは、 これを切り捨て、五十円以
上百円未満の端数があるときは、 これを百円に切り上げるものとする。

2 前項に定めるもののほか、 この法律による給付及び掛金に係る端数計算については、別段の

定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和二十五年法律

第六十一号）第三条の規定を準用する。

○国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和25年法律第61号）

（国等の債権又は債務の金額の端数計算）

第二条国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの（以下「債権」 という。 ）又は国及

び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの（以下「債務」という。 ）の確定金額に一円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一一円未満であるときは、その全額を切り捨てるもの

とし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を ・円として

計算する。

3 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、

-220-



前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。
、

‐
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第121条(船員組合員の療養以外の短期給付の特例）

(今回の改正前の内容）

療養に関する給付以外の短期給付については､組合員としての給付と船員保険の被保険

者としての給付とのいずれか有利な給付を受給権者の選択により支給することを規定してい

る。

(改正の内容）

一元化後の第51条(短期給付の種類等)は今回の改正で第50条に移動することから､こ

れに伴う条ズレの修正を行う。

（参考）

○・元化前国共済法

（船員組合員の療養以外の短期給付の特例）

第百二十一条前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であった者又はこれら

の者の遺族に対する第五十－－条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付（その給付事

由が通勤によるものを除く。 ）は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずｵ1か--の

給付とする。

＝‐ 組合員若しくは組合員であった者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付

- z その者が組合員とならなかったものとした場合に船員若しくは船員であった者又はこれら

の者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付
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(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例） ’'第'24条の2 一

(今回の改正前の内容）

特別の法律により設立された法人で､その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは

事業と密接な関連を有するもののうち政令で定める法人(以下｢公庫等｣という｡）の職員とな

るために任命権者等の要請より退職した組合員及び特別の法律により設立した法人で､その

業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定める法人(以下｢特

定公庫等｣という｡）の役員となるために退職した組合員には､長期給付に関する規定の適用

については退職はなかったものとみなし､引き続き転出する前に所属していた組合の組合員

であるものとする規定である(継続長期組合員制度)。

また、当該組合員(継続長期組合員)の長期給付に関する規定を適用する際の読み替え

を規定しており､具体的には、一元化前には

①第4章中｢公務｣を｢業務｣と読み替えることにより､継続長期組合員の場合にも､公務上

の障害年金又は公務上の遺族年金を支給されている。

②第gg条第2項中｢国の負担金｣を｢公庫等又は特定公庫等の負担金｣を読み替えること

により､継続長期組合員の場合には､長期給付に要する費用の半分は｢国｣ではなく、出

向している｢公庫又は特定公庫｣が負担する。

③第102条第1項中｢各省各庁の長(環境大臣を含む｡）、行政執行法人又は労働組

合｣を｢公庫又は特定公庫等｣と読み替えることにより､継続長期組合員の場合には、 「各

省各庁の長(環境大臣を含む。）、行政執行法人又は労働組合｣ではなく、出向している

「公庫又は特定公庫等｣が負担金を､毎月組合に払い込むこととしている。

④第102条第4項中｢労働組合｣を｢公庫等若しくは特定公庫等｣を読み替えることにより、

継続長期組合員の場合には、「労働組合｣ではなく、出向している｢公庫等若しくは特定公

庫等｣が負担している負担金を組合は連合会に払い込むこととしている。

一元化後には、一元化により長期給付は厚生年金保険法が適用されることとなり、 「公務

により｣を｢業務により｣に読み替え必要がなくなったため､第4章中｢公務により｣を｢業務によ

り｣に読み替える規定は削除した｡また､長期給付は厚生年金保険法が適用されることとなり、

第gg条第2項の｢長期給付に要する費用｣の規定が削除され､同条第3項で長期給付に要

する費用は厚生年金保険料で充てることを規定したため､第gg条第2項の読み替えをする

必要がなくなり、削除した。

(改正の内容）

今回、退職等年金給付を新設することになり､公務障害年金及び公務遺族年金を適用す

るために、 「公務｣を｢業務｣に読み替える必要があるため､第4章中｢公務｣を『業務｣に読み

替える規定を追加する｡また､第gg条第2項に退職等年金給付の費用の負担を規定するこ

ととし､退職等年金給付に要する費用の半分は、「国｣ではなく、出向している｢公庫又は特定

公庫等｣が負担することとし､第gg条第2項の読み替えを追加する。 「国｣ではなく、「公庫又

は特定公庫等｣が負担することとしたのは､任命権者の要請により公庫等又は特定公庫等に

異動した組合員が､他の組合員に比べて不利にならないようにするためである。

他の改正部分は､読み替えもとの規定が改正になったためである。
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（参考）

○一元化前国共済法

（公庫等に転出した継続長期組合員についての特例）

第百二十四条の二組合員（長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。 ）が任命権者
若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法

律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関
連を有するもののうち政令で定めるもの（第四項において「公庫等」という。 ）に使用さ才lる
者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。 ）とな
るため退職した場合（政令で定める場合を除く。 ）又は組合員（長期給付に関する規定の適用

を受けない者を除く。 ）が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、 引き続いて沖

縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事

業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの（同項において「特定公庫等」という
。 ）の役員（常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。 ）

となるため退職した場合（政令で定める場合を除く。 ）には、長期給付に関する規定（第四十

一条第二項の規定を除く。 ）の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職
は、なかったものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続

き転出（公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条においてI司じ

。 ）の際に所属していた組合の組合員であるものとする。 この場合においては、第四章中「公

務」とあるのは「業務」と、第九'一九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又

は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中『国の負担金」とあるの

は「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一一項中「各省各庁の長（環境大臣を含む

。 ） 、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体j

とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、 「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの

規定により読み替えて適用する場合を含む。 ） 」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第

四項中「職員団体」とあるのは『公庫等若しくは特定公庫等』とする。

○一元化後国共済法

（負担金）

第百二条各省各庁の長（環境大臣を含む。 ） 、特定独立行政法人又は労働組合は、それぞれ第

九十九条第二項（同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）
及び第五項（同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。L並型匡厘

生年金保険法第八十二条第一項の規定により国、特定独立行政法人又は労働組合が負担すべき
金額（組合員に係るものに限るものとし､ _第百条の二二及び第百条のこのこの規定により徴収し
ないこととされた掛金等に相当する金額を除く。 ）を、毎月組合に払い込まなければならない。
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第124条の3(中期目標行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取

扱い）

(今回の改正前の内容）

中期目標行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務する職

員は､公務員ではないが､国共済法上は職員とみなして国共済法の適用を受けるものとする。
この場合の費用負担については､事業主の負担部分は､「国｣ではなく､別表第2に掲げる中

期目標行政法人又は国立大学法人等が負担する(第99条)ことなどの､読替えを行ってい

る。

(改正の内容）

読替えもとの第99条を改正することとなり､それに伴い読替え箇所を改正することとする。

第99条では､退職等年金給付が新設されることとなり､退職等年金給付に要する費用を

第99条第1項第3号に規定することとした｡それに伴い第99条第1項第3号を読替えることと

する。

（参考）

○一元化前国共済法

（特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の

取扱い）

第百二十四条の三特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立

大学法人等に常時勤務することを要する者（特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大

学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用さ

れる者その他の政令で定める者を含まないものとする。 ）は、職員とみなして、 この法律の規

定を適用する。この場合においては、第三条第一項中「及びその所管する特定独立行政法人」

とあるのは「並びにその所管する特定独立行政法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法

人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第二項第二号中

「及び独立行政法人国立病院機構」とあるのは「並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専

門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号）第四条

第一項に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号中「林野庁」とあるのは「

林野庁及び独立行政法人森林総合研究所」と、第八条第一項中「及び当該各省各庁の所管する

特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、第三十一・

条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法
人等」と、第三十七条第一項中『及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは

「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるも

の及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるのは「業務』と、第九十九条第一一項第一

号及び第三号中『特定独立行政法人の負担に係るもの」とあるのは「特定独立行政法人の負担

に係るもの（第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替

えて適用する第四項の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人

等の負担に係るものを含む。 〉 」と、同条第五項から第七項までの規定中「特定独立行政法人

」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法
人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中『特定独立行政法人」とあるのは

「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とするほ

か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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塁(組合職員の取扱

(今回の改正前の内容）

組合職員を職員とみなして本法の規定を適用することを規定している｡組合職員は､組合

に使用されているので国家公務員ではないが､直接組合の事務に従事していることを踏まえ、
これらの者に組合員の資格を認め､国共済法において組合員として取り扱う‘

(改正の内容）

一元化後のこの条において｢(第四十一条第二項及び第百二十四条の二を除く｡）｣としてい

るのは、第41条第2項(公務災害に係る実施機関からの意見の聴取)、第124条の2(継続
長期組合員制度)は国家公務員を対象とした規定であるため､除外しているもの。

今回の改正で一元化後の41条は第3g条に移動することから､これに伴う条ズレの修正を

行う。

（参考）

O一元化前国共済法

（組合職員の取扱い）

第百二十五条組合に使用される者でその運営規則で定めるもの（以下「組合職員」という。 ）
は、当該組合を組織する職員とみなして、 この法律（第四十一条第二項及び第百二十四条の二

を除く。 ）の規定を適用する。 この場合においては、第四章中『公務_｜ とあるのは「業務」 と、
第九十九条第二項中『国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。
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第126条(連合会役職員の取扱い） ’
－－－－ 」

(今回の改正前の内容）

連合会役職員を単位とする共済組合の設立について規定している｡連合会職員共済組合

は､その役職員は職員と､その共済組合は国共済法による組合とそれぞれみなされ、同法の

規定が適用される。

(改正の内容）

一元化後のこの条第2項において｢(第四十一条第二項､第六十八条の二､第六十八条

の三及び第百二十四条の二を除く｡）｣としているのは､第41条第2項(公務災害に係る実施

機関からの意見の聴取)、第eS条の2(育児休業手当金)、第68条の3(介護休業手当金)、

第124条の2(継続長期組合員制度)は国家公務員を対象とした規定であるため､除外して

いるもの。 （連合会の役職員には雇用保険法が適用されるため、育児休業手当金、介護休

業手当金に相当する給付は同法に基づき支給される｡）

今回の改正で一元化後の41条は第39条に移動することから､これに伴う条ズレの修正を

行う。

（参考）

○一元化前国共済法

（連合会役職員の取扱い）

第百二十六条連合会の役員及び連合会に使用される者でその運営規則で定めるもの（以下「連

合会役職員jという。 ）をもって組織する共済組合を設けることができる。

2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組

合とそれぞれみなして、 この法律の規定（第四十一条第二項、第六十八条の二、第六十八条の

三及び第百二十四条の二の規定を除く。 ）を適用する。 この場合において、必要な技術的読替

えは、政令で定める。
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(今回の改正前の内容）

組合員が国家公務員を退職し､地方公務員に採用され､引き続き､地方の組合員となった
場合に、当該退職はなかったものとみなす等､地方公務員等共済組合との間での組合員の
異動があった場合等に必要な事項を定めている。

【第3項】

組合員又は組合員であった者が地方の組合員となったときに､その者に係る積立金を連合
会から地方の組合に移換することを規定している。

(改正の内容）

第35条が1項が追加され、

二第一項｣に改正する。

2項立てになったことから、 「第三十五条の二｣を｢三十五条の
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'第129条(罰則）

(今回の改正前の内容）

組合の職員、連合会の役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は､この法律に基づ

いて財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合に、その認可又は承認を受けな

かった場合等には､二十万円以下の過料に処される。

(改正の内容）

一元化後厚年法第79条のe第5項において､管理運用の方針を定め､又は変更したときの

公表を規定し､また､第79条のS第1項において､管理積立金の管理及び運用の状況に関す

る業務概況書の作成･公表等を規定している｡管理運用主体が､これらの公表をせず､又は

虚偽の公表をしたときは､同法第1○4条の2において過料の対象としている。

退職等年金給付積立金についても､第35条の3第5項において､連合会が管理運用方針

を定め、又は変更したときの公表を規定し､また、第35条の4において､連合会による業務概

況書の作成･公表等を規定している｡連合会が､これらの公表をせず､又は虚偽の公表をした

ときは、一元化後厚年法の規定と同様に過料の対象とすることがバランスの上からも適当であ

ると考えられる｡このため､一元化後厚年法の規程に倣って､第129条の過料の対象に｢第三

十五条の三第五項又は第三十五条の四の規定により公表しなければならない場合において、

その公表をせず､又は虚偽の公表をしたとき。」を追加することとする｡なお、各号の配列は条

の順序によっているため､第3号に規定することとする。

（参考）

○一元化後厚年法

（管理運用の方針）

第七十九条の六 l～4 （略）

5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、 これを公表しな

ければならない。

6～7 （略〉

（管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価）

第七十九条の八管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、 当該事業年度における

管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載し

た業務概況書を作成し,、 これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。

第百四条の二次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役

員又は職員は、三十万円以下の過料に処する。

-－第七十九条の五第三項、第七 九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公

にお堕工､_その公表をせず>Xは虚偽の公表をしたとき。表をしなければならない場合

C;今回改正後の国共済法

（退職等年金給付積立金の管理運用の方針）

第三十五条の三 l～､4 （略）
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5 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、 こ
れを公表しなければならない。

6 （略）

（退職等年金給付積立金の運用の状況に関する業務概況書）

第三十五条の四連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等
年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記
載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、 これを公表しなければならない。

○一元化前国共済法

第百二十九条次の各号の－－に該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員
その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において､その認可
又は承認を受けなかったとき。

二第十九条（第三十六条において準用する場合を含む。 ）の規定に違反して、組合の業務上
の余裕余を運用したとき。

三第百十六条第四項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
四この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務
以外の業務を行ったとき。
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附則第12条の2(遺族の範囲の特例） 【新設】

○一元化前国共済法附則第12条の2と同趣旨の規定を設ける。

一元化前国共済法附則第12条の2は､職務内容の特殊な組合員が､生命又は身体に対

する高度の危険が予測される状況の中で職務に従事し､そのため公務による傷病により死亡

した場合の遺族の範囲の特例を規定している。

国共済法の遺族は､厚生年金と同様に､組合員又は組合員であった者の配偶者､子､父

母､孫及び祖父母のうち､組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者によって生計を

維持していた者に限られている。

しかし､海上保安官､監獄職員､入国誇謹官､麻薬取締官等の職務内容の特殊な職員が、

その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において､犯罪の捜査､犯人

又は被疑者の逮捕看守又は護送､犯罪の制止､天災､危険物の爆発その他の異常事態の

発生時における人命の救助その他の警備救難活動等の職務に従事し､そのために死亡した

場合の公務による遺族年金の支給については､上記の遺族である要件のうち､配偶者､子、

その死亡した者と生計を共にしていた者父母については､生計維持関係を緩和し、 についても

遺族たり得ることとしている6これにより､特殊な職務に従事する若年の組合員がその職務によ

り死亡した場合は､生計を共にしていたという要件を満たせば､遺族年金が支給されることとな

る。

今回の退職等年金給付においても､公務の特殊性を踏まえて､公務障害年金､公務遺族

年金を設けることとしたところであり､特殊な職務に従事することの多い自衛官が属する防衛省

からもこの遺族の範囲の特例の継続を望む声が強いことから､一元化前国共済法附則第12

条の2と同様の規定を設けることとする。

また､本則第2条第3項おいては､遺族の範囲を｢夫､父母､祖父母｣では55歳以上に限定

し､「障害のある子｡孫｣では20歳までとしているが､この条では､「夫､父母､祖父母｣の55歳

以上の要件を外すこととし､「障害のある子･孫｣でも20歳までの要件を外すこととする｡これは、

上記の公務の特殊性などを踏まえたものである(一元化前と同一の要件となる｡)。

（参考）

○一元化前国共済法

（遺族の範囲の特例）

第十二条の二組合員（海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。

）が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下におい垣犯罪の捜査、被疑

者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定

-231-

第2条第1項第3号及び第3項の遺族 附則12条の2の遺族

･死亡した者によって生計を維持されてい

た者

･夫･父母･祖父母は55歳以上

･障害のある子｡孫は20歳まで

･死亡した者と生計を共にしていた者

夫､父母､祖父母の年齢制限はなし
，障害のある子･孫は年齢制限はなし



めるものに従事し、そのため公務による傷病により死亡した場合において、その死亡した者と

生計を共にしていた配偶者、子又は父母（第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除
く。 ）があるときは、当分の間、 これらの者を同号の遺族に該当する者とみなして、長期給付
に関する規定を適用する。

（用例）

I前項に規定する場合における～規定の適用については、…」

○会社法（平成十七年法律第八十六号）

（有限責任社員の利益の配当に関する責任）

第六百二十三条持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額
（以下この項において『配当額」という。 ）が当該利益の配当をする日における利益額（持分
会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において
同じ。 ）を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、 当該持分会社に対し、
連帯して、 当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十前項に規定する場合における2

同項中「を限度として」 とあるのは、 「及び第六百二'一三
超過する額（|司項の義務を履行した額を除く。 ）の合計額

条第二項の規定の適用については、

条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額
を限度として」とする。
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矼墨1コ唾函塞'三給の繰上I
○ポイント

退職後の年金受給者の多様なライフ･スタイルに対応するため､原則65歳から支給するとし

ている退職年金について､本人の請求があった場合は60歳まで支給の繰上げができるように

する｡（民間の企業年金でも支給の繰上げを認めているケースが多い｡）

支給の繰上げは事務が繁雑にならないよう､終身退職年金と有期退職年金は一体のものと

して行うこととする｡また､現行では､2階部分と3階部分(職域部分)は一体のものとして連動

していたが､新制度では退職等年金給付は2階部分と切り離された独自の給付であるので､連

合する仕組みとしない。

【第1項】

一年以上の引き続く組合員期間を有する者で､退職しているものは､6○歳から65歳未満

の間に退職年金(終身退職年金十有期退職年金)の支給の繰上げ請求を行うことができる。

この場合､65歳からの支給に比べ､繰上げ後の終身退職年金の各月の年金額は少なくなる。

（数理的にはトータルで同じ）

（用例）

「者であり、かつ、～者であって、～もの」

C厚生年金保険法（昭和29年法律第百115号）

附則（昭和60年法律第34号）

（厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置）

第四十二条大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行臼の前日において旧船員保

険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であった萱重重ユエュー施行日において新厚生年

金保険法第六条第一・項第三号に規定する船舶に使用されるもの（同日に同法第十三条の規定に

より厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。 ）は、同日に、厚生年金保険の被保

険者の資格を取得する。 この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を

要しない。

2 （略）

「退職している」

○国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和33年法律第129号）

（衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例）

第二十六条第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であった期間に算

入される期間が四年以上である恩給更新組合員（組合員期間が二十年以上である者に限る。 ）

に対する新法附則第十三条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」

とあるのは、 「退職している」とする。

2 （略）
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【第2項】

繰上げ支給の年金は､請求のあった日の属する月の翌月分から支給する。

【第3項】

繰上げ支給の請求を行った場合に､第75条(給付算定基礎額)から第79条の4(遺族に対

する一時金)までの規定の適用については、 「退職等年金給付の給付事由が生じた日｣を｢附

則十三条第一項に規定する請求をした日｣と読み替えることとする。

【第4項】

政令委任規定。

(政令のイメージ）

支給繰上げを行う際の算定方法などを規定する予定である。

（用例）

「…者であり、かつ、～であって、…であるものは、…j

○匡|民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）

附則

（厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置）

第四十二条大正十年四月二日以後に生まれた萱ご血IL_－な≦L_施行臼の前日において旧船員保
険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であった萱重塗2ｴｭｰｰ施行日において新厚生年

金保険法第六条第一-項第三号に規定する船舶に使用されるもの（同日に同法第十三条の規定に
より厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。 ）は、同日に、厚生年金保険の被保

険者の資格を取得する。 この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を

要しない。

（参考）

○一元化前国共済法

附則

（退職共済年金の支給の繰上げ）

第十二条の二の二当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期

間を有する六十歳以上の者（昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法附
則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。 ）は、六-'一五歳に達する

前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。

2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条のこのこ第一項に規定する支給

繰上げの請求を行うことができる者にあっては、 これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があったときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。 この場合にお

いては、第七十六条の規定は、適用しない。

4～7 （略）
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害冒寺

(今回の改正前の内容）

昭和34年1月に､新年金制度に切り替える前の公務員についての年金制度は、官吏につ

いて恩給が､雇傭人については共済年金が適用されていたのであるが､恩給と共済年金では、

給付内容､条件､掛金の負担等について相違がみられた。

主として上記の不均衡の是正を目的として､従来の恩給制度と共済年金制度が新年金制

度に切り替えられることとなったのであるが､この切替えに当たり､従来の制度をどのように新年

金制度へ吸収するか､その過去の既得権又は期待権をどのように取り扱うこととするか等を定

める必要が生じ､それらの経過措置を､別の法律で定めることとした。

この条に基づき｢国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法｣が定められている。

(改正の内容）

別の法律は既に定められていることから､現在は効力を持たない規定であるため削除する。

また､現在年金の支給開始年齢は60歳から65歳に引き上げられている段階である｡これを

踏まえて､整理退職の一時金､公務障害年金及び公務遺族年金の年金現価率の年齢の区

分においても、当分の間「65歳｣ではなく、「SO歳｣を適用することとする。

また､公務障害年金･公務遺族年金の規定の部分では、 「64歳｣ではなく、 「59歳｣を適用

することとする。

（用例）

○一元化後国共済法

（育児休業手当金に関する暫定措置）

第十一条の二第六十八条の二第一項及び第二項の規定の適用につし

規定屯「百分の四十」 とあるのは、 「百分の五十」 とする。

ては、 当分の間、 これら0

-.235-



4季"

(今回の改正前の内容）

組合ごとに実施されている短期給付(附加給付を除く｡）に要する費用に充てるための掛金
率の不均衡を調整するため､連合会が財政調整事業を行うことができることを規定している。
短期給付事業における組合ごとの自主的運営は､組合員に対するサービスの提供と自主

努力による経営改善等が望める反面､小集団であるため保険方式における危険分散が図り難
い欠点がある｡また､組合ごとの財政基盤の強弱に応じて組合間において給付面､負担面とと

もに大幅な格差を生ぜしめる可能性がある。

このため､組合ごとの運営によるこのような欠点を組合間の共同連帯と相互扶助の精神に
基づいて相互補完し､組合の財政基盤を強化するとともに､組合間の負担格差の緩和を図る
こととしている。

(改正の内容）

一元化後のこの条において｢(第五十二条に規定する短期給付を除く｡）｣としているのは、

財政調整の対象となる短期給付には財政状況に応じて組合が任意で行う附加給付を含めな
いことを規定している。

今回の改正で一元化後の第52条は第51条に移動することから､これに伴う条ズレの修正

を行う。

（参考）

O一・元化前国共済法

（短期給付に係る財政調整事業）

第十四条の三連合会は、第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令
で定めるところにより、組合の短期給付（第五十二条に規定する短期給付を除く。 ）の掛金（
介護納付金に係るものを含む。 ）に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組
合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める
事業を行うことができる。
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|附則第20条の2(郵政
L－－－－－．

－▼ー－－

会社等の役職員の取扱い）

(今回の改正前の内容）

郵政会社等の役職員については､平成19年の民営化後も当分の間引き続き国共済法の

規定を適用することとしており､第4項においてそのために必要な国共済法の読替えを規定し

ている。

(改正の内容）

第gg条第1項については、今回の改正で同項第3号に退職等年金給付に要する費用を追

加するための改正を行ったところ。

附則第2○条の2第4項では第gg条第1項の読替えを行っているが､今回の改正の結果、

第1項各号に掲げる費用に｢給付に要する費用に係る事務費(国又は郵政会社等が使用者と

して負担する部分を除く｡）を含む｡」とする部分の読替えが現行の規定のままではできなくなる

ことから､これが読めるように必要な改正を行う。
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経過措置についての基本的な考え方

1．経緯

（1） 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（

平成23年法律第63号｡以下｢一元化法｣という｡）による国家公務員共済組合法(以下「

国共済法｣という｡）の一部改正により、国共済法による長期給付に関する規定は削除され

、厚生年金保険法の規定を適用することとされた。

これに伴い、共済年金の職域加算額は廃止され､これに代わる新たな年金制度につい

ては､別に法律で定めることとされた。（一元化法附則第2条）

また､施行日時点で既に受給権が生じているもの(以下｢既裁定3階年金｣という｡）につ

いては、一元化法附則第37条第1項の規定により改正前国共済法等の規定を適用し(な

お効力を有する)、施行日時点で未だ受給権が生じていないもの(以下｢未裁定3階年金」

という。）の取扱いについては別に法律で定めることとされた。 （一元化法附則第3条）

(2) 今回、 「新たな年金制度｣のあり方について検討していた｢共済年金職域部分と退職給

付に関する有識者会議｣による最終報告を踏まえ､新たに｢退職等年金給付｣の制度を

設けるため、国共済法の一部改正を行うこととしたところ。

これにより、 「退職等年金給付｣制度の施行に伴い必要な経過措置を定める必要が生

じ､また、これとともに未裁定3階年金の取扱いについて､職域加算額の廃止に伴う経過

措置として定める必要が生じたものである。

2経過措置の構成

（1） 「退職等年金給付｣制度の施行に伴う必要な経過措置

「退職等年金給付｣制度の施行に伴う必要な経過措置については、 「退職等年金給付」

を創設する改正を行う今回の一部改正法附則において措置することとする。

(2) 職域加算額の廃止に伴う経過措置

職域加算額の廃止に伴い必要な経過措置として｢別に法律で定める｣こととされているも

のについては、今回、未裁定3階年金の取扱いとして規定することとし､一元化法による国

共済法の改正に伴い必要となる経過措置であることから、一元化法附則の一部改正により

措置することとする。
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＜被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律＞

附則第2条(検討）

(現行規定）

一元化法案提出時においては､職域加算額廃止後の新たな年金制度の制度設計は盛り

込まれず､平成24年中に検討を行い、「別に法律で定める｣こととされた。

新たな年金制度について｢別に法律で定める｣こととされた理由は次のとおり。

①平成24年2月に閣議決定された｢社会保障｡税一体改革大綱｣において､公的年金

としての職域部分廃止後の新たな年金の取扱いについては､新たな人事院調査等を踏

まえて､官民均衡の観点等から検討を進めるものとされ､3月に人事院調査の結果が公

表されたところであ叺官民格差是正については退職手当も含め一体的に検討･措置す

る必要があること。

②‐国家公務員法第10ﾌ条第1項が要請する年金制度はいわゆる2階+3階部分と整

理されているが､今回の一元化法だけでは3階部分が廃止されたままとなるため､新3階

年金を別に法律で定める必要がある。

③また､国家公務員法は､公務による障害｡死亡に係る年金制度を要請しており､これ

までは職域部分の給付乗率を手厚くすることにより公務上の障害･死亡を給付事由とす

る年金を支給することとしていたが､一元化後は新たな年金制度で何らかの措置を講ず

る必要がある。

○一元化法

附則

（検討）

第二条この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組
合法(次項及び次条において｢改正前国共済法｣という｡)第七十四条第二項に規定する退職共済年
金の職域加算額､障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規
定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項及び次条において｢改正前地共済法｣とい
う｡）による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行
わないこととされているものをいう｡次条において同じ｡）の廃止と同時に新たな公務員制度としての年

金の給付の制度を設けることとし､その在り方について､平成二十四年中に検討を行い､その結果に
基づいて､別に法律で定め垂ところにより､必要な措置を講ずるものとする。

(参考）

○社会保障･税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定）
第1部社会保障改革

第3章具体的改革内容(改革項目と工程）
4.年金

Ⅱ現行制度の改善

(7)被用者年金一元化

○公的年金としての職域部分廃止後の新たな年金の取扱いについては､新たな人事院調査等を
踏まえてへ官民均衡の観点等から検討を進めるものとする。

○国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号）
（国家公務員法との関係）

第百二十六条の六 この法律の規定による長期給付の制度は､国家公務員法第二条に規定する一般
職に属する職員については、 同法第百七条に規定する年金編 度とする。
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○国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号）
（退職年金制度）

第百七条職員が､相当年限忠実に勤務して退職した場合、
におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度がした場合又は公務に基き死亡した場合

封立し実施せられなければならなし、ユ

前項而犀歪制度は､退職又は死亡の時の条件を考慮して､本人及びその退職又は死亡の当時直2前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人皮ひての退職XIまﾀじLUノヨ時に

接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
3第一項の年金制度は､健全な保険数理を基礎として定められなければならない。
4前三項の規定による年金制度は､法律によってこれを定める。

(改正の内容）

「検討条項｣とは､ワークブック法制執務(P286)によれば､ 「法律の施行後一定の期間内

あるいは一定期間の経過を目処に､その法律の施行の状況等をみてそれに基づいて検討を

加え､必要があれば法律の見直しなど所要の措置を講ずるよう政府に義務付ける規定｣であ

り、 「特段の法律効果をもつものではなく入念的に設けられているもの｣とされている。

過去の法改正における｢検討条項｣の例をみると､役目を終えた検討条項をわざわざ削除

する改正を行わない例が多く、 （検討)という見出しの規定で､当該検討を行うとしている期限

を超えてもなお削除されていない条は多数存在する。

また、一元化法附則第3条で規定する｢別に法律で定める｣とするその法律は、一元化法と

は別の今回提出する｢国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(仮)｣であり、条

文上の齪鋸も特段生じないことから､今回改正しないこととする方法も考えられるところ。

ただし､今回一元化法附則第36条を改正して未裁定3階年金の経過措置を規定する一

方で､その改正の契機となった附則第3条を改正しないこととした場合に､一元化法附則の構

成として整合的ではないように見える懸念があるため､附則第3条の規定を－部肖ll除すること

としたところ。

よって､それとの平灰から附則第2条においても国共済法に関する規定を肖ll除することとす

る。

なお、この条を改正する規定の施行期日については、地共済法･私学共済法においても同

様の改正が行われることを前提とししているため､これら3法案の公布の日の最も遅い日に施

行することとする。
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ヴ

附則第三桑て職域加算額あ廃正E伴う羅逼渚圖~1
－－－一一一－

(現行規定）

一元化法による国共済法の改正により職域部分が廃止された後の未裁定者の年金につい

ては、廃止までの加入期間に応じた給付を行うことを基本としつつ､新たな年金制度の制度

設計を踏まえて検討することとされた(18年4月閣議決定)。

このため、一元化法案の提出時点で新たな年金制度の制度設計が先送りされたことに伴

い、その時点では給付に結びついていない過去期間に係る職域部分の取扱いが決定できな

いこととなった。

しかしながら､仮に新たな年金制度を定める法律が一元化法の施行日までに成立しなかっ

た場合は、何の経過措置も措置されないままの状態で一元化法が施行されることとなり、給

付に結びついていない過去期間を有する者への配慮に欠けるため、一元化法附則第3条に

おいて、 「別に法律で定める｣ところにより当該経過措置規定を設けることが明記された。

｢別に法律で定める｣こととされた理由は次のとおり。

・ 経過措置を別の法律で定めることとする例は多数見られるが､これは法案提出時点で

はその取扱いが決められないために採られる措置であり、一般的にはその受皿となる別

の法律が予定されている場合に用いられる。

， 今回の例では、一元化法案提出時点では新たな年金制度の制度設計が決定されてい

なかったために、経過措置である未裁定の職域部分についてもその取扱いを定めること

ができない状況であったが､新たな年金制度は一元化法の施行までに別の法律で定め

られることとされており､また､未裁定の職域部分は新たな年金制度の制度設計の内容

を踏まえて検討すべきものとされていたことから、これまでの例に倣い、 「必要な経過措

置は、別に法律で定める｣こととされた。

(改正の内容）

一元化法附則第3条に規定する｢別に法律で定める｣こととされた未裁定の職域部分の経

過措置については､今回同じ一元化法の附則第36条を－部改正することにより措置すること

としており、改正後においては検討規定としての役割を終えることとなる。

ここで､検討規定について過去の法改正の例をみると､役目を終えた検討規定をわざわざ

肖ﾘ除する改正を行わない例も多く、 （検討)という見出しの規定で、当該検討を行うとしている

期限を超えてもなお削除されていない条は多数存在する。

また、一元化法附則第3条で規定する｢別に法律で定める｣とするその法律は、一元化法と

は別の今回提出する｢国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(仮)｣であり、条

文上の齪蠕も特段生じないことから､今回改正しないこととする方法も考えられるところ。

ただし、今回一元化法附則第36条を改正して未裁定3階年金の経過措置を規定する一

方で､その改正の契機となった附則第3条を改正しないこととした場合に､一元化法附則の構

成として整合的ではないように見える懸念があるため、削除するものである。

（単純に肖ﾘ除した場合、同条以降の条を1条ずつ繰り上げる等の条ズレの対応が必要な箇所

が多数生じるため、 「第3条削除｣とすることとする。）
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※この附則第3条は、国共済･地共済･私学共済の経過措置を整備する根拠とされている

が､今回､仮に国共済法関係の改正を行う｢国家公務員退職手当法等の一部を改正する

法律案(仮)｣だけが成立して同条が削除とされた場合には､地共済･私学共済に係る経過

措置を整備する根拠を失うこととなるため､同条を削除とする改正規定の施行期日につい

ては､この法律(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(仮))、地共済法等

の－部改正法及び私学共済法等の一部改正法の公布日のいずれか遅い日に施行するこ

ととする。（本改正法附則第1条第4号）

○一元化法

附則

（職域加算額の廃止に伴う経過措置）
第三条この法律の施行の日（以下｢施行日｣という｡）の前日において組合員等期間(改正前国共済
法若しくは改正前地共済法の組合員又は改正前私学共済法の加入者である期間をいう。）を有し、
かつ､同日において改正前国共済法､改正前地共済法又は改正前私学共済法による年金である給
付の受給権を有しない者に対して施行日以後に支給する給付(厚生年金保険法の規定により支給す
る保険給付を除く。）その他の公務員共済の職域加算額又は私学共済の職域加算額の廃止に伴う
経過措置は､別に法律で定める。

○被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について(平成18年4月28日閣議決定）
4.職域部分

本としつつ､公務員共済にの加入期借(2）

ついては下記(3)の仕組みの制度設計を踏まえて検討する
人事院において諸外

,、その結果を踏まえ
(3)新たに公務員制度としての仕組みを設けることとし､この仕組みについては、入
国の公務員年金や民間の企業年金及び退職金の実態について調査を実施し、
制度設計を行う。
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二コ附則第36条(改正前国共済法による退職共済年金の支給）
一一一一

(現行規定）

(1)経過措置の必要性

施行日において65歳未満の者で､既に特別支給の退職共済年金又は老齢厚生年金

の受給権を有している者については､65歳到達時に本来支給の退職共済年金に裁定替

えすることとされているが､施行日前の組合員期間(一元化法附則第4条第11号において

「旧国家公務員共済組合員期間｣と定義)を有する者については従前のとおり退職共済年

金の職域加算額(繰上げ減額支給の対象者については、繰上げ減額の退職共済年金の

職域加算額)を支給することとされた。

， なお、65歳以後に支給される本来支給分の2階部分については、一元化後においては

、附則第9条第3項の規定により、老齢厚生年金として支給されることとなる。

○既裁定･特別支給の退職共済年金→未裁定3階･退職共済年金

H27. 10

「一一一一一一一丁一

採用 60歳 職退歳

Ｔ

Ｏ６用 65詮

(参考）

○一元化法

附則

（用語の定義）

第四条この条から附則第八十条までの規定において､次の各号に掲げる用語の意義は､それぞれ当
該各号に定めるところによる。

十一旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者の施行日前にお

ける当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期
間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含
む。）をいう。

（老齢厚生年金等の額の計算等の特例）
第九条

3施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成

二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付
の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の

額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地
方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず
、計算の基礎とする。

三改正宜厘共済法雌則笙ナ三条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
二改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金

三改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第
十二条の八の規定による退職共済年金

(2)経過措置の対象及び内容

適用対象者は次のいずれかに該当する者
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①国家公務員共済組合法附則第12条の3(6○～64歳の者)又は第12条のB(勧奨退

職の者)による特別支給の退職共済年金の受給権を有している者

②厚生年金保険法附則第B条の規定による特別支給の老齢厚生年金の受給権を有して

いる者(6○～64歳）

※平成19年に提出された一元化法案においては､単に｢退職共済年金の支給要件に関する規定｣と
しており､2階部分も読み得る規定となっていたが､附則第9条第3項に規定する老齢厚生年金の支
給の規定と対象者が重複しているように見えるとの指摘を踏まえ､平成24年の一元化法においては
職域部分に限定した規定振りに修正された。

※平成19年に提出された一元化法案においては｢改正前国共済法その他の法律の規定｣とされてい
たが、 「改正前国共済法｣が定義語であり、 「改正前｣が｢その他の法律｣に掛かっていないように読め
てしまうとの指摘を踏まえ､平成24年の一元化法においては｢改正前の国家公務員共済組合法その
他の法律の規定｣に修正された。

(参考）

○一元化前国共済法

附則

（退職共済年金の特例）

第十二条の三当分の間、六十五歳未満の者(昭和三十六年四月二曰以後に生まれた者を除く。）が
退職共済年金を支給する。､次の各号のいずれにも該当するに至ったときは､その者に

一六十歳以上であること。
－

一年以上の組合員期間を有すること。

組合員期間等が二十五年以上であること。

一
一
一
一
一

（特例による退職共済年金の支給の繰上げ）

第十二条の八

2 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり､かつ､組合員期間が二十年以上である者が､附
則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情に
よらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する
場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達す
る前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、その者に退職共済年金
を支給する。この場合においては、附則第十二条の三及び第十二条の六の二の規定は、適用しな
い。

○厚年法

附則

（老齢厚生年金の特例）

第八条当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。 ）が､次の各
老齢厚生年金を支給する里号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に

一六十歳以上であること。
一 一一

二一年以上の被保険者期間を有すること。

三第四十二条第二号に該当すること。

(改正の内容）

【見出し】

改正前の規定は､特別支給の退職共済年金から裁定替えされる本来支給の退職共済年

金の支給要件に係る規定であったが､今回の改正により､経過措置として施行後に支給事由

が生じる退職共済年金､障害共済年金及び遺族共済年金の職域加算額の支給要件に係る

規定となるため、見出しにおいてもこれらの職域加算額であることを示す内容とする必要があ

るため、 「改正前国共済法による職域加算額の経過措置｣に改正することとする。
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【第1項】(施行日時点で未裁定の退職共済年金及び障害共済年金の職域加算額に係る支給

要件）

一元化法においては､施行日時点で既に受給権が発生している年金については、その財

産権としての年金受給権を尊重する観点から､改正前の規定による年金を支給することとし、

改正前国共済法の規定はなおその効力を有する (※)こととされた(附則第3ﾌ条第1項)。

※厚生年金への一元化に伴う経過措置としては､必要最小限の範囲で行い､該当者が存

在しなくなった段階で当然終了すべき有期的措置であることから、いたずらに複雑にならな

いこと､従前の制度との連続性がある程度確保できること､従前のノウハウが活用できること

等を考慮して､新たな制度を設計することはせず､従前適用されていた国共済法の規定を

利用して､経過的に年金を支給することとされたもの。

そのため､施行日時点で既に受給権が発生している｢特別支給の退職共済年金｣は､附則

第3ﾌ条第1項の規定による既裁定年金に属することとなる。

ただし､施行日時点で既裁定

日以後に65歳に達した場合は、

《施行の｜特別壹給0 斉年笠

2階部分は厚年法の規定による老齢厚生年金が支給される

こととなる(一元化法附則第1 1条第3項)が､従前の規定であれば3階部分も含めて退職共

済年金の受給権が発生することとされていたことへの期待権に配慮し､S階部分は施行日前
｡組含量翅間童基礎とま壷瞳域部分を支給することとし､その場合には改正前国共済法の

規定はなおその効力を有するものとされた。

よって､この場合の職域部分は施f萱旦睦点では未裁定であるため､附則第37条の既裁定

年金とは別に､附則第aa条においてその支給要件を規定していた垂回｡。

今回の改正において､附則第Se条に既に規定されていた未裁定3階年金(特別支給の退

職共済年金から裁定替えされた本来支給の退職共済年金の3階部分)だけでなく、施行日

前の旧国家公務員共済組合員期間が年金の受給権に結びついていなかった者が､施行日

以後に支給事由が生ずるに至った場合における3階部分についても同様に支給することとし、

その支給根拠規定を第1項においてまとめて規定することとする。（退職･障害を給付事由と

するものについては第1項、死亡を給付事由とするものについては第3項に規定する｡）

○今回第1項を改正することにより次のケースで未裁定3階年金が支給されることとなる。

○未裁定→未裁定3階‘退職共済年金
H27. 10

未裁定3階･退共(A

鱈･特宏厘(A+B) i2階‘宏厘(A+E

採
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○未裁定(施行日前初診日）→未裁定3階･障害共済年金
H27. 10

し秀』 詞 ・腿

盾｡瞳厚(A+B

劉示上

※一元化法案提出時において未裁定3階年金を規定していなかった理由

一元化法案提出時点においては、職域加算額に代わる新たな年金制度の取扱いが

決定されておらず､附則第2条の規定のとおり平成24年中に検討することとされていた。

事前の検討の中では､施行日前の過去期間も含めて新3階年金を制度設計すること

も選択肢の一つとしてあり､新3階年金制度の制度設計が固まらなければ経過措置につ

いても決定できない状況となっていたため。

※｢|日国家公務員共済組合員期間(施行日において改正前国共済法による退職共済年金（

改正前国共済法附則第12条の3又は第12条のSの規定による退職共済年金を除く。 ）

又は障害共済年金の受給権者を除く｡）｣について

施行日時点で既裁定の退職共済年金又は障害共済年金の受給権を有する者も施

行日前の組合員期間を有する者ではあるが､既裁定年金の経過措置については附則

第3フ条第1項の規定が適用となるため､この条の適用対象から除いているもの。

ただし､施行日前に改正前国共済法附則第12条の3又は第12条のSの規定による

退職共済年金(6○歳～64歳の間に支給する特別支給の退職共済年金)の受給権者

が､施行日以後に65歳に達した際に新たに受給権が生ずる退職共済年金(本来支給

の退職共済年金)については､施行日時点で未裁定であることに変わりはなく､この条の

適用対象とすべきものであるため、更に括弧書で除いている(適用除外から除く)もの。

(参考）

○一元化法

附則

（老齢厚生年金等の額の計算等の特例）
第十一条

者及び施行日において平成
一施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた3

二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付
第四十二条Q親定1茎壷老齢厚生笙童の
っ上I旦国家公務員共蚤組合員遡間､旧地
旧入者期間は、第一項の規定にかかわらず

に支給する厚生年金保険法第四の受給権を有するに至った者

額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎とな

方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、
､計算の基礎とする。
一
一
一
一
一
一
一
一

Xは第土二条QAの湿定による退瞳共済年金改正前国共済法附則第十二条の三
改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第
十二条の八の規定による退職共済年金
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【第2項】【新設】(未裁定3階･障害共済年金の支給要件規定の適用関係）

改正前国共済法による障害共済年金は､初診日において組合員であった者が障害認定

日(原則、初診日から1年6月経過後)において障害の状態にあることが支給要件とされてい

るが､施行日前に初診日のある傷病に係る障害については､施行日までに障害認定が行わ

れず公務障害共済年金の受給権が生じていなかったとしても、改正前の規定による給付へ

の期待権に配慮する必要があるため､施行日以後に障害認定が行われた場合であっても、

前項の規定において改正前国共済法による支給要件規定はなおその効力を有するものとし

たところ。

この場合に、新年金制度の公務障害年金の規定との適用関係に疑義が生じないように、

未裁定3階年金に係る規定は､施行日前に初診日のある傷病よる障害について適用する旨

を明確にするもの。

（逆に、新年金制度の公務障害年金の規定については､本改正法附則第9条第1項におい

て､施行日以後に初診日のある傷病による障害について適用する旨を規定する｡）

【第3項】【新設】(施行日時点で未裁定の遺族共済年金の職域加算額に係る支給要件）

第1項の規定による支給対象者は、旧国家公務員共済組合員期間を有する組合員本人

であるが､その者が死亡した場合に支給される遺族共済年金の職域加算額に相当する部分

の支給対象者はその遺族となり、遺族自身は旧国家公務員共済組合員期間を有する者で

はないため､別途この項において、改正前国共済法における遺族共済年金の支給要件規定

のうち職域加算額に係るものをなお効力を有するものとすることとする。

なお､遺族の範囲については、改正前国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族の範

囲(改正前国家公務員共済組合法附則第12条の2に規定する遺族の範囲の特例の適用を

受ける場合を含む。）によることとする。

ただし､附貝ll第36条第1○項の規定により､改正前国共済法第43条及び第44条の適用

が除かれているため､従前の規定による転給は行われないこととなる。

具体的には次のようなケースが支給対象となる。

○未裁定→未裁定3階･遺族共済年金
H27. 10

頁 （A＋上

3－ﾗ1<~e

(参考）

○一元化前国共済法

（定義）

第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

三遺族組合員又は組合員であった者の配偶者、子、父母､孫及び祖父母で､組合員又は組合

員であった者の死亡の当時(失蹄の宣告を受けた組合員であった者にあっては、行方不明となっ
た当時。第三項において同じ。）その者によって生計を維持していたものをいう．

-247-



附則

（遺族の範囲の特例）

第十二条の二組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る｡）
が､その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査被疑者の
逮捕､犯罪の制止､天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定めるもの
に従事し､そのため公務による傷病により死亡した場合において､その死亡した者と生計を共にしてい
た配偶者､子又は父母(第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除く｡）があるときは､当分
の間､これらの者を同号の遺族に該当する者とみなして､長期給付に関する規定を適用する。

【第4項】【新設】(未裁定3階｡遺族共済年金の支給要件規定の適用関係）

未裁定3階年金のうち､遺族共済年金の支給要件規定については､前項の規定により､改

正前国共済法による支給要件規定はなおその効力を有するものとしたところ。

この場合に､新年金制度の公務遺族年金の規定との適用関係に疑義が生じないように、

未裁定3階年金に係る規定は､施行日前に初診日のある傷病により死亡した場合について

適用する旨を明確にするもの。

（逆に､新年金制度の公務遺族年金の規定については､本改正法附則第9条第2項におい

て､施行日以後に初診日のある傷病により死亡した場合について適用する旨を規定する｡）

【第5項】【新設】(未裁定3階年金に係る改正前国共済法の規定の適用）

附則第37条では､施行日前に給付事由が生じた年金である給付については､別に定めが

ある場合を除き､改正前国共済法の規定はなおその効力を有することとされている。

これについては､支給根拠規定としては施行日前に既に改正前国共済法の規定に基づい

て受給権を発生しているものであるが､施行後においても既裁定3階年金の支給を行う上で

必要となる額改定の規定や支給期月等の様々な規定の適用について､改正前国共済法の

規定をなお効力を有するものとして利用することを目的としている。

これと同様に､附則第36条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた支給要件規定により支給される未裁定3階年金についても､その支給を行う上で必要と

なる額改定の規定や支給期月等の様々な規定については､改正前国共済法の規定をなお

効力を有するものとすることとする。

○｢なお効力を有するもの｣とされた改正前国共済法の規定のうち､未裁定3階年金に適用する必要があ
る規定
・ 年金額の計算､額改定､支給制限､失権等､その年金額に直接関係する規定
・ 支給期月、支払調整､雑則等､その支給を行う上で必要となる規定
。 なお､在職支給停止､遺族の順位､再評価率の規定は､厚年法との制度間差異があったところ厚年
法に合わせることとした等の理由から改正前国共済法の規定を適用しないこととし(附則第36条第10
項)､これに代わる厚年法の規定を適用することしている(同条第11項)。

＜改正前国共済法の規定の読替えについて＞

①改正前国共済法第49条(差押えの禁止の例外について）

退職等年金給付における差押え禁止規定の適用については､退職年金及び公務遺族

年金は他の3階部分の年金制度である確定給付企業年金法等による取扱いに合わせて
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差押えを可能とすることとされ､公務障害年金については現行と同様に差押え禁止の対象

とすることとされた。（国共済法第48条の説明を参照）

これと同様に、未裁定3階年金については､退職共済年金と遺族共済年金は差押えを

可能とすることとされたため、 「退職共済年金｣を｢退職共済年金若しくは遺族共済年金｣と

読み替えることとする。

(なお、施行日時点で既裁定の年金については、なおその効力を有することとされた改正

前国共済法第49条の規定が適用されることとなる｡）

②改正前国共済法第5○条(公課の禁止について）

退職等年金給付における公課の禁止規定の適用については､今回の国共済法の改正

により、2階部分の給付と3階部分の給付が明確に切り分けられたことから､確定給付企業

年金法による取扱いと同様に､退職年金及び公務遺族年金は課税とし､公務障害年金は

非課税とすることとされた。 （国共済法第49条の説明を参照）

これと同様に、未裁定3階年金についても､退職共済年金と遺族共済年金は課税対象

とすることとされたため、 「退職共済年金及び｣を｢退職共済年金及び遺族共済年金並びに

」と読み替えることとする。

（なお、施行日時点で既裁定の年金については、なおその効力を有することとされた改正

前国共済法第5○条の規定が適用されることとなる。）

③改正前国共済法第77条第2項

年金額の算定の基礎となる組合員期間については､新年金制度の退職年金においては

施行日以後の組合員期間を算定基礎とすることを踏まえ､未裁定3階の退職共済年金の

額の算定基礎としては旧国家公務員共済組合員期間のみで計算を行う必要があるため、

改正前国共済法第77条第2項の｢組合員期間の｣を、施行日前の組合員期間を表す｢旧

国家公務員共済組合員期間の｣(一元化法附則第4条第11号で定義)に読み替えること

とする。

未裁定3階･特老厚→未裁定3階･退職共済年金

磑
一

未裁定3階･退共(A）

jU唾 1厘頭

旧国家公務員共済組合員期間

④改正前国共済法第82条第1項第2号及び第2項

改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及び口(2)並びに第3項

新年金制度の公務障害年金及び公務遺族年金においては施行日以後の組合員期間（

第2号厚生年金被保険者期間)のみを算定基礎とすることから､未裁定3階年金の障害共

済年金の額の算定基礎としては旧国家公務員共済組合員期間のみで計算を行う必要が

あるため、改正前国共済法第82条第1項第2号等の｢組合員期間｣を｢旧国家公務員共

済組合員期間｣に読み替えることとする。
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壷宇3階･瞳害共済年釜

一再－ マーーク嘩一一~● －～

併給溌思
～－－－－＝･ 一一タェー

鱈・ it眉 300F

ﾘl囿多上

劇舎邑期暗ﾖ園家公遜晨

(参考）

○一元化法

附則

（用語の定義）

第四条

十一旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者の施行日前にお
ける当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期
間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含
む。）をいう。

【第e項】(未裁定の遺族共済年金の額計算の特例）

(規定内容）

旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に公務によらない傷病により死

亡した場合には､前項の規定により未裁定3階年金のうち遺族共済年金の3階部分を支給す

ることとなるが､次のような観点から給付の合理化･適正化を行うこととする。

・ 一般的に経過措置としてはあまり長期にわたるものは好ましくないが､遺族共済年金の支

給は経過措置の対象となった受給者本人が死亡した後にその遺族が死亡するまでの間存

続するものであること。

・ 未裁定3階年金及び既裁定3階年金の財源については､平成2フ年1○月以降新たな保

険料収入がなく､連合会に残る積立金のみを財源として給付を支給していくこととなるが、

現在のところその積立金は2○.7兆円程度とされている。

一方で、旧3階年金の給付現価は平成21年財政再計算における予定利率4． 1％で計

算して約17兆円程度と見込まれるが､利率が3％を下回った場合には、旧3階年金給付

現価を旧3階年金積立金が下回る可能性がある。

このような財政状況にあることに鑑み、当該遺族共済年金の職域相当の額は、従来の遺

族共済年金の職域加算額の2／3の水準(死亡した者が有していた旧国家公務員共済組合

員期間を基礎として退職共済年金の職域加算額を算定した場合の1／2の額)に相当する

年金額をとする。

なお、長期給付に要する費用の負担割合は､組合員の掛金2分の1，国の負担金2分の1

とされていることから､本人負担相当分は支給されることとなる。

※既に裁定された年金については、その年金受給権は憲法第29条で保障する財産権で

あるとされ､財産権を事後法で変更することについては、昭和53年の最高裁判決において

-250-



①財産権の性質、

②変更の程度、

③保護される公益の性質、

に照らしてその可否を判断すべきとされた。

一方、施行日時点で未だ受給権の発生していない年金については、財産権としての保

護を要するものではないが､将来給付に結びつくことに対する期待権については一定程度

尊重すべきとの考えの下、これまでの年金制度等の改正においても、様々な経過措置が

設けられているところ。

この項の対象とする遺族共済年金も施行日時点では未裁定のものであり､また上記のよ

うな財政事情にあることを踏まえ､その一部の支給額を肖ﾘ減するものではあるが､組合員で

あった者が生前に負担した掛金相当分までは削減しないこととするもの。

○2／3の考え方

①従来の遺族共済年金の額が､死亡した者の退職共済年金の額の3／4とされていたこと

②退職等年金給付のうち､有期退職年金の受給権者の遺族へ支給する一時金の額を､有期退職年金
の給付算定基礎額の1／2としたこと

を考慮し､元となる退職共済年金の1／2相当の水準とすることにより､その均衡を図ることとしたもの。
（3／4×2／3＝1／2）

○未裁定3階・遺族共；斉年金の給付水準

現イラの

組合員の
退共3階

現行の

遺族の
遺共3階

改正後の

未裁定
遺共3階

、

、匙
、、

T-1
､、

ふﾉ"
､、=~⑧ =導虹八一=竃茸亨=一ﾐｰｰｺﾄｰ②=.. .､ゴｰ両ウーー.ざ二
元の退職共済年金‘ごi亙

【第ﾌ項】【新設】(職域加算額の支給に係る1年要件の通算規定）

未裁定3階年金は施行日前の組合員期間を算定基礎とするが､改正前国共済法の規定

のうち退職共済年金の職域加算額の算定(第77条第2項)において｢1年以上の引き続く組

合員期間を有する者｣を対象としているため､単純に施行日前の組合員期間だけで判定した

のではその要件を満たさない者が生じる可能性がある。

（例えば､施行日前の組合員期間が11月で､それに引き続く施行日以後の組合員期間が2

月ある場合。 ）

このような者については、今回の改正が無かったとしたならば、 「1年以上の引き続く組合員

期間｣の要件を満たして職域加算額の支給を受けることができた者であるため、その期待権に

配慮し､職域加算額の支給要件については施行日以後の期間も通算することとする。

ただし、年金額を計算する場面においては、第5項において｢組合員期間｣を､施行日前の

組合員期間を表す｢旧国家公務員共済組合員期間｣に読み替えているため、施行日以後の

期間は未裁定3階年金の額には反映されない。 （施行日以後の期間は退職等年金給付の額

の算定基礎とされる。）
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○第2号厚生年金被保険者期間について｢附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間
とみなされたものを除く｣としている理由について
， 施行日前から施行日以後に引き続く組合員期間を有する者が施行日以後に退職した場合は､2階
部分の年金については､施行日前と施行日以後の組合員期間を通算した期間を基礎として厚年法
の規定による老齢厚生年金が支給されることとなる｡（一元化法附則第7条の規定により､施行日前
の旧国家公務員共済組合員期間を､厚生年金の算定基礎となる『第2号厚生年金被保険者期間」
とみなすこととされている｡）

・ 一方で､3階部分の年金については､施行日以後の組合員期間は､今回創設した退職等年金給付
の額の算定の基礎としたため､未裁定3階年金の額の算定の基礎にも入れてしまうとダブルカウントと
なることから､施行日を境に額の算定基礎となる期間を明確に区分けしたもの｡

。 よって､附則第36条の規定により支給する未裁定3階年金については､施行日以後の概念である「
第2号厚生年金被保険者期間｣を排除し､単に施行日前の期間であることを指す｢旧国家公務員共
済組合員期間｣をその算定基礎とする必要がある。

(参考）
○一元化法

附則

（厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置）
第七条」旦團室公適量益童…遡園､旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職
員共済加入者期間1茎茎それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下｢改正後
厚生年金保険法｣とFﾗ｡)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間
（以下｢第二号厚生年金被保険者期間｣という｡）、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保
険者期間(以下｢第三号厚生年金被保険者期間｣という｡）又は同項第四号に規定する第四号
厚生年金被保険者期間(以下『第四号厚生年金被保険者期間｣という｡と壷些立堅(以下略）

○一元化後厚年法

（実施機関）

第二条の五この法律における実施機関は､次の各号に掲げる事務の区分に応じ､当該各号に定
める者とする。

号厚生年金被
'及び被保険者
陰者期間lとし、

)組合員た鼎
第二号厚益
俣瞼者で応

年金保険0
被保険者に
拍隠目イじj-貢

一
一

う｡）に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者､第二号厚生年金被保険
者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八
十四条の五第一項の規定による拠出金の納付､第二号厚生年金被保険者期間に係る保険
料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用
に関する事務国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

(用例）

○独法農業技術研究機構法一部改正法(平成12年法律第129号）
附則

第七条施行日の前日において厚生年金基金(推進機構の事業所又は事務所を厚生年金保険法
第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう｡以下この項において同じ｡）
の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で推進機構の役員又は職員であったもののう
ち､施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限
る｡以下この条において｢推進機構の役職員であった組合員｣という｡)里豆室一二茎』竺上里皇l室鍾≦
組合員期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員“る期間に
限る｡)をいう｡以下この条において同じ｡)査有しない者であり､かつ､施行日前の厚生年金保険の
被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(推進機構
の役員又は職員であった期間に限る｡）に係るものに限る｡以下この条において｢厚生年金保険期間
｣という｡)と当該厚生年金保険期間lﾐﾆ引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるもの
に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用につ煙ては､その者は､一年以上
の引き続く組合員期間を有する者とみなす,
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【第8項】【新設】(職域加算額の計算に係る2○年要件の通算規定）

未裁定3階年金は施行日前の組合員期間を算定基礎とするが､改正前国共済法の規定

のうち退職共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定(第アブ条第2項

及び第89条第1項第1号ﾛ②)において｢組合員期間が20年以上である者｣の方が｢組合員

期間が20年未満である者｣よりも給付乗率が高く設定されており､単純に施行日前の組合員

期間だけで判定した場合に給付乗率が低くなってしまう者が生じる可能性がある。

(例えば､施行日前の組合員期間が19年で､施行日以後の組合員期間が1年の場合｡）

このような者については、今回の改正が無かったとしたならば､「20年以上｣の要件を満た

して高い乗率の計算式による職域加算額の支給を受けることができた者であるため､その期

待権に配慮し､職域加算額の計算の場面においては施行日以後の期間も通算することとす

る。

ただし､年金額を計算する場面Iごおいては､第5項において｢組合員期間｣を､施行日前の

組合員期間を表す｢旧国家公務員共済組合員期間｣に読み替えているため､施行日以後の

期間は年金額には反映されない。（施行日以後の期間は退職等年金給付の額の算定基礎

とされる｡）

(用例）

○独法農業技術研究機構法一部改正法
附則1

第七条

2推進機構の役職員であった組合員 ‐ち 目今三期日が二十 』陸でありかつ当。組合員簿

圓と ．△管した期 以上となるもの－以上のき、 〈、△員･リ

を有する者及び前項の規定によ1J一年以上の弓き ‐一班L・ ＝ とみなさる者に限る。

二項の規定の適用については は ，目今員拝に係る国家公，、 入ノー ・ 一‐
■

七十七

笥が一 ：以上で ＝とみな弓

【第9項】【新設】(未裁定3階年金は連合会が支給）

既裁定3階年金について支給主体を連合会としている(附則第37条第2項)ことと同様に、

未裁定3階年金についても連合会がその支給を行うことを明示する。

施行日前の各組合員の標準報酬のデータ管理や､支給の決定及びその後の支給を行う

上で､これまで職域加算額を含めた共済年金を支給してきた国家公務員共済組合連合会が

有するノウハウを活用することとしたものである。

【第10項】【新設】(｢なお効力を有する｣の例外｡適用しない国共済法の規定。）

未裁定S階年金については､改正前国共済法の規定をなおその効力を有するものとしたと

ころであるが､次の改正前国共済法の規定については､第2項の規定の例外として､適用しな

いこととするもの｡（一元化法附則第3ﾌ条第3項と同趣旨）

･遺族の範囲等に係る規定(改正前国共済法第43条､第44条）

→共済独宮のものとして遺族共済年金の転給制度が存在していたが､厚生年金への一

元化に伴い､廃止することとしたため。（転給制度廃止に伴う経過措置は一元化法附則

第31条に規定）
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･再評価率の改定に係る規定(改正前国共済法第72条の3～第ﾌ2条のら）

→再評価率は物価水準等により毎年改定されていたものであるが､改正前国共済法に
よる再評価率に係る規定は一元化法において削除されており､その時点以降は改定が

行われないこととなるため､改正後厚生年金保険法の再評価率の規定(改正後厚生年

金保険法第43条の2から第43条の5まで)を適用するもの。

なお、施行後に新規裁定する際に実際に適用する場面においては、次のように適宜

技術的な読替えを措置する必要があるため､政令において規定することとしている。
＜

甜正機厚生年金保険法男ZI別表
一

隼令俣跨

罵蕊報酬の月弱酬 1二
！
■
Ⅱ
■
■
■
リ
Ｌ
■
■
■
ｌ
０
Ｉ
１
０
ｐ
０
Ｂ
０
Ｉ
０
ｒ
ｏ
ｂ
ｕ
Ｂ
Ｂ
Ｕ
凸
日
厚
ｊ
Ｕ
Ⅱ
Ｉ
■
Ｇ
０
Ｕ
Ｉ
ｌ
Ｉ
６
７
１
。
凸
ｆ
８
－

１
１

→「標準期末手当等の額」｢標準賞与額」

別表第1

→「組合員」｢被保険者」
－－－－－－一､_一一一._ _－．－．----..』－－－－ 一

一〒－守一訂一一

･再退職時の額改定(再任改定)(改正前国共済法第77条第4項）

→施行後の再就職期間は新たな3階年金である退職等年金給付の算定の基礎となり、

未裁定3階年金の算定の基礎となる施行日前期間が延びる訳ではないため、再任改定

は行わないこととする必要がある。

※一元化法案提出時に再任改定の規定を除外していなかった理由

一元化法案提出時点においては、職域加算額に代わる新たな年金制度の取扱い

が決定されておらず､事前の検討の中では、施行日前の過去期間も含めて新3階年

金を制度設計することも選択肢の一つとしてあり、その場合再任改定のような仕組み

自体を新年金制度で規定する可能性もあったため。

.在職者の支給停止に係る規定(改正前国共済法第79条､第S○条､第87条、第87条の2)
→これまで厚年法との取扱いが異なっていた部分(制度間差異)であるが､厚生年金へ

の一元化に伴い、厚年法の規定を適用することとしたため。

これらの給付の費用に関する規定

→別途、一元化法附則第48条において規定しているため。
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(政令委任のイメージ）

・一元化法附則第37条第3項による政令委任と同様の内容を規定(全く同内容のものとなるか(片方を

引用する形が可能か)要検証）

(用例）

○一元化法

附則

（改正前国共済法による給付等）

第三十七条施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付(前条の規定により

なおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前国共済法による年
金である給付及び他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む｡)及び旧国共
済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む6）並

びに施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条の規定により受給権を有す

るに至った者に対する同条lこ規定する退職共済年金等については､第三項及び第四項並びに附則
第三十一条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き､改正前国共済
法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く｡)によ
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【遺族の範囲等】

○一元化改正前国共済法

(遺族の順位）

第43条 （略）
(同順位者が二人以上ある場合の給付)第4
4条 （略）

○一元化法附則

(遺族の範囲の特例）

第30条 （略）

『
Ｉ
ｌ
ｄ
１
１

Ｐ
Ｌ 写評 曲昌 区のビ h定】

○一元化改正前国共済法

(再評価率の改定等）

第72条の3 （略）

第72条の4 (略）

(調整期間における再評価率の改定等の特

例）
ｊ
ｊ
略
略
く
く

５
６
の
の
条
条
２
２
７
７
第
第

○厚年法

(再評価率の改定等）
ｊ
ゾ
略
略
く
く

２
４
の
の
条
条
３
ｓ
４
４
第
第

(調整期間における再評価率の改定等の特
例）

ｊ
ｊ
略
略
く
く

４
５
の
の
条
条
３
３
４
４
第
第

【再任改定】
○施行後期間はヨ

礎となるため､再’

§職等年金給付の算定の基
壬改定は行わない

【在職者の支給停止】

○一元化改正前国共済法

(組合員である間の退職共済年金の支給の

停止等）

第79条 （略）
~

(厚生年金保険の被保険者等である間の退

職共済年金の支給の停止）
第80条（略）

○厚年法

(支給停止）

第46条 （略）

【在職者の支給＃ 爵止(障害事由)】

○一元化改正前国共済法

(組合員である間の障害共済年金の支給の

停止等）
第87条 （略）

(厚生年金保険の被保険者等である間の陣
害共済年金の支給の停止）

’､第87条の2 （略）

○障害を給付事由とする年金である給付の在

職者の支給停止に係る規定については、厚年
法において規定がなく､一元化後は厚年法の制

度に合わせる(支給停止しない)ため､措置しな
い ｡

(参考）

【費用に関する事項】
○一元化法附則

(費用の負担）

第48条 （略）



る改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む｡）は､なおその効力を有
する｡この場合において､これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し
必要な事項は､政令で定める。
前項に規定する給付は､国家公務員共済組合連合会が支給する。２

３
－ :､同項の規定にかかわらず､改正前国共済法第四十三柔

十二条の六まで全第七十九条､第八十条､第八十七条及
定める規定は､適用しない｡
:､改正後塵生年金保険法第四十三条の二から第四十三

圭
一
》
》

０
’

Jjナ4

まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する｡この場合において､これらの規
定の適用に関し必要な技術的読替えは､政令で定める。

【第11項】【新設】(適用する厚年法の規定）

前項の規定により改正前国共済法の規定を適用しないこととする代わりに､再評価率の改

定に係る規定については厚年法第43条の2から第43条のらまでの規定を､在職者の支給停

止に係る規定については厚年法第46条の規定を、それぞれ適用することとすることとし､政

令においてこれらの規定の読替えについて規定することとする。（一元化法附則第37条第4

項と同様）

※年金額等の再評価率については､国共済法第77条の3～第77条の6の規定が削除されたため､改
正前国共済法の再評価率の規定をなお効力を有することとしたとしても､削除前の時点でストップした改
定率となり､その後の物価変動等が加味されないこととなってしまうため､厚年法の再評価率の規定を適
用することとしたもの。

※年金受給者は在職中である場合､改正前国共済法では､第79条で組合員である間の在職者の支給
停止に係る規定を､第80条で厚生年金保険の被保険者である間の在職者の支給停止に係る規定を
定めており､2つの規定の間で支給停止が行われる最低額等に差異があったが､一元化後は厚年法の
制度に一本化するため､厚年法第46条の規定を適用することとしたもの。

また､前項において､改正前国共済法第43条及び第44条の規定を適用しないこととする

ことにより､次順位者への転給がなされないこととなるが､これに伴う経過措置として､施行日

前後の適用関係を明確にするために､既に遺族共済年金又は遺族年金の給付を受けている

場合等の取扱いについては､一元化法附則第31条の規定によることとなる。

(参考）

○一元化法
附則

（遺族の範囲の特例）

第三十一条施行日の前日において遺族(改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族
をいう｡以下この項及び次項において同じ｡)である配偶者､子､父母又は孫が改正甑国些澄迭璽
遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む｡)Q室造鐘

】）淫

。
、一

の他く》
､量の者が父母でその者が配偶者又は子であるときは父母､孫及び祖ゴ

寵行日においてそれぞれ当該遺琵あるときは孫及び祖父母､堂里煮重遜重迄量生童蛙越量I主、
共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。

なお、改正前国共済法第8ﾌ条及びSﾌ条の2の規定(障害を給付事由とする年金である

給付の在職者の支給停止に係る規定)については､厚年法においてはもともと制度化されて

いないため､施行後においては､在職中の障害厚生年金は支給されることとなる。

(政令委任のイメージ）
.一元化法附則第37条第4項による政令委任と同様の内容を規定(全く同内容のものとなるか要検証）
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【第12項】【新設】(一時金払いの特例）

未裁定3階年金の額は、旧国家公務員共済組合員期間を算定の基礎とする3階部分の

みの金額であるため、当該期間がごく短期間となった場合に年金額としてごくわずかなものに

なる可能性がある。（たとえば､施行日の直前に採用された者や､組合員となってすぐ民間に

再就職した者等。）

その場合、当該年金の受給者は､2カ月に1回､ごくわずかな金額の振込を受|ﾅ続けること

となり､また支給を行う連合会における事務に要する費用も膨らむこととなる。

そのため、受給権者が望んだ場合には、年金の支給に代えて一時金に換算した金額を支

給することができる仕組みを､政令において定めることを可能とするもの。

なお、旧3公社(JR･ JT･NTT)が厚年制度に移管された平成8年厚生年金保険法等

改正法、及び、旧農林漁業共済が厚年制度に移管された平成14年農林統合法においても

同様の規定が設けられている。

(参考）

○平成八年厚年法等改正法

附則

第三十三条

12退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者
の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めること
ができる。

【→政令は今のところ定められていない｡】

○平成十三年農林廃止法

附則

（支給の特例）

第四十八条特例年金給付(特例障害共済年金､特例障害年金及び特例障害農林年金並びに特例
遺族農林年金を除く。）の受給権を有する者については、政令により､その者の請求によりこれらの年
金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。

○厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平
成十四年三月十三日政令第四十五号）

（特例老齢農林一時金の支給）

第二十五条の二特例老齢農林年金(平成十三年統合法附則第四十四条第六項の規定によるも
のを除く。）の受給権者は、当該特例老齢農林年金の支給に代えて一時金(以下｢特例老齢農林一
時金｣という。）の支給を請求することができる。ただし､その者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、この限りでない。

－平成十三年統合法附則第四十四条第九項において準用する平成十三年統合法附則第三十
八条第八項本文の規定により当該特例老齢農林年金の支給を停止すべき事由が生じていると
き。

二当該特例老齢農林年金の受給権を取得した日(同日以後に平成十三年統合法附則第四十
四条第九項において準用する平成十三年統合法附則第三十八条第八項本文の規定によりその
支給を停止すべき事由が生じた場合にあっては、その事由がなくなった日の翌日)から起算して一
年を経過しているとき。

2前項の規定による請求があったときは、その請求をした者に特例老齢農林一時金を支給する｡この
場合においては、その請求をした日の属する月の翌月以後の分の特例年金給付(特例退職年金及
び特例減額退職年金を除く。 ）は､支給しない。

3特例老齢農林一時金の額は、第一項の規定による請求をした者がその請求をしなかったとしたなら

ばその者に支給されることとなるその請求をした日の属する月の翌月以後の各月の分の特例老齢農
林年金の額の現価に相当する額(次項において｢現価相当額｣という｡）を合計して得た額とする．
4現価相当額は、前項の各月の分の特例老齢農林年金の額に当該各月の予定生存率を乗じて得た
額(次条第一項において｢各月分年金相当額｣という。 ）を予定利率による複利現価法によって第一
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項の規定による請求をした日の属する月の翌月から前項の各月の分の特例老齢農林年金が支給さ● 0

れることとなる月までの期間に応じて割り引いた額とする。
5前項の予定生存率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、
仕市場今剰の動向その他の事情を勘案して､農林水産大臣が定める。は市場金利の動向その他の事情を勘案して、

同項の予定利率

6．7 （略）
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i~厨頁I蕊ﾗ棊蔽壺箭国箕羅iミェ諦荷等)二コ
(現行規定）

(1)経過措置の必要性

一元化法の施行日時点で既に給付事由の生じている国共済法による年金である給付に

ついては､財産権保護の観点から､従前の給付を引き続き支給する必要があるため､改正

前の規定はなお効力を有するものとしている。

(2)経過措置の対象及び内容

【第1項】

改正前国共済法の規定により決定された年金である給付及び旧国共済法(6○年改正

前の国共済法)の規定により決定された年金である給付については､第3項及び第4項､遺

族の範囲に関する特例規定並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前の国

ﾒ第4項、遺

改正前の国

て適用し､必要な読替えについては政令で定め共済法の規定はなお効力を有するものとし

ることとするもの。

※平成19年一元化法においては｢改正前国共済法その他の法律の規定｣とされていたが、 「改正前

国共済法｣が定義語であり、 「改正前｣が｢その他の法律｣に掛かっていないように読めてしまうとの指
摘を踏まえ、 「改正前の国家公務員共済組合法その他の法律の規定｣とすることとしたもの。

※ 「この法律による改正前の国家公務員共済組合法その他の法律｣は次の法令を想定したもの。

・国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号）

・国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号）

・国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号）

．｢この法律｣による他法改正のうち、国共済の長期給付に関するもの

・社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号

）

・独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号）

なお、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の

一部を改正する法律(平成24年法律第62号)における受給資格期間短縮(25年→1○

年)に係る経過措置(同法附則第35条)の適用を受ける者は、施行日の前日にいずれの

年金の受給権も有していないことが支給要件とされている(施行日から退職共済年金を支

給することとされている)ため､既裁定3階年金の一つとしてこの条に規定されているところ。

(参考）

○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
（平成24年法律第62号）

附則

（退職共済年金等の支給に関する経過措置）

第三十五条施行日の前日において現に国家公務員共済組合法による退職共済年金 その他退職を

支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって､第十条の
規定による改正後の国家公務員共澄組合法第七十六条その他政令で定める規定による退職共済
年金その他退職を支給事由とする年金である給付(以下この条において『退職共済年金等｣という。）

璽劃遥住E該当立埜Q厘L匹娃､塵丘旦E壷込工三jI,SO)湿定によ壷退職共済年金等の支給
要件に該当するに至ったものとみなして､施行日以後､その者に対し､これらの規定による退職共済
年金等を支給する｡この場合において､これらの規定の適用に関し必要な事項は､政令で定める。
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【第2項】

既裁定3階年金については､これまでどおり連合会が引き続き支給することとしている。

【第3項】

既裁定3階年金については、改正前国共済法の規定のうち､受給権者が在職中である

場合の一部支給停止に係る規定、遺族の範囲に係る規定及び再評価率の改定に係る規
定並びにこれらの給付の費用に関する規定については適用しないこととしている。

【第4項】

前項の規定により改正前国共済法の規定を適用しないこととする代わりに､再評価率の
改定に係る規定については厚年法第43条の2から第43条の5までの規定を､在職者の支

給停止に係る規定については厚年法第46条の規定を､それぞれ適用することとすることと

し､政令においてこれらの規定の読替えについて規定することとしている。

※年金額等の再評価率については、国共済法第77条の3～第77条の6の規定が肖I除されたため、
改正前国共済法の再評価率の規定をなお効力を有することとしたとしても､肖ﾘ除前の時点でストップし
た改定率となり､その後の物価変動等が加味されないこととなってしまうため、厚年法の再評価率の
規定を適用することとしたもの。

※年金受給者は在職中である場合、改正前国共済法では､第79条で組合員である間の在職者の支
給停止に係る規定を、第80条で厚生年金保険の被保険者である間の在職者の支給停止に係る規
定を定めており､2つの規定の間で支給停止が行われる最低額等に差異があったが､一元化後は厚
年法の制度に一本化するため､厚年法第46条の規定を適用することとしたもの。

また､前項において、改正前国共済法第43条及び第44条の規定を適用しないこととすることにより、
次順位者への転給がなされないこととなるが､これに伴う経過措置として､施行巳前後の適用関係を明
確にするために､既に遺族共済年金又は遺族年金の給付を受けている場合等の取扱いについては、一
元化法附則第31条の規定によることとなる。

(参考）

○一元化法

附則

（遺族の範囲の特例）

第三十一条施行日の前日において遺族(改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族
をいう｡以下この項及び次項において同じ｡）である配偶者､子､父母又は孫が改正煎国基i査塗｡
遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。）の支給を量

孫及び祖父量､量Q宣辿全量二重その者が酬禺者又は子であるときは父母、けている場合において、
きは祖父母は､施行副二おいてそれぞれ当該遺族あるときは孫及び祖父母､型童塑遜重亜垂生室1主担父母は､施征副二

共済年金の支趙童量は量三型i二堕至道旋重堅窒量迄囚とす壷9
2．3 （略）

なお、改正前国共済法第S7条及び87条の2の規定(障害を給付事由とする年金である

給付の在職者の支給停止に係る規定)については､厚年法においてはもともと制度化されて

いないため､施行後においては､在職中の障害厚生年金は支給されることとなる。
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謡匝機○一元化改正前国共済法

（再評価率の改定等）

第43条の2 （略）

第43条の4 （略）

（調整期間における再評価率の改定等の特｜
例）

第43条の4 （略）

（再評価率の改定等）
第72条の3 （略）

第72条の4 （略）

（調整期間における再評価率の改定等の特
例）

第72条の5 （略）

’
｜

｜
’

第43条の5 （暁第72条の6 （略）
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園
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○一元化法附則

（費用の負担）

第48条 （略）

(改正の内容）

【第1項】

一元化法提出時点では、未裁定3階年金の措置自体が決まっていなかったが､少なくとも

施行日時点で特別支給の退職共済年金の職域加算額(既裁定3階年金)の受給権を有し

ている者については、その期待権を考慮し、施行後の未裁定3階年金を支給することとされ

た。

この一元化法提出時点において､既裁定3階年金について改正前国共済法の規定をなお

その効力を有するものとすること(第1項)や､在職中支給停止の規定の特例(第3項･第4項

）を規定する際､未裁定3階年金として唯一措置していた附則第36条についても附則第3フ

条第1項においてまとめて規定していたもの。

今回、既に規定されていた特別支給の退職共済年金に続く本来支給の退職共済年金に

加え､それ以外の未裁定3階年金の規定を附則第ee条にまとめて規定することとし､附則第

37条は既裁定3階年金について特化した規定として整理することとする。
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【第3項】

施行後に新たな組合員期間を有するに至った場合(再任用職員等)は、その期間は新3
階年金である退職等年金給付制度の適用期間となり､既裁定3階年金の算定の基礎となる

､ため､組合員期間の延長による額改定は行わないことと施
一

訓借

する必要がある。

よって、第1項の規定においてなおその効力を有するとしている規定の例外として､適用し
ないこととする改正前国共済法の規定に、改正前国共済法第77条第4項を加えることとす

る。

※一元化法案提出時に再任改定の規定を除外していなかった理由

一元化法案提出時点においては、職域加算額に代わる新たな年金制度の取扱いが

決定されておらず､事前の検討の中では、施行日前の過去期間も含めて新3階年金を

制度設計することも選択肢の一つとしてあり､その場合再任改定のような仕組み自体を

新年金制度で規定する可能性もあったため。

(参考）

○一元化改正前国共済法
（退職共済年金の額）

第七十七条

3退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の
属する月以後における組合員期間は､その算定の基礎としない。

(当該退職した臼の翌日から起算して一月
除く｡）は､前項の規定にかかわらず､当該

遇合員である退職共済年金の受給罹壱4

を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。
の基礎とし工篁_当該退瞳共済笙金Q日の属する月の前月までの組合員期間を算定一

一

1
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附則第37条の2(併給の調整の経過措置）

○ポイント

退職等年金給付の受給権者に既裁定3階年金又は未裁定3階年金の受給権も生じた場

合の調整について規定。

(規定内容）

今回創設された退職等年金給付の受給権者が､別途､一元化法施行前の組合員期間を

算定の基礎として経過的に支給される給付の受給権も有することとなった場合､これらの併

給を可能とすると過剰給付となる場合があるため､現行の仕組みと同様の併給調整を行うこ

ととする。

ただし、国共済法における取扱いと同様に､退職等年金給付のうち有期退職年金に係る

一時金については併給調整の対象外とすることとする。

【第1項】

退職等年金給付(一時金を除く｡以下同じ｡）の受給権者が､施行日時点で既裁定の共

済年金の職域加算額(以下｢旧職域加算額｣という｡）又は施行日時点で未裁定の3階年金

（以下｢改正前国共済法による職域加算額｣という｡）の支給を受けることができるときは､今

回の改正後の国共済法第ｱ5条の3(併給の調整)の規定と同様に､その種類に応じ退職等

年金給付の支給を停止することとする。

具体的には、

①退職等年金給付のうち退職年金の受給権を有する場合

改正前国共済法による職域加算額(障害共済年金)又は旧職域加算額(障害共済年

金)の支給を受けることができるときは､支給停止。

②退職等年金給付のうち公務障害年金の受給権を有する場合

改正前国共済法による職域加算額(退職共済年金･障害共済年金｡遺族共済年金)又

は旧職域加算額(退職共済年金･障害共済年金･遺族共済年金)の支給を受けることがで

きるときは､支給停止。

③退職等年金給付のうち公務遺族年金の受給権を有する場合

改正前国共済法による職域加算額(退職共済年金｡障害共済年金･遺族共済年金)又

は旧職域加算額(退職共済年金｡障害共済年金・遺族共済年金)の支給を受けることがで

きるときは､支給停止。

【第2項】

第1項と裏腹の関係で､改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の受給権

を有する者が､退職等年金給付の支給を受けることができるときは､その種類に応じ改正前

国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を停止することとする。

具体的には、

①改正前国共済法による職域加算額(退職共済年金)又は旧職域加算額(退職共済年金）
の受給権を有する場合
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公務障害年金又は公務遺族年金の支給を受けることができるときは支給停止。
②改正前国共済法による職域加算額(障害共済年金)又は旧職域加算額(障害共済年金）
の受給権を有する場合

退職年金､公務障害年金又は公務遺族年金の支給を受けることができるときは支給停
止。

③改正前国共済法による職域加算額(遺族共済年金)又は旧職域加算額(遺族共済年金）
の受給権を有する場合

公務障害年金又は公務遺族年金の支給を受けることができるときは支給停止。

なお、退職を給付事由とする退職年金、旧職域加算額又は改正前国共済法による職域
加算額の額は、それぞれの額の算定対象となる組合員期間が重複することがないため、併
給調整の対象とはしない(併給される)。

これにより､併給調整の対象とする年金は一旦全て支給停止されることとなる。

(複数の退職等年金給付どうしの併給調整は改正後国共済法第75条の3に規定）

【第3項】

第1項及び第2項の結果、退職等年金給付､改正前国共済法による職域加算額又は旧
職域加算額の間で､併給調整の対象とする複数の受給権が発生した場合には､一旦全ての
給付を支給停止とした上で､そのうちいずれか1つの給付について｢支給停止解除の申請｣を
行うことにより、その給付の支給を受けることとする。

（支給停止解除等について規定している改正後国共済法第ﾌ5条の3を準用）

(政令委任のイメージ）
・改正後国共済法第75条の3(併給の調整)の読替え
､昭和60年国共済改正法附則第11条の読替え(必要性を要検証）

(用例）

○一元化前国共済法
許給の調霊

の法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場
間､当該年金である給付は､その支給を停止する。
年金若しくは遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達してし、
共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金で
;ある給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十
を除く｡）、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を
及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの（
診ているものに限る。）を除く｡）、厚生年金保険法による年金である
る年金である保険給付及び同法による遺族厚生年金(その受給
のに限る。）を除く。）又は国民年金法による年金である給付(老謝

第

殴
除
籾

公務員

:る年金

ﾆ限る。

;ある給

丘歳にi
－事由と

－＝ｰ

事由と

受給棺
給付（

給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十
五歳に達しているものに限る｡）を除く｡)を受けることができるとき
二障害共済年金退職共済年金､障害共済年金若しくは遺族共済年金､地方公務曼等共済組
合法による年金である給付､私立学校教職員共済法による年金である給付､厚生年金保険法に
よる年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給
付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く｡）査量1±垂三型i重室壷竺些
三遺族共済年金退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。）、障害共
済悪署ぽぼ遺族箕言垂盃~f匠方公務員等共済組合法による年金である給付､私立学校教職
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員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付(地方公務員
等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当する
もの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに

限る｡）を除くものとし､第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の
受給権者にあっては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号
の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。）又は国民年金法
による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金で
ある給付(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る｡）並びに当該遺族共済年金と同
一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く｡）を受けることができるとき。
(略）２

３ るものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は第一項の規定によりその支 止で

司項の規定にかかわらず､その支給の停止の解除を申請することができる。
4前項の申請があった場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかか
わらず､同項の規定による支給の停止は、行わない｡ただし、 （略）
5現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一-項の規定によりその支給を停止
するものとされた場合において､その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である

給付に係る第三項の申請がなされないときは､その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当
該年金である給付に係る同項の申請があったものとみなす。

6第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を
含む｡）は､いつでも､将来に向かって撤回することができる。

○昭和6○年国共済改正法(昭和60年法律第105号）
附則

（併給の調整の経過措置）

共済法による年金の受給権老迩旧共済法土済法第七十四条第一項に定めるもののほか､第十一条

による年金又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金た
る保険給付(退職共済年金の受給権者にあっては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由と

ときは、その間、当該共済〉 による年金は､_そ①支給をることができるするものを除く。）の支給を受I

停止する。
2次の各号に掲げる旧共済法による年金の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、そ

の該当する間、当該年金は､その支給を停止する。
一退職年金、減額退職年金又は通算退職年金障害共済年金若しくは遺族共済年金又は地方
公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第
四項において同じ｡）による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律

第二百四十五号)による年金である給付で共済法による年金に相当するもの(退職を給付事由と
する年金である給付を除く｡）、国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号。以下附則第六十六条までにおいて｢新厚生年金保険法｣とい

う｡）による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く｡）若しくは新国
民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正
法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八

条の規定により支給される遺族基礎年金を除く｡）を受けることができるとき。

二障害年金共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの､新厚
生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金

等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第
二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く｡次号において同じ。）を受けることができる

とき。

三遺族年金又は通算遺族年金共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法に
よる年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に

相当するもの､新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金で

ある給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限

る。）を除く。）を受けることができるとき。

共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は､前二項Q場食1三コいて準里まる輿この場合に3

おいて、同条第四項ただし書中｢この法律による年金である給付｣とあるのは、 「この法律による年金で

ある給付､国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第

十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付｣と読
み替えるものとする。

4～7 （略）
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【第4項】(有期退職年金の一時金の内払い規定の準用）

本改正法による改正後の国共済法第75条のe第3項においては､新年金制度の有期退

職年金の一時金払い(第79条の2第3項前段､第79条の3第2項前段､第3項の一時金)を

受けるとともに､公務障害年金の支給を受ける場合については､支払われた一時金の額は公

務障害年金の支給の内払いとみなすこととしている。

（公務障害年金を全額支給停止とはせず､支払われた一時金の額を､その後に支給される

公務障害年金の額(月額)の1／2を上限に順次充当していく方法｡）

これについて､最低保障された公務上の障害共済年金の受給権者に､更に有期退職年

金の一時金払いを支給するとした場合は過剰な給付となることから､未裁定3階年金又は既

裁定3階年金のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用

することとする。

(参考）
○改正語国共済法

（年金の支払の調整）

第七十五条の五

3第七十九条の二第三項又は第七十九条の三第二項に規定する一時金の支給を受けた者が､公務
障害年金の支給を受けるときは､その支払われた一時金は､その後に支払うべき公務障害年金の支
給期月ごとの支給額の二分の－に相当する金額の限度において､当該支給期月において支払うべき
公務障害年金の内払とみなす｡ ‘

【第5項】(遺族に対する一時金の選択規定の準用）

本改正法による改正後の国共済法第ﾌ9条の4第3項においては､同条第1項の規定によ

り一時金の支給を受ける者が､同項に規定する者の死亡により公務遺族年金の支給も受け
ることができるときは、当該支給を受ける者の選択により､いずれかを支給し､他は支給しない

こととしている。

これについて､最低保障された公務上の遺族共済年金の受給権者に､更に新年金制度の

遺族に対する一時金を支給するとした場合は過剰な給付となることから､未裁定3階年金又

は既裁定3階年金のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受ける場合について

準用することとする。

(参考）
○改正語国共済法

（遺族に対する一時金）

第七十九条の四

3第一項の規定により一時金の支給を受ける者が､同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を
受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により､一時金と公務遺族年金のうち､そのい
ずれかを支給し､他は支給しない。
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附則第37条の3(障害共済年金の額の算定の特例)【新設】

○ポイント

既裁定の公務による障害共済年金の併合(額改定)について規定。

(規定内容)

一元化法附則第eﾌ条第1項の規定により､既裁定3階年金については改正前国共済法

の規定はなおその効力を有するものとされた｡よって､改正前の公務障害に係る障害共済年

金の額改定に関する改正前国共済法第85条第2項の規定もなおその効力を有することとな

る。

(参考）

○一元化法による改正前の国共済法

（二以上の障害がある場合の取扱い） ’
第八十五条障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当
しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く｡以下この条及び次条において同じ｡）の受

給権者に対して更に障害共済年金を支給すぺき事由が生じたときは､薊鐘里睡豊童錘食した障害の
程度を第八十一条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
ハ による 共ス の に、してに公務によらない蜜 、 （障害共済

年金のうち《公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう｡以下同じ｡）を支給すべき事由

2

公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共涙が生じた場合又は
を 基、 る’ i‐ 合した ＝

の程度による障害共済年金の額の算定については 八 二 唾一二号に主.げる は、同

号及び同条第二項の規定にかかわらず､次の各号に掴ザる金‘量の合算額とする

－その者の公務等傷病による障害について算定されるべき第八十二条第二項の金額
二その者の公務等鶴病による障害を公務等傷病によらないものとみなし､他の公務等傷病によら
ない障害と併合した障害の程度に応じ算定した第八十二条第一項第二号に掲げる金額から当該

公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について算定され

るべき同号に掲げる金額を控除した金額

3前項の規定は､同項の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更
にハ による＝ 共 金又は公 によらない 共 を すべき が生じた△

について準用する。

（障害共済年金の額）

第八十二条障害共済年金の額は､第一弓号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額とす
る｡この場合において､障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎

年金が支給されない者に支給する障害共済年金については､第一号に掲げる金額が同法第三十三

条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五
十円未満の端数があるときは､これを切り捨て､五十円以上百円未満の端数があるときは､これを百
円に切り上げるものとする｡）より少ないときは､当該金額を同号に掲げる金額とする。

一平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百
月未満であるときは､三百月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者に
あっては､当該金額の百分の百二十五に相当する金額）

二 均 の の一・○九六に当する金額に今 圓の 当量 が三

、であるときは、三百月)をじてた金 （ の が の一に＝当るに

あっては､当該金額の百分の百二十五に相当する金額）
2前条第一項若しくは第三項の場合において障害共済年金の給付事由となった障害が公務若しくは
通勤による傷病(以下｢公務等傷病｣という｡)によるものであるとき､又は同条第五項の場合において

同項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規
定による障害共済年金(以下『公務等による障害共済年金｣という｡）の額の算定については､前項第

二号に掲げる金額は､同号の規定にかかわらず､平均標準報酬額に十二を乗じて得た金額の百分の
十四'六一五(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあっては､百分の二十一・九二三)に
相当する金額(組合員期間の月数が三百月を超えるときは、当該金額にその超える月数一月につき

平均標準報酬額の千分の一・○九六(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあっては､千
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分の一・三七)に相当する金額趣qzZ三重壷と重二壷。

この改正前国共済法第S5条第2項は、公務障害による障害共済年金と公務障害によら

ない障害共済年金が合わせて発生した場合の額改定の規定であり､次の①と②の合計額に

することとしている。

①公務障害による障害共済年金が単独で発生したとした場合に､第82条第2項の規定に
よって算定される､公務による上乗せ部分の額

②仮に公務障害によらない障害共済年金が2つ発生したとした場合に､第85条第1項の
規定により併合したものとして算定される額

ただし､施行後に新たに裁定される2階部分は障害厚生年金となり､公務とuう概念自体

が存在しない制度であるため､既裁定の公務による障害共済年金の受給権者に対して施行
後に更に障害厚生年金(全て公務外)を支給すべき事由が生じた場合については､新たに障

害厚生年金を単独で発生させるのではなく､窒塗量里効ﾕｺ査査立壁4①と室血上改正薊国差

済法第SS条第2項の規定により､既裁定の障害共済年釦鎮改定とし工1立置仙土ゑことと
する。

※一元化法案提出時に規定していなかった理由

一元化法案提出時においては､職域部分廃止後の新たな年金制度の規定は盛り込ま

れなかったが､選択肢の一つとして､施行日前の期間も含めて新年金を設計する方法も

考えられており､仮にそうなった場合には､この公務と非公務の併合についても新制度に

盛り込まれる可能性があったため、一元化法案提出時点ではこの条のような経過措置を

盛り込めなかったところ。

今回｢退職等年金給付｣制度の制度設計が決定し､施行日以後の期間のみを対象と

することとされたことに伴い、施行日時点で既裁定の公務による障害共済年金の併合の

取扱いについて､既裁定年金の額改定として定めることとしたもの。
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附則第41条(追加費用対象期間を有する者の特例等）

(現行規定）

一元化法の施行により、旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に新規

裁定される場合は厚生年金が支給されることとなるが､旧国家公務員共済組合員期間に恩

給期間が含まれる場合は､恩給期間に係る費用負担の問題等が存在することから､共済年

金として裁定し連合会がこれを支給することとされた。

具体的には､恩給期間を含む国家公務員共済組合の組合員である期間を計算の基礎と

して､厚生年金保険法の老齢厚生年金､障害厚生年金又は遺族厚生年金の計算規定の例

により算定した額(2階部分の額)を退職共済年金､障害共済年金又は遺族共済年金として

国家公務員共済組合連合会が支給することとし､厚生年金保険法の老齢厚生年金､障害

厚生年金又は遺族厚生年金は支給しないこととされた。

なお､3階部分については、一元化法提出時点で制度設計されておらず､今回の一元化

法附則の改正により設けられたもの(附則第3S条による未裁定3階年金)である。

(改正の内容）

【第1項】

この条においては、施行日以後に新規裁定される年金を対象とし､適用対象となる者を「

追加費用対象期間を有する者｣と規定していたところであるが､追加費用対象期間を算定基

礎とする既裁定年金の受給権者も読み得る規定振りとなっていたため､既裁定年金の受給

権者は対象としない,旨を明示的に規定することとする。
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‐－－－~~－－1
1附則第46条(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例）’

(現行規定）

昭和34年まで恩給制度が適用され、同年以後も引き続き国家公務員である者について

は、国家公務員共済組合制度の適用を受けることとされ､恩給期間を引き継いだ形で共済
年金の額の算定の基礎とすることとされた。

このため､本人負担がごく僅かであった恩給期間に相当する共済年金の費用については、

国家公務員の恩給を国が負担していたこととの均衡から、当時の事業主としての国等が負担
することとされている。

この恩給期間に係る共済年金の額について、今般の年金財政において現役世代の負担

割合が増加している状況を勘案し、一定の配慮措置を設けつつ､受給者本人の当時の負担

割合に見合った水準まで減額することとしたもの。

※追加費用削減に係る法律改正を一元化法附則において規定した理由
1．被用者年金一元化の趣旨
今般の被用者年金一元化は、少子･高齢化の一層の進展等に備え､年金財政の範囲を拡大して
制度の安定性を高めるとともに､民間･共済組合員を通じ､将来に向けて､同一の報酬であれば同一
の保険料を負担し､同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することにより､公的年金全体
に対する国民の信頼を高めるため､厚生年金保険法を共済組合員等にも適用することとし､厚生年
金保険制度に一本化するものである。

2．追加費用肖ﾘ減の考え方

追加費用の削減については、上記の被用者年金一元化に伴う措置として､国民負担を抑制する観
点から、税負担による追加費用を肖ﾘ減するため､公務員共済における恩給期間に係る給付について
、恩給期間と共済年金制度発足時との負担の差に着目し、負担に見合った水準に減額するものであ
る。 （ただし､受給者に係る生活の安定確保及び財産権の保障等の観点から､減額に当たって･一定の
配慮を行うこととしたところ｡）

3．一元化法における位置付け

（1） 一元化法では、平成8年改正法(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第8
2号。旧三公社共済を厚生年金保険に統合したもの｡）にならい、
・被用者年金一元化に関連する年金本体法の改正は改正法本則に、
・被用者年金一元化に伴う過去改正附則等の改正は､形式的な改正のほか、実質的な改正も含
めて改正法附則に、

それぞれ規定することを基本としている。

※平成8年改正法では､例えば、旧三公社共済組合の存続組合の業務の費用を日本国有鉄
道清算事業団が負担することとする(改正法附則第83条による日本国有鉄道改革法等施行法
（昭和61年法律第93号)の一部改正)等、年金本体法の改正に伴う実質的な改正を改正法
附則において行っている。

（21 追加費用の肖ﾘ減は、今般の被用者年金一元化に伴う措置の大きな要素の一つと位置付けられ
るが、

・恩給期間という、厚生年金保険制度には統合されない廃止制度に係る期間に基づく既裁定給付
について、厚生年金保険制度の下で同一保険料同一給付を実現するという被用者年金一元
化の趣旨を踏まえ､減額を行うものであること、

・改正する法律は、過去の年金本体法の改正に伴う経過措置を定める法律に限られ、年金本体
法の改正は伴わないこと

等から、上記(1)の考え方等により、一元化法においては、附則において必要な法改正を行うこととし
たものである。

※追加費用の削減のために改正が必要な法律

・国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号）
・国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号）
・地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号）
・地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)等
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《参考》勤ﾛ費用の減額について

1基本的考え方

○恩給期間に係る給付(追加費用財源)について､負担に見合った水
準まで一律に27％減額。

一

Iーー (8.8-6.4)÷8.8
＝27％減額

本人負担(4.4％）

恩給納金(2％）

■■■■■一■■■■■ーーー■■■■、 ■■■■■■■ﾛ■■一■■■■■■■■■ ﾛ■■■■ I■■■■ー■■■■■ U■■■■ U■■■■■■■■■ I■■■■ 8■■■■■■■■■■I■■q■■■■＝

事業主負担に相当(4.4％） 事業主負担(4.4％）

共済発忠
（国:S34､地方:S37)

Fの｡●｡－やわ●－q■●■、一一一一一~－－－－q■｡

※恩給期間の長短によりどれだけ減額するかが変わる。

(例)勤続期間35年の者について恩給期間10年､共済期間25年の者であれば、
. 27％＊10/35＝約8％の減額となる。

2配慮措置

○受給者の生活の安定を確保し､その財産権を保障する観点から、
以下の配慮措置を講じる。

①給付額減額率の上限
給付額(恩給期間と共済期間の合計)に対する削減率に10%の上限。
※農業者年金(▲9.8％)の先例がある(議員年金(‘4～10％))。

②減額対象の下限
2皿万円で年以下の給付(恩給期間と共済期間の合計)は減額しない。

※平成21年における高齢者世帯への公的年金の平均給付額(平成21年度
全国消費実態調査(総務省)。また､これよりも低い額は、同時代の厚年の給
付算定式による年金額より少ない場合がある。
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【追加費用減額に係る根拠規定の区別】

○一元化法附則
＝国家公務員共済組合法による退職共済年金篝の受給権者

匿函 匿函
篭壹雪害ー莞雪雲

｜退職共済年金

|等の名称で連
|合会が支給

0J一一~一一今一一.--

Ii退職
00 －←､－－= -.-.､-－

採用

値加費用対象期剛

元化法附貝
画
６

条～篭48条により
削減

吟. .八＝▲ ･ -- =
→－今一合由一一一一一 ■ 早 ■－

:そ－－－一一一一一←

○施行法
＝施行法第3条の規定によりなお従前の例によることとされた給付の受給権者

匿迩 腫圃 に函
0－一一一一一一一‘－．－－

墓共,斉孟に』

る混嗣共済2

一
減

戸一一一一一一一一一.一‐ー

野組合目期臘

○昭和60年改正法附則
＝昭和60年改正前の国家公務員共済組合法（旧国共済法）による退職年金等の受給権者

匿詞 匿函厘圃
0 V ‐ ー ‐

i l退職
#

一
》
一
肌
一
期
一
韻幽
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○共済年金と基礎年金の組み合わせパターン

（改正前国共済法第74条）

ア退職共済年金十老齢基礎年金

イ退職共済年金十障害基礎年金(65歳以後）

ウ退職共済年金十遺族共済年金十老齢基礎年金(65歳以後）

この場合､遺族共済年金は退職共済年金の額を控除した金額となる。

工障害共済年金十障害基礎年金

オ遺族共済年金十老齢基礎年金(65歳以後）

力遺族共済年金十障害基礎年金(65歳以後）

キ遺族共済年金十遺族基礎年金

【第1項】

追加費用対象期間を有する者に支給する退職共済年金については､その額を一部減額

することとしている。

ここでは､追加費用の減額の算定を行うか否かについての判断として､追加費用対象期間

を有する者の退職共済年金の額(老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合はそ

の額を加算した額)が控除調整下限額以上であるときに追加費用の減額の算定を行うことと

し､退職共済年金の額(老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合は､その額のう

ち組合員期間に係る部分に相当する額を加算した額。以下｢控除前退職共済年金額｣とい

う。）から追加費用対象期間に係る額の27／1○○に相当する額(控除額)を減額するとして

いる。

なお、控除調整下限額は、230万円に附則第1条第3号の施行日以後の再評価率の改

定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じた額としている。

(改正の内容）

【第1項】

未裁定3階年金のうち追加費用対象期間に係る部分について､2階部分と同様に肖ll減の

対象とすることとする。

具体的には、退職共済年金の受給権者が未裁定3階年金の支給も受けることができる場

合はその額を加えた合計額を追加費用削減の基礎とし､その合計額の27／1○○に相当す

る額を減額することとする。

H27.10

一法本則(追加費用なし）

←附則第36条莞5項(追加費用削減･一元化法附則第46条）

←附則第41条第1項(追加費用削減･一元化法附則第46条）曙･湿歴共済年寺

呂加智用詞異

採

’
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※一元化法附則第46条～第48条において措置された追加費用削減規定については、

被用者年金の一元化の施行(平成2ﾌ年1○月1日施行)に先立ち､一元化法の公布から1

年以内で政令で定める日からの施行とされている。

一方、今回の改正法により、一元化法附則第46条～第4S条を改正し､未裁定3階年

金についても追加費用削減の対象に含めることとしているが､この未裁定3階年金が支給さ

れるのは職域部分が廃止された以降となるため､施行期日については平成27年10月1日

となる。

なお､既裁定3階年金のうち追加費用対象期間に係る部分については、一元化法により改

正された国共済施行法第13条の2の規定に基づき削減することとしている。

(参考）

○一元化改正後国共済施行法

（追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例）
第十三条の二第七条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第十三条の四
までにおいて｢追加費用対象期間｣という｡)堕立量夏麺趨金員1三並堂こゑ退瞳基澄笙雌(国民
年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である
給付の額を加えた額とする｡）が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を
図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第 号)附則第一条
第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(新法第七十二条の二に規定する再評
価率をいう｡）の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう｡第三項、
次条及び第十三条の四において同じ｡）を超えるときは､退職共済年金の額は､新法第七十七条第
一項及び第二項､新法第七十八条第一項､新法第七十八条の二第四項､新法附則第十二条の四
の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項､新法附則第十二条の七
の二第二項並びに新法附則第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含
む｡）、新法附則第十二条の六の二第四項､新法附則第十二条の六の三第一項､第三項及び第四
項､新法附則第十二条の七の五第一項､第四項及び第五項並びに新法附則第十二条の八第三項
及び第七項並びに第十一条の規定にかかわらず､これらQ規型皇よL』篁定L上頚な旦当重墾(国民年
金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に
係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を､同法の規定による障害基礎年
金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして
政令で定めるところにより算定した額を､それぞれ加えた額とする｡次項において｢控除前退職共済年

七に相当する卿こ追加費用対琴を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十金額｣という。）
(次項において｢退職共済年金控除額｣という｡）を控除した金額とする。期間の月数を:．じてた認

2～6 （略）
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i附則第47条(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例）

(現行規定）

【第1項】

退職共済年金に係る前条の規定と同様の方法により､追加費用対象期間を有する者に支

給する障害共済年金の額を－部減額することとしている。

ここでは､追加費用の減額の算定を行うか否かについての判断として､追加費用対象期間

を有する者の障害共済年金の額(障害基礎年金が支給される場合はその額を加算した額）

が控除調整下限額以上であるときに追加費用減額の算定を行うこととし､退職共済年金の額

（以下｢控除前障害共済年金額｣という｡）から追加費用対象期間に係る額の27/10○に相

当する額(控除額)を減額することとしている。

(改正の内容）

【第1項】

未裁定3階年金のうち追加費用対象期間に係る部分について、2階部分と同様に削減の

対象とする。

具体的には､障害共済年金の受給権者が未裁定3階年金の支給も受けることができる場

合はその額を加えた合計額を追加費用肖ﾘ減の基礎とし､その合計額の27／10○に相当す

る額を減額することとする。

なお、既裁定3階年金のうち追加費用対象期間に係る部分については、一元化法により改

正された国共済施行法第13条の3の規定に基づき削減することとしている。

(参考）

○一元化改正後国共済施行法

（追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例）

第十三条の三追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十二条第二項に規
定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ｡）の額(国民年金法の規定によ

る障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする｡）が控除調整下
隈額を超えるときは､障害共済年金の額は､新法第八十二条第一項及び新法第八十三条第一項並

びに第十二条の規定にかかわらず､これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において｢控

除前障害共済年金額jという｡）から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百
月未満であるときは､三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の
月数を乗じて得た題(次項において｢障害共済年金控除額｣という｡ ）を控除した金頚とまる。
2～5 （略）

-275-



(現行規定）

【第1項】

退職共済年金に係る第46条の規定と同様の方法により､追加費用対象期間を有する者

に支給する遺族共済年金の額を一部減額することとしている。

ここでは､追加費用の減額の算定を行うか否かについての判断として､追加費用対象期間

を有する者の遺族共済年金の額(老齢基礎年金､障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給

される場合はこれらの額を加算した額)が控除調整下限額以上であるときに追加費用の減額

の算定を行うこととし､遺族共済年金の額(以下｢控除前遺族共済年金額｣という｡）から追加

費用対象期間に係る額の2ﾌ/100に相当する額(控除額)を減額するとしている。

(改正の内容）

【第1項】

未裁定3階年金のうち追加費用対象期間に係る部分について､2階部分と同様に削減の

対象とする。

具体的には､遺族共済年金の受給権者が未裁定3階年金の支給も受けることができる場

合はその額を加えた合計額を追加費用削減の基礎とし､その合計額の2ﾌ/100に相当す

る額を減額することとする。

なお､既裁定3階年金のうち追加費用対象期間に係る部分については、一元化法により改

正された国共済施行法第13条の4の規定に基づき削減することとしている。

(参考）

○一元化改正後国共済施行法
（追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例）
第十三条の四追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第八十九条第三
項に規定する公務等による遺族共済年金を除く｡以下この条において同じ｡)里鎮(国民年金法の規
定による老齢基礎年金､障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には､これらの年金で
ある給付の額を加えた額とする｡)が控除調整下限額を超えるときは､遺族共済年金の額は､新法第

法第九十条並びに第十三条の規定にかかわらず､これら里望八十九条第一項及び第二項並びに新

壷E王碩歪匪霞石夏下この項及び次項において｢控除前遺族共済年金額｣という｡)な皇逵陸誼這
麩溌金鍾査通金員塾闘璽且堂(新法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに
該当することにより支給される遺族共済年金にあっては､当該月数が三百月未満であるときは､三百
月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た頚(次項
において｢遺族共済年金控除額｣という｡)を控除した金額とする｡－
2～6 （略）
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『願'第z再認寳用の負担） ？’1

(現行規定）

一元化法附則第32条による障害一時金(施行日の前日で退職したものとみなして支給さ

れる障害一時金)及び第3ﾌ条による既裁定3階年金(施行日前に給付事由が生じた年金で

ある給付)の費用については、従前の例により各号に掲げる者が負担することを定めたもの。

・第1号

追加費用(国、独立行政法人造幣局､独立行政法人国立印刷局､独立行政法人国立

病院機構及び郵政会社等）

．第2号

みなし基礎年金交付金(国民年金の管掌者たる政府）

・第3号

公務上の年金である給付に要する費用(事業主である国､特定独立行政法人等）

・第4号

経過的公経済負担(国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局､独立行政

法人国立病院機構及び郵政会社等）

(参考）

○昭和六十年国共済改正法

附則

（旧共済法による長期給付に要する費用の負担）

第六十四条旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定に
よる一時金を含む｡）の給付に要する費用の負担については､次に定めるところによる。
一当該費用のうち､組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているもの
に対応する費用については､施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。

二当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規
定する政令で定める費用に相当する費用については､国民年金の管掌者たる政府が負担する
三当該費用のうち､公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に

規定する費用を除く。）については､共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例に

よる。

四当該費用のうち、附則第三十一条第一項の規定により国等が負担する費用に相当するものとし
て政令で定める費用については､同項の規定の例により､国等が負担する。
五当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については､新共済法第九十九条第二項

第二号に掲げる費用の負担の例による。

(改正の内容）

一元化法提出時点では､未裁定3階年金の措置自体が決まっていなかったが､少なくとも

施行日時点で特別支給の退職共済年金の職域加算額(既裁定3階年金)の受給権を有し

ている者については、その期待権を考慮し､附則第Se条により施行後の未裁定3階年金を支

給することとされた。

この一元化法提出時点において､既裁定3階年金について、改正前国共済法の規定をな

おその効力を有するものとする支給根拠規定や、在職中の一部支給停止の規定の特例(附

則第37条第3項及び第4項)を規定する際､未裁定3階年金として唯一措置していた附則第

36条も附則第37条でまとめて規定していたところ。

今回、既に規定されていた特別支給の退職共済年金後の本来支給の退職共済年金に加
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え､それ以外の未裁定3階年金の規定を附則第36条にまとめて規定することとし､附貝ﾘ第3

ﾌ条は既裁定3階年金について特化した規定として整理することとした。

これに伴い､この費用負担の規定においても､これまで附則第3ﾌ条に含めて整理していた

附則第36条を追加することとする改正を行うもの。

合わせて､附則第41条の規定により施行後に新規裁定される追加費用対象期間に係る

共済年金についても､この条による費用負担の適用対象とする。

また､第1号に規定する改正前国共済施行法第54条の追加費用削減の規定は､今後も

適用する規定である(今後改正される可能性もある)ため､改正前との定義を用いずに､現行

の法律名とすることとする。
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附則第49条の2(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)【新設】

○ポイント

既裁定3階年金及び未裁定3階年金の給付に充てるべき積立金(以下｢経過的長期給付

積立金｣という｡）の積立義務について規定する。

(規定内容）

施行後は､既裁定3階年金及び未裁定3階年金の支給を行う財源としては､新たな保険

料収入はなく､連合会の積立金のうち､実施機関積立金以外の積立金を取り崩して支給する

こととなる。

この経過的長期給付積立金については､施行日時点で実施機関積立金として仕分けられ

た残余部分を､施行日において積み立てられたものとみなすこととする。

この条において当該経過的長期給付積立金の積立義務を規定し､これにより積み立てら

れた積立金の管理運用については､次条以降において規定する。

(参考)

○改正後国共済法

（積立金の積立て）

第三十五条の二連合会は､政令で定めるところにより､厚生年金保険法第七十九条の二に規定する
実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに､退職等年金給付積立金を
積み立てなければならない。

(政令のイメージ） “

改正後国共済法第35条の2における政令委任と同様に､積立金の稲立て及び取崩しに関する規定を

設ける予定。
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！|附則第49条の3(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)噺訓

○ポイント

経過的長期給付積立金の積立及び管理運用方針について､新3階年金の給付に充てる

べき積立金の積立及び管理運用方針に係る規定を準用するもの。

(規定内容）

既裁定3階年金及び未裁定3階年金については､いずれも旧国家公務員共済組合員期

間を有する者を対象に経過措置として支給するものであるが､将来、平成2ﾌ年9月までの期

間を有する者が退職して年金を受給し､更にその遺族への給付のことも考慮すれば､施行後

数十年にわたる経過措置となる。

また､既裁定3階年金及び未裁定3階年金については、施行日以後は新たな保険料収入

がなく､連合会に残る積立金のみを財源として給付を支給していくこととなる。

そのため､経過措置としての役目を終えるまでの間､既裁定3階年金及び未裁定3階年金

を確実にしていくための経過的長期給付積立金の積立及び管理運用方針が必要となるもの

であるが､今回、国共済法において新3階年金の積立金の積立及び管理運用方針の制定、

公表､評価､財務大臣の監督等の規定が定められたことから、当該規定を準用することとす

るもの。

(参考）

○改正後国共済法

（退職等年金給付積立金の管理運用の方針）
第三十五条の三連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点
から安全かつ効率的に行われるようにするため､管理及び運用の方針(以下この条において｢退職等
年金給付積立金管理運用方針｣という｡）を定めなければならない。
2退職等年金給付積立金管理運用方針においては､次に掲げる事項を定めるものとする。
一退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
二退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事
項

四その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3連合会は､退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ
、財務大臣の承認を得なければならない。

4財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは､あらかじめ、総務大臣に協議しなければ
ならない。

5連合会は､退職等年金給付積立金管理運用方針を定め､又は変更したときは､遅滞なく､これを公
表しなければならない。

6連合会は､退職等年金給付積立金管理運用方針に従って退職等年金給付積立金の管理及び運
用を行わなければならない。

（退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書）
第三十五条の四連合会は、各事業年度の決算完結後､遅滞なく、当該事業年度における退職等年
金給付積立金の資産の額､その構成割合､運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載し
た業務概況書を作成し､財務大臣に提出するとともに､これを公表しなければならない。

（政令への委任）

第三十五条の五前二条に定めるもののほか､退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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|附則第49条の4(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)【新設】
一 一一一－－一

○ポイント

施行の際に連合会が有する長期給付に充てるべき積立金のうち、未裁定3階年金及び既

裁定3階年金の給付に充てるべき積立金として、施行日において経過的長期給付積立金と

して積み立てられたものとみなす。

(規定内容）

未裁定3階年金及び既裁定3階年金を支給する財源については、施行日以後の保険料を

充てず､施行日の前日において連合会が有する積立金から厚生年金保険給付に充てるべき

実施機関積立金を控除した残余の積立金を取り崩して支給していくこととなる。

ここで､施行日の前日においては、法制的には未だ一元化法が施行されていない状態であ

り､同日において連合会が有する積立金は、2階部分の支給に要するものと3階部分の支給

に要するものとが一体となった状態であるため､施行日においてそれぞれの積立金が明確に

分かれて積み立てられたものとみなすものである。

(政令委任のイメージ）

事務費について規定する他､給付に要する費用以外で必要となる費用について､要検証。
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する経過的長期給付に係る拠出金）附則第50条(地方公務員共済組合連合会に対

(現行規定）

国共済と地共済の財政調整制度は、平成16年改正において､両共済の財政単位を一元

化することに伴い､両共済の成熟度の違いから生じる費用負担の差を平準化することを主な

目的として導入されたものであり､両共済がお互いを助け合うことを旨としている。

先に成立した一元化法においては､従来1～3階までを一体的に運営していた共済組合の

分とに切り離され､①保険料収入は全額1 ．2階部分に充てら財政は1 ．2階部分と旧3階：

れ､②1 ．2階部分の積立金は実施機関積立金として管理され1 ‘2階部分の支出のみに充

てられることとされた。

所たな保険料収入はなその結果として､未裁定S階年金及び既裁定3階年金につい、主△
ていくこととなる。
一一一一一・△一…一一‐一

今で蚤実施機関積立釜

この状況下にあることから、両共済の未裁定3階年金及び既裁定3階年金の運営を円滑

に行っていくための一定の措置が必要となったもの。

また､これに伴い、 1階～旧3階を通じた両共済の費用負担の平準化と両共済が相互に助

け合うという国･地方財調の基本的な性格を維持するため、旧3階部分の措置に連動した1 ．

2階部分の調整措置が必要となったもの。

なお、国共済と地共済との間で1 ．2階部分と旧3階部分それぞれの財政調整を行っても、

公務員共済合計でみた1 ．2階部分と旧3階部分それぞれの収支及び積立金には何ら影響

を及ぼさず､公務員共済以外の制度にも何ら影響を及ぼさないものである。

(一元化前の規定の概要）

○国共済と地共済との間で財政調整を実施する旨規定
（国共済法第102条の2､地共済法第116条の2)
○財政調整の内容を規定(国共済法第102条の3､地共済法第116条の3)

る支出の割合を平準化(第1項1号）こ対すA財調:報酬総額I
→対象としている費用は長期給付に要する費用(2，3階部分)のうち政令で定めるもの
3財調:黒字保険者が黒字の範囲内で赤字保険者を支援(第1項第2号
収支を見る際の収入にはA財調収入を含み(第2項)、支出にはA財調支出を含まない(第3→

項）

(一元化法による改正の考え方）

○一元化に伴い、 1 ．2階部分は新厚生年金全体の枠組みの中で費用負担することとなる一方、旧3
階部分については1 ．2階部分の積立金(実施機関積立金)以外の積立金で処理していくこととなる（
旧3階部分に係る公務上障害･遺族年金に係る負担金等多少の収入はあり得る)ため、A財調の対
象範囲の見直しと、旧3階部分に係る経過措置等の規定を整備。
○なお、従来から、国共済･地共済ともに赤字となった場合の財政調整の規定がないことから、将来
的に一方の制度が支払困難になる事態が起こり得ることとなっており､この部分についても手当。

(一元化法による改正の概要）
○財政調整の内容を規定(国共済法第102条の3、地共済法第116条の3)
｡A財調:報酬総額に対する支出の割合を平準化(第1項第1号）
→対象としている費馬について、 1 ．2階部分に係る費用のうち政令で定めるものとするよう窺定（
旧3階部分については附則で規定）

･B①財調:1 ･2階部分について､黒字保険者が黒字の範囲内で赤字保険者を支援(第1項第2号、
従来のB財調と同じ）
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･B②財調:(国共済･地共済ともに赤字で推移し)三方の1 ．2階に係る積立金がなくなった場合 I曼支
援(第1項第3号）

→B①財調の収支を見る際の収入にはA財調収入を含み､支出にはA財調支出を含まない｡B
②財調の収支(積立金と比べる)を見る際には収入･支出ともにA財調分を含む｡(第2項､第3
項）

○旧3階に係る経過措置を規定(改正法附則第50条､第76条）
・一方の旧3階の積立金がなくなった場合に支援(第1項～第4項）

反に旧3階に係る拠出(支援)を受けた場合には同額の1．2階部分の積立金を他方に移換して資産
規模を調整(同条第5項）

(改正の内容）

【第1項】

一元化法提出時においては、未裁定3階年金の制度設計が決定していなかったため、

国共済･地共済の財政調整の対象となる｢経過的長期給仁 ｣の中には既裁定3階年金しか

含まれていなかったところ。

今回の改正により､未裁定3階年金として一元化法附則第36条に規定する改正前国共

済法による職域加算額及び第36条の2に規定する遺族一時金を規定したため､財政調整

｢経過的長期給付｣の中にこれらの未裁定3階年金も含むこととするの対象となる

これにより、これにより､

。

未裁定3階年金及び既裁定3階年金の合計を｢経過的長期給付｣ととらえて

財政調整を行うこととなる。

【第2項】

「国の組合の経過的長期給付｣の定義を附則第49条の2に移動するため､この項からは

削除するもの。

【第4項】

｢国の組合の経過的長期給付に係る積立金 の定義について規定されていたが､附則第

49条の2において「
＝■ー

となるため、この項Zこの項を

国の組合の経過的長期給付積立金 の定義を置くこととし､それと同義

削除するもの。
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附則第Se条の2【新設】 I

○ポイント

旧3階年金(既裁定3階年金及び未裁定3階年金)について､その収支と積立金の水準等

財政事情が悪化した場合に､その在り方の検討を行う足掛かりとしての検討規定を設ける。

(規定内容）

旧3階年金については､平成27年10月以降は新たな保険料収入がな<(X)、連合会に

残る積立金のみを財源として給付を支給していくこととなる。

※公務障害･遺族の給付､追加費用に係る事業主負担分の収入はあり得る。

また､現在のところ、旧3階年金積立金は2○．7兆円であり､旧3階年金給付現価は平成2

1年財政再計算における予定利率4． 1％で計算して約17兆円程度と見込まれるが､利率

が3％を下回った場合には、旧3階年金給付現価を旧3階年金積立金が下回る可能性があ

る。

このため、旧3階年金給付について､将来財政状況が悪化した場合にその在り方について

検討を加え､所要の措置を講ずる足掛かりとしての検討規定を設ける。

※規定の位置について

一般的に検討規定は､調整規定等も含めた経過措置の最後で､一部改正法の改正規

定の直前に置かれるケースが多いため､今回もそれに倣い､一元化法附則第86条の次に

置くこととする。

(参考）

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十
八号）

（国の責務）

第三十三条国は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環
境適合製品の普及を図ることが重要となっていることにかんがみ､エネルギー環境適合製品に係る規
の在り方について検討を加え､必要があると認めるときは､その結果に基づいて所要の措置を講ず
るとともに､エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して､技術に関する助言、
研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。
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一一一一で一一一一一一一一＝一三一－ 一一

金保険法等の一部を改正する法律の一部改正） ’
－－■一一一一一一一一一 一一

(現行規定）

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号｡以下｢平成B年改正

法｣という｡）は､それまで国共済制度が適用されていた旧3公社(JR・ JT.NTT)を､平成9

年4月に厚年制度適用に移管する際の経過措置等を定めた法律である。

一元化法による厚年法及び国共済法の改正に伴い､定義語の改正等､規定の整備を行う

もの。 （平成27年1○月1日施行）

(改正内容）

平成S年改正法の制定時においては、同法により改正された国共済法の規定を引用する

場合は｢改正後国共済法｣との定義により､また､その後に更に改正された国共済法の規定

を引用する場合は｢国家公務員共済組合法｣に改正した上で該当条文を引用するとの整理

がされていたところ。

今般の改正に際し、一元化法附則第91条による平成S年改正法附則の改正規定を改正

することにより、平成9年4月以後に改正が行われている国共済法の規定を引用している部

分を｢平成24年一元化改正前国共済法｣との定義に統一することとする。

①今回の改正後の､一元化法附則第91条中平成S年改正法附則第49条第3項の改正

規定

○一元化法附則

（厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正）

第九十一条厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のよ

うに改正する。

（略）

｢第四十六条第二項並び附則第四十九条毘三エ ・・｢第四十一条、第四十六条第二項」 '三茎成
二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条｣に改める。

②上記①による改正後の平成S年改正法附則第49条第3項

○平成8年改正法附則

（指定基金の業務）

第四十九条

3国家公務員共済組合法筆四十六条第二項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四
十一条、第四十七条第一項､第四十八条､第五十条､第七十五条､第九十五条、第百六条､第百

十四条及び第百十四条の二の規定は､指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金た
る長期給付及び一時金たる給付について準用する。

※平成8年改正法制定時は、「平成8年改正法による改正直後の国共済法｣という意味で｢改正

後国共済法｣の定義語を使用していたもの。

ただし、その後の国共済法の改正により｢改正後国共済法｣第○条として弓|用していた条文が

改正された場合は、平成8年直後の規定なのか､その後の改正後の規定なのか､疑義が生じな

いようする目的から、 「国家公務員共済組合法｣第○条のように改正を行っていたもの。

その後、一元化法により、国共済法の共済年金の規定が削除されたが､指定基金が支給する

特例年金については､依然として改正前の共済年金の規定を適用する必要があるため、 「平成2

4年一元化法改正前国共済法｣第○条のように改正を行ったところ。
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※現行の国共済法第46条第2項(給付金からの控除)については､一元化法による改正が行わ

れておらず､また、一元化法の施行後においても指定基金が支給する特例年金について準用す

る必要があることから､平成8年改正法附則第49条第3項においては、「国家公務員共済組合

法第46条第2項｣とする必要があるもの。

※今回の新年金制度の導入に係る国共済法の改正に伴い、 「第46条第2項｣を｢第45条第2

項｣に条ズレさせる改正については､本改正法附則における平成8年改正法附則の一部改正に

おいて措置するもの。
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｢胴厩ﾗ桑(国棄落葹羅あ二蔀壺百丁

(現行規定）

国共済施行法は昭和34年以前の恩給期間等の特殊な期間を有し、引き続き国共済法

適用とされた者に係る組合員期間の通算や年金額算定等について規定した法律であり､昭

和33年制定の国家公務員共済組合法を｢新法｣と定義して用いていたものであるが､一元化

法における施行法の改正により｢新法｣の定義を一元化法による改正前の国家公務員共済

組合法を表すように改正が行われたところ。（平成2ﾌ年10月1日施行）

(改正内容）

今回の一元化法附則第49条の改正に際し､国共済施行法の規定のうち､追加費用肖

に係る規定等施行後にも適用する規定については､現行の法律名をに改正することとし／

め､施行法第3条の2及び第54条の規定について､それと同趣旨の改正を行うこととする。

国共済施行法の規定のうち、追加費用削減

は、現行の法律名をに改正することとしたた
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＜国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(仮)＞

稲' 二 Iー

(規定内容）

本改正法の施行期日については､第1条において改正する国家公務員退職手当法の一

部改正規定の施行日である｢平成25年1月1日｣を基本とし､それ以外の施行日となる改正

規定については､別途各号に定める日とする。

（第1号） 本改正法第6条による一元化法の改正規定のうち、次の改正規定は公布日に施

行することとする。

・附則第91条の改正規定…平成8年法附則の改正規定

・附則第97条の改正規定…国共済施行法の改正規定

また、国共済法及び一元化法の改正に伴い必要となる積立金の管理運用方針

の事前公表等に係る規定についても､公布日施行とすることとする｡。

･附則第6条の規定･ ･ ･退職等年金給付積立金管理運用方針の事前公表等

･附則第7条の規定･ ･ ･国の経過的長期給付積立金管理運用方針の事前公表等

(第2号） 退職手当法関係(提出済み･未成立法案である国家公務員法等改正法の公布

日とのいずれか遅い日）

(第3号） 退職手当法関係(提出済み･未成立法案である独法通則法等整備法の公布日

とのいずれか遅い日）

(第4号） 本改正法第6条による一元化法附則の改正規定のうち、附則第2条～第4条の

改正規定については､この法律と､地共済法一部改正法､私学共済法一部改正法

のいずれかの公布日の最後に施行する必要がある。

（国会提出済みである国家公務員法等一部改正法及び独法通貝ll法整備法の公布

日との関係で施行日を設定している第2号及び第3号の直後に置くこととする｡ ）

(第5号） 退職手当法関係(退手法改正のうち一部の改正規定。公布から1年以内で政令

で定める日）

(第6号） 本改正法第5条による国共済法の改正規定については、一元化法による国共済

法の改正により職域部分の廃止と同時に新年金制度を創設するものであるため、一

元化法の施行日と同日の｢平成27年10月1日｣とする。

同様に、本改正法第6条による一元化法附則の改正規定のうち、一元化法にお

ける国共済法の一部改正により旧職域部分が廃止されたことに伴って経過措置を

設ける改正に係る部分については､平成27年1○月1日施行とする。

(参考）

○一元化法

附則

（施行期日）
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第一条この法律は、 する｡ただし､次の各号に掲げる規定は､それ

ぞれ当該各号に定める日から施行する。

三 （略)、附則第九十六条の規定､ （略）

政令で定める臼

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において

※一元化法附則第96条(国共済施行法の一部改正)で措置された追加費用削減規定については､被

用者年金一元化の施行(平成27年10月1日施行)に先立ち､一元化法の公布から1年以内で政令で
定める臼からの施行とされたところ。

一方､今回の改正法により､一元化法附則第46条～第48条を改正し､未裁定3階年金についても
追加費用削減の対象に含めることとしているが､一元化法附則第46条～第48条は平成27年10月1
日以後に受給権者となった場合の追加費用削減の規定であり､今回措置される未裁定3階年金の支給
が開始されるのも同日以後となるため､施行期日は平成27年10月1日となる。
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